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第１編 エネルギー回収型廃棄物処理施設 

 

第１章 総則 

本要求水準書は、泉佐野市田尻町清掃施設組合及び熊取町（以下「本組合」という。）が整備する新

ごみ処理施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設。以下「新施設」

という。）の設計・建設（以下「本事業」という。）に関し、本組合が要求する仕様を示すものである。 

本組合は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第

117 号）に準じ、本事業を実施するものとして選定された企業または企業グループ（以下「選定事業

者」という。）の有する経営能力及び技術的能力を活用し、効率的、効果的かつ経済的に本事業を実施

することにより、ごみの適正な処理のみならず、循環型社会の形成に寄与し、環境にやさしく、また、

防災機能に優れた施設として整備・運営できるよう提案を求めるものである。 

本要求水準書は、本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために必要

な整備又は業務等については、本要求水準書に明記されていない場合であっても、選定事業者の責任に

おいてすべて完備または遂行するものとする。 

なお、本要求水準書の〔   〕については、選定事業者においてそれぞれ独自の技術により提案す

るものであるが、数値等が明記されている箇所についても、性能を確保したうえで、更なる性能の向上

及び建設費の抑制等合理的な理由で変更する提案を妨げるものではない。 

 

第１節 計画概要 

１．一般概要 

一般廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に

より市町村の自治事務として位置づけられ、その適正な処理は、衛生的な生活を維持する上で不可欠

な施策であり、市町村における重要な責務であるといえる。また、その廃棄物は、社会経済の発展に

伴って年々変化し、多様化している傾向にあり、本組合の廃棄物処理施設（以下「ごみ処理施設」と

いう。）は老朽化していることから、この度、下記の方針に基づき新施設の建設工事を行うものとす

る。 

また、新施設の建設については、循環型社会形成推進交付金事業のエネルギー回収型廃棄物処理施

設（以下「エネルギー回収推進施設」という。）並びにマテリアルリサイクル推進施設として整備を

行うため、循環型社会形成推進交付金交付要綱ならびに同交付取扱要領、ごみ処理施設性能指針を満

たしていることが求められるとともに、安全性を確保し、関連する法令、規則及び基準等に準拠して

運営業務が適切に行えるよう作業動線等を考慮し、それぞれ設備の機能が十分に発揮できるよう合理

的に配置し、設備は原則として建築物内に収めることとする。 

 

方針Ⅰ 周辺環境にやさしい施設 

周辺への環境負荷を最大限低減するとともに、省エネルギーでごみ処理を行うことができる施設

とする。また、公害の発生を抑制するとともに、適正な運転を行っていることを明らかにするため、

運転状況等を公開することとする。 
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方針Ⅱ 関連市町のごみを安全・安定的に処理できる施設 

ごみ処理を安全に、安定的に継続して処理できる信頼性の高い施設とする。また、りんくうタウ

ンや観光業からの事業系ごみの発生については、削減努力を促していくが、増加する懸念もあり、

これについても安定的に処理が可能な施設とする。 

 

方針Ⅲ ごみのもつエネルギーを最大限活用する施設 

ごみ処理に伴って発生するエネルギーを積極的に回収し、発電等による有効利用を図る。また、

発電を行い、場内利用することで化石燃料の使用を抑制し、温室効果ガスの排出抑制に配慮する施

設とするとともに、自立型の地域エネルギー拠点となりうる施設とする。 

 

方針Ⅳ 循環型社会に寄与する施設 

循環型社会をリードする地域の拠点とし、ごみ処理過程で発生する素材等を資源化、再利用でき

る、循環資源の有効利用に寄与する施設とする。 

また、将来の循環型社会形成に向けた環境学習を推進するとともに、ごみ処理に関する情報発信

を行うことで、住民の意識向上に資する施設とする。 

 

方針Ⅴ 災害に強い施設 

これまでの大災害の教訓を踏まえ、地震等の対策を行い、避難所として活用する。 

 

方針Ⅵ 経済性に優れた施設 

将来的にごみ処理コストを抑制していくことが重要であり、建設時のイニシャルコストに加え、

維持管理費を含めたライフサイクルコストの低減に配慮した施設とする。 

 

２．事業名 泉佐野市田尻町清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業 

 

３．事業期間 

（１）本施設の設計・施工業務 

本契約締結日から 2033 年（令和 15 年）9 月 30 日まで 

（２）本施設の運営業務 

2033 年（令和 15 年）10 月 1 日から 2053 年（令和 35 年）9 月 30 日まで 

※工事に伴い、運営業務の開始が前倒し又は遅延する場合には、運営開始日から 20 年間を本

業務期間とする。 

 

４．発注方式  DBO（Design Build Operate）方式 

（１）選定事業者は、特別目的会社（以下「運営事業者」という。）を設立し、事業時間にわたっ

て本施設運営に係る業務を行うものとする。なお、運営期間中に安定的な運営が可能な場合は、

運営事業者の設立を要しない。 

（２）本事業の設計・施工業務については工事請負事業者が、運営業務については運営事業者が行

うものとする。 

（３）本組合は、新施設を 20 年間使用し、その後も 20 年間使用する予定であることから、選定
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事業者は 40 年間のライフサイクルコストの低減化を考慮して、設計・施工業務及び運営業務

を行うこと。 

 

５．施設規模 

（１）エネルギー回収推進施設          200ｔ／24h（100ｔ／24h×２炉） 

（２）マテリアルリサイクル推進施設（粗大・不燃）23t／日（11.5t／5h×2 系列） 

ストックヤード（紙・古着） 320 ㎡※工場棟内 

ストックヤード（容器包装プラスチック等）84０㎡ 

ストックヤード（びん・缶・ペットボトル）21０㎡ 

※ストックヤード棟の各ごみについては、泉佐野市及び熊取町より搬入されるため、仕切り

を設けること。 

ストックヤード（屋外）（ガラス・その他ガラス）    25 ㎡    

ストックヤード（屋外）（その他ごみ）      270 ㎡ 

※１ 各施設規模については、今後、本組合において繊維系ごみの再資源化を行う実証実験

を行う予定であり、その結果によっては事業者と協議し、契約内容を変更する場合があ

る。 

※２ ストックヤード（屋外）（その他ごみ）については、泉佐野市及び熊取町より搬入さ

れるため、仕切りを設けること。 

※３ この他にも蛍光灯、使用済電池、ライター類、小型家電、その他不適物等の保管場所

を確保すること。 

 
６．建設場所  大阪府泉佐野市日根野地内及び上之郷地内 

 

７．敷地面積   約 55,301 ㎡ 

           平 面  約 38,656 ㎡ 

           のり面  約 16,645 ㎡ 

 

８．全体計画 

（１）全体計画 

敷地周辺全体に緑地帯を十分配置し、施設全体が周辺の地域景観及び自然景観に調和し、清潔

なイメージと周辺の美観を損なわない潤いとゆとりある施設とすること。 

搬入車両が集中した場合においても、周辺に支障がないよう、車両の動線計画を立案すること。 

ごみ搬入車、粗大ごみ運搬車、各種搬入搬出車、通勤用自動車、施設見学者の自動車等、想定

される関係車両の円滑な交通が図られるものとすること。 

施設見学者の一般車両動線は、原則としてごみ搬入車、搬出車等の車両動線とは分離する等安

全性及び利便性を図ること。 

大型機器の整備・補修のため、それらの搬出口、搬出通路及び搬出機器を設けること。 

防音、防振、防じん、防臭及び防爆対策を十分行うとともに、各機器の巡視点検整備がスムー

ズに行える配置計画とすること。特に施設運営上施設内の騒音、振動、粉じん、悪臭及び高温に

対して十分対策を講じること。 

ストックヤード棟 
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施設内の見学者動線は、見学者が安全に見学できるよう配慮し、見学先はプラットホーム、ご

みピット、焼却炉室、中央制御室、タービン発電機室等とすること。 

各機器は、原則としてすべて建屋内に収納し、配置に当たっては、合理的かつ簡素化した中で

機能が発揮できるよう配慮すること。 

災害時においても被害を最小限に抑えるとともに、早期にごみ処理を再開できるよう十分な強

靭化対策を講じること。 

本事業は大阪府環境影響評価条例（平成 10 年大阪府条例第３号）に基づく環境影響評価を行

っていることから、その内容を遵守すること。 

（２）工事計画 

工事中における車両動線は、工事関係車両等の円滑な交通が図られるものとするとともに、周

辺の交通の妨げとならないよう十分に配慮すること。 

建設に際しては、災害対策に万全を期し、周辺住民への排ガス、騒音、振動、悪臭、汚水等の

公害防止にも十分配慮を行うものとする。 

（３）本施設の全体配置 

施設の機能性を考慮し、配置計画を行うこと。 

計量、管理、処理、洗車、補修等が円滑に行え、かつ、本施設へ出入りする人的動線の安全が

確保できる車両動線とすること。 

 

９．立地条件 

（１）地形・土質等 

ア．地形、土質   地質調査等データ添付資料を参照のこと。 

（２）気象条件 

ア．気温    最高【37.3】℃ 最低【-1.1】℃ 

イ．平均相対湿度   夏期【75】％ 冬期【66】％ 

ウ．最大降雨量   【67】mm／時 

エ．建物に対する凍結深度  【指定なし】 

オ．水道敷設に対する深度  【指定なし】 

（３）都市計画事項 

ア．区域区分   市街化調整区域 

イ．用途地域   指定なし 

ウ．建ぺい率   【60】％以下 

エ．容積率    【200】％以下 

オ．その他  【地区計画に準ずる】 

（４）緑化率   【関係法令等及び地区計画に準ずる】 

（５）搬入道路   （添付資料・敷地内配置計画図参照） 

（６）敷地周辺設備   （添付資料・敷地内配置計画図参照） 

（７）電力     特別高圧 

（８）用水  

プラント用水   〔上水、再利用水、井水〕 

※災害時の用水確保及び運営コストにおいてメリットがあ



5 
 

る場合は、井水を利用することとする。また、井水の地

下水調査（当初は１井戸）を行った上で、メリットの判

断を行い本組合の了承を得ること。 

生活用水   〔上水〕 

（９）燃料    工場棟等〔電気〕 

 プラント等〔都市ガス〕 

※１助燃装置に使用する燃料は都市ガス（中圧Ｂ）を基本

とするが、運営コストにおいてメリットがある場合に

は、重油及び灯油の使用も可能とする。その場合、コ

スト面でメリットある旨を事前に示した上で、本組合

の了承を得ること。 

※２工事に係る費用については、建築事業者の負担とす

る。 

（10）排水  下水道放流（生活排水）、プラント排水（施設内循環利用

を基本とするが、余剰水については下水道基準を遵守し

たうえで下水道放流を可） 

（11）電話・通信   通信事業者と協議のうえ敷地境界より引込むこと。 

 

第２節 計画主要目 

１．処理能力 

（１）公称能力 

指定ごみ質の範囲内において１炉 100t／24h で、２炉 200ｔ／24h の能力を有するこ

と。 

（２）計画ごみ質 

ア．一般ごみ 

イ．鉄分・不燃物・可燃物・アルミニウム性粗大ごみの破砕ごみ 

ウ．資源ごみ処理後の可燃物 

（３）組成（上記ア～ウの混合ごみ） 
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表 1－１ ごみ質 

 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

低位発熱量 
kJ／kg 7,100 10,700 14,400 

kcal／kg※ 1,696 2,556 3,440 

三

成

分 

水分 % 55.47 41.62 27.43 

可燃分 % 39.57 52.90 66.54 

灰分 % 4.96 5.48 6.03 

単位体積重量 kg／㎥ 221.0 154.9 88.9 

種類別 

組成 

紙類・布類 % 

 

57.92 

 

木・竹・わら類 % 11.16 

プラスチック類 % 18.36 

厨芥類 % 6.08 

不燃物類 % 2.11 

その他 % 4.37 

可燃分 

元素組成 

炭素 %  

 

 

 

 

 

29.46  

 

 

 

 

 

水素 % 3.84 

窒素 % 1.49 

硫黄 % 0.05 

塩素 % 0.43 

酸素（計算値） % 17.63 

※Kcal／kg は KJ／kg を 4.18605 で除した数値 
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２．炉数 

2 炉構成とし、ごみ投入ホッパから煙突まで 1 炉 1 系統で構成すること。 

 

３．炉型式 

ストーカ式焼却炉（連続運転式） 

 

４．燃焼ガス冷却方式 

廃熱ボイラ＋減温塔（必要に応じて） 

 

５．ごみ搬入日及び搬入時間 

搬入日及び搬入時間は概ね次の通りとする。なお、受付時間外であっても、受付時間内に待車

した車両及び組合が関与する緊急かつ一時的な受入等については対応することがある。 

（１）直営    搬入日：月曜日から土曜日（ただし 12/31～1/3 は除く） 

       搬入時間：６：00 から 16：00 

（２）収集運搬業者     搬入日１：月曜日から土曜日（ただし 1/1 は除く） 

       搬入時間：６：00 から 16：00 

       搬入日２：日曜日（ただし 1/1 は除く） 

       搬入時間：６：00 から 12：00 

（３）一般搬入          搬入日１：月曜日から土曜日(ただし 12/31～1/3 は除く) 

       搬入時間：９：00 から 16：00 

搬入日２：日曜日(ただし 12/31～1/3 は除く) 

       搬入時間：９：00 から 1２：00 

 

6．搬出入車両 （主要搬入搬出車両サイズ（参考）を参照） 

（１）搬入車両 

ア．収集運搬車両   最大積載量 2ｔ 

（長さ 6.60m 幅 2.20m 高さ 2.80m） 

イ．し尿し渣   最大積載量 4ｔ 

（長さ 5.50m 幅 2.20m 高さ 2.40m） 

ウ．薬剤等搬入車両   〔   〕 

エ．燃料搬入車両   〔   〕 

オ．直接搬入車両   最大積載量 5.0ｔまで 

（長さ 9.00m 幅 2.50m 高さ 3.80m） 

（２）搬出車両 

ア．搬出車両   灰運搬用車両：最大積載 10ｔ 

（長さ 8.00m 幅 2.50m 高さ 3.30m） 

イ．ガラス搬出車両   最大積載量 11ｔ 

〔長さ 9.20m 幅 2.50m 高さ 3.30m〕 

ウ．紙類搬出車両   ４ｔアームロール車 

（３）計画車両台数   760 台／日 
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（４）配置・動線計画  敷地内の車両動線は、以下に示す動線で計画するものと

する。 

ア．搬入車両（直営、収集運搬業者） 

イ．搬入車両（一般搬入者） 

ウ．搬出車両（焼却灰、鉄類等運搬車両） 

エ．資機材、薬品、燃料等運搬車両 

オ．作業用車両（メンテナンス車両等） 

カ．一般車両（一般見学者、団体見学者（バス等）） 

キ．一般車両（組合職員） 

ク．一般車両（作業員） 

（ア）構内通路は原則一方通行とし、動線の交差は極力避けること。なお、一般車両の安全対

策に特に配慮すること。 

（イ）駐車場から施設への安全な通路を確保すること。 

（ウ）本事業実施地内には、必要に応じて搬入車両の待機スペースを確保すること。 

（エ）搬入車両は原則として、収集運搬車両については 1 回、直接搬入車両については 2 回

計量を行うため、それを考慮した動線とすること。なお、収集搬入車両のうち、容器包装

プラスチックの収集搬入車両については、計量を行わないものとする。 

 
 

7．稼働時間 

１日 24 時間運転 

 

8．主要設備方式 

（１）運転方式 

エネルギー回収推進施設は、原則として１炉１系列式で構成し、定期修理時、定期点検時にお

いては１炉のみ停止し、もう１炉は原則として、常時運転するものとする。 

また、受電設備・余熱利用設備などの共通部分を含む機器については定期修理時、定期点検時

は、最低限の全休炉期間（7 日間程度）をもって安全作業が十分確保できるよう考慮すること。 

なお、１炉で〔90〕日以上の連続運転が行えるよう計画し、非常停電、機器故障に対する緊

急作動が安全に行える計画とすること。 

主要搬入搬出車両サイズ（参考）※

最大積載量 全長ｍ 全幅ｍ 全高ｍ ﾎｲ-ﾙﾍﾞ-ｽｍ 最小回転半径

ｔ(種別) （参考値） （参考値） （参考値） （参考値） （参考値）

収集運搬車両 2(ﾊﾟｯｶ－） 可燃・粗大・資源 6.6 2.2 2.8 3.3 5.0
〃 3(ﾕﾆｯｸ) 粗大 5.8 1.9 2.6 3.4 6.6

し尿残渣搬入 4(ﾄﾗｯｸ） 可燃 5.5 2.2 2.4 2.9 4.7
一般搬入車両 3.3(ﾄﾗｯｸ） 可燃 8.6 2.3 3.2 4.9 7.6

〃 5.1(ﾄﾗｯｸ） 可燃 8.5 2.4 3.1 4.9 8.0
〃 1.85(ﾄﾗｯｸ） 可燃 7.5 2.2 2.7 3.8 5.7

最大積載量 全長ｍ 全幅ｍ 全高ｍ ﾎｲ-ﾙﾍﾞ-ｽｍ 最小回転半径

ｔ （参考値） （参考値） （参考値） （参考値） （参考値）

焼却残渣 10 灰 8.0 2.5 3.3 4.52 6.5
粗大ﾔｰﾄﾞ系 11 その他ガラス 9.2 2.5 3.3 5.77 7.9
粗大ﾔｰﾄﾞ系 8 ガラス残渣 7.9 2.5 3.5 4.52 6.5

出典
※泉佐野市田尻町清掃施設組合第２事業所の搬入搬出車両であり車両サイズの大きいものを提示している。

車検証 車両メ－カ－組合

搬出 搬出種別

搬入 搬入種別
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（２）主要設備方式 

【エネルギー回収推進施設】 

ア．受入・供給設備 

（ア）計量機   ロードセル式〔４基、搬入用２基、搬出用２基〕 

（イ）受入貯留方式  ピットアンドクレーン方式（ピット容量、計画最大日排

出量において常時〔8〕日間分貯留可能な容量が確保でき

る大きさとすること。なお、２段ピットを計画する場合、

受入部を１日、貯留部を７日で計画すること。） 

（ウ）ピット投入扉  ⅰ）開口部寸法 Ｗ〔   〕×H〔   〕 

ⅱ）６門以上（投入扉は 2ｔパッカー車が投入可能な大

きさとし、内１門については 10ｔダンプが可能な寸法と

すること。また、内１門はダンピングボックス） 

（エ）ごみクレーン  ⅰ）ポリップ式、２基（内１基予備） 

ⅱ）制御方法：全自動又は半自動 

ⅲ）バケット２基 

（オ）燃焼設備   ストーカ式 

（カ）燃焼ガス冷却設備  廃熱ボイラ式 

（キ）排ガス処理設備  乾式処理 ろ過式集じん器、有害ガス除去装置 

（ク）通風設備   平衡通風方式 

（ケ）余熱利用設備  蒸気タービン発電設備 

（コ）給水設備   〔圧力給水方式〕 

（サ）排水処理設備  ごみ汚水〔ろ過＋蒸発酸化〕 

プラント排水〔凝集沈殿＋砂ろ過方式〕 

（シ）飛灰処理設備  薬剤処理方式 

（ス）電気・計装設備  〔電気設備：特別高圧受電〕 

〔計装設備：分散型自動制御システム排ガス監視計器、

データロガー付設〕 

 

 エネルギー回収推進施設の全体処理フロー（参考）、ごみ・排ガスフロー（参考）、蒸気・水

フロー（参考）、給水・排水フロー（参考）、主灰・飛灰処理フロー（参考）を図 1 から図 5 に

示す。なお、図２ ごみ・排ガスフロー（参考）中、②1F プラットホーム（直搬系）の受入・

供給設備については、マテリアルリサイクル推進施設で示す。 
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図１ エネルギー回収推進施設 全体処理フロー（案）（参考） 
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⑥通風設備

※4：
排水処

理設備

から



11 
 

  
図 2 ごみ・排ガスフロー（参考） 

 

 

  

ごみ・排ガス
空気
薬剤

※ 蒸気・水フローに記載

⑤ごみピット

⑧投入ホッパ

⑦ごみクレーン

⑨焼却炉

⑩廃熱ボイラ

⑪減温塔（必要に応じ）

⑫ろ過式集じん器

⑮排ガス再加熱器（必要に応じ）

⑯脱硝反応塔（必要に応じ）

⑰誘引送風機

⑳煙突

⑱押込送風機

⑭排ガス再循環送風機
（必要に応じ）

⑲二次送風機

空気予熱器※ 空気加熱器※

⑥脱臭装置 （炉室）

（大気）

①計量器

②1Fプラットホーム（直搬系） ②2Fプラットホーム（収集系）

③ダンピングボックス④ごみ投入扉③ダンピングボックス

尿素またはアンモニア
（必要に応じ）

アンモニア

⑬有害ガス除去設備
（アルカリ薬剤・活性炭の吹込み

装置）
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図３ 蒸気・水フロー（参考） 

 

  

蒸気
水

⑤排気復水タンク

④低圧蒸気復水器

①高圧蒸気だめ

廃熱ボイラ＊ ⑨ボイラ給水ポンプ

⑫空気予熱器

⑧脱気器

⑦脱気器給水ポンプ

⑬空気加熱器

排ガス再加熱器

②低圧蒸気だめ
（必要に応じ）

⑪スートブロワ
（必要に応じ）

③蒸気タービン

⑥復水タンク

⑭熱交換（場内利用）
（必要に応じ）

※1：脱気器へ
※2：純水装置へ ※1：低圧蒸気だめから

⑩純水装置

※2：低圧蒸気だめから
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飛灰
処理物
薬剤

焼却飛灰処理フロー

薬剤添加

減温塔（必要に応じ）ボイラ ろ過式集じん器

⑦飛灰搬送装置

⑧飛灰貯留槽

⑨混練機

⑩処理物搬送コンベヤ

⑪処理物バンカ・ピット

⑧飛灰定量供給装置

（場外）

飛灰再循環

 
図 4 給水・排水フロー（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 主灰・飛灰処理フロー（参考）  

上水・井水
排水
処理水・再利用水

プラント用水受水槽 機器冷却水受水槽 再利用水受水槽

有機系排水処理設備

炉内噴霧

減温塔（必要に応じ）

灰冷却装置

洗車装置

生活用水受水槽

プラットホーム洗浄

リサイクル施設

純水装置

ボイラ（下水放流）

膜処理設備（必要に応じ）

※2：

機器冷却水

受水槽へ

※3：

再利用水

受水槽へ

無機系排水処理設備

※1：洗車装置へ

無機系排水処理設備から：※1

※2：膜処理設備から ※3：膜処理設備から

（上水）

各機器

機器冷却塔

し尿以外

※4：
有機系排水

処理設備へ

※4：生活用水受水槽から

（井水）

焼却主灰処理フロー

②落じんコンベヤ

焼却炉

③灰冷却装置

④灰搬出装置

①主灰シュート

⑤灰ピット

⑥灰クレーン

（場外）

③灰冷却装置

④灰搬出装置

⑤灰ピット

⑥灰クレーン

（場外）
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9．余熱利用計画 

余熱利用計画は、ごみ焼却により発生する熱エネルギーを無駄なく効果的に利用するため、主と

して発電を行うこととし、場内の動力等に利用した後の余剰電力は売電を行うこととする。 

（１）場内プラント関係余熱利用設備 〔   〕 

（２）場内建築設備関係余熱利用設備 〔   〕 

（３）場外余熱利用施設  〔   〕 

 

10．焼却条件 

（１）燃焼室出口温度   850℃以上（900℃以上の維持が望ましい） 

 ※上記燃焼温度でのガス滞留時間２秒以上 

（２）煙突出口排ガスの  30ppm 以下（Ｏ２ 12％換算値の４時間平均値） 

一酸化炭素濃度   100ppm 以下（Ｏ２ 12％換算値の１時間平均値） 

（３）安定燃焼   100ppm を超える CO 濃度瞬時値を極力発生させないこ

     と。 

（４）熱しゃく量   焼却主灰の熱しゃく減量を 5％以下とすること。 

 

11．公害防止基準 

（１）排ガス計画目標値（ごみ焼却施設） 

ア．ばいじん濃度   0.01g／N ㎥以下（Ｏ２ 12％換算） 

イ．硫黄酸化物濃度   50ppm 以下（Ｏ２ 12％換算） 

ウ．塩化水素濃度   30ppm 以下（Ｏ２ 12％換算） 

エ．窒素酸化物濃度   50ppm 以下（Ｏ２ 12％換算） 

オ．ダイオキシン類排出濃度  0.1ng-TEQ／N ㎥以下（Ｏ２ 12％換算） 

カ．水銀濃度   30μg／N ㎥以下（Ｏ２ 12％換算） 

※計画目標値は、２炉構成時における１炉毎の目標値であ

る。 

（２）下水排水基準値 

 

表１－２ 下水排水基準（排水基準例）（１） 

項  目 単 位 放流基準 

カドミウム及びその他化合物 mg／L 0.03 以下 

シアン化合物 mg／L １以下 

有機燐化合物 mg／L １以下 

鉛及びその化合物 mg／L 0.1 以下 

六価クロム mg／L 0.2 以下 

ヒ素及びその他化合物 mg／L 0.1 以下 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化

合物 

mg／L 
0.005 以下 

アルキル水銀化合物 mg／L 検出されないこと 

ポリ塩化ビニフェル mg／L 0.003 以下 

トリクロロエチレン mg／L 0.3 以下 

テトラクロロエチレン mg／L 0.1 以下 
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表１－２ 下水排水基準（排水基準例）（２） 

項  目 単 位 放流基準 

ジクロロメタン mg／L 0.2 以下 

四塩化炭素 mg／L 0.02 以下 

1,2-ジクロロエタン mg／L 0.04 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg／L 0.2 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg／L 0.4 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg／L ３以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg／L 0.06 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg／L 0.02 以下 

1,4-ジオキサン mg／L 0.5 以下 

テトラメチルチウラムジスルフィド（チラウム） mg／L 0.06 以下 

2-クロロ-4,6-ビス（エチルアミノ）-S-トリアジン 

（シマジン） 
mg／L 0.03 以下 

S-4-クロロベンジル=N,N-ジエチルチオカルパマート 

（チオベンカルブ） 
mg／L 0.2 以下 

ベンゼン mg／L 0.1 以下 

セレン及びその化合物 mg／L 0.1 以下 

ほう素含有物 mg／L 10 以下 

ふっ素化合物 mg／L 15 以下 

ダイオキシン類 ng-TEQ／L 10 以下 

フェノール類 mg／L ５以下 

銅 mg／L ３以下 

亜鉛 mg／L ２以下 

鉄（溶解性） mg／L 10 以下 

マンガン（溶解性） mg／L 10 以下 

クロム mg／L ２以下 

BOD mg／L － 

SS mg／L － 

ノルマルヘキサン 
鉱物油 mg／L 5 

動植物油 mg／L 30 

水素イオン濃度（pH） － 5.1 以上 8.9 以下 

窒素含有量  － 

リン含有量  － 

アンモニア性窒素、亜硝性窒素及び硝酸性窒素含有物 mg／L － 

温度 ℃ 45 

ヨウ素消費量 mg／L 220 

色または臭気 － 
放流先で支障をきたさな

いこと。 
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（３）騒音基準値 

敷地境界線において、定格稼働時に下記の基準値以下とする。 

 

表１－３ 騒音基準 

区域の区分 時間の区分 単位 基準値 

第 2 種区域 

朝（６：00～８：00） dB 50 

昼間（８：00～18：00） dB 55 

夕（18：00～2１：00） dB 50 

夜間（2１：00～翌６：00） dB 45 

 

（４）振動基準値 

敷地境界線において、定格稼働時に下記の基準値以下とする。 

 

表１－４ 振動基準 

区域の区分 時間の区分 単位 基準値 

第 1 種区域 
昼間（６：00～２１：00） dB 60 

夜間（２１：00～翌６：00） dB 55 

 

（５）悪臭基準値 

ア．敷地境界線上において臭気指数 10 以下とすること。 

イ．脱臭装置排出口における悪臭規制値は、次とする。 

（ア）排出口高さ 15m 以上の場合 

指標：排出口の高さに応じた臭気排出強度※ 

※ 臭気排出強度（N ㎥/min）= 臭気濃度×排出ガス流量（N ㎥/min） 

（イ）排出口高さ 15m 未満の場合 

指標：臭気指数※ 

※ 臭気指数＝10×Log10（希釈倍数） 
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12．処理生成物基準 

（１）主灰については表１－５ー１に示す、大阪湾広域臨海環境整備センターの受入に伴う判定基

準を順守すること。 

 

表１－５―１ 大阪湾広域臨海環境整備センター受入判定基準（主灰） 

項目 判定基準 

熱しゃく減量 10％以下 

含有量基準 ダイオキシン類 ３ng-TEQ／g 以下 

 

（２）飛灰については表１－５－２に示す、大阪湾広域臨海環境整備センターの受入に伴う判定基

準を順守すること。 

 

表１－５―２ 大阪湾広域臨海環境整備センター受入判定基準（飛灰） 

項目 判定基準 

含有量基準 ダイオキシン類 ３ng-TEQ／g 以下 

溶出量基準 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀又はその化合物 0.005ｍｇ／L 

カドミウム又はその化合物 0.09ｍｇ／L 

鉛又はその化合物 0.3ｍｇ／L 

六価クロム又はその化合物 0.05ｍｇ／L 

ヒ素又はその化合物 0.3ｍｇ／L 

セレン又はその化合物 0.3ｍｇ／L 

１．４－ジオキサン 0.5ｍｇ／L 

 

13．環境保全 

公害関係法令及びその他の法令、ダイオキシン類発生防止等ガイドライン等に適合し、これらを

遵守し得る構造・設備とすること。 

特に本要求水準書に明示した公害防止基準値を満足するよう設計すること。 

（１）騒音対策 

騒音が発生する機械設備は、騒音の少ない機種を選定することとし、必要に応じて防音構造の

室内に収納する等、騒音が外部に洩れないようにすること。また、排風機・ブロワ等の設備には

消音器を取り付けるなど、必要に応じて騒音対策を施した構造とすること。 

（２）振動対策 

振動が発生する機械設備は、振動の伝播を防止するため独立基礎、防振装置を設けるなど対策

を考慮すること。 

（３）粉じん対策 

粉じんが発生する箇所や機械設備には十分な能力を有するバグフィルタ集じん装置や散水設備
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等を設けるなど粉じん対策を考慮すること。 

（４）悪臭対策 

悪臭の発生する箇所には必要な悪臭対策を講じること。 

（５）排水対策 

設備から発生する各種の汚水は､本施設の排水処理設備に送水して処理すること。 

（６）景観対策 

近傍の自然環境と調和した良好な景観が形成されるよう配慮すること。 

 

14．運転管理 

エネルギー回収推進施設及びマテリアルリサイクル推進施設の運転管理は必要最小限の人数で運

転可能なものとし、その際安定化、安全化、効率化及び経済性を考慮して各工程を可能な範囲にお

いて機械化、自動化し、経費の節減と省力化を図るものとする。 

また、運転管理は全体フローの制御監視が可能な中央集中管理方式とすること。なお、選定事業

者の監視センター等において、遠隔での制御監視を行う場合は、中央集中管理方式としないことも

可とする。 

 

15．安全衛生管理（作業環境管理基準） 

（１）安全対策 

ア．設備装置の配置、建設、据付はすべて労働安全衛生法令及び規則に定めるところによるとと

もに、施設は、運転・作業・保守点検に必要な歩廊、階段、手摺、防護柵等を完備すること。 

イ．運転管理上の安全確保（保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置、バイパスの設置及び必

要機器の予備確保等）に留意すること。 

ウ．機器側における騒音が約 80dB（騒音源より１m の位置において）を超えると予想されるも

のについては原則として、機能上及び保守点検上支障のない限度において減音対策を施すこと。

また、機械騒音が特に著しい送風機・コンプレッサ等については、必要に応じて別室に収容す

るとともに、必要に応じて部屋の吸音工事などを施すこと。 

エ．ダイオキシン類の管理区域を明確にし、非管理区域には管理区域を通過せずに往来できる動

線を確保すること。なお、作業環境中のダイオキシン類は第 1 管理区域の管理値とすること。 

オ．二硫化炭素・硫化水素等の発生が認められる箇所には、密閉化又は局所排気装置等を設け、

発散抑制対策を十分考慮すること。特に飛灰処理剤を直接扱う箇所等、二硫化炭素にばく露す

る恐れのある所には、有機ガス用防毒マスク等の有効な呼吸用保護具を完備すること。また、

作業者等が見やすい場所に二硫化炭素が人体に及ぼす作用、飛灰処理剤の取扱い上の注意事項

及び中毒が発生した場合の応急措置等を記載したパネルを必要箇所に設置する等、厚生労働省、

関係官庁からの通知、指導を遵守し、二硫化炭素ばく露防止に努めること。 

 

（２）災害対策 

ア．「官庁施設の総合耐震・津波計画基準及び同解説」、「廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手

引」等に基づき、地震や津波発生時に倒壊、部分倒壊などの大きな損傷が発生せず、大規模な

補修をせずに建築物を使用できるよう、人命の安全確保に加えて十分な機能保全が図られる耐

震性能に余裕を持たせた施設とすること。 
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イ．地震等による災害対策について、建築構造物は、建築基準法、消防法及び労働安全衛生法等

の関係法令に準拠し、かつ、国土交通省「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」、

環境省「廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手引」等に基づき設計を行い、耐震安全性の目標

として定める耐震安全性の分類を構造体Ⅱ類（重要度係数 1.25）、建築非構造部材 A 類、建

築設備甲類とすること。なお、プラント設備に係る架構の焼却炉本体周り架構や主要機器の支

持部架構などは、建築の分類と同等の耐震性を確保すること。なお、機器・設備については、

火力発電所の耐震設計規定 JEAＣ3605（一般社団法人 日本電気協会）、建築設備耐震設

計・施工指針（一般財団法人 日本建築センター）等を準用すること。 

ウ．危険物（スプレー缶、ライター、リチウムイオン電池・バッテリー等）の処理ごみ中への混

在による処理・保管過程での爆発や火災の発生を防止するために次の対策を講じること。 

・処理前の目視による除去回収 

・水蒸気や不活性ガスを用いた防爆装置の設置 

・処理工程中への火災検知器の設置等 

エ．消防関連法令及び消防当局の指導に従って、火災対策設備を設けること。また、万一の火災

に備え、破砕機、排出コンベヤ等に自動消火設備を設けること。 

 

第３節 関係法令 

 本事業の実施にあたっては、関係法令、適用基準、規格及び指針等（最新版に準拠）を遵守すること。

ただし、適用基準、規格等については、それらが示す性能等を上回ることを条件として、基準・指針等

が示す以外の仕様・方法等についても選定可能とする。 

 

１．廃棄物処理全般 

（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

（２）循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 160 号） 

（３）廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について（平成

14 年 11 月 15 日環廃対第 724 号） 

（４）ごみ処理施設整備の計画・設計要領（2017 年改訂版 公益社団法人全国都市清掃会議） 

（５）エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（令和 3 年 4 月改訂）（環境省） 

（６）ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン（平成 9 年 1 月 27 日衛環 21 号） 

（７）廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成 26 年基発 0110

第 1 号） 

（８）泉佐野市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例（平成５年６月 30 日条例第 25 号） 

（９）田尻町廃棄物処理及び清掃に関する条例（平成５年９月 27 日条例第 15 号） 

（10）熊取町廃棄物の減量化及び適正処理条例（平成 17 年 12 月 22 日条例第 44 号） 

（11）その他関係法令、規則、基準、規格等 

 

２．公害防止関連 

（１）環境基本法（平成５年法律第 91 号） 

（２）大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

（３）ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号） 
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（４）水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

（５）騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

（６）振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

（７）悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 

（８）土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

（９）国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成 19 年

法律第 56 号） 

（10）大阪府環境基本条例（平成６年３月 23 日条例第５号） 

（11）大阪府環境影響評価条例（平成 10 年３月 27 日条例第３号） 

（12）その他関係法令、規則、基準、規格等 

 

 ３．機械・電気関係 

（１）計量法（昭和 26 年法律第 207 号） 

（２）エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号） 

（３）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

（４）電気用品安全法（昭和 36 年法律第 234 号） 

（５）電気工事事業の業務の適正化に関する法律（昭和 45 年法律第 96 号） 

（６）電気関係報告規則（昭和 40 年通商産業省令第 54 号） 

（７）電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第 52 号） 

（８）発電用火力発電設備に関する技術を定める省令（平成９年通商産業省令第 51 号） 

（９）火力発電所の耐震設計規程（JEAC3605-2024） 

（10）高圧受電設備規程（JEAC8011-2020） 

（11）電力品質確保に係る系統連係技術要件ガイドライン（令和 6 年 12 月 1 日資源エネルギー

庁） 

（12）系統連系規定（JEAC-9701-2024） 

（13）高調波抑制対策技術指針（JEAG9702-2023） 

（14）系統連系技術要件（2025 年 4 月 1 日 関西電力株式会社） 

（15）公衆電気通信法（昭和 28 年法律第 98 号） 

（16）有線電気通信法（昭和 28 年法律第 96 号） 

（17）高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号） 

（18）日本産業規格（JIS） 

（19）電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

（20）日本電気工業会標準規格（JEM） 

（21）日本電線工業会標準規格（JCS） 

（22）工場電気設備防爆指針（JNIOSH-TR-46-1：2020） 

（23）ボイラ構造規格（平成元年労働省告示第 65 号） 

（24）ボイラ及び圧力容器安全規則（昭和 47 年労働省令第 33 号） 

（25）圧力容器構造規格（平成元年労働省告示第 66 号） 

（26）クレーン等安全規則（昭和 47 年労働省令第 34 号） 

（27）クレーン構造規格（平成７年労働省告示第 134 号） 
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（28）日本照明器具工業規格（JIL） 

（29）日本フルードパワー工業会規格（JFPA） 

（30）公共建築工事標準仕様書（令和 7 年版）（電気設備工事編、機械設備工事編） 

（31）公共建築設備工事標準図（令和 7 年版）（電気設備工事編、機械設備工事編） 

（32）公共建築協会 電気設備工事監理指針（令和 4 年版） 

（33）公共建築協会 機械設備工事監理指針（令和 4 年版） 

（34）その他関係法令、規則、基準、規格等 

 

４．土木建築関連 

（１）大阪府建築基準法施行細則（昭和 25 年 11 月 22 日規則第 201 号） 

（２）大阪府福祉のまちづくり条例（平成４年 10 月 27 日条例第 36 号） 

（３）大阪府景観条例（平成 10 年 10 月 30 日条例第 44 号） 

（４）泉佐野市開発指導要綱 

（５）官庁施設の基本的性能基準（平成 25 年３月 29 日国営整第 197 号）令和 6 年改訂 

（６）官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25 年３月 29 日国営計第 126 号） 

（７）廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手引き（令和 4 年 11 月） 

（８）土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号） 

（９）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

（10）住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号） 

（11）景観法（平成 16 年法律第 110 号） 

（12）河川法（昭和 39 年法律第 167 号） 

（13）消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

（14）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

（15）宅地造成及び特定盛土規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

（16）水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

（17）ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号） 

（18）道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

（19）電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

（20）自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備工事基準書（令和 6 年版） 

（21）建築物用地下水の採取の規制に関する法律（昭和 37 年法律第 100 号） 

（22）建築構造設計基準（令和３年３月 30 日国営建技第 21 号） 

（23）日本建築センター 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（2014 版） 

（24）日本建築学会 鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（2024 年版） 

（25）日本建築学会 溶接接合設計施工ガイドブック 

（26）日本建築学会 高力ボルト接合設計施工ガイドブック（2016 版） 

（27）日本建築学会 建築基礎構造設計指針第３版 

（28）日本建築センター 建築設備耐震設計・施工指針（2014 年版） 

（29）土木工事安全施工技術指針（令和４年２月国土交通省大臣官房技術調査課） 

（30）日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS1 一般共通事項 

（31）日本建築学会 鋼構造許容応力度設計基準 
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（32）日本建築学会 鋼構造限界状態設計指針・同解説 

（33）日本建築学会 鋼構造接合部設計指針 

（34）日本建築学会 各種構造設計指針・同解説（2023 版） 

（35）日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS1 一般共通事項 

（36）日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS3 土工事および山留め工事・JASS4 

杭および基礎工事（第 7 班） 

（37）公共建築工事標準準書（令和 7 年版）（建築工事編） 

（38）公共建築協会 建築工事標準詳細図（令和４年版） 

（39）公共建築工事積算基準（平成 28 年 12 月 20 日国営積第 18 号） 

（40）公共建築協会 建築工事監理指針（令和 4 年版） 

（41）高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号） 

（42）エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号） 

（43）その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等 

 

５．その他 

（１）地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号） 

（２）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（昭和54年法律第49

号） 

（３）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

（４）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

（５）労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

（６）労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

（７）製造物責任法（平成６年法律第 85 号） 

（８）作業環境測定法（昭和 50 年法律第 28 号） 

（９）ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（令和４年３月環境省水・大気環境局総務課 

大気環境課） 

（10）その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等 

 

第４節 施設機能の確保 

１．疑義 

選定事業者は、本要求水準書を熟読吟味し、本要求水準書について、疑義ある場合は本組合に照

会し、本組合の指示に従うものとする。また、工事施工中に疑義が生じた場合には、その都度、書

面にて本組合と協議しその指示に従うとともに、記録を提出し承諾を得ること。 

 

２．変更 

ア．本要求水準書、技術提案書及び契約設計図書（以下「契約図書」という。）については、原則

として変更は認めないものとする。ただし、本組合の指示及び本組合と選定事業者との協議等に

より変更する場合はこの限りではない。 

イ．実施設計に先立ち、契約設計図書を提出すること。なお、見積設計図書に変更がない場合は、

見積設計図書を契約設計図書とすることができる。 
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ウ．実施設計期間中、契約設計図書の中に本要求水準書に適合しない箇所が発見された場合及び本

施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合は、契約設計図書に対する改善変更

を選定事業者の負担において行うものとする。 

エ．実施設計完了後、実施設計図書中に本要求水準書に適合しない箇所が発見された場合には、選

定事業者の責任において実施設計図書に対する改善・変更を行うものとする。 

オ．実施設計は原則として契約設計図書によるものとする。契約設計図書に対し部分的変更を必要

とする場合には、機能及び管理上の内容が下回らない限度において、本組合の指示又は承諾を得

て変更することができる。この場合における請負金額の増減は行わない。 

カ．その他、本施設の建設に当たって変更の必要が生じた場合は、本組合の定める契約条項による

ものとする。 

 

３．性能、規模及び経済性 

本施設に採用する設備、装置及び機器類は、本事業の責務を遂行するうえで、目的達成のために

必要な性能と規模を有し、かつ管理的経費の節減を十分考慮したものでなければならない。 

 

第５節 材料及び機器 

１．使用材料及び機器の規格 

使用材料及び機器は全てそれぞれ用途に適合する欠点のない製品で、かつ全て新品とし、日本産

業規格（JIS）、電気学会電気規格調査会標準規格（JEC）、日本電気工業会標準規格（JEM）、日本

水道協会規格（JWWA）、空気調和・衛生工学会規格（HASS）、日本塗料工業会規格（JPMS）等

の規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。なお、本組合が指示

した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うものとする。 

国等による環境物品の調達に関する法律第６条に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に

関する基本方針」に沿って環境物品等の採用を考慮すること。 

 

２．使用材質 

特に高温部に使用される材料は耐熱性に優れたものを使用し、また、酸、アルカリ等腐食性のあ

る条件下で使用される材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性に優れた材料を使用すること。 

また、建築に使用する材料については、上記規格のほか、日本農林規格（JAS）、建築基準法に

基づいて決定されたもの及び優良住宅部品（住宅・都市整備公団）を使用すること。 

なお、主要材料は材料証明書を添付して本組合の承諾を受けなければならない。 

 

３．使用材料・機器の統一 

使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討の上選定し、極力同一

メーカー品の統一に努め互換性を持たせること。 

原則として、事前にメーカーのリストを本組合に提出し、承諾を受けるものとし、材料・機器類

のメーカーの選定に当たっては、アフターサービスについても十分考慮し、万全を期すること。ま

た、電気設備等については、省エネルギータイプの電線、照明器具等を採用する等、環境に配慮し

た材料・機器の優先的な使用を考慮すること。 
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４．鉄骨製作工場等の選定 

建築本体工事における鉄骨製作工場は、付属施設等軽微な建築物（工作物）を除き下記のいずれ

かに該当するものから選定することとし、主要建築物に使用する鉄骨製作工場のグレードを記載す

ること。 

ア．日本鉄骨評価センターの工場認定基準によるＳ又は H グレード 

※Ｓ又は H グレードを使用しない場合は、同等以上の性能があることを記載すること。 

イ．全国鉄骨評価機構の工場認定基準によるＳ又は H グレード 

※Ｓ又は H グレードを使用しない場合は、同等以上の性能があることを記載すること。 

 

表 1－7 鉄骨製作工場のグレード 

建築物 グレード〔（認定基準：  ）〕 

工場棟 〔  〕 

計量棟 〔  〕 

ストックヤード棟 〔  〕 

その他〔（  ）〕 〔  〕 

   ※必要に応じて記入欄を追記すること 

 

５．海外調達品の材料及び機器 

海外調達材料及び機器等を使用する場合は、下記条件を満たし事前に本組合の承諾を受けた場合

には使用することができる。 

ア．本要求水準書で要求される機能（性能・耐用度を含む）を確実に満足すること。 

イ．原則として JIS 等国内の諸基準や諸法令を満足する機器等であること。なお、本要求水準書に

おいて材質を記載している項目については、記載した材質の品質及び機能において同等品以上の

ものを用いてもよいこととする。 

ウ．検査立会を要する機器・材料については、原則として本組合が承諾した検査要領書に基づく検

査を国内において実施すること。 

エ．選定事業者の検査担当員が製作期間中においては、海外にて常駐管理等十分かつ適切な管理を

行うこと。なお、製作承諾図の提出前に、機器製作会社の概要、品質管理体制、品質管理項目、

部品調達やメンテナンス対応等の維持管理に関する項目等を記載した製品品質管理計画書を提出

し、本組合の承諾を得ること。 

オ．竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制

を継続的に有すること。 

カ．選定事業者が設計・建設した日本国内の施設での納入実績があること。 

キ．品質管理計画にあたって、必要となる中間工程における管理や検査については、原則として全

て選定事業者が実施すること。 
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第６節 試運転及び指導期間 

１．試運転 

（１）工事完了後、工期内に試運転を行うものとする。この期間は、受電後の単体機器調整、空運

転、乾燥炊き、負荷運転、予備性能試験及び引渡し性能試験結果確認を含め〔180〕日間以上

とすること。 

（２）試運転は、選定事業者が本組合とあらかじめ協議のうえ作成した実施要領書に基づき、選定

事業者において運転を行うものとし、試運転を行う際には、選定事業者は試運転計画書を作成

し、事前に本組合の承認を得ること。また、試運転計画書に対し、本組合から指摘がある場合

は、当該指摘を十分に考慮し、試運転計画書の補足及び変更を行うものとすること。 

（３）試運転の実施において支障が生じた場合は、本組合が現場の状況を判断し指示するものとす

る。選定事業者は試運転期間中の運転・調整記録を作成し、提出すること。 

（４）この期間に行われる調整及び点検には、原則として本組合の立会を要し、発見された補修箇

所及び物件については、その原因及び補修内容を本組合に報告すること。 

（５）補修に際しては、選定事業者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、本組合の承諾を得るこ

と。 

（６）試運転期間中においても、環境に過大な影響を与えないよう十分配慮すること。なお、本組

合の供給する処理対象物が定められた性状を満たしているにもかかわらず、引渡し性能試験中

に排ガス、騒音、振動、悪臭等の基準値を超過した場合は、選定事業者は、直ちに事態を改善

するための対策を講ずること。また、選定事業者の努力によっても継続して事態の改善が見ら

れない場合には、本組合は試運転の停止を命じることができる。 

 

２．運転指導 

（１）選定事業者は本施設に配置される本組合の職員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運

転管理及び取り扱い（点検業務を含む）について、教育指導計画書に基づき必要に応じて十分

な教育指導を行うこと。なお、教育指導計画書はあらかじめ選定事業者が作成し、本組合の承

諾を受けなければならない。 

（２）本施設の運転指導期間は試運転期間中の〔90〕日間以上とするが、この期間以外であって

も教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果が上がると判断され

る場合には、本組合と選定事業者の協議のうえ、実施しなければならない。 

（３）選定事業者は試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、本組合の承諾を受けること。 

施設の引渡しを受けた後、直ちに本組合側において本稼働に入るためには、事前に管理運営体

制を整え、運転要員に対する教育、指導を完了しておく必要がある。 

 

３．試運転及び運転指導にかかる経費 

本施設引渡しまでの試運転、運転指導に必要な費用の負担は次のとおりとする。 

（１）本組合の負担 

ア．ごみの搬入（一般搬入及び事業者搬入） 

イ．焼却灰等の搬出・処分 

ウ．本施設に配置される職員の人件費（運転委託職員を含む） 

（２）選定事業者の負担 
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ア．本組合の負担を除く正式引渡までの試運転及び運転指導に必要な費用 

イ．正式引渡しまでに係る本施設の維持管理費用（光熱水費等） 

ウ．処理に伴い必要となる薬剤、燃料、副資材の調達費用 

エ．性能保証事項を満たさない場合に追加で発生する新施設の試運転に要する費用 

オ．外部委託が必要な場合の費用 

カ．試運転中の本施設の設備の修理が必要になった場合の補修に係る費用 

キ．その他試運転及び運転指導にかかる費用 

（３）本組合の収入 

ア．有価物の売却収入 

イ．余剰電力の売電収入 

 

第７節 性能保証 

性能保証事項の確認については、施設を引き渡す際に行う引渡性能試験に基づいて行う。また、引渡

性能試験の実施条件等は以下に示すとおりである。 

 

１．保証事項 

（１）責任設計・施工 

本施設の処理能力及び性能は全て選定事業者の責任により発揮させなければならない。また、

選定事業者は設計図書に明示されていない事項であっても、性能保証という工事契約の性質上、

性能を発揮するために当然必要なものは、本組合の指示に従い、選定事業者の負担で施工しなけ

ればならない。 

（２）性能保証事項 

ア．ごみ処理能力及び公害防止基準等 

「第２節 計画主要目」に記載された数値に適合することとし、本施設の性能保証事項と引

渡性能試験要領の基本部分については、「表１－８ 性能試験項目と試験方法」に規定するも

のとする。 

 

２．予備性能試験 

引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を行うために、選定事業者は、引渡

性能試験の前に予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に本組合に提出しな

ければならない。また、予備性能試験期間は 3 日以上とする。 

（１）予備性能試験方法 

予備性能試験の条件・方法等については、引渡性能試験に準じて行うこととする。なお、予

備性能試験成績書については、この期間中の施設の処理実績及び運転データを収録、整理して

作成すること。 

（２）再試験 

性能が発揮されない場合は、運営事業者の責任において対策を行い、引き続き再試験を実施

すること。 
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３．引渡性能試験 

工事期間中に引渡性能試験を行うものとする。試験に先立って１日以上前から定格運転に入る

ものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量における試験を３日以上連続して行うものとする。 

引渡性能試験は、本組合立会のもとに性能保証事項について実施すること。 

（１）引渡性能試験条件 

ア．引渡性能試験におけるごみ焼却施設の運転はできるだけ運転業務を行う者が実施するものと

し、機器の調整、試料の採取、計測・分析・記録等その他の事項は選定事業者が実施すること。 

イ．引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的な資格を有する第三

者機関とすること。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、本組合の承諾を得て他の

適切な機関に依頼することができる。 

ウ．引渡性能試験の結果、性能保証値を満足できない場合は、必要な改造、調整を行い改めて引

渡性能試験を行うものとする。 

エ．引渡性能試験は、原則としてごみ焼却施設は全炉同時運転により実施すること。また、エネ

ルギー回収推進施設とマテリアルリサイクル推進施設は同時運転により、引渡性能試験を行う

こと。 

オ．本組合又は本組合の指定する者が立会いの上、引渡性能試験を行うこと。 

（２）引渡性能試験方法 

選定事業者は、引渡性能試験を行うに当たって、あらかじめ本組合と協議のうえ、試験項目及

び試験条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成し、本組

合の承諾を得なければならない。 

性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）は、それぞれの項

目に関係法令及び規格等に準拠して行うものとする。ただし、該当する試験方法のない場合は、

最も適切な試験方法を本組合に提出し、承諾を得て実施するものとする。 

（３）性能試験にかかる費用 

予備性能試験、引渡性能試験による性能確認に必要な費用について、分析等試験費用等必要な

費用はすべて選定事業者の負担とする。 
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表１－８ 性能試験項目と試験方法（１／4） 

内
容 

試験項目 試験方法 備考 

⚾
⛩
処
理
能
力 

ご み 処 理 能

力 

（１）ごみ質分析方法 

①サンプリング場所 

ホッパステージ 

②測定頻度 

１日当たり２回以上 

③分析方法 

「昭和 52 年 11 月４日環境第 95 号厚生省環境衛生

局水道環境部環境整備課長通知」に準じ、監督員が指

示する方法及び実測値による。 

（２）処理能力試験方法 

熱清算により推定したごみ発電量データを使用し、

発注要求水準書に示すごみ質の範囲において、実施設

計図書に記載されたごみ処理能力曲線図に見合った処

理量について確認を行う。 

処理能力の確認は、

DCSにより計算された

低位発熱量を判断基準

として用いる。ごみ質

分析により求めた低位

発熱量は参考とする。 

排
✉
✖ 

ばいじん 

 

 

 

 

 

（１）測定箇所 

ろ過式集じん器入口、出口又は煙突において監督員

の指定する箇所 

（２）測定回数 

２回／箇所以上（各炉） 

（３）測定方法 

JIS Z 8808 による。 

保証値は煙突出口での

値 

 

 

 

 

硫黄酸化物 

 

塩化水素 

 

窒素酸化物 

 

 

 

 

 

（１）測定箇所 

①硫黄酸化物及び塩化水素については、ろ過式集じん

器の入口及び出口以降において監督員の指定する箇所 

②窒素酸化物については、触媒反応装置の入口及び出

口以降において監督員の指定する箇所（触媒反応装置

を設置しない場合は、燃焼室出口以降及び煙突とす

る。） 

（２）測定回数 

２回／箇所以上（各炉） 

（３）測定方法 

JIS K 0103、K 0107、K 0104 による。 

 

SOX、HCl の吸引時間

は 30 分／回以上とす

る 

保証値は煙突出口での

値 

 

 

 

 

ダ イ オ キ シ

ン類 

 

 

 

（１）測定場所 

ろ過式集じん器入口、触媒反応装置入口及び煙突に

おいて監督員の指定する箇所（触媒反応装置を設置し

ない場合は、ろ過式集じん器入口、出口及び煙突とす

る。） 

（２）測定回数 

２回／箇所以上（各炉） 

（３）測定方法 

JIS K 0311 による。 

保証値は煙突出口での

値 
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表１－８ 性能試験項目と試験方法（２／4） 

内
容 試験項目 試験方法 備考 

排
✉
✖ 

一酸化炭素 

 

 

 

 

（１）測定場所 

集じん装置出口以降において監督員の指定する箇所 

（２）測定回数 

２回／箇所以上（各炉） 

（３）測定方法 

JIS K 0098 による。 

吸引時間は４時間／回

以上とする 

水銀 （１）測定場所 

集じん装置出口以降において監督員の指定する箇所 

（２）測定回数 

２回／箇所以上（各炉） 

（３）測定方法 

JIS K 0222、JIS Z 8808 による。 

保証値は煙突出口での

値 

 

焼
却
主
灰 

熱しゃく減

量 

 

 

 

（１）サンプリング場所 

焼却主灰搬出装置出口 

（２）測定回数 

2 回以上（各炉） 

（３）測定方法 

「昭和 52.11.4 環境第 95 号厚生省環境衛生局水道環

境部環境整備課長通知」に準じる方法 

 

ダイオキシ

ン類 

 

 

（１）サンプリング場所 

焼却主灰搬出装置出口 

（２）測定回数 

2 回以上（各炉） 

（３）測定方法 

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 2 条第 2

項第 1 号の規定に基づき環境大臣が定める方法」（平成

16 年環境省告示第 80 号）による。 

 

処
理
飛
灰 

大阪湾広域

臨海環境整

備センター

の定める廃

棄物の受入

基 準 項 目

（表 1-6 参

照） 

（１）測定箇所 

処理飛灰搬出装置の出口付近 

（２）測定回数 

２回以上 

（３）測定方法 

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和 48

年２月 17 日環境庁告示第 13 号）のうち、埋立処分の

方法による。 

 

ダイオキシ

ン類 

（１）測定箇所 

処理飛灰搬出装置の出口付近 

（２）測定回数 

２回以上 

（３）測定方法 

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 2 条第 2

項第 1 号の規定に基づき環境大臣が定める方法」（平成

16 年環境省告示第 80 号）による。 
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表１－８ 性能試験項目と試験方法（３／4） 

内
容 

試験項目 試験方法 備考 

✉
✖
温
度
等 

ガス滞留時間 

燃焼室出口温度 

集じん器入口温度 

（１）温度測定箇所 

燃焼室出口、ボイラ内、集じん器入口等に温度

計を設置する。 

（２）滞留時間 

滞留時間の算定方法については、監督員の承諾

を得ること。 

 

騒
音 

騒音 （１）測定箇所 

監督員の指定する箇所 

（２）測定回数 

各時間区分の中で１回以上 

（３）測定方法は「騒音規制法」による。 

定常運転時とする 

振
動 

振動 （１）測定箇所 

監督員の指定する箇所 

（２）測定回数 

各時間区分の中で１回以上 

（３）測定方法は「振動規制法」による。 

定常運転時とする 

悪
臭 

敷地境界 

 

 

 

 

（１）測定箇所 

監督員が指定する箇所 

（２）測定回数 

同一測定点につき２回以上 

（３）測定方法 

「悪臭防止法」による。 

測定は、昼及び清掃車

搬入終了後、構内道路

を散水した状態で行う

ものとする 

排出口 （１）測定箇所 

煙突及び脱臭装置排出口 

（２）測定回数 

１回／箇所・炉以上（煙突） 

１回／箇所以上（脱臭装置） 

（３）測定方法 

「悪臭防止法」による。 

 

放
流
水
☰
必
要
⛕
応
⛂
☱ 

BOD 

pH 

SS 

鉛 

他第１章第２節に

定める項目 

（１）サンプリング場所 

放流桝出口付近 

（２）測定回数 

３回以上 

（３）測定方法 

「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大

臣が定める排水基準に係る検定方法」及び「下水

道の水質の検定方法に関する省令」による。 
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表１－８ 性能試験項目と試験方法（４／4） 

内
容 

試験項目 試験方法 備考 

⛇
⛘
他 

緊急作動試験 定常運転時において、全停止緊急作動試験を行う。た

だし、蒸気タービンの緊急作動試験は除く。 

 

作業環境中のダイ

オキシン類濃度 

（１）測定箇所 

各室において監督員が指定する箇所 

（２）測定回数 

１回／日以上（各炉） 

（３）測定方法 

「廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ば

く露対策要綱」による。 

 

煙突における排ガ

ス流速、温度 

（１）測定箇所 

煙突頂部（煙突測定口による換算計算で可とす

る。） 

（２）測定回数 

２回／箇所以上（各炉） 

（３）測定方法 

JIS Z 8808 による。 

 

炉体、ボイラケー

シング外表面温度 

測定箇所、測定回数は、本組合の承諾を得ること 夏季において室温

+40℃以下 

蒸気タービン発電

機 

 

非常用発電機 

（１）負荷遮断試験及び負荷試験を行う 

（２）発電機計器盤と必要な測定計器により測定する 

（３）蒸気タービン発電機は JIS B 8102 による。 

（４）非常用発電機 JIS B 8041 に準じる 

使用前安全管理審

査の合格をもって

性能試験に代える

ものとする 

脱気器酸素含有量 （１）測定回数 

１回／日以上（各炉） 

（２）測定方法 

JIS B 8244 による。 

 

エネルギー回収率 

発電効率 

試験方法は、別途協議とする。 

エネルギー回収率については、「エネルギー回収型

廃棄物処理施設整備マニュアル令和 3 年 4 月改訂」に

定められた計算方法とする。 

エネルギー回収率

21.0％以上 

炉室内温度 測定場所、測定回数は、別途協議により定める。 炉室温度：45℃以

下 

電気室内温度 測定場所、測定回数は、別途協議により定める。 電 気 室 内 温 度 ：

40℃以下 

用役薬品類使用量 
 測定場所、測定回数は、別途協議により定める。 

提案書、実施設計図書で記載された使用量を確認する。 

 

その他 

 

 本組合が必要と認

めるもの 
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４．追加性能保証試験 

１．性能確認試験 

保証期間内に性能保証が適合できていることを確認するため、引渡性能試験に準じて実施する

試験。なお、実施時期については別途定める。 

２．実績データ等による性能確認 

性能曲線図に規定するごみ処理能力の確認、施設の連続運転期間、ユーティリティーの保証が

ある場合の確認等を保証期間内のある時期に運転データに基づき確認する。 

 

（参考）実績データ等による性能確認（記入例） 

以下の事項については、実績データ等により性能の確認を行う。なお、試験方法については選

定事業者が実績データ等による確認試験要領書を作成し、本組合の承諾を受けること。 

 

（１）実績データ等による性能確認試験項目 

ア．性能曲線図に規定する焼却能力 

イ．90 日間連続運転 

ウ．電力使用量 

エ．助燃油使用量 

オ．排ガス処理薬剤使用量 

カ．集じん灰処理薬剤使用量 

キ．その他必要な項目 

（２）実績データ等による性能確認条件 

実施時期は引渡後２年目とする。また、運転条件は、２炉運転、連続７日間運転とし、この間

の運転データ集計値をもって行う。その他、90 日間連続運転については別途、運転計画に基づ

き実施する。 

以下に述べる数値のうちトン当たりの数値は処理ごみ量ベースとする。また、その時のごみ質

は計測制御システム（DCS）の運転データを基本とする。 

本試験の実施時期、詳細な方法は、実績データ等による性能確認試験要領書により協議する。 

実績データ等による性能確認試験の結果、規定するごみ質において原単位保証が出来ない事態

が確認された場合は、選定事業者の負担で必要な改造、改善、調整を行い、改めて性能確認を行

うものとする。 
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第８節 契約の内容に適合しないもの 

設計、施工及び材質ならびに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等は選定事業者の負担にて速

やかに補修、改造、改善又は取替を行わなければならない。 

本施設は性能発注（設計施工一括契約）という発注方法を採用しているため、選定事業者は施工の契

約不適合に加えて設計の契約不適合についても担保する責任を負う。 

契約不適合の改善等に関しては、契約不適合責任期間を定め、この期間内に性能、機能、耐用等に関

して疑義が発生した場合、本組合は選定事業者に対し契約不適合改善を要求できる。 

契約不適合の有無については、適時契約不適合検査を行いその結果を基に判定するものとする。 

 

１．契約不適合責任 

（１）設計の契約不適合責任 

設計の契約不適合責任期間は原則として、引渡後 10 年間とする。この期間内に発生した設計

の契約不適合は、設計図書に記載した施設の性能及び機能、主要装置の耐用に対して、すべて選

定事業者の責任において、改善及び補修等を行うこと。 

なお、設計図書とは、本章第 10 節に規定する実施設計図書、施工承諾申請図書、工事関連図

書、協議録及び完成図書とする。 

（２）引渡後、施設の性能及び機能、装置の耐用について疑義が生じた場合は、本組合と選定事業

者との協議のもとに選定事業者が作成した性能確認試験要領書に基づき、両者が合意した時期

に実施するものとする。これに関する費用について、本施設の通常運転にかかる費用は本組合

の負担とし、新たに必要となる分析等にかかる費用は選定事業者負担とする。 

（３）性能確認試験の結果、選定事業者の契約不適合に起因し所定の性能及び機能を満足できなか

った場合は、選定事業者の責任において速やかに改善すること。 

（４）施工の契約不適合責任 

ア．プラント工事関係 

プラント工事関係の契約不適合責任期間は原則として、引渡後 3 年間とする。 

イ．土木・建築工事関係（建築機械設備、建築電気設備を含む。） 

土木・建築工事関係の契約不適合責任期間は原則として引渡後 3 年間とする。 

また、防水工事等については「建築工事共通要求水準書（最新版）」を基本とし、保証年数

を明記した防水施工業者及び防水材料メーカー連名の保証書を提出すること。 

なお、防水、防食工事等については以下のとおりとする。 

（ア）防食被覆層 10 年 

（イ）アスファルト防水、シーリング防水（屋根、建物外部） 10 年 

（ウ）塗膜防水、モルタル防水、躯体防水 10 年 

 

２．契約不適合検査 

本組合は施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、選定事業者に対し契約不適合検査を行

わせることが出来るものとし、選定事業者は本組合と協議したうえで契約不適合検査を実施し、そ

の結果を報告すること。また、契約不適合検査にかかる費用は選定事業者の負担とし、契約不適合

検査による契約不適合の判定は、契約不適合確認要領書により行うものとする。なお、本検査で契

約不適合と認められる部分については選定事業者の責任と負担において改善、補修すること。 
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３．契約不適合確認要領書 

選定事業者は、竣工前に「契約不適合確認要領書」を本組合に提出し、承諾を受けること。なお、

試験の内容については原則として引渡性能試験と同様とすること。また、契約不適合確認要領書に

含まれる次の事項は、本組合が決定する。 

・契約不適合確認の対象 

・契約不適合判定基準 

 

４．契約不適合確認の基準 

（１）契約不適合確認の基本的な考え方 

契約不適合責任期間における、契約不適合確認の基本的な考え方は以下のとおりとする。 

ア．運転上支障がある事態が発生した場合 

イ．構造上・施工上の欠陥が発見された場合 

ウ．主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合 

エ．性能に著しい低下が認められた場合 

オ．主要装置の耐用が著しく短い場合 

（２）各設備の契約不適合判定基準 

契約不適合責任期間における、各設備の判断基準については、選定事業者が提出する契約不適

合確認要領の内容を基に本組合と協議により決定した基準とする。 

 

５．契約不適合の改善、補修 

（１）契約不適合責任 

契約不適合責任期間中に生じた契約不適合は、本組合の指定する時期に選定事業者が無償で改

善・補修すること。なお、改善・補修に当たっては、本組合に改善・補修要領書を本組合に提出

し、承諾を受けること。 

（２）契約不適合判定に要する経費 

契約不適合責任期間中の契約不適合判定に要する経費は、選定事業者の負担とする。 

 

６．契約不適合責任期間中の点検、整備・補修 

正式引渡し日から３年間の本施設に係る全ての定期点検（法定点検を除く）、整備・補修工事、

各点検、整備・補修工事に必要な清掃及び部品の交換等の費用は選定事業者の負担とする。 
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第９節 工事範囲 

本要求水準書で定める工事範囲は次のとおりとする。なお、各業務における設計業務に関しては、各

節に示す内容を遵守すること。 

 

１．機械設備工事 

（１）各設備共通設備 

（２）受入れ・供給設備 

（３）燃焼設備 

（４）燃焼ガス冷却設備 

（５）排ガス処理設備 

（６）余熱利用設備 

（７）通風設備 

（８）灰出し設備 

（９）給水設備 

（10）排水処理設備 

（11）電気設備 

（12）計装制御設備 

（13）雑設備 

（14）その他必要な設備 

 

２．土木・建築工事 

（１）建築工事 

（２）土木工事及び外構工事 

（３）建築設備工事 

（４）建築電気設備工事 

 

３．その他の工事 

（１）試運転及び運転指導 

（２）予備品及び消耗品 

（３）その他必要な工事 

 

第 10 節 提出図書 

１．基本設計図書 

見積参加者は、入札図書等に基づき本組合の指定する期日までに次の図書を各 10 部提出するこ

ととし、本組合からデジタルデータの提出を求められた場合は、併せて提出すること。なお、図面

の縮尺は図面内容に適した大きさとし、要求水準書はＡ４判、図面は開いてＡ３版２つ折製本とし、

それぞれ別冊とすること。また、提出図書はすべて乾式コピー又は同等品とし、見積設計図書等の

作成に要する経費は見積参加者の負担とする。 

（１）施設概要説明図書 

ア．施設全体配置図 
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イ．全体動線計画図 

ウ．各設備概要説明 

（ア）主要設備概要説明書 

（イ）各プロセスの説明書 

（ウ）独自設備の説明書 

（エ）焼却炉制御の説明書（炉温制御、蒸気発生量制御等） 

（オ）排ガス処理装置の説明書（排ガス温度制御を含む） 

（カ）蒸気発生量制御の説明書 

（キ）非常措置に対する説明書 

エ．設計基本数値計算書及び図面 

（設計基本数値は低質ごみ、基準ごみ、高質ごみに対し、それぞれ明らかにすること。） 

（ア）クレーンデューティサイクル計算書 

（イ）物質収支 

（ウ）熱収支 

（エ）用役収支（電力、水、燃料、薬品（排ガス処理、ボイラ水処理、排水処理等）等） 

（オ）火格子燃焼率 

（カ）燃焼室熱負荷 

（キ）ボイラ関係計算書（通過ガス温度等） 

（ク）処理能力曲線及び算出根拠 

（ケ）負荷設備一覧表 

（コ）主要機器設計計算書（容量計算書を含む。） 

（サ）工事工程表（各種届出書提出日を含む。） 

（シ）その他必要なもの 

オ．準拠する規格又は法令等 

カ．運転管理条件 

（ア）年間運転管理条件 

（イ）年間維持補修経費（引渡より 240 ヶ月分） 

（その後、20 年間（供用後 40 年まで）使用することを前提に、点検・検査・整備、補

修・更新及び基幹的整備等を含む維持管理を盛り込むこと） 

１炉当たり年間２回の立上げを行い、経費の計算は以下の条件とする。 

基準ごみ１炉定格運転、290 日／年以上とする。 

①各料金は次のとおりとする。 

・電力  基本料金〔   〕※関西電力（株）の基準により算定 

・使用料金   〔   〕※関西電力（株）の基準により算定 

・売電単価   〔  〕円／kWh ※FIT 制度の買取価格により算定 

・水道   〔   〕※泉佐野市水道料金の基準により算定 

・都市ガス   〔   〕円／㎥ 

・その他薬品、油脂類については各社仕様とする。 

（ウ）運転維持管理人員 

（エ）予備品リスト 
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（オ）消耗品リスト 

（カ）機器取扱に必要な資格者リスト 

キ．労働安全衛生対策 

ク．公害防止対策 

ケ．主要機器の耐用年数 

コ．アフターサービス体制 

サ．受注実績表 

シ．主要な使用特許リスト 

ス．主要機器メーカーリスト 

（２）設計仕様書 

設備別機器設計仕様書 

（形式、数量、性能、寸法、付属品、構造、材質及び操作条件等） 

（３）図面 

アからソの各種図面について作図し提出すること。 

ア．全体配置図及び動線計画図（1／500 から 1／1000） 

イ．各階機器配置図（1／200 から 1／400）（交付金対象※、対象外設備を配置図上に示すこ

と。） 

ウ．建物及び焼却炉断面図（1／200 から 1／400）（交付金対象※、対象外設備をフローシート

に示すこと。） 

エ．フローシート（交付金対象※、対象外設備をフローシート上に示すこと） 

（ア）ごみ・空気・排ガス・焼却残灰・飛灰・集じん灰（計装フロー兼用のこと） 

（イ）ボイラ給水、蒸気、復水 

（ウ）有害ガス除去 

（エ）余熱利用 

（オ）給水（上水他） 

（カ）排水処理（ごみピット排水・プラント系排水・生活系排水） 

（キ）補助燃料 

（ク）圧縮空気 

（ケ）その他 

オ．焼却炉築炉構造図 

カ．燃焼装置組立図 

キ．ボイラ構造図 

ク．煙突組立図及び姿図 

ケ．炉内及び通過ガス温度分布図 

コ．電算機システム構成図 

サ．電気設備主要回路単線系統図 

シ．施設全体鳥瞰図 

ス．工場棟立面図（東西南北） 

セ．建築仕上表（各室面積、建築面積等を含む。） 

ソ．その他必要な図面 
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（４）その他設計仕様書に示した計算書、説明書等 

※1/2 交付対象、1/3 交付対象及び交付対象外に分けて記載すること。 

 

２．契約設計図書 

選定事業者は、本要求水準書に基づき本組合の指定する期日までに次の契約設計図書を各３部提

出すること。ただし、見積設計図書に変更がない場合は、見積設計図書をもって契約設計図書とす

る。なお、契約設計図書の種類及び体裁は見積設計図書に準じるものとする。 

 

３．実施設計業務 

（１）選定事業者は、本組合の指示に従い業務に必要な調査等を行い、関係法令に基づいて、業務

を実施すること。 

（２）選定事業者は、本施設の設計について、管理技術者及び照査技術者を配置すること。その際、

管理技術者と照査技術者の兼務は認めない。 

（３）選定事業者は、適用基準等に基づき、設計業務を実施すること。 

（４）選定事業者は、設計内容が本要求水準書で示している事項、選定事業者が提出した事業提案

書を満足していること、関係法令及び適用基準等に準拠していることを証明する資料を作成す

ること。 

（５）選定事業者は、業務の詳細及び当該工事の範囲について、本組合と連絡を密にとり、かつ十

分な協議を行い、業務の目的を達成すること。 

（６）選定事業者は、業務の進捗状況に応じて、業務の各区分において本組合に実施設計図書等を

提出する等の中間報告をし、十分な協議を行いながら業務を進めること。 

（７）図面、工事内訳書等の用紙、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、本組合の指示に従い、

図面は各工事に整理統合して作成し、各々一連の整理番号を付けること。 

（８）設計に関する許認可審査費用及び防災評定並びに構造評定等にかかる諸費用を含め、実施設

計業務及び工事施工に要する費用はすべて選定事業者負担とする。 

 

４．手続書類の提出 

選定事業者は、業務に着手する際は、次の書類を提出し、本組合の承諾を得ること。 

（１）設計事務所の登録証の写し、経歴並びに１級建築士免許の写し及び経歴 

（２）業務着手届 

（３）業務計画書 

（４）技術者等の選任届（管理技術者、照査技術者の経歴書を含む） 

（５）業務完了届（業務完了時） 

（６）その他、本組合が指示するもの 

 

５．実施設計図書 

選定事業者は契約後ただちに実施設計に着手するものとし、実施設計完了後、実施設計図書とし

て次のものを各５部（紙媒体 ３部、電子媒体 ２部）提出すること。なお、監督員用に図面類に

ついては縮小版（〔Ａ３〕版２つ折製本）も併せて提出すること。 

また、透視図等で著作権が生じるものについては、著作権は著作者に帰属するものとする。ただ
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し、本組合は、選定事業者から提出された情報については、全面的に権利を持ち、著作権の譲渡に

ついては、制限を設け、著作者人格権についても、一定の制限を設けるものとする。 

なお、知的所有権の権利の取得が必要なものについても手続きを行うこと。 

 

・要求水準書類  Ａ４版 

・図面類   Ａ２版 

・図面類（縮小版）  Ａ３版 

 

（１）プラント工事関係 

ア．工事仕様書 

イ．設計計算書 

（ア）性能曲線図 

（イ）物質収支 

（ウ）熱収支（熱精算図） 

（エ）用役収支 

（オ）火格子燃焼率 

（カ）燃焼室熱負荷 

（キ）ボイラ関係計算書（通過ガス温度） 

（ク）煙突拡散計算書 

（ケ）容量計算、性能計算、構造計算（主要機器について） 

ウ．施設全体配置図、主要平面、断面、立面図 

エ．各階機器配置図 

オ．主要設備組立平面図、断面図 

カ．計装制御系統図 

キ．電算機システム構成図 

ク．電気設備主要回路単線系統図 

ケ．配管設備図 

コ．負荷設備一覧表 

サ．工事工程表 

シ．実施設計工程表（各種届出書の提出日を含む） 

ス．内訳書 

セ．予備品、消耗品、工具リスト 

（２）土木・建築工事関係 

ア．建築意匠設計図 

イ．建築構造設計図 

ウ．建築設備機械設計図 

エ．建築電気設備設計図 

オ．構造設計図 

カ．外構設計図 

キ．構造計画図 
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ク．各種工事仕様書（仮設工事、安全計画を含む） 

ケ．各種工事計算書 

コ．色彩計画図 

サ．負荷設備一覧表 

シ．建築設備機器一覧表 

ス．建築内部、外部仕上表及び面積表 

セ．工事工程表 

ソ．その他本組合が指示する図書（建築図等） 

 

６．施工承諾申請図書 

選定事業者は、実施設計図書に基づき工事を行うものとし、本工事の施工に際しては事前に承諾

申請図書により本組合の承諾を得たうえで着工すること。図書は次の内容のものを各３部提出する

こと。 

（１）承諾申請図書一覧表 

（２）土木・建築及び設備機器詳細図 

（構造図、断面図、各部詳細図、組立図、主要部品図、付属品図） 

（３）施工要領書（搬入要領書、据付要領書を含む） 

（４）検査要領書 

（５）計算書、検討書 

（６）打合せ議事録 

（７）その他必要な図書 

 

７．完成図書 

選定事業者は、本工事の竣工に際して完成図書として次のものを５部（紙媒体 ３部、電子媒体 

２部）提出すること。 

（１）竣工図 

（２）竣工図縮小版「A３判」 

（３）竣工原図及び CAD データ（CAD データについては電子媒体のみ） 

※ただし、特許等の理由により CAD データを完成図書とすることができない場合は、PDF

データでも可。その場合、事前に本組合と協議し承諾を得ること。 

（４）完成仕様書（設計計算書及びフローシート等含む） 

（５）取扱い説明書 

（６）試運転報告書（予備性能試験を含む） 

（７）引渡性能試験報告書 

（８）単体機器試験成績書 

（９）機器台帳（電子媒体含む） 

（10）機器履歴台帳（電子媒体含む） 

（11）打合せ議事録 

（12）工事日報 

（13）各工程の工事写真及び竣工写真（各々カラー） 
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（14）各種リスト関係 

ア．機器管理台帳 

イ．オイル・グリース類一覧表 

ウ．工事責任者及び連絡先一覧表 

エ．メーカー及び連絡先一覧表（製品・仕上げ材等） 

オ．工具リスト 

カ．予備品リスト 

キ．消耗品リスト 

ク．扉等の鍵一覧表 

（15）鳥瞰図・透視図 

（16）その他本組合が指示する図書（別途指示する部数） 

 

第 11 節 検査及び試験 

工事に使用する主要機器、材料の検査及び試験は下記による。 

１．立会検査及び立会試験 

指定主要機器、材料の検査及び試験は、本組合の立会のもとで行うこと。ただし、本組合が特に

認めた場合には選定事業者が提示する検査（試験）成績表をもってこれに代えることができる。 

 

２．検査及び試験の方法 

検査及び試験は、あらかじめ本組合の承諾を得た検査（試験）要領書に基づいて行うこと。 

 

３．検査及び試験の省略 

公的又はこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器については、検査及び試

験を省略できる場合がある。 

 

４．経費の負担 

工事に係る検査及び試験の手続きは選定事業者において行い、これに要する経費は選定事業者の

負担とする。ただし、本組合の職員又は本組合が指示する監督員（委託職員を含む）の旅費等は除

く。 

 

第 12 節 正式引渡し 

工事竣工後、本施設を正式引渡しするものとすること。 

工事竣工とは、第１章第９節に記載された工事範囲の工事を全て完了し、同第７節に記載された引渡

性能試験により所定の性能が確認された後、契約書に規定する竣工検査を受け、これに合格した時点と

する。 

 

第 13 節 その他 

１．関係法令等の遵守 

本工事の設計施工に当たっては、関係法令等を遵守しなければならない。 
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２．許認可申請 

工事内容により関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合にはその手続きは選定事業

者の経費負担により速やかに行い、本組合に報告すること。また、工事範囲において本組合が関係

官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、選定事業者は書類作成等について協力し、

その経費を負担すること。 

 

３．施工 

本工事施工に際しては、次の事項を遵守すること。なお、安全管理計画書を作成し提出すること。 

（１）安全管理 

工事中の危険防止対策を十分に行い、併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発

生がないよう努めること。 

（２）現場管理 

ア．本工事には、現場代理人を配置し、責任をもって工事を管理すること。なお、現場代理人は、

工事の管理に必要な知識と経験を有する者を配置すること。 

イ．工事現場で工事担当技術者、下請者等が工事関係者であることを着衣、記章等で明瞭に識別

できるよう管理すること。また、工事現場は、常に清潔に保ち、材料、工具その他の整理整頓

を実施することとし、火災、盗難その他災害事故の予防対策についても万全を期し、その対策

を本組合に報告すること。 

ウ．建設業法に基づき、各工事に必要となる主任技術者又は監理技術者を配置し、建設業法に必

要な資料等を提出すること。 

エ．資格を有する作業は、本組合に資格者証の写しを提出し、各資格を有する者が施工しなけれ

ばならない。 

オ．事業実施用地の出入口にも警備員を配置し、安全管理を図るとともに、事業実施用地内へ外

部者を立ち入れないようにすること。 

カ．工事関連車両には車両幕などにより、本工事の関係車両であることを確認できるものを掲示

し、指定のル－ト（国道４８１号線）を通行するよう徹底すること。また、工事区域外での待

機を道路上で行わないよう徹底し、運転者に対し法令順守及び安全運転の徹底を図ること。 

キ．資材置場、資材搬入路、仮設事務所等については、本組合と十分協議のうえ周囲に支障が生

じないように計画すること。 

ク．選定事業者は、受電設備、発電設備の設計施工を監督するため、設計に必要な段階からボイ

ラー・タービン主任技術者、電気主任技術者を配置すること。なお、各主任技術者は、本施設

の保安規定と工事計画の作成、各種届出を行い、工事に至るまで一貫して責任を持ち、自主保

安体制の確立、電気事業法の技術基準を遵守し保安の維持を行うこと。 

（３）復旧 

本事業と関係のない他の設備等の損傷、汚染防止に努め、万が一損傷、汚染が生じた場合は選

定事業者の負担により速やかに復旧すること。 

また、工事用車両の通行等により近隣の民家・施設・道路等に損傷又は汚染等が生じた場合、

速やかに復旧等の処理を行うものとし、復旧について明確にし、選定事業者が責任を負う場合は

選定事業者の負担とし、それ以外の家屋の復旧等については、本組合と協議を行い決定するもの

とする。なお、近隣等の住民より苦情があった場合、速やかに誠意をもって対応し、本組合へも
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速やかに報告すること。 

（４）保険 

本施設の施工に際しては、火災保険、組立保険、第三者損害保険、建設工事保険及び労働災害

保険等に加入すること。 

（５）環境モニタリング 

本工事の施工に際して、環境モニタリングを実施すること。 

 

４．施工管理 

（１）設備工事の責任者 

選定事業者は、建築工事、建築機械設備工事、建築電気設備工事及びプラント工事の施工業者

の社員の中から担当責任者を選任し、本組合と協議のうえ必要な時期に現場に常駐させる。 

（２）ボイラー・タービン主任技術者・電気主任技術者の配置 

選定事業者は、ボイラー・タービン主任技術者及び電気主任技術者（以下「主任技術者」とい

う。）を選任し、本組合と協議のうえ必要な時期に現場に配置すること。なお、配置する主任技

術者は、電気事業法に基づき選任すること。 

（３）日報・週報・月報・年報の提出 

選定事業者は、工事期間中の日報・週報・月報・年報を作成し提出すること。（工事関係車両

の台数の集計も含む。）月報には、進捗管理表、作業月報、図書管理月報、主要な工事記録写真

（定点観測写真を含む。）等についても併せて添付すること。 

（４）工程会議 

選定事業者は、工事の進捗状況について本組合と工程会議を行うものとし、本組合との会議に

あたっては、工事施工協議簿を作成し提出すること。 

（５）地元住民対応 

選定事業者は、本組合と協力しながら地元住民対応を行うこと。 

 

５．工事条件 

（１）地中障害物 

地中障害物の存在が確認された場合は、本組合と別途協議を行い適切に処理すること。また、

この場合の費用については、本組合と協議し決めることとする。 

（２）建設発生土の処分 

本工事では、本施設の建設において発生した掘削土は、適正に処分すること。また、運搬にあ

たっては、発生土が飛散しないよう荷台をシートで覆う等、適切な措置を講ずること。なお、こ

の処分及び運搬に係る費用については選定事業者が負担するものとする。 

（３）発生材処分 

選定事業者は、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物管理票（以下「マニフ

ェスト」という。）を利用し、選定事業者の責任及び費用において適切に処分すること。なお、

発生する廃棄物の処分先については、あらかじめ本組合の承諾を得るものとし、マニフェストの

うち選定事業者が保管すべきものはファイルに整理して監督員の要求に応じていつでも提示でき

るようにすること。また、マニフェストを交付する必要のない品目（金属くず等の有価物）につ

いても受け入れ先の発行する伝票等を保管し、必要に応じ監督員に提示すること。 
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（４）工事実績情報の登録 

コリンズ登録を行い、「登録内容確認書」を本組合に提出すること。 

（５）工場車両の搬入・搬出経路 

工事用車両の事業実施用地への出入りにおいて、工事車両搬入・搬出は、一般通行車両を優先

させるとともに、交通誘導員等を配置させ交通安全の確保に努めること。 

（６）仮設工事 

ア．選定事業者は、仮設工事を行う前に仮設計画書を提出し、本組合の承諾を得ること。 

イ．事業実施用地の道路に接する部分には、仮囲いと出入口ゲートを設置し、施工期間中の維持

管理を十分に行うこと。なお、仮囲いの素材・意匠については地域環境との調和を図るととも

に防音対策を講じたものとすること。 

ウ．工事に必要な資機材の仮置場及び仮設事務所を設置すること。なお、設置場所については、

本組合と協議すること。 

（７）施工方法及び建設公害対策 

ア．大気汚染対策 

（ア）工事中の負荷が集中しないよう工事工程や使用する建設機械の台数等について調整を図

ること。 

（イ）建設機械等の稼働について次を順守すること。 

①排出ガス対策型建設機械の使用に努めること。 

②建設機械等の点検・整備を十分に行うこと。 

③粉じん飛散防止のため、工事区域での散水を行うこと。 

④待機中の不要なアイドリングや空ふかしをしないこと。 

（ウ）工事用車両の走行について次を順守すること。 

①適正走行を徹底し、大気質の負荷を可能な限り軽減するよう努めること。 

②退場時にタイヤ洗浄を行い、対象事業実施区域周辺道路における粉じんの飛散防止に

努めること。 

③工事工程の調整により、工事用車両台数の平準化に努めること。 

④公道走行時は法定速度を遵守し、工事用道路では徐行すること。 

⑤工事用資材等の搬出入量に応じた適正な車種・規格の選定や効率的な運行計画により、

車両数を削減するよう努めること。 

⑥走行ルートは、指定ルート（国道 481 号線）を通行するよう徹底すること。 

⑦走行時間帯の設定は、周辺道路の利用状況、住居の立地状況等に十分配慮して行うこ

と。 

⑧駐車中の不要なアイドリングや空ふかしをしないこと。 

⑨工事関連車両には車両幕などにより、本工事の関係車両であることを確認できるものを

掲示すること。 

イ．排水対策 

（ア）対象事業実施区域の建設工事中に発生する濁水対策としては、事業実施区域周辺の降雨

強度をもとに整備する事業地沈砂池に一旦集水し、排水に含まれる土砂の沈砂を行った後、

対象事業地まで整備予定の公共下水道に放流すること。また、公共下水道（雨水幹線）は

10 年に１度の大雨規模に耐えるよう設計・整備されるため、大雨時も安全に排水するこ
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とが可能である。 

（イ）建設工事中に掘削したままの表土を長時間露出しないように工事区域を区切って施工し、

法面にはシートあるいは法覆工で早期に養生を行い、土砂の流出を防止すること。 

（ウ）建設工事事務所から発生する生活排水及びし尿については公共下水道に放流すること。 

（エ）降雨時における土木工事等の屋外での工事を極力避けることにより、濁水の発生を軽減

すること。 

ウ．騒音・振動対策 

（ア）工事中の負荷が集中しないよう工事工程や使用する建設機械の台数等について調整によ

り、平準化に努めること。 

（イ）建設作業に伴う建設作業騒音・振動について次を順守すること。 

①低騒音・低振動型建設機械の使用に努めること。 

②建設作業時の騒音・振動の程度により、必要に応じて、防音フェンス等を設置すること。 

③待機中の不要なアイドリングや空ふかしをしないこと。 

（ウ）工事用車両の走行に伴う道路交通騒音・振動について次を順守すること。 

①工事工程の調整により、工事用車両台数の平準化に努めること。 

②公道走行時は法定速度を遵守し、工事用道路では徐行すること。 

③工事用資材等の搬出入量に応じた適正な車種・規格の選定や効率的な運行計画により、

車両数を削減するよう努めること。 

④走行ルートは幹線道路を使用し、地域住民の生活道路の通行を最小限とすること。 

⑤走行時間帯の設定は、周辺道路の利用状況、住居の立地状況等に十分配慮して行うこと。 

⑥駐車中の不要なアイドリングや空ふかしをしないこと。 

（エ）工事関係者の通勤車両の走行に伴う道路交通騒音・振動について前述（ウ）の②、④、

⑤及び⑥を順守すること。 

エ．廃棄物・発生土対策 

（ア）建設工事で発生する建設系廃棄物については、工法及び資材の選定及び再生資源を用い

た建設資材の検討も行い、発生抑制に努めること。 

（イ）施工段階においては資材の再利用に努めるとともに、最終的に発生する廃棄物について

は適正に処理・処分を行うこと。 

（ウ）仮設事務所等から発生する生活系廃棄物についても減量化に努めること。 

（エ） 発生土は対象事業実施区域内の盛土や埋戻し土として、極力場内での再利用に努め、

場外搬出は行わない計画とすること。 

（オ）過去の地図や航空写真から土壌汚染の発生源となる施設の立地は確認されないが、仮に

事業中に土壌汚染の可能性が確認された場合には、本組合と協議し土壌汚染対策法や大阪

府生活環境の保全等に関する条例等に基づき適切に対応すること。また、この場合の費用

については、本組合と協議し決めることとする。 

（カ）選定事業者は、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物管理票（以下

「マニフェスト」という。）を利用し、選定事業者の責任及び費用において適切に処分す

ること。なお、発生する廃棄物の処分先については、あらかじめ本組合の承諾を得るもの

とし、マニフェストのうち選定事業者が保管すべきものはファイルに整理して監督員の要

求に応じていつでも提示できるようにすること。また、マニフェストを交付する必要のな
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い品目（金属くず等の有価物）についても受け入れ先の発行する伝票等を保管し、必要に

応じ監督員に提示すること。 

オ．自然への配慮 

（ア）施設配置の検討に当たっては、生物多様性と生態系への影響の回避又は低減に努め、工

事中はコアジサシやシロチドリの繁殖などに留意し環境保全に努めること。 

（イ）土地区画整理事業後の造成地での事業となるため、本事業の実施により良好な緑地、水

辺等が減少することは想定されないが、施設整備にあたっては可能な限り周辺環境に配慮

した緑地の確保に努めること。 

（ウ）工事中の粉じん、騒音、振動、濁水等については、低公害型建設機械の採用、工事中の

散水、工事車両の適正な走行、沈砂池等の濁水処理施設の設置等により自然環境への影響

の低減に努めること。 

カ．地球環境対策 

（ア）温室効果ガス等の排出量を削減するため、省エネルギー型の建設機械等の導入に努める

こと。 

（イ）資機材の適正配置を行うことで、現場内運搬用の建設機械の省略及び使用量の削減を図

り、CO2 排出量の削減に努めること。 

キ．工事車両は、構内に洗車場所を確保し、洗車を行い、車輪・車体等に付着した土砂等を十分

除去したことを確認した後、退出すること。また、事業実施区域周辺及び工事車両が走行する

道路が土砂等により汚れた場合は、選定事業者は洗浄を行うなどの適切な措置を行うこと。 

ク．事業用地内の排水は、全て工事用調整池に集水し、必要に応じ排水処理装置を設置するなど

し、簡易分析を行い、下水道排水基準を満たしたうえで下水排水とすること。 

ケ．ほこりが発生するおそれのある場合は、適時散水を行うなど必要な措置を行うこと。 

コ．工事車両が通行する道路等の養生を十分に行うこと。なお、本工事に起因する車両により道

路補修等が必要となった場合は、本組合と協議し選定事業者の費用において適切に補修するこ

と。また、工事車両の過積載は行わないこと。 

サ．工事中は気象情報を常に把握し、強風等に対する養生を行い、警報や注意報が発令された場

合で、工事等に影響が生じる可能性がある場合は、工事を中止する等の安全対策を講じること。

また、豪雨が見込まれる場合は、濁水の発生を可能な範囲で軽減すること。 

シ．選定事業者は、必要に応じてクレーン等の高さや照明の方法等について関係機関と事前協議

を行うこと。 

（８）安全・保安 

工事用車両の出入口では、交通整理を行うなど一般通行者の安全を十分に図ること。また、出

入口以外においても必要に応じて交通整理を行うこと。 

（９）作業日及び作業時間 

ア．作業時間（労働時間）は、原則として、１週間については 40 時間とし、また、年末・年始

及び祝日を除いた日とする。ただし、やむを得ず作業を行う必要がある場合は、事前に本組合

の承諾を得ること。 

イ．作業時間は原則として、午前 9 時から午後５時までとし、緊急作業、中断が困難な作業及び

交通諸事情やむを得ない作業については、必ず事前に所定の書類を提出し本組合に承諾を得る

こと。なお、作業時間前後に公道においても、工事車両等の待機は行わないこと。 



47 
 

ウ．休日、夜間の作業の際には、所定の書類を提出すること。なお、騒音・振動を発する恐れの

少ない作業を行う場合においても、事前に本組合に承諾を得て作業を行うこと。 

（10）工事に伴う環境調査 

建設工事に伴い発生する騒音・振動・粉じん及び水質等を把握するために、必要に応じて騒

音・振動、粉じん及び工事排水関係の調査を行うこと。また、調査の実施にあたっては、「工事

に伴う環境調査要領」を提出し、本組合と協議の上、実施すること。 

（11）工事説明用リーフレットの作成 

工事着手前から工事完了までのリーフレット及び本組合ホームページ用データの作成を行うこ

と。なお、リーフレット及びホームページ用データの内容については本組合と協議のうえ作成し、

工事説明用リーフレットの著作権は、本組合に帰属する。 

（12）工事経過の記録 

選定事業者は、工事の経過について、議会、各市町及び住民説明資料作成のため、工事の状況

を静止画（定点撮影を含む。）・動画で記録すること。なお、記録内容及び記録頻度については、

実施計画期間中に本組合と協議を行い決定するものとし、工事の状況を記録した静止画・動画は

本組合による指導のもと編集を行い、施設が竣工するまでに編集済データ（電子媒体）２部を本

組合へ提出すること。 

（13）説明会等支援及び出席 

選定事業者は、本組合が実施する周辺住民向けの工事の内容及び進捗に関する説明会に出席し、

説明会等の支援を行うこと。 

（14）工事工程 

選定事業者は、工事着工前に工事工程表を本組合に提出し、承諾を得ること。なお、工種によ

っては気象条件等により工事の進行が不可能な場合もあるため、工事工程の設定には十分留意す

ること。 

（15）掘削工事 

地下掘削に伴う仮設工事においては、本組合の提示する調査資料により掘削前に地盤状況等の

検討を十分に行い、追加調査の必要がある場合は選定事業者において実施すること。なお、いず

れの場合であっても工事の進捗状況に支障が起きないようにすること。 

 

６．予備品及び消耗品 

予備品及び消耗品はそれぞれ明細書を添えて必要とする数量を納入すること。なお、消耗品の納

入方法については、実施設計時に本組合と協議うえ納入するものとする。 

（１）予備品 

予備品は、必要とする数量を納入すること。予備品とは、定常運転において定期的に必要とす

る部品だけではなく、不測の事故等を考慮して準備・納入しておく以下の部品とする。 

ア．同一部品を多く使用しているもの 

イ．数が多いことにより破損の確率の高い部品 

ウ．市販性が無く納期がかかり、かつ破損により施設の運転が不能となる部品等 

（２）消耗品 

消耗品は、正式引渡し後、３年間に必要とする数量を納入すること。なお、消耗品とは、定常

運転において３年以内に交換が必要なものであり、交換することにより機器本来の機能を満足さ
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せる部分とする。 

 

７．その他 

本要求水準書に記載してある機器設備類の中で、今後、短期間で飛躍的に性能が向上する可能性

があるもの（電話、TV、モニタ、AV 機器、制御機器等）については、各々の機器類の発注時点に

おいて最新機器を納入することとする。 

なお、機器設備類を変更する場合は、発注前に本組合と協議を行い、承諾を得ること。 
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第２章 機械設備工事仕様 

 

第１節 各設備共通仕様 

１．歩廊・階段・点検床等 

プラントの運転及び保全のため、機器等の周囲に歩廊、階段、点検床、点検台等を設け、これら

の設置については、次のとおりとする。なお、設置については、関係法令等を準拠するとともに、

安全性、作業性等を考慮し設置すること。 

（１）歩廊・階段・点検床及び通路 

ア．構造  〔グレーチング又はエキスパンドメタル（亜鉛メッキ又

は FRP 製）〕 

イ．幅主要部   〔有効 1,100〕mm 以上 

その他    〔有効 800〕mm 以上 

ウ．階段傾斜角   主要通路は〔40〕度以下 

※40 度以上とする場合には、事前に本組合と協議し承諾

をえること。 

エ．許容たわみ   １／300 以下 

（２）手摺 

ア．構造    主柱〔SGP32A〕〔φ   mm 以上〕 

枝柱及び中間柱〔SGP25A〕 

底部〔FB（50×６）〕同等以上 

イ．高さ階段部   〔900〕mm 以上 

その他〔1,100〕mm 以上 

（３）マンホール、点検口、測定口 

マンホール、点検口、測定口を設置箇所の条件、機械構造、目的に合致した寸法、材質及び構

造のものを選定し設置すること。なお、点検頻度が高い箇所に設置する点検口等は、可能な限り

開閉操作が容易にできる構造とすること。 

ア．マンホール 

設備、機器の管理、点検、整備及び補修作業等に必要なマンホールを設置すること。また、

作業員、機器及び資材の出入りに支障が生じないよう必要な大きさ（直径又は一辺が 600mm

以上とするなど）を確保すること。なお、直径又は一辺が 600mm 以上とすることができない

場合は、事前に本組合と協議し承諾を得ること。 

イ．点検口 

日常の運転に必要な点検口、覗き窓を設置すること。 

ウ．測定口 

通常運転のもとで計測、分析の必要な場合、各現場で直接測定ができるような測定口を必要

な箇所に設置すること。 

エ．交換性 

機器及び部品等は、補修及び修理時の利便性を考慮し、極力統一性を図り交換性を持たせる

等配慮すること。 

 



50 
 

【特記】 

１．階段の高さが４m を超える場合は、原則として高さ４m 以内ごとに踊り場を設けること。 

２．梯子の使用はできる限り避けること。 

３．主要通路については原則として行き止まりを設けないこと。（２方向避難の確保） 

４．主要階段の傾斜面は、原則として、水平に対して〔40〕度以下とし、階段の傾斜角、蹴上

げ、踏み面等の寸法は極力統一すること。なお、管理・運営上支障がないときは 45 度以下も

可とする。 

５．手摺りの支柱間隔は〔1,100〕mm とすること。 

６．歩廊にはトープレートを設置すること。 

７．階段踊り場の幅は、〔1,200〕mm 以上とすること。 

８．プラント内の建築所掌と機械所掌の手摺、階段等の仕様は、機械所掌の仕様に原則として機

械所掌の仕様に統一すること。 

 

２．防熱、保温 

焼却炉本体、ボイラ、高温配管等の人が触れて、火傷するおそれのあるもの及び集じん器、風道、

煙道等の低温腐食を生じるおそれのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工し、夏季におい

て機器の表面温度を室温〔＋40〕℃以下とすること。ただし、防熱目的で非常時のみ高温となる

ものについては別途、本組合と協議とすること。なお、保温材は目的に適合するものとし、原則と

して、外装材は以下のとおりとする。 

表２－１ 保温材（参考） 

対象 外装・保温材 規格基準 

焼却炉本体、ボイラ、

集じん器等 

外装材：鋼板製、カラー鉄板 

保温材：グラスウール。ロックウール等 

JIS A 9501 

JIS A 9504 

風道、煙道、配管等 外装材：カラー鋼板、ステンレス鋼板、アルミガラス

クロス 

保温材：グラスウール等 

JIS A 9501 

JIS A 9504 

蒸気系 外装材：カラー鋼板、ステンレス鋼板等 

保温材：ケイ酸カルシウム、ロックウール 

JIS A 9501 

JIS A 9504 

JIS A 9510 

水、空気、排ガス系 外装材：カラー鋼板、ステンレス鋼板、アルミガラス

クロス 

保温材：グラスウール、ロックウール 

JIS A 9501 

JIS A 9504 

JIS A 9501：保温保冷工事施工標準 

JIS A 9504：人造鉱物繊維保温材 

JIS A 9510：無機多孔質保温材 

 

 ３．配管 

（１）勾配、保温、火傷防止、防露、防錆、防振、凍結防止、ドレンアタック防止及びエア抜き等

を考慮して計画し、つまりが生じやすい流体用の管には掃除が容易なように考慮すること。 

（２）汚水系統の配管材質は、管（内面）の腐食等に対して、硬質塩化ビニル管等適切な材質を選

択すること。 

（３）管材料は以下の表を参考として、使用目的に応じた最適なものとすること。 
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表２－２ 配管材料（参考） 

規格 名称 材質記号 適用流体名 備考 

JISG3454 圧力配管用 

炭素鋼鋼管 

STPG370S 

SCH40 

高圧蒸気系統 

高圧ボイラ給水系統 

ボイラ薬液注入系統 

高圧復水系統 

圧力 980ｋPa 以上の

中・高圧配管に使用

する 

JISG3454 圧力配管用 

炭素鋼鋼管 

STPG370S 

STS 

SCH80 

高圧油系統 圧力 4.9～13.7MPa

の高圧配管に使用す

る 

JISG3455 高圧配管用 

炭素鋼鋼管 

STPG370S 

SCH140 

高圧油系統 圧力20.6MPa以下の

高圧配管に使用する 

JOHS102 油圧配管用 

精密炭素鋼鋼管 

OST-2 高圧油系統 圧力34.3MPa以下の

高圧配管に使用する 

JISG3452 配管用炭素鋼鋼管 SGP-E 

SGP-B 

低圧蒸気系統 

低圧復水系統 

雑用空気系統 

燃料油系統 

排水・汚水系統 

圧力 980KPa 未満の

一般配管に使用する 

JISG3459 配管用ステンレス

鋼鋼管 

SUS304TP-A 温水系統 

純水系統 

 

JISG3457 配管用アーク 

溶接炭素鋼鋼管 

STPY400 低圧蒸気系統 

排気系統 

圧力 980KPa 未満の

一般配管に使用する 

JISG3452 配管用炭素鋼鋼管 SGP 

SGP-ZN 

工業用水系統 

冷却水系統 

計装用空気系統 

圧力 980KPa 未満の

一般配管で亜鉛メッ

キ施工の必要なもの

に使用する 

JISK6741 硬質塩化ビニル管 HIVP 

VP 

VU 

酸・アルカリ薬液系統 

水道用浄水系統 

圧力 980KPa 未満の

左系統の配管に使用

する 

――― 樹脂ライニング鋼

管 

SGP+樹脂ライ

ニング 

SGP-VA 

VB 

SGP-PA 

PB 

酸・アルカリ薬液系統 

浄水設備 

仕様流体に適したラ

イニングを使用する

（ゴム・ポリエチレ

ン・塩化ビニル等） 

JISG3442 水道用亜鉛メッキ

鋼管 

SGPW 給水系統 静水頭 100m 以下の

水道で主として給水

に用いる 

 （備考）JIS G 3454：圧力配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 3455：高圧配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 3452：配管用炭素鋼鋼管 

JIS G 3459：配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3457：配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 

JIS G 3442：水道配管用亜鉛メッキ鋼管 

JIS K 6741：硬質ポリ塩化ビニル管 

JOHS 102：油圧配管用精密炭素鋼鋼管 
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４．塗装 

塗装については、耐熱、耐薬品、防食及び配色等を考慮すること。なお、配管の塗装については、

各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向を明記することとし、配管塗装のうち法規等で全塗装が

規定されているもの以外は識別リボン方式とする。 

 

５．機器構成 

（１）主要な機器の運転操作は、必要に応じて切換方式により中央制御室から遠隔操作と現場操作

の切替が可能な方式とすること。 

（２）振動・騒音の発生する機器には、防振・防音対策に十分配慮すること。 

（３）粉じんが発生する箇所には、集じん装置及び散水装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、

作業環境の保全に配慮すること。 

（４）臭気が発生する箇所には負圧管理、密閉化等適切な臭気対策を講ずること。 

（５）可燃性ガスの発生する恐れがある個所には防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対しては、

爆風を逃がせるよう配慮し、二次災害を防止すること。 

（６）ベルトコンベヤを採用する場合、機械側にも緊急停止装置（引き綱式等）等安全対策を講じ

ること。また、前段の機器とのインターロック機能を設置すること。 

（７）コンベヤ類は搬送する物質性状に適した型式のものを採用することとし、飛散が懸念される

場合は密閉型を採用する等の配慮を行うこと。また、原則として全長にわたり点検廊下を設け

ること。 

（８）機器・部品等は、更新・補修時の利便性を考慮し、できる限り統一を図り互換性を持たせ、

メーカーについてもできる限り統一すること。 

 

６．地震対策 

建築基準法、消防法及び労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、次の点を考慮したも

のとすること。 

（１）指定数量以上の灯油、軽油、重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。 

（２）建物の耐震設計はもちろんのこと、プラントの架構及び据付ボルトの設計や、配管サポート

等細部に至る設備関係も耐震性に優れた構造とすること。また、プラント主要設備の架構及び

各機器等の据付ボルトの設計や、配管サポート等細部についても構造計算書を提示し、監督員

の承諾を受けること。 

（３）灯油、軽油、重油等のタンク（貯蔵タンク、サービスタンク）には必要な容量の防液堤を設

けること。また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を

与えないようフレシキブルジョイントを必ず設置すること。 

（４）プラント用水受水槽（井水・上水）は災害発生時断水を考慮した余裕のある容量とすること。 

（５）塩酸、苛性ソーダ、アンモニア水等薬品タンクの設置については薬品種別毎に必要な容量の

防液堤を設けること。 

（６）電源又は計装用空気源が断たれたときは、各バルブ及びダンパ等の動作方向はプロセスの安

全サイドに働くようにすること。 

（７）地震感知装置を適切な場所に設置し、感震装置により、震度５強（250 ガル）以上の揺れ

を感知した場合、自動的に焼却炉、ボイラー・タービン発電設備等を停止させ、機器の損傷に
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よる二次災害を防止するような緊急停止システムを設置すること。 

（８）災害発生時等には、電力会社からの母線が停電となっても非常用発電機により１炉立上後、

順次残り１炉の立ち上げが可能な施設計画とすること。なお、施設の立ち上げ後は蒸気タービ

ン発電機により自立運転できる施設機能を確保すること。 

 

７．長寿命化対策 

本施設が供用後 20 年間使用し、その後 20 年間の 40 年間稼働できるよう、各機器・設備の「耐

用年数表」、「長寿命化対策」及び「保全計画」を事前に提出し、本組合の了承を得ること。腐食防

止対策、粉じん対策を考慮すること。 

（１）腐食防止対策 

ア．バクフィルタ以降のシュート、煙道で低温腐食領域の温度となる可能性のある箇所につい

ては、保温を十分行うとともに、必要な箇所にはヒータを設置すること。 

イ．ボイラは、燃焼室水管上部や加熱器等の腐食対策を行い、部分的補修のみで稼働できるよ

うにすること。 

ウ．高温腐食領域の温度となる可能性のある箇所については、必要な対策を講ずること。 

（２）粉じん対策 

ア．電気室等は空調機を設置するなどし、外気の取入れをできるだけ少なくして粉じんの侵入を

防止すること。 

イ．空調機を設置しない部屋あるいは屋外に設置する分析計又は PCL 内蔵の制御盤の保護レベ

ルは IP5X とし、これ以外の現場操作盤、分電盤等の電気盤は IP4X 以上とすることとし、対

象となる機器や盤面とその等級を提出すること。なお、空調設備が完備され環境条件の良い部

屋に設置する場合はこの限りではない。また、空調機を設置しない部屋に設置した場合におい

て、性能・機能を満足できることを客観的に証明できる場合は、この限りではない。 

 

表２－３ 防じん、防水等級 

対象機器・盤名 設置場所（屋内・屋外） 防じん等級 防水等級 

〔   〕 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

〔   〕 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

〔   〕 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

 

８．その他 

（１）補修又は更新する機材の重量が重い等の必要な箇所に搬入搬出のため開口部、荷役用ハッチ、

吊りフック、電動ホイスト及びホイストレール等を設けること。 

（２）道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを４m（消防と協議のうえ決定する

こと。）以上とすること。 

（３）清掃、点検、検査、補修及び更新等が容易、安全及び衛生的に行えるよう計画するとともに、

十分な高さ及び広さのメンテナンススペースを設けること。 

（４）労働安全上危険とおもわれる場所には、安全標識を JIS Z 9101 により設けるとともに、

その他の危険個所についても標識等を設けること。 

（５）省エネルギー効果が高い機器等を使用すること。 
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第２節 受入れ・供給設備 

受入れにかかる設備については、本組合の一般搬入者用の予約システムとの連携を考慮するととも

に、車番読取設備等併せて各設備を検討すること。 

なお、受入れ・供給設備についても、今後、本組合において繊維系ごみの再資源化を行う実証実験

を行う予定であり、その結果によっては事業者と協議し、契約内容を変更する場合がある。 

 

１．計量機 

（１）形式   〔ロードセル式〕 

（２）数量   搬入用〔２〕基以上 

    ※収集搬入車両と一般搬入車両の併用は行わないこと 

搬出用〔２〕基以上 

（３）主要項目 

ア．最大秤量  〔30〕t 

イ．最小目盛  〔10〕㎏ 

ウ．積載台寸法  W〔3.0〕m×L〔8.5〕m 

エ．表示方式  〔デジタル表示〕 

オ．操作方式  〔   〕 

カ．印字方式  〔自動〕 

キ．印字項目       〔総重量、車空重量、ごみ種別（自治体別）、ごみ重量、年月日、

時刻、車両通し番号、その他必要項目〕 

（４）付属機器       計量装置、データ処理装置、リーダポスト、電子表示板、その他

〔   〕 

【特記】 

１．本装置は搬入・搬出車両等に対して計量操作を行うものとし、搬出については料金の計算、

料金の徴収及び領収書の発行を行うものとすること。 

２．本計量機にはデータ処理装置を設け、搬入・搬出される物の集計に必要な種別の集計、日報、

月報及び年報の作成を行うものとする。なお、把握すべきデータ内容の詳細は第 4 編運営業務

編に示す。 

また、必要に応じ搬入量は中央データ処理装置等へデータ転送を行う等、本計量機に異常が

ある場合においてもデータを保持できるようにすること。 

３．ピットタイプの場合は積載台を地面から〔50〕mm から〔100〕mm 程嵩上げし雨水が同ピ

ット部に入りにくくするとともに、基礎部ピットの排水対策を講ずること。また、必要に応じ

て水位による自動制御方式の排水ポンプ等を設置すること。 

４．電子掲示板は、重量以外にも、ごみ等搬入区分や搬入区域（市町名）等の表示も検討するこ

と。 

５．浸水、防塵対策として、IP65 以上とすること。また、浸水、メンテナンス性を考慮した位

置に設置すること。 

６．ピット枠は、ステンレス鋼とすること。積載台の表面は、車両の滑り止め対策（剥がれない

もの）を行い、ボルト頭が出ないよう施工すること。 

７．直接搬入車両用の料金算出、領収書発行機能も備えるものとし、単価は随時変更可能とする。
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料金自動精算装置での精算について、紙幣及び硬貨をまとめて投入可能にする等精算に時間が

かからないように配慮することとし、カード決済等、現金を利用しない精算についても可能な

ものとすること。 

８．計量器及び計量システムは停電時でも使用できるように非常用電源の接続範囲とすること。 

９．データ処理装置は二重化するなどバックアップを考慮すること。 

10．二重計量を防止するための対策を講じること。 

 

２．プラットホーム 

２－１ プラットホーム（土木建築工事に含む） 

（１）形式   〔屋内式〕 

（２）構造   〔   〕 

（３）主要項目 

ア．幅員（有効）  〔18〕m 以上 

イ．床仕上げ  〔コンクリート仕上げ〕 

【特記】 

１．プラットホームは、ごみの投入作業が安全かつ容易にできるスペースを確保し、臭気が外部

に漏れない構造（常時負圧管理をする場合はこの限りではない）とすること。 

２．排水溝はごみ投入位置における搬入車両の前端部よりやや中央寄りに設けること。 

３．トップライト及び窓等を利用し、自然光を極力採り入れ、明るく、清潔な空間とすること。 

４．本プラットホームには監視室、清掃用水洗、手洗栓、トイレ、消火栓及びその他必要なもの

を適所に必要な数量を設けること。 

５．各ごみ投入扉間にはごみ投入作業時の安全区域（マーク又は縁石等）を設けること。 

６．各ごみ投入扉付近には、安全帯取付用フック（丸環程度）及び洗浄栓を設けること。 

7．プラットホームの幅員は、搬入車両がごみピットに投入作業中に、隣のごみ投入扉に他の車

両が寄り付くための切り返し場所を十分に確保すること。 

8．プラットホーム床は、排水のため、〔1.5〕％程度の勾配を持たせること。 

9．臭気が外部へ漏れにくい構造とすること。 

10．照明は基本的には、LED とし、交換作業性を考慮した設置とすること。 

11．プラットホーム床面は、スリップ防止策を講ずること。 

12．投入扉脇に飛散したごみを清掃するための、散水栓、清掃用具等を設けること。また、床

面の水洗いが可能なように、加圧式の散水装置を設置すること。 

13．投入扉手前に車止めを設置すること。 

14．安全標識及び監督員が指示する標識を設けること。 

 

２－２ プラットホーム出入口扉 

（１）形式    〔オートドア式〕 

（２）数量    〔２〕基（入口〔１〕基、出口〔１〕基） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．扉寸法 W〔4.0〕m×H〔5.0〕m 以上（開口部を W〔4.0〕m×

H〔5.0〕m 以上確保すること） 
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イ．材質    〔   〕 

ウ．駆動方式   〔電動式〕 

エ．操作方式   〔自動・現場手動〕 

オ．車両検知方式   〔光電管及びループコールによる。自動制御〕 

カ．開閉時間   〔開〔10〕秒、閉〔10〕秒〕以内 

キ．駆動装置   〔電動式〕 

（４）主要機器 

ア．エアカ－テン   〔１〕式 

【特記】 

１．車両通過時は、扉が閉まらない構造とすること。 

２．エアカーテンは出入口扉と連動で動作することとし、手動操作も可能とすること。また、エ

アカーテンからの騒音については、規制値を満足するようにすること。 

３．強風時にも安定して稼働が可能であり、かつ歪み及び故障が生じないものとすること。 

４．出入口扉は停電時においても、開閉可能なものとすること。 

５．点検架台を設けること。 

６．プラットホーム出口扉には、車両検知し出車警告音を発するセンサー・装置を設置すること。 

 

３．ごみ投入扉 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔５〕基以上（ダンピングボックス用を除く。） 

※2ｔパッカー車搬入用を 4 基、10ｔダンプ用を 1 基以

上とすること。 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．駆動方式   〔電動式〕 

イ．能力    開閉時間〔10〕秒 

ウ．材質    材質〔   〕、厚さ t〔   〕mm 以上 

エ．寸法（開口部）   W〔   〕m×H〔   〕m 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方式   〔自動・現場手動〕 

（４）附属機器   投入指示灯、手動開閉装置、その他必要なもの〔  〕 

【特記】 

１．投入扉は動力開閉式とし、動力は扉の形式によって、油圧式、空圧式及び電動式等の適切な

方式を選定すること。 

２．扉開閉及びごみ投入時に、搬入車両等にごみクレーンバケットが接触しないよう考慮するこ

と。 

３．ごみクレーン自動運転時、バケットが扉前付近に侵入する際は、当該扉が開動作しないよう

にすること。ただし、扉前で車両を検知している際は、車両による扉開動作を優先すること。 

４．投入扉を全て閉じた時でも空気取込口から燃焼用空気を吸引できるようにしておくこと。 

５．投入扉は、プラットホーム空間に設けたセンサーで搬入車両を検知して自動開閉が行われる

ようシステムを設けること。 
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６．扉閉鎖時は必要な気密性が確保できる構造とし、各扉にはピット内部の確認用覗き窓を設け

ること。 

７．扉開放中、回転灯により注意喚起を行うものとする。 

８．ごみクレーン操作盤に扉の開閉状態表示及び開禁止ボタンを設置し、ごみクレーン側から扉

の開動作を禁止するインターロックを設けること。 

 

４．ダンピングボックス 

（１）形式    〔傾胴式〕 

（２）数量    〔1〕基 

（３）主要項目 

ア．主要寸法   W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

イ．ダンピング所要時間  〔30〕sec 以内 

ウ．駆動方式   〔電動式〕 

エ．材質    〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方式   〔自動・現場手動〕 

（４）付属品    駆動装置、安全用手摺、回転灯、その他〔   〕 

【特記】 

１．ダンピングボックスは投入扉と連動すること。 

２．ダンピングボックスにおいて、ごみの搬入監視を行うため、監視が容易な構造とし搬入車か

らダンプ可能な構造とすること。 

３．ダンピングボックスの駆動部等の点検が容易なものとすること。 

４．ダンピングボックス作動中は、回転灯により注意喚起を行うものとする。 

５．ダンピングボックスは、電動式を基本とするが、油圧駆動方式を採用する場合は長時間停止

時に開かないように設計すること。 

６．ダンピングボックス下部に、詰まりやかみ込みが発生しない構造とし、必要に応じ下部点検

用の点検口を設けること。 

７．ダンピングボックスの主要寸法は、第 2 節 6．搬出入車両の収集運搬車両の大きさを考慮し

決めること。 

 

５．ごみピット（土木建築工事に含む。） 

（１）形式    〔水密性鉄筋コンクリート造〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．容量    〔10,390〕㎥以上（処理能力の 8 日分以上） 

イ．ごみピット   容量算定単位体積重量 0.154t／㎥（基準ごみ） 

※ごみピットを 2 段ピットとする場合、受入部の容量

を 1 日以上とし、貯留部の容量を 7 日以上とするこ

と。また、この場合、受入部の容量算定単位体積重

量を 0.154ｔ／㎥、貯留部の容量算定単位体積重量
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を 0.221ｔ／㎥として算定すること。 

ウ．寸法    W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（４）付属品  ピット火災検知装置、放水銃、転落防止装置、その他必

要な設備〔   〕 

【特記】 

１．ごみピット容量及び容量算定単位体積重量については、今後、本組合において繊維系ごみの

再資源化を行う実証実験を行う予定であり、その結果によっては事業者と協議し、契約内容を

変更する場合がある。 

２．ごみピット容量の算定は原則として、投入扉下面の水平線（プラットホームレベル）以下の

容量とすること。なお、２段ピットとする場合は、受入部は投入扉下面の水平線（プラットホ

ームレベル）、貯留部は受入部との仕切部分の水平線以下の容量とすること。 

３．建屋の密閉性（常時負圧管理をする場合はこの限りではない。）を確保し、臭気の漏れがな

い構造とすること。 

４．ピットの奥行きは自動運転を考慮し、クレーンバケットの開き寸法に対して､〔2.5〕倍以

上とすること。なお、２段ピットとする場合は、クレーンバケットの開き寸法に対して、受入

部を〔2.0〕倍以上、貯留部を〔2.5〕倍以上とすること。 

５．ごみ搬入車両とクレーンバケットとの衝突を防ぐよう配慮すること。 

６．ごみ搬入車両の転落防止対策及び所要に清掃口を設け、必要に応じて収集車両の水洗いを行

える構造とすること。 

７．ごみピット壁面に一目で容量が確認できるように深度目盛を２箇所以上設けることとし、最

小目盛は１m とすること。 

８．転落者救助装置を設けること。 

９．ピット内の火災監視用の自動火災検知装置及びピット専用の消火用放水銃設備を必要数設け

ること。なお、消火用放水銃設備は火災を検知し自動運転可能でクレーン操作室及び中央制御

室からの遠隔手動操作も可能なものとすること。 

10．ごみの積上げを考慮し、積替えのための必要なバケット操作領域を確保すること。 

11．底部にピット汚水をごみ汚水貯留槽へ導く排水勾配（1/50 以上）をとること。 

12．受入ピットと撹拌ピットに分けたダブルピット方式とする場合は、それぞれの寸法、容量

を示すこと。 

 

６．ごみクレーン 

（１）形式    〔クラブバケット付天井走行クレーン〕 

（２）数量    〔２〕基（内〔１〕基 交互運転用及び同時運転可） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．吊上荷重   〔   〕t 

イ．定格荷重   〔   〕t 

ウ．バケット形式   〔ポリップ式〕 

エ．バケット切り取り容量  〔   〕㎥ 

オ．ごみの単位体積重量 

定格荷重算出用   〔0.30〕t／㎥ 
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稼働率算出用   〔0.2〕t／㎥ 

カ．揚程    〔   〕m 

キ．横行距離   〔   〕m 

ク．走行距離   〔   〕m 

ケ．各部速度及び電動機 

 

 速度（m／min） 出力（kW） ED（％） 

横行用 〔  〕 〔  〕 〔  〕 

走行用 〔  〕 〔  〕 〔  〕 

巻上用 〔  〕 〔  〕 〔  〕 

開閉用 

〔油圧式〕 

開〔  〕s 

閉〔  〕s 
〔  〕 〔連続〕 

 

コ．稼働率    〔   〕％ 

サ．操作方式   〔遠隔手動、半自動又は全自動〕 

シ．給電方式   〔キャブタイヤケーブルカーテンハンガ方式〕 

ス．付属品  制御装置、投入量計量装置（指示計、記録計、積算計）、

低位置表示装置、渦巻防止装置、表示装置、クレーン操

作卓、その他必要なもの〔   〕 

【特記】 

１．全炉運転時において、クレーン１基で安定した焼却処理が行えるものとすること。また、２

台同時運転も可能なものとすること。 

２．走行レールに沿って、クレーン等安全規則、法規等に準拠した安全通路を設けること。また、

安全通路は幅〔600〕mm 以上のものを両側に設けるものとし、手摺、安全ネット等の安全装

置のほか法規に定められた以上の作業空間を確保すること。 

３．クレーンガーダ上の電動機及び電気品は防塵、防滴型とすること。 

４．ごみ投入ホッパへの投入時にバケットの開閉動作等により、ごみが極力飛散しないよう、バ

ケットの開動作等により配慮すること。 

５．床の破損を防止する対策を講じたバケット置き場を設けること。 

６．点検及び補修用の点検床を設けること。 

７．要所に清掃口を設け、必要に応じて水洗いを行える構造とすること。 

８．巻上装置は、ドラムの径をロープ径の 20 倍以上とし、ロープ溝は全揚程のロープを一重で

巻き取れるとともに、バケットが最低位置に達しても三巻以上の余裕を残すものとすること。 

９．巻上用電動機は、回生機構を設ける等省エネを考慮したものとすること。 

10．クレーン横行及び走行端部にはショックアブソーバを設けること。 

11．操作室は、ごみピット内の粉じん及び臭気から完全に遮断された構造とし、自動窓ガラス

清掃装置等を設ける等、運転作業員の視野を妨げないようにすること。 

12．バケットは、振れ止め防止のため４本吊方式とする。 

13．クレーン操作室は、ピット全体を見渡せる位置に配置し、作業員の適切な操作を可能とす

る採光、照明、空調に配慮する。また、原則として常時室内側が正圧に維持できるものとする

こと。 



60 
 

14．ごみピット全体及びごみ投入ホッパが容易に監視できるよう ITV モニタ及び放送設備等を

設置すること。ITV モニタ及び放送設備は、点検可能な配置・構造とすること。 

15．操作室窓及び見学者窓は防火性能のある耐熱強化ガラスとし、必要な場合は下部に視野を

妨げないよう金属製桟を設けること。また、操作室窓については、常に視界を妨げないような

措置を講ずること。 

16．操作室窓及び見学者窓は清掃ができるように歩廊を設けるなど配慮すること。ただし、見

学者視線は十分に確保し、窓ガラスには触媒コーティングすること。 

17．メンテナンス用に電動ホイストを設ける。電動ホイストの設置箇所はクレーン本体とする

こと。 

18．クレーンの制御用盤等は専用室に収納し、騒音及び発熱に対して配慮すること。 

19．テストウエイトを整備すること。 

20．ランウエイガーダ上に清掃用圧空配管を設けること。 

 

７．脱臭装置 

本装置は全炉停止時に、ごみピット、プラットホーム内の臭気を吸引し、活性炭等により脱臭後、

屋外へ排出するものとする。 

（１）形式    〔活性炭脱臭方式〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．活性炭充填量   〔   〕kg 

イ．入口臭気濃度   〔   〕 

ウ．出口臭気濃度   悪臭防止法の排出口規制に適合すること。 

エ．脱臭用送風機 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）風量   〔   〕N ㎥／h 

（エ）駆動方式   〔   〕 

（オ）主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（カ）材質   〔   〕 

（キ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（ク）操作方式   〔遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    圧力計、ダンパ、開度計、その他〔   〕 

【特記】 

１．活性炭等の取替が容易にできる構造とすること。 

２．全炉運転停止時等に、ごみピットの容量及びその上部（ホッパステージ上部を含む）の臭気

を吸引し、脱臭後、屋外へ排出できる構造とし、容量は、ごみピット室の換気回数〔1〕回／

h 以上とすること。 

３．排気口は、他の吸気口と離れた場所に設置し、排気口からの臭気が施設内に吸気されないよ

うに配置設計に配慮すること。 

４．ダンパ開度が中央制御室から遠隔で分かるようにすること。 
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８．薬液噴霧装置 

（１）形式    〔高圧噴霧式〕 

（２）数量    〔１〕式 

（３）主要項目 

ア．噴霧場所   〔プラットホーム〕 

イ．噴霧ノズル   〔   〕本 

ウ．操作方式   〔遠隔手動（タイマ停止）、現場手動〕 

（４）付属品    〔防臭剤タンク、供給ポンプ〕 

ア．防臭剤タンク   容量〔   〕㎥ 

寸法 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

材質〔   〕 

イ．供給ポンプ   吐出量〔   〕㎥／hr 

       電動機〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

【特記】 

１．プラットホーム、投入扉毎及びその他必要箇所で防臭目的として、薬液を噴霧する。 

２．噴霧箇所は任意に設定でき、噴霧ノズルは液だれ防止を図ることとすること。 

３．薬液の搬入及び注入が容易にでき、必要に応じて薬液の凍結防止を行うこと。 

 

第３節 燃焼設備 

１．ごみ投入ホッパ・シュート 

（１）形式    〔鋼板溶接製〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥（シュート部を含む） 

イ．材質    〔SS400〕 

ウ．板厚    〔９〕mm 以上（滑り面〔12〕mm 以上） 

エ．開口部寸法   W〔   〕m×L〔   〕m 

オ．ゲート駆動方式   〔   〕 

カ．ゲート操作方式   〔遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品 レベル表示装置、ブリッジ警報装置、ブリッジ解消装置、

点検口、ホッパゲート、その他〔   〕 

【特記】 

１．安全対策上ホッパの上端は投入ホッパステージ床から〔1.0〕m 程度以上とし、開口部は、

ごみの投入の際、ごみやほこりが飛散しにくいよう配慮すること。また、開口部はごみクレー

ンバケットの最大寸法に対して余裕を持たせること。 

２．ごみ投入ホッパ位置は、ごみクレーンが２基同時運転時においてもごみが投入可能な間隔を

確保すること。 

３．レベル監視ができる設備を備え、ブリッジを検出できる構造とすること。 

４．ブリッジ解除装置（ホッパゲートと兼用可）を設け、中央制御室及びクレーン操作室から操
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作できること。 

５．ホッパステージは、鉄筋コンクリート製の落下防止構造を設け、要所に床清掃用吐き出し口

を設けること。また、床を水洗浄できるよう床勾配、排水口等を設け、防水を考慮した仕上げ

とすること。 

 

２．燃焼装置 

２－１ 給じん装置 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕基（１炉１基） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．構造    〔   〕 

イ．能力    〔   〕kg／h 以上 

ウ．寸法    W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

エ．主要材質   〔   〕 

オ．傾斜角度   〔   〕° 

カ．駆動方式   〔   〕 

キ．速度制御方式   〔   〕 

ク．操作方式   〔自動（ACC）、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．燃焼装置内に安定及び連続的にごみを供給でき、供給量も調整できること。 

２．材質は、耐摩耗性、焼損、腐食及びせん断が生じないよう考慮し、ごみの詰まり、閉塞及び

嚙み込み等を防止でき、接合部の密閉性が確保できる構造とすること。 

３．燃焼装置が給じん機能を有する場合は省略できるものとする。 

４．本装置の周辺に、点検設備、交換補修時の十分なスペースを確保すること。 

 

２－２ 燃焼装置 

（１）形式    ストーカ式 

（２）数量    ２基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．能力    〔   〕kg／h 以上 

イ．材質    火格子〔   〕 

ウ．火格子寸法幅   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m 

エ．火格子面積   〔   〕㎡ 

オ．傾斜角度   〔   〕° 

カ．火格子燃焼率   〔   〕kg／㎡・h 

キ．駆動方式   〔油圧シリンダー駆動〕 

ク．速度制御方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

ケ．操作方式   〔自動（ACC）、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    点検口、計測孔、その他〔   〕 
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【特記】 

１．ごみを連続的に供給し、燃焼用空気を均一に供給することができ、安定燃焼できる構造とす

ること。 

２．自動燃焼制御装置により燃焼制御を自動化し、燃焼室の温度等を一定範囲に保ちながら安定

した燃焼を行うように設計し、立上、立下を含め、全自動による運転が可能とすること。 

３．材質は、耐摩耗性、焼損及び腐食に考慮すること。 

４．クリンカの発生及び落じん物の少ない構造とすること。 

５．火格子は、清掃、点検、補修、交換（リロケーション）及び更新が容易に行えるよう構造等

に考慮すること。 

６．炉体構造は、炉、ボイラを支え、地震に対して十分な強度を有する構造とし、地震により崩

壊しない堅固なものとすること。熱応力の変化に耐え、変形、損傷や破壊が起こらない構造と

すること。なお、材質は高温燃焼、腐食、摩耗等に対して優れたものとすること。 

７．燃焼装置により、燃焼室の安全を確保し、ダイオキシン類の発生を防止するとともに、NOX

を制御すること。また、助燃バーナの活用により、ごみ燃焼負荷の低い時でも燃焼室の温度を

高温に維持できるものとすること。 

８．火格子通気部の目詰まりやストーカ間の嚙み込みがない構造とすること。 

９．家畜伝染病予防法により殺処分された家畜を、安全にごみホッパに直接投入できる経路を確

保すること。 

 

２－３ 炉駆動用油圧装置 

（１）形式    〔油圧ユニット式〕 

（２）数量    〔２〕ユニット 

（３）操作方式   〔遠隔手動、現場手動〕 

（４）主要項目（１ユニット分につき） 

ア．油圧ポンプ 

（ア）数量   〔２〕基（内１基交互運転用） 

（イ）吐出量   〔   〕㎥／min 

（ウ）全揚程   最高〔   〕m 

  常用〔   〕m 

（エ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

イ．油圧タンク 

（ア）数量   〔１〕基 

（イ）構造   〔鋼板製〕 

（ウ）容量   〔   〕㎥ 

（エ）主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（オ）主要部材質   〔SS400〕厚さ〔６〕mm 以上 

【特記】 

１．本装置周辺には点検、整備、補修及び油交換できるスペースを設けること。 

２．消防法には適切に対応すること。 

３．油圧ユニットは騒音、振動が発生しがたいものを採用すること。 



64 
 

 

２－４ 給油装置 

（１）形式    〔グリス潤滑式〕 

（２）数量    〔   〕組 

（３）主要項目 

ア．グリスポンプ 

（ア）吐出量   〔   〕cc／min 

（イ）全揚程   〔   〕m 

（ウ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

イ．油の種類   〔耐熱グリス〕 

ウ．操作方式   〔自動、現場手動〕 

エ．潤滑箇所  〔火格子駆動装置軸受､灰押出機軸受､その他必要箇所〕 

（４）付属品    グリス充填用具、その他必要なもの〔   〕 

 

３．焼却炉本体 

３－１ 焼却炉 

（１）形式    〔鉄骨支持自立耐震型（内面築炉構成）〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．構造 

炉内天井    〔   〕（耐火レンガ、不定形耐火物） 

炉内側壁    第１層〔   〕〔   〕mm 

     第２層〔   〕〔   〕mm 

     第３層〔   〕〔   〕mm 

     第４層〔   〕〔   〕mm 

ケーシング〔SS400〕，厚さ〔4.5〕mm 以上 

イ．燃焼室容積   〔   〕㎥ 

ウ．再燃焼室容積   〔   〕㎥ 

エ．燃焼室熱負荷   〔   〕kJ／㎥･h 以下（低質ごみ） 

〔   〕kJ／㎥･h 以下（基準ごみ） 

〔   〕kJ／㎥･h 以下（高質ごみ） 

（４）付属品          覗窓、計測口、カメラ用監視窓、点検口、 

その他〔   〕 

【特記】 

１．炉側壁にはクリンカが生じやすい傾向にあるので、空冷壁、水冷壁等のクリンカ付着防止対

策を施すこと。 

２．耐火物は耐摩耗及び耐熱性に考慮し、清掃、点検、補修及び更新が容易にできるよう考慮す

ること。 

３．ケーシング表面温度（外表面）は、火傷防止上室温〔+40〕℃以下となるよう、耐火物、

断熱材の構成を十分検討すること。 
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４．覗窓には燃焼残灰及び飛灰の堆積対応、除去清掃等を考慮すること。 

５．燃焼ガスの再燃室での滞留時間を 850（900℃以上が望ましい）℃以上で、2 秒以上とする

こと。 

６．構造は、地震、熱膨張等により崩壊しない堅牢な構造とすること。 

７．ケーシングは、外気と遮断された密閉構造とすること。 

８．点検整備等に用いる点検口、覗き窓、計測孔アクセスのための足場について、利便性や安全

性を考慮して適切に設置すること。 

 

３－２ 落じんホッパシュート 

（１）形式    〔鋼板溶接製〕 

（２）数量    〔２〕基分 

（３）主要項目 

ア．材質    〔SS400〕厚さ〔６〕mm 以上 

（４）付属品    点検口、その他必要なもの〔   〕 

【特記】 

１．本装置には点検口を設けることとし、点検口は落じん及び汚水の漏出を防ぐよう密閉構造と

すること。 

２．溶融アルミの付着、堆積に対する除去清掃が容易にできるよう考慮すること。 

３．乾燥帯ではタールの付着及び堆積防止を図るとともに、落じんやタール等による発火が発生

した場合に消火が可能な装置を設置すること。 

４．熱伸びを考慮した構造とすること。 

５．ダストが堆積しないようにシュートには適切な傾斜角を設けること。 

 

４．助燃装置 

本装置は、燃焼室等に設け、耐火物の乾燥、炉の立上げ、立下げ及び燃焼が計画通りに促進する

ために設けるものであり、使用燃料は〔都市ガス〕とし、バーナ安全装置、燃料供給設備及びその

他必要な付属品を含むものとする。 

なお、運営コスト的に優位であれば、重油又は灯油の使用も可能とする。 

 

４－１ 助燃バーナ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕Ｌ／h 

イ．燃料    〔都市ガス〕 

ウ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

エ．操作方式   〔着火（電気）：現場手動〕 

オ．油量調節、炉内温度調節  〔自動、遠隔手動〕 

及び緊急遮断 

（４）付属品    緊急遮断弁、火炎検出装置、その他〔   〕 
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【特記】 

１．バーナ口の下部には油受けを設け油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 

２．焼却炉の立上時において、ダイオキシン類対策に必要な温度に昇温できるものとし、再燃バ

ーナを設置する場合は、助燃バーナと合わせた容量設定でも可とすること。 

３．非常時の安全が確保されるものとすること。 

４．失火監視のため、火災検出装置を設置すること。 

 

４－２ 再燃バーナ（機能上必要な場合に計画すること。） 

「４－１ 助燃バーナ」に準じて記入すること。 

 

第４節 燃焼ガス冷却設備 

１．脱気器 

（１）形式    〔蒸気加熱スプレー型〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．常用圧力   〔   〕Pa 

イ．処理水温度   〔   〕℃ 

ウ．脱気能力   〔   〕t／h 

エ．貯水能力   〔   〕㎥ 

オ．脱気水酸素含有量  〔   〕mgO2／L 以下 

カ．構造    〔鋼板溶接〕 

キ．主要寸法   φ〔   〕m×H〔   〕m 

ク．材質     本体〔   〕 

スプレーノズル〔ステンレス鋼鋳鋼品〕 

ケ．制御方式   〔圧力及び液面制御（流量調節弁制御）〕 

（４）付属品  安全弁、安全弁消音器、温度計、圧力計、液面計、マン

ホール、その他〔   〕 

【特記】 

１．本装置の脱器能力は、ボイラ給水能力及び復水の全量に対して、余裕を見込んだものとする

こと。 

２．貯水容量は、最大ボイラ給水量（1 缶分）に対して、10 分間以上とすること。 

３．液面計は最高使用圧の２倍以上の耐圧力を有し、ドレン抜き弁にはドレン受け等を設置する

こと。 

 

２．脱気器給水ポンプ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕基以上（内〔１〕基交互運転用） 

（３）主要要目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥／h 

イ．全揚程    〔   〕m 
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ウ．流体温度   〔   〕℃ 

エ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕×H〔   〕 

オ．材質    ケーシング〔   〕 

インペラ〔   〕 

シャフト〔   〕 

カ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

キ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    温度計、圧力計、その他〔   〕 

【特記】 

１．本ポンプの容量は、脱気器の脱気能力に十分な余裕を見込んだ容量とし、最大蒸発量に対し

てさらに〔10〕%以上の余裕を見込むこと（過熱防止用のミニマムフロー水量は含まない。）。 

２．耐熱性及び低負荷時の過熱を十分に考慮すること。 

 

３．ボイラ 

３－１ ボイラ本体 

（１）形式    〔自然循環ボイラ〕 

（２）数量    〔２〕基（１基／炉） 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．最高使用圧力   〔   〕MPa 

イ．常用圧力   〔   〕MPa（ボイラドラム） 

〔   〕MPa（過熱器出口） 

ウ．蒸気温度   〔   〕℃（過熱器出口） 

エ．給水温度   〔   〕℃（エコノマイザ入口） 

オ．排ガス温度   〔   〕℃（エコノマイザ出口） 

カ．蒸気発生量   最大〔   〕kg／h 

キ．保有水量   ボイラドラム〔   〕㎥（満水時） 

     ボイラ全体〔   〕㎥ 

キ．伝熱面積   輻射部〔   〕㎡ 

     接触部〔   〕㎡ 

     過熱部〔   〕㎡ 

合計〔   〕㎡ 

ク．主要寸法   ボイラドラムφ〔   〕m×L〔   〕m 

     ボイラ全体 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

ケ．主要材質   ボイラドラム〔   〕 

管及び管寄せ〔   〕 

フィン部〔   〕 

過熱器〔   〕 

エコノマイザ〔   〕 

コ．安全弁圧力   ボイラ〔   〕MPa 

過熱器〔   〕MPa 
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（４）付属品    水面計、安全弁消音器、その他〔   〕 

【特記】 

１．ボイラ各部の設計は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に適合すること。 

２．蒸発量を安定化させるための制御ができるようにすること。 

３．材質は使用箇所に応じて適切なものを採用し、高温腐食、低温腐食及び還元域腐食が発生し

ないように設計すること。 

４．クリンカ及び飛灰等による詰まりの少ない構造とすること。 

５．ボイラの支持は、十分な強度・剛性を有する自立耐震構造とし、ボイラ周辺の建築部材に熱

が加わらないように、断熱材施工にて断熱すること。 

６．過熱器はダストや排ガスによる摩耗や腐食の起こり難い材質、構造及び位置に特別の配慮を

すること。 

７．スートブロワを用いる場合、空の蒸気噴射によるボイラチューブの減肉対策を講ずること。 

８．液面計は、ITV により中央制御室で常時監視でき、最高使用圧の２倍以上の耐圧力を有し、

ドレン抜き弁には、ドレン受け等を設けること。 

９．発電効率のみでエネルギー回収率〔21.0〕％以上達成可能な蒸気を生成するためのボイラ

とすること。 

10．内部の点検清掃や補修用に、適切な位置にマンホールやハンドホールを設け、ボイラドラ

ム点検口は人の出入が十分に容易なサイズのものとすること。 

11．ボイラドラム水位を常時中央制御室で監視可能なように、ITV 監視装置を設置すること。 

 

３－２ エコノマイザ 

（１）形式    〔ベアチューブ形（管外ガス式）〕 

（２）数量    〔2〕基（1 基／炉） 

（３）主要項目 

ア．容量    ボイラ最大供給量とすること。 

イ．材質    〔   〕 

ウ．電熱面積   〔   〕㎡ 

エ．缶水保有量   〔   〕㎥ 

【特記】 

１．スートブロワ等を設けること。 

２．管配列は、ダクト閉塞等が生じないような構造とすること。 

３．点検、清掃が容易にできるような構造とすること。 

４．保温施工すること。 

 

３－３ ボイラ鉄骨・落下灰ホッパシュート 

（１）形式    〔自立耐震式〕 

（２）数量    〔２〕基（1 基／炉） 

（３）主要項目 

ア．材質    鉄骨 SS400 

ホッパシュート〔SS400〕〔   〕mm 以上 
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（必要に応じて耐火材張り） 

イ．表面温度   〔室温+40〕℃以下 

（４）付属品    ダスト搬出装置、その他〔   〕 

【特記】 

１．ホッパシュートは充分な傾斜角を設け、ダストが堆積しないようにすること。 

２．清掃、点検、補修及び更新が安全で容易に行えるように適所に点検口を設けること。 

３．シュート高温部は防熱施工をすること。 

４．ダスト搬出装置は、灰の閉塞が起こり難い構造とすること。また、点検が容易な構造とする

こと。 

 

４．ボイラ伝熱管ダスト除去装置 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕基分 

（３）蒸気式スートブロワ主要項目（１炉分につき） 

ア．常用圧力   〔   〕MPa 

イ．構成    長抜差型〔   〕台／炉 

定置型〔   〕台／炉 

ウ．噴射量    長抜差型〔   〕kg／min／台 

定置型〔   〕kg／min／台 

エ．材質    長抜差型〔   〕 

定置型〔   〕 

オ．駆動方式   〔   〕 

カ．電動機    長抜差型〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

定置型〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

キ．操作方式   〔遠隔手動（連動）、現場手動〕 

ク．付属品    〔   〕 

（４）圧力波式スートブロワ主要目 

ア．数量    〔   〕基／炉 

イ．消費ガス量   〔メタン〕〔   〕g／回最大 

酸素〔   〕g／回最大 

窒素〔   〕g／回最大 

ウ．ガス供給圧   〔   〕MPa 

エ．操作方法   〔遠隔手動、現場手動〕 

オ．付属品    〔   〕 

（５）ハンマリング装置主要目（1 炉分につき） 

ア．数量    〔   〕基／炉 

イ．主要材質   〔   〕 

ウ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

エ．操作方法   〔遠隔手動、現場手動〕 

オ．付属品    〔   〕 
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（６）水噴射クリーニング装置（必要に応じ設置） 

ア．数量    〔   〕基／炉 

イ．主要材質   〔   〕 

ウ．噴射水量   〔   〕kg／min 

エ．噴射圧    〔   〕MPa 

オ．操作方法   〔遠隔手動、現場手動〕 

カ．付属品    〔   〕 

【特記】 

１．スートブロワ（蒸気式、圧力波式）、ハンマリング装置、水噴射クリーニング装置のいずれ

か一方のみの構成、もしくは併用も可とする。また、主要項目は各方式に必要な項目内容を記

載し提案すること。 

２．中央制御室から遠隔操作により自動的にドレンを切り、順次空吹きを行うこと。 

３．自動運転中に緊急引抜が可能で、作動後は、圧縮空気を送入する等、内部腐食を防止できる

構造とすること。 

４．ドレン及び潤滑油等により歩廊が汚れないよう対策を講ずること。 

５．ボイラ伝熱管に堆積するダストを確実に払落しできるものを採用すること。 

６．ボイラ水冷壁や伝熱管への影響がないように、噴射方向、噴射量、設置位置等に配慮するこ

と。 

 

５．ボイラ給水ポンプ 

（１）形式    〔     〕 

（２）数量    〔 〕基以上（内〔１〕基以上交互運転用） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥／h 

イ．全揚程    〔   〕m 

ウ．温度    〔   〕℃ 

エ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

オ．材質    ケーシング〔   〕 

インペラ〔   〕 

シャフト〔   〕 

カ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

キ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

ク．付属品    温度計、圧力計、その他〔   〕 

【特記】 

１．本ポンプの容量は、最大蒸発量に対してさらに〔10〕％以上の余裕を見込むこと（過熱防

止用のミニマムフロー水量は含まない。）。 

２．過熱防止装置を設けること。 

３．高温耐振形の圧力計を入口側、吐出側に各１箇所ずつ設置すること。 

 

６．ボイラ用薬液注入装置 
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脱酸剤及び清缶剤をボイラに注入し、ボイラ缶水の水質を保持するため、以下の薬注装置及び必

要に応じて復水処理剤注入装置を計画すること。 

 

６－１ 清缶剤注入装置 

（１）数量    〔１〕式 

（２）主要項目 

ア．注入量制御   〔遠隔手動、現場手動〕 

イ．タンク 

（ア）主要部材質   〔SUS304〕 

（イ）容量   〔   〕L（〔7〕日分以上） 

（ウ）主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．ポンプ 

（ア）形式   〔プランジャーポンプ〕（可変容量式） 

（イ）数量   〔   〕基（内〔   〕台交互運転用） 

（ウ）容量   〔   〕L／h 

（エ）吐出圧   〔   〕Pa 

（オ）主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（カ）材質   〔   〕 

（キ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（ク）操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（３）付属品    撹拌機、その他〔  〕 

【特記】 

１．タンクには給水（純水）を配管し希釈できること。 

２．ポンプは注入量調整が容易な構造とすること。 

３．希釈槽は薬品手動投入後、容易に薬剤との混合撹拌ができること。 

４．清缶剤、脱酸剤及び復水処理剤の効用を併せ持つ一液タイプの使用も可とする。 

５．交互運転が可能な台数とすること。 

 

６－２ 脱酸剤注入装置（必要に応じて設置すること。） 

「６－１ 清缶剤注入装置」に準じて記入すること。 

 

６－３ ボイラ水保缶剤注入装置（必要に応じて設置すること。） 

「６－１ 清缶剤注入装置」に準じて記入すること。ただし、薬剤は原液投入のため、撹拌機は

不要とする。 

 

７．連続ブロー装置 

７－１ 連続ブロー測定装置 

（１）形式    〔ブロー量手動調節式〕 

（２）数量    〔２〕缶分（炉数分） 

（３）主要項目（１缶分） 
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ア．ブロー量   〔   〕t／h 

イ．ブロー量調節方式  〔現場手動〕 

（４）付属品  ブロー量調節装置、ブロータンク、ブロー水冷却装置、

その他〔   〕 

【特記】 

１．ボイラ缶水の導電率・pH 値が最適値となるよう、ブロー量を調整できること。 

２．ブロー水は、プラント排水として処理すること。 

３．本装置の配管口径、調節弁口径は、缶水が十分に吹き出しできる容量とすること。 

 

７－２ サンプリングクーラー 

（１）形式    〔水冷却式〕 

（２）数量 缶水用   〔２〕組（〔１〕基／炉） 

給水用   〔２〕組（１基／炉） 

（３）主要項目（１基につき） 

項目 単位 缶水用 給水用 

サンプル水入口温度 ℃ 〔  〕 〔  〕 

サンプル水出口温度 ℃ 〔  〕 〔  〕 

冷却水量 ㎥／h 〔  〕 〔  〕 

【特記】 

１．本クーラーは、ボイラ水の測定検出部が熱による影響を与えないよう、充分冷却する能力を

有すること。 

 

７－３ 水素イオン濃度計 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕組 

（３）主要項目 

ア．指示範囲   〔０〕～〔14〕 

【特記】 

１．校正機能を有するものとすること。 

 

７－４ 導電率計 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕組 

（３）主要項目 

ア．指示範囲   〔   〕～〔   〕mS／m 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．校正機能を有するものとすること。 
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８．蒸気だめ 

８－１ 高圧蒸気だめ 

（１）形式    〔円筒横置型〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．蒸気圧力   最高〔   〕MPa 

常用〔   〕MPa 

イ．主要部厚さ   〔   〕mm 

ウ．主要材質   〔   〕 

エ．主要寸法   φ〔   〕mm×L〔   〕mm 

オ．容量    〔   〕㎥ 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．本装置には圧力計、温度計、減圧弁、安全弁及び予備ノズル（フランジ等も含む。）を設け

るものとすること。 

２．本装置にはドレン抜きを設け、点検及び清掃が容易な構造とすること。 

３．本装置架台は、熱膨張を考慮した構造とすること。 

 

８－２ 低圧蒸気だめ（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔円筒横置型〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．蒸気圧力   最高〔   〕MPa 

常用〔   〕MPa 

イ．主要部厚さ   〔   〕mm 

ウ．主要材質   〔   〕 

エ．主要寸法   φ〔   〕mm×L〔   〕mm 

オ．容量    〔   〕㎥ 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．本装置には、圧力計、温度計、減圧弁及び予備ノズル（フランジ等も含む。）を設けるもの

とすること。 

２．本装置はドレン抜きを設け、点検及び清掃が容易な構造とすること。 

３．本装置架台は、熱膨張を考慮した構造とすること。 

 

９．低圧蒸気復水器 

（１）形式    〔強制空冷式〕 

（２）数量    〔１〕組 

（３）主要項目 

ア．交換熱量   〔   〕GJ／h 
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イ．処理蒸気量   〔   〕t／h 

ウ．蒸気入口温度   〔   〕℃ 

エ．蒸気入口圧力   〔   〕MPa 

オ．凝縮水出口温度   〔   〕℃以下 

カ．設計空気入口温度  〔33〕℃ 

キ．空気出口温度   〔   〕℃ 

ク．伝熱面積   〔   〕㎡ 

ケ．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

     伝熱管 φ〔   〕mm×L〔   〕mm 

コ．制御方式   〔回転数制御による自動制御〕 

サ．ファン基数   〔   〕基 

シ．ファン風量   〔   〕N ㎥／hr 

ス．操作方式   〔自動、遠隔手動・現場手動〕 

セ．材質    伝熱管〔   〕 

フィン〔アルミニウム〕 

ソ．駆動方式   〔連結ギヤ減速方式またはＶベルト式〕 

タ．電動機    〔  〕V×〔  〕P×〔  〕kW×〔  〕台 

（４）付属品    空気抽出機、温度計、接続管、その他〔   〕 

【特記】 

１．排気が再循環しない構造とすること。（冬場以外） 

２．本装置は、通常はタービン排気を復水するものであるが、タービン発電機を使用しない時の

余剰蒸気を復水できるものとし、夏期全炉高質ごみ定格運転において、タービン排気又は全量

タービンバイパス時に全量復水できる容量以上とすること。 

３．必要に応じて吸気エリア及び排気エリアの騒音対策及び鳥等侵入対策を行うこと。 

４．寒冷時期に制御用機器及び配管の凍結防止を考慮すること。 

５．騒音が規制値内となるように回転数等に配慮すること。 

６．温暖化による外気温上昇の影響を考慮し、伝熱面積に余裕を持つこと。 

７．吸気エリアに吸込み空気温度測定用温度計及び排気エリアに排気温度測定用温度計を設置す

ること。また、それぞれ中央制御室で温度が監視できるようにすること。 

８．空気抽出器は、復水器吸気エリアと同じ階もしくは、復水器本体と同じ階に設置し、外に設

置する場合、雨の影響を受けないように考慮すること。 

９．空気抽出器は交互運転が可能な台数を設けること。また、焼却運転中に１台が点検修理可能

なように復水器からの抽気管にはバルブを設けそれぞれが縁切り可能なものとすること。 

 

10．排気復水タンク 

（１）数量    〔１〕基 

（２）主要項目 

ア．主要材質   〔   〕 

イ．容量    〔   〕㎥ 

ウ．主要寸法   φ〔   〕m×L〔   〕m 
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（３）付属品    排気復水ポンプ、温度計、液面計、マンホール 

その他〔   〕 

【特記】 

１．透視式液面計を設置することとし、液面上下限警報を設け、DCS に表示すること。 

２．タンク内復水温度測定用温度計を設置し、中央制御室で監視可能なこと。 

３．排気復水ポンプは交互運転可能な台数とすること。 

４．真空破壊弁を設けること。 

５．点検が容易な構造とすること。 

 

11．復水タンク 

（１）数量    〔１〕基 

（２）主要項目 

ア．主要材質   〔   〕 

イ．容量    〔   〕㎥ 

ウ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕×H〔   〕m 

（３）付属品    温度計、ドレンバルブ、その他〔   〕 

【特記】 

１．本タンクの容量は、全ボイラ最大給水の 30 分以上とすること。 

２．温度計を設け、復水温度を測定し、中央制御室で監視できるようにすること。 

 

12．純水装置 

（１）形式    〔混床式〕 

（２）数量    〔１〕系列 

（３）主要項目 

ア．能力    〔   〕㎥／h、〔   〕㎥／day 

イ．処理水水質   導電率〔１〕μS／cm 以下（25℃） 

ウ．イオン状シリカ   〔   〕mg／L 以下（SiO２として） 

エ．再生周期   約〔20〕時間通水、約〔４〕時間再生 

オ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

カ．原水    〔井水、上水〕 

キ．原水水質   pH【   】 

導電率【   】μS／cm 

総硬度【    】mg／L 

溶解性鉄【   】mg／L 

総アルカリ度【   】度 

蒸発残留物【   】g／L 

（４）主要機器 

ア．イオン交換塔   〔１〕式 

イ．イオン再生装置   〔１〕式 

（５）付属品  塩酸貯槽、塩酸計量槽、塩酸ガス吸収装置、塩酸注入装
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置、苛性ソーダ貯槽、苛性ソーダ計量槽、苛性ソーダ注

入装置、純水排液移送ポンプ、純水排液糟等、その他

〔   〕 

【特記】 

１．１日当たりの純水製造量は、ボイラ 1 基分に対して 24 時間以内に満水保缶できる容量とし、

かつボイラ全基分の補給水量（最大蒸発量時）に対して、〔10〕％以上の余裕を見込むこと。 

 また、流量計及び伝導率計の信号により、自動的に再生を行うこと。 

２．薬剤等の漏洩に対応できる構造とし、貯留については排水処理設備との兼用も可とする。 

３．純水装置の運転停止や故障等について、中央制御室にて監視できるようにすること。 

４．純水タンク液面計からの信号を受け、運転・停止が可能なシステムとすること。 

 

13．純水タンク 

（１）数量    〔１〕基 

（２）主要項目 

ア．主要材質   〔SUS304 または FRP〕 

イ．容量    〔   〕㎥ 

ウ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（３）付属品    液面計、その他〔   〕 

【特記】 

１．本タンクの容量は、純水再生中のボイラ補給水量を確保するとともにボイラ水張り容量も考

慮すること。 

２．液面計を設け、中央制御装置でタンク内水位が監視可能であること。また、液面計で検知し

た水位により純水装置の運転・停止が自動で行われるシステムとすること。 

 

14．純水移送ポンプ 

（１）形式    〔渦巻式〕 

（２）数量    〔２〕基（内〔１〕基 交互運転用） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥／h 

イ．全揚程    〔   〕m 

ウ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

エ．材質    ケーシング〔   〕 

インペラ〔   〕 

シャフト〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

キ．流量制御方式   〔復水タンク液位による自動制御〕 

（４）付属品    圧力計、その他〔   〕 

 

15．減温塔（必要に応じて設置） 
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15－１ 減温塔本体 

（１）形式    〔二流体噴射式（水＋空気）〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥ 

イ．滞留時間   〔   〕sec 

ウ．入口ガス温度   〔   〕℃ 

エ．出口ガス温度   〔   〕℃ 

オ．蒸発熱負荷   〔   〕kJ／㎥･h 

カ．材質    〔   〕 

キ．主要寸法   φ〔   〕m×H〔   〕m×肉厚 t〔   〕mm 

（４）付属品    灰搬出設備、マンホール、覗き窓、その他〔   〕 

【特記】 

１．入口における排ガス温度に関わらず、出口までに所定の排ガス温度に冷却することができ、

減温能力は、最大排ガス量に対して〔10〕％以上の余裕を見込むこと。 

２．噴霧水を完全に蒸発することができ、沈降した飛灰を安定して、連続的に排出可能な構造と

すること。 

３．沈降した飛灰はろ過式集じん器で捕集した飛灰と同様に処理すること。 

４．耐熱性、耐水性、耐酸性、飛灰の付着及び低温腐食を考慮し、対策を講ずること。 

５．内部に灰が堆積しづらい構造とすること。 

６．保温施工やヒータ設置等低温腐食対策を必要箇所に講じること。 

７．装置の周辺は、点検補修が容易にできるように十分な広さを確保すること。清掃、点検補修

時に使用するマンホールは、人が容易に侵入できる大きさや配置とすること。 

 

15－２ 噴射ノズル 

（１）形式    〔二流体噴射式〕 

（２）数量    〔   〕（本／炉） 

（３）主要項目（１本につき） 

ア．噴射水量   〔   〕㎥／h（１本につき最大） 

イ．噴射水圧力   〔   〕MPa 

ウ．駆動空気圧力   〔   〕MPa（二流体の場合） 

エ．材質    本体〔   〕 

ノズルチップ〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

 

15－３ 噴射ポンプ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基（内 1 基交互運転用） 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．吐出量    〔   〕㎥／h 



78 
 

イ．吐出圧    〔   〕MPa 

ウ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

エ．回転数    〔   〕min-1 

オ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

カ．材質    ケーシング〔   〕 

インペラ〔   〕 

シャフト〔   〕 

キ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    圧力計、その他〔   〕 

【特記】 

１．交互運転可能な台数とすること。 

２．騒音が規制値内となるように回転数等を考慮すること。 

 

15－４ 減温用空気圧縮機（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基（内１基交互運転用） 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．吐出量    〔   〕㎥／min 

イ．全揚程    〔   〕m 

ウ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

エ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

オ．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

 

第５節 排ガス処理設備 

１．集じん器 

１－１ ろ過式集じん器 

（１）形式    〔バグフィルタ式〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．排ガス量   〔   〕N ㎥／h 

イ．排ガス温度   常用〔   〕℃ 

ウ．入口含じん量   〔   〕g／N ㎥〔乾きガス O2 12%換算基準〕 

エ．出口含じん量   0.01g／N ㎥以下〔乾きガス O2 12%換算基準〕 

オ．室区分数   〔１〕室 

カ．設計耐圧   〔   〕Pa 以下 

キ．圧力損失   〔 〕kPa 

ク．ろ過速度   〔   〕m／min 

ケ．ろ布面積   〔   〕㎡ 

コ．逆洗方式   〔パルスジェット式〕 

サ．主要寸法   ろ布 φ〔   〕mm×L〔   〕m 
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     本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

     本体肉厚 t〔   〕mm 

シ．主要材質 

（ア）ろ布   〔   〕 

（イ）本体外壁   〔   〕 

（ウ）リテーナ   〔   〕 

（４）付属機器 

ア．逆洗装置   〔   〕 

イ．ダスト排出装置   〔   〕 

ウ．加温装置   〔   〕 

エ．その他    〔   〕 

【特記】 

１．誘引送風機の最大風量及び風圧に耐えることができ、排ガスがろ布全体に均等に流入する構

造とし、能力は最大ガス量に対して〔10〕％以上の余裕を見込むこと。 

２．焼却炉の立上時及び立下げ時においても排ガスを流入し、集じん機能が発揮できること。 

３．温度低下による結露及び低温腐食防止のため、外部保温及び適切な位置に加温装置（温風循

環装置、ヒータ等）を設け、温度調整用温度計は、対応する加温装置に対し、適切な位置に設

置すること。 

４．ろ布の集じん灰（ばいじん）払落し装置は、集じん灰を確実に払い落とせる機構とすること。

なお、ろ布寿命に配慮した適切なパルス圧力、払落し間隔とすること。 

５．ダスト搬出装置は十分な強度を有するものとし、ダストによる閉塞及びブリッジが発生しな

い構造とすること。 

６．本装置は、熱伸びや熱疲労を考慮した構造とすること。 

７．捕集した飛灰が飛散することなく、ろ布の交換及び搬出が容易にできること。 

８．差圧系統を設け、ろ布の破損等を速やかに検知し、中央制御室に警報表示することができる

こと。 

９．バグフィルタ排ガス入口温度は 200℃以下とすること。 

10．ろ布交換に必要なスペースを十分に設けること。ろ布交換が容易な構造とし、必要に応じ

てろ布交換用のホイストを設置すること。 

11．ろ過式集じん器から排出される集じん灰に含まれる未反応薬剤の有効活用のため、飛灰再

循環装置を設ける場合、付属品に主要仕様を記載すること。また、飛灰再循環ラインを計装

フローに明記すること。 

 

２．有害ガス除去設備 

２－１ HCl、ＳＯＸ除去設備 

（１）形式    〔乾式法〕 

（２）数量    〔２〕炉分 

（３）主要項目（１炉分につき） 

ア．排ガス量   〔   〕N ㎥／h 

イ．排ガス温度   入口〔   〕℃ 
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出口〔   〕℃ 

ウ．HCl 濃度（乾きガス、O2 12％換算値） 

入口〔   〕ppm（平均〔   〕ppm） 

出口〔30〕ppm 以下 

エ．ＳＯＸ濃度（乾きガス、O2 12％換算値） 

入口〔   〕ppm（平均〔   〕ppm） 

出口〔50〕ppm 以下 

オ．使用薬剤   〔消石灰〕 

カ．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）主要機器 

ア．薬剤貯槽    

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）容量   〔   〕㎥（基準ごみ時使用量の 7 日分以上） 

（エ）主要寸法   〔   〕m×〔   〕m 

（オ）材質   〔   〕 

イ．薬剤吹込ノズル  

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）吹込み量   〔   〕kg/hr 

（エ）吹込み流速   〔   〕m/s 

（オ）主要寸法   〔   〕mm×〔   〕mm 

（カ）材質   〔   〕 

ウ．薬品定量供給装置 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）供給能力   〔   〕kg/hr 

（エ）主要寸法   〔   〕mm×〔   〕mm 

（オ）材質   〔   〕 

（カ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

エ．薬剤輸送送風機 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）風量   〔   〕N ㎥/hr 

（エ）静圧   〔   〕kPa 

（オ）主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（カ）材質   ケーシング〔   〕 

     シャフト〔   〕 

     インペラ〔   〕 

（キ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 
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（５）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．HCl 濃度、SOx 濃度、排ガス量等排ガス条件の変動に適切に対応可能なものとすること。 

２．薬剤貯留タンクは、連続運転期間中、計画量を安定して貯留できる容量を確保できること。

また、薬剤貯留タンクには、レベル計及びブリッジ防止装置等を設け、中央制御室において薬

剤貯留量が確認できること。 

３．薬剤定量供給装置及び薬剤輸送送風機は、各炉交互運転が可能な台数を設置すること。 

４．薬剤輸送管については、十分な口径を確保し、閉塞しないように材質、構造に配慮し、配管

途中での分岐、連結はしないこと。また、供給配管は緩やかな勾配で配置されるものとし、薬

剤が堆積するような曲がり部を設けず、必要に応じて、輸送配管にブリッジ対策用のエアノッ

カ等を設置すること。 

5．輸送用空気は、除湿されたものを用いること。 

6．煙道吹込みノズルは、低温腐食や摩耗を起こさない材質・構造とすること。 

7．薬剤の受入れが容易にできる位置に受入配管を設け、受入口付近に上限警報を設置すること。 

 

２－２ ＮＯｘ除去設備 

２－２－１無触媒脱硝設備（必要に応じ設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕炉分 

（３）主要項目 

ア．排ガス量   〔   〕N ㎥/hr 

イ．使用薬剤   〔   〕 

ウ．使用薬剤量   〔   〕kg/hr 

エ．薬剤注入位置   〔   〕 

オ．出口 NOx 濃度 

（乾きガス、O2 12％換算値） 〔50〕ppm 以下 

カ．NOx 除去率   〔   〕％ 

キ．制御項目   〔   〕 

ク．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入のこと） 

ア．薬剤貯留装置 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）容量   〔   〕㎥（7 日分以上） 

（エ）主要寸法   〔   〕m×〔   〕m 

（オ）材質   〔   〕 

イ．吹込みノズル 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕本/基 

（ウ）主要寸法   〔   〕mm×〔   〕mm 
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（エ）材質   〔   〕 

ウ．薬剤供給装置   〔   〕 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）供給能力   〔   〕kg/h 

（エ）主要寸法   〔   〕m×〔   〕m 

（オ）材質   〔   〕 

（５）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．アンモニア類を使用する場合はアンモニアの搬入、貯蔵、供給、気化等各過程でアンモニア

の漏洩を防止できるものとし、作業環境の保全に留意した設備とすること。 

2．薬液を取り扱う装置、機器、部品類は、すべて耐食性・耐久性に優れた適切な材料を使用す

ること。 

3．薬液貯槽及びサービスタンク等には防液堤を設けること。 

4．必要箇所に漏洩検知器を設置するとともに、散水設備を設ける等漏洩時の対策も考慮するこ

と。 

 

２－２－２脱硝触媒装置（必要に応じ設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕炉分 

（３）主要項目 

ア．排ガス量   〔   〕N ㎥/h 

イ．排ガス温度   入口〔   〕℃ 

     出口〔   〕℃ 

ウ．NOx 濃度   入口〔   〕ppm（乾きガス O2 12％換算） 

     出口〔50〕ppm（乾きガス O2 12％換算） 

エ．NOx 除去率   〔   〕 

オ．使用薬剤   〔   〕 

カ．触媒    形状〔   〕 

     充填量〔   〕㎥ 

     SV 値〔   〕1/h 

キ．主要寸法   パレット〔   〕m×〔   〕m×〔   〕m 

ク．材質    パレット〔   〕 

     触媒〔   〕 

ケ．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入のこと） 

ア．脱硝反応塔 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕基/炉 

（ウ）ユニット数   〔   〕 



83 
 

（エ）主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（オ）材質   ケーシング〔   〕 

     支持構造物〔   〕 

イ．吹込みノズル 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕本/炉 

（ウ）主要寸法   〔   〕mm×〔   〕mm 

（エ）材質   〔   〕 

ウ．薬剤貯留装置    

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）容量   〔   〕㎥（7 日分以上） 

（エ）主要寸法   〔   〕m×〔   〕m 

（オ）材質   〔   〕 

エ．薬剤供給装置   〔   〕 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）供給能力   〔   〕kg/hr 

（エ）主要寸法   〔   〕m×〔   〕m 

（オ）材質   〔   〕 

（カ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（５）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．基準値に対して余裕を持って性能達成可能なものとすること。 

２．触媒の劣化による交換時期〔   〕年を提案すること。 

３．アンモニア類を使用する場合はアンモニアの搬入、貯蔵、供給、気化等各過程でアンモニア

の漏洩を防止できるものとし、作業環境の保全に留意した設備とすること。 

４．噴霧薬品の未反応リーク分が白煙発生とならないように配慮すること。 

５．薬液を取り扱う装置、機器、部品類は、はすべて耐食性・耐久性に優れた適切な材料を使用

すること。 

６．薬液貯槽及びサービスタンク等には防液堤を設けること。 

７．アンモニア水を使用する場合、脱硝反応塔吹込み時にドレンの影響がないように、ヒータ等

加熱装置や保温材を装置や配管へ適切に設けて、蒸気化されたアンモニアを安定供給すること。 

８．メンテナンススペースを十分に確保し、触媒の搬入・交換を容易に行える構造や配置とする

こと。 

９．薬剤貯留装置について、必要箇所に漏洩検知器を設置するとともに、散水設備を設ける等漏

洩時の対策も考慮すること。 

 

２－２－３ 排ガス再加熱器（必要に応じ設置） 

（１）型式    〔   〕 
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（２）数量    〔   〕基/炉 

（３）主要項目 

ア．排ガス量   〔   〕N ㎥/hr 

イ．蒸気量    〔   〕t/hr 

ウ．交換熱量   〔   〕kW 

エ．排ガス温度   入口〔   〕℃ 

出口〔   〕℃ 

オ．蒸気条件   入口温度〔   〕℃ 

入口圧力〔   〕MPa 

カ．ドレン条件   温度〔   〕℃ 

圧力〔   〕MPa 

キ．伝熱面積   〔   〕㎡ 

ク．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

     伝熱管 φ〔   〕mm×L〔   〕mm 

ケ．材質    ケーシング〔   〕 

伝熱管〔   〕 

（４）付属品    圧力計、温度計、スチームトラップ、その他〔   〕 

【特記】 

１．耐熱性、耐食性に優れた材質、構造とすることとし、熱伸び、熱疲労を考慮した構造とする

こと。 

２．ドレン排出不良による機器損傷等影響が及ばないように、流量配分等を考慮したものとする

こと。 

３．運転管理、点検補修が容易な配置計画とし、メンテナンススペースを設けること。また、必

要に応じてホイスト等を設置すること。 

４． 漏洩試験に使用する空気等ユーティリティーの使用を考慮した配置とすること。 

 

３．ダイオキシン類及び水銀除去設備（必要に応じ設置） 

（１）形式    〔活性炭吹込方式〕 

（２）数量    〔２〕炉分 

（３）主要項目 

ア．排ガス量   〔   〕N ㎥／h 

イ．排ガス温度   〔   〕℃ 

ウ．ダイオキシン類濃度  入口〔   〕ng-TEQ／N ㎥以下 

出口 0.1ng-TEQ／N ㎥以下 

エ．ダイオキシン類除去率  〔   〕％ 

オ．水銀濃度   入口〔   〕μg／N ㎥以下 

出口〔30〕μg／N ㎥以下 

カ．水銀除去率   〔   〕％ 

キ．使用薬剤   〔活性炭〕 

（４）主要機器 
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ア．容量    基準ごみ時使用量の〔7〕日分 

イ．薬剤貯留槽    

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）容量   〔   〕㎥（7 日分以上） 

（エ）主要寸法   〔   〕m×〔   〕m 

（オ）材質   〔   〕 

ウ．吹込みノズル 

 （ア）型式   〔   〕 

 （イ）数量   〔   〕本/基 

 （ウ）主要寸法   〔   〕mm×〔   〕mm 

 （エ）材質   〔   〕 

エ．薬剤定量供給装置    

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）供給能力   〔   〕kg/h 

（エ）主要寸法   W〔   〕mm×L〔   〕mm×H〔   〕mm 

（オ）材質   〔   〕 

（カ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

オ．薬剤輸送送風機 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕（交互運転が可能な台数とすること） 

（ウ）供給能力   〔   〕N ㎥/h 

（エ）静圧   〔   〕kPa 

（オ）主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（カ）材質   ケーシング〔   〕 

     インペラ〔   〕 

     シャフト〔   〕 

（キ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（５）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．排ガス量等、排ガス条件の変動に適切に対応可能なものとすること。また、薬剤貯留槽は、

レベル計及びブリッジ対策装置等を設け、中央制御室において薬剤貯留量が確認できること。 

２．薬剤輸送配管については、十分な口径を確保し、閉塞しないように材質、構造に配慮し、配

管途中での分岐、連結はしないこと。なお、供給配管は緩やかな勾配で配置し、薬剤が堆積す

るような曲がり部を設けないこととし、必要に応じ輸送配管にブリッジ対策用のエアノッカ等

を設置すること。 

３．輸送空気は、除湿されたものとすること。 

４．煙道吹込みノズルは、低温腐食や摩耗を起こさない材質、構造とすること。 

５．タンクローリ車の受入れが容易にできる位置に受入配管を設け、受入口付近に上限警報を設
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置、中央制御室で監視可能とすること。 

６．運転管理、点検補修が容易に可能な配置とし、メンテナンススペースを設けること。 

７．薬剤供給装置は、交互運転が可能な台数を設けるものとし、有害ガス除去装置との併用も可

とする。 

 

第６節 余熱利用設備 

１． 発電設備 

エネルギー回収施設からの高温高圧蒸気を利用し、循環型社会形成推進交付金における、発電及

び余熱利用をエネルギー回収推進施設整備マニュアルに基づき、発電のみでエネルギー回収率

〔21.0〕％以上回収できる設備とし、将来的に外部利用も可能な設備とする。 

 

１－１ 蒸気タービン 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．連続最大出力   〔   〕kW（発電機端） 

イ．蒸気使用量   〔   〕t／h（最大出力時） 

ウ．タービン回転数   〔   〕min-1 

エ．発電機回転数   〔   〕min-1 

オ．主塞止弁前蒸気圧力  〔   〕MPa 

カ．主塞止弁前蒸気温度  〔   〕℃ 

キ．排気圧力   〔   〕kPa 

ク．排気温度   〔   〕℃ 

ケ．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

コ．材質    ケーシング〔   〕 

     ブレード〔   〕 

     ロータシャフト〔   〕 

サ．シール形式   〔   〕 

シ．カップリング形式  〔   〕式 

ス．運転方式 

（ア）逆送電の可否  〔可〕 

（イ）常用運転方式  〔外部電力との並列運転〕 

（ウ）単独運転の可否  〔可、否〕 

（エ）受電量制御の可否  〔可、否〕 

（オ）主圧制御（前圧制御）の可否〔可、否〕 

（４）付属機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等を記入する。） 

ア．ターニング装置   〔１〕式 

イ．減速装置   〔１〕式 

ウ．潤滑装置   〔１〕式 

エ．調整および保安装置  〔１〕式 
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オ．タービン起動盤   〔１〕式 

カ．タービンドレン排出装置  〔１〕式 

キ．グランドシール装置  〔１〕式 

ク．メンテナンス用荷揚装置  〔１〕式 

ケ．その他    〔   〕式 

【特記】 

１．電気事業法及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令等に適合すること。 

２．供給蒸気量の変動に十分対応でき、安定した稼働となるよう必要な制御を自動的に行うこと。 

３．発電量及び余熱利用量の効率が最大となる構造とし、エネルギー回収率は「エネルギー回収

推進施設整備マニュアル（令和 3 年 4 月改定）」に基づく算出方法により算出を行い発電のみ

で〔21.0〕％以上とすること。 

４．焼却炉の稼働時においても、点検、検査、整備、補修及び更新等が容易にできるよう考慮す

ること。 

５．基礎は独立基礎とする等、振動対策を講ずること。 

６．ターニング装置は、自動式・電動式とすること。 

７．ポンプ等補機類は各々交互運転可能な基数を設けること。 

８．全蒸気配管において、ドレンが溜まる可能性があるすべての箇所に適切なドレン抜きを設置

すること。 

 

１－２ 発電機（電気設備に含む） 

（１）形式    〔三相交流同期発電機〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．出力    〔   〕kVA、〔   〕kW 

イ．力率    〔0.9〕 

 

１－３ タービンバイパス装置 

（１）型式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目 

ア．処理蒸気量   〔   〕kg/h 

イ．蒸気圧力   一次側〔   〕MPa 

     二次側〔   〕MPa 

ウ．蒸気温度   一次側〔   〕℃ 

     二次側〔   〕℃ 

エ．減温水量   〔   〕kg/h 

オ．減温水圧力   〔   〕MPa 

カ．減温水温度   〔   〕℃ 

（４）付属品    温度計、圧力計、流量計、その他〔   〕 

【特記】 
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１．夏季全炉高質ごみ定格運転において、ボイラ発生蒸気量の全量をバイパス処理可能なこと。 

２．低圧蒸気復水器が処理可能な蒸気圧力及び蒸気温度になるよう、減温、減圧可能な装置とす

ること。 

３．騒音対策を講じること。 

４．点検補修が容易な構造、配置とし、十分なメンテナンススペースを設けること。 

 

２．熱及び温水供給設備 

２－１ 高温水設備（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．供給熱量   〔   〕kJ／h（時間最大必要熱量） 

〔   〕kJ／h（年間平均熱量） 

イ．供給温水温度   〔   〕℃ 

ウ．戻り温水温度   〔   〕℃ 

エ．循環温水量   〔   〕t／h 

オ．水質    pH〔   〕～〔   〕 

カ．加圧方法   〔   〕 

キ．需要側条件   〔   〕 

（４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入する。） 

ア．高温水熱交換器   〔   〕 

イ．膨張タンク   〔   〕 

ウ．高温水循環ポンプ  〔   〕 

エ．薬液注入装置   〔   〕 

オ．補給水装置   〔   〕 

カ．付属品    温度計、圧力計、流量計、その他〔   〕 

 

２－２ 温水設備（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕組 

（３）主要項目（１組につき） 

ア．供給熱量   〔   〕kJ／h（内場外供給熱量〔   〕kJ／h） 

イ．供給温水温度   〔   〕℃ 

ウ．戻り温水温度   〔   〕℃ 

エ．供給温水量   〔   〕t／h 

（４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入すること。） 

ア．温水熱交換器   〔   〕 

イ．温水循環タンク   〔   〕 

ウ．膨張タンク   〔   〕 

エ．温水循環ポンプ   〔   〕 
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２－３ 給湯用温水設備 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕組 

（３）主要項目（１組につき） 

ア．供給熱量   〔   〕kJ／h 

イ．供給温水温度   〔   〕℃ 

ウ．供給温水量   〔   〕t／h 

（４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入すること。） 

ア．給湯熱交換器   〔   〕 

イ．給湯タンク   〔   〕 

ウ．膨張タンク   〔   〕 

エ．給湯循環ポンプ   〔   〕 

【特記】 

１．給湯、浴室及びシャワー室用に使用される温水を供給するための設備とすること。 

２．災害時においても避難者の入浴用等として温水が供給可能なこと。 

３．省エネルギー化のデータ管理が出来るようにすること。 

４．省エネルギー（CEW／HW）の計算・検討書を提出すること。 

 

第７節 通風設備 

１．押込送風機（一次） 

（１）形式    〔ターボ型〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）要項目（１基につき） 

ア．風量    〔   〕N ㎥／h 

イ．静圧    〔   〕kPa（20℃において） 

ウ．回転数    〔   〕min-1 

エ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

オ．風量制御方式   〔   〕 

カ．風量調整方式   〔   〕 

キ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

ク．材質    ケーシング〔   〕 

     インペラ〔   〕 

     シャフト〔   〕 

（４）付属品  温度計、圧力計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、吸気ス

クリーン、その他〔   〕 

【特記】 

１．押込送風機の風量は、計算によって求められる最大風量に〔10〕％以上の余裕を持たせ、

風圧についても焼却炉の円滑な燃焼に必要かつ十分な静圧を有すること。 

２．吸引口にはスクリーンを設け、焼却炉の稼働時においても、清掃（スクリーン交換も含む）
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及び点検が容易にできる構造とすること。 

３．風量制御については、自動燃焼制御の制御要素に組み入れること。 

４．専用室（他の送風機と同室も可）を設ける等、騒音対策を講じ騒音を規制値内に収めること。 

５．基礎は独立基礎とする等、振動対策を講ずること。 

 

２．押込送風機（二次）（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔ターボ式〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．風量    〔   〕N ㎥／h 

イ．静圧    〔   〕kPa（20℃において） 

ウ．回転数    〔   〕min-1 

エ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

オ．風量制御方式   〔   〕 

カ．風量調整方式   〔   〕 

キ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

ク．材質    ケーシング〔   〕 

     インペラ〔   〕 

     シャフト〔   〕 

（４）付属品 温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、吸気スクリーン、

その他〔   〕 

【特記】 

１．風量は、計算によって求められる最大風量に〔10〕％以上の余裕を持たせ、風圧について

も焼却炉の円滑な燃焼に必要かつ十分な静圧を有すること。 

２．吸引口にはスクリーンを設け、焼却炉の稼働中においても、清掃（スクリーン交換も含む）

及び点検が容易にできる構造とすること。 

３．風量制御については、必要に応じ、自動燃焼制御の制御要素に組み入れること。 

４．専用室（他の送風機と同室も可）を設ける等、騒音対策を講じ、騒音を規制値内収めること。 

５．基礎は独立基礎とする等、振動対策を講ずること。 

 

３．空気予熱器（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．入口空気温度   〔20〕℃ 

イ．出口空気温度   〔   〕℃ 

ウ．交換熱量   〔   〕kW 

エ．空気量    〔   〕N ㎥／h 

オ．蒸気量    〔   〕t／h 

カ．蒸気条件   入口温度〔   〕℃ 
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     入口圧力〔   〕MPa 

キ．ドレン条件   温度〔   〕℃ 

     圧力〔   〕MPa 

ク．構造    〔   〕 

ケ．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

     伝熱管 φ〔   〕mm×L〔   〕mm 

コ．主要材質   ケーシング〔   〕 

     伝熱管 〔   〕 

（４）付属品    温度計、圧力計、スチームトラップ、その他〔   〕 

【特記】 

１．蒸気を利用して、燃焼用空気を予熱するものであり、押込送風機と焼却炉間の風道に設ける

こと。 

２．〔10〕％以上の余裕を持った交換熱量とすること。 

３．伝熱管は十分な厚さを持たせ、熱伸び、熱疲労を考慮した構造とすること。 

４．フィンチューブの場合は本装置の入口側にフィルタを設けることとし、フィルタの清掃及び

交換が容易に可能な構造とすること。 

５．ドレン排出不良による機器損傷が起こらないように、流量配分等に配慮すること。 

６．ケーシングには清掃及び点検用のマンホールを設け、点検及び清掃が容易に可能な構造とす

ること。 

 

４．空気加熱器（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．入口空気温度   〔20〕℃ 

イ．出口空気温度   〔   〕℃ 

ウ．交換熱量   〔   〕kW 

エ．空気量    〔   〕N ㎥／h 

オ．蒸気量    〔   〕t／h 

カ．蒸気条件   入口温度〔   〕℃ 

     入口圧力〔   〕MPa 

キ．ドレン条件   温度〔   〕℃ 

     圧力〔   〕MPa 

ク．構造    〔   〕 

ケ．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

     伝熱管 φ〔   〕mm×L〔   〕mm 

コ．主要材質   ケーシング〔   〕 

     伝熱管〔   〕 

（４）付属品    温度計、圧力計、スチームトラップ、その他〔   〕 

【特記】 
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１．蒸気を利用して、二次空気を予熱するものであること。 

２．〔10〕％以上の余裕を持った交換熱量とすること。 

３．伝熱管は十分な厚さを持たせること。熱伸び、熱疲労を考慮した構造とすること。 

４．フィンチューブの場合は本装置の入口側にフィルタを設けることとし、フィルタの清掃及び

交換が容易に可能な構造とすること。 

５．ドレン排出不良による機器損傷が起こらないように、流量配分等に配慮すること。 

６．ケーシングには清掃及び点検用のマンホールを設け、点検及び清掃が容易に可能な構造とす

ること。 

 

５．風道 

（１）形式    〔溶接鋼板型（要補強リブ）〕 

（２）数量    〔２〕炉分 

（３）主要項目 

ア．風速    〔12〕m／s 以下 

イ．材質    〔鋼板〕、（厚さ〔3.2〕mm） 

（４）付属品    ダンパ、その他〔   〕 

【特記】 

１．風道は溶接接続構造で、通過空気量に見合った形状、寸法とすること。 

２．空気取り入れ口には金網を設けるとともに、通過空気量に見合った構造とし、清掃及び点検

が容易にできるよう考慮すること。 

３．空気予熱器以降の高温部は表面温度室温〔＋40〕℃以下となるよう保温すること。 

４．角型の大きいものについては、補強リブを入れる等、振動対策を講ずること。 

５．風量等計測孔を必要な箇所に設けること。 

６．伸縮接手を必要箇所に設け、交換が可能な配置及び構造とすること。 

７．ダンパ付近は、点検口を設けること。 

 

６．誘引送風機 

（１）形式    〔ターボ式〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．風量    〔   〕N ㎥／h 

イ．静圧    〔   〕kPa（常用温度において） 

ウ．排ガス温度   〔   〕℃（常用） 

エ．回転数    〔   〕min-1 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×［   ］kW 

カ．風量制御方式   〔自動炉内圧調整〕 

キ．風量調整方式   〔ダンパ方式または回転数制御方式〕 

ク．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

ケ．材質    ケーシング〔   〕 

     インペラ〔   〕 
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     シャフト〔   〕 

（４）付属品    温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、その他〔  〕 

【特記】 

１．誘引送風機の風量は、計算によって求められる最大ガス量及び最大風圧に対し〔10〕%以

上の余裕を持つものとすること。 

２．インペラは形状及び寸法等は均等で、十分な強度を持ち、高速運転に耐える構造とする。 

３．専用室（他の送風機と同室も可）を設ける等、防音対策を講ずること。また、騒音が規制値

内となるように回転数等に気を付けて設計検討すること。 

４．必要に応じ軸受部を強制冷却するとともに、温度計を設置すること。 

５．基礎は、独立基礎とする等振動防止対策を行うこと。また、独立基礎としない場合は、基準

を遵守し本組合と事前に協議を行い承諾を得ること。 

 

７．排ガス再循環送風機（必要に応じ設置） 

（１）型式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基/炉 

（３）主要項目 

ア．風量    〔   〕N ㎥/h 

イ．静圧    〔   〕kPa（20℃において） 

ウ．回転数   〔   〕min-1 

エ．電動機   〔   〕Ｖ×〔   〕Ｐ×〔   〕kW 

オ．風量制御方式   〔   〕 

カ．風量調整方式   〔   〕 

キ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

ク．主要材質   ケーシング〔   〕 

     インペラ〔   〕 

     シャフト〔   〕 

ケ．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品   温度計、点検口、冷却装置、ドレン抜き、ダンパ、 

その他〔   〕 

【特記】 

１．本装置は、必要な風量に〔10〕％以上の余裕を持たせること。 

２．風量制御については、必要に応じ自動燃焼制御の制御要素に組み入れること。 

３．軸封部シール材の交換が容易な構造とし、軸受部に温度計を設置すること。 

４．材質や運転方法に配慮し、停止時の腐食対策を行うこと。 

５．騒音、振動防止に配慮すること。 

６．内部の点検及び清掃が容易にできる点検口及びドレン抜きを設けること。 

 

８．煙道 

煙道は、通過排ガス量に見合った形状、寸法とし、排ガスによる露点腐食および排ガス温度の低

下を極力防止するため保温を施工する。 



94 
 

なお、湿式有害ガス除去設備を設ける場合には、湿式有害ガス除去設備以降低温部の内面は耐酸

性に配慮することが望ましい。 

また、ダストの堆積が起きないよう極力水平煙道は設けないものとする。 

（１）形式    〔溶接鋼板型（要補強リブ）〕 

（２）数量    〔２〕炉分（各炉独立型） 

（３）主要項目 

ア．風速    〔 〕m／s 

イ．材質    〔耐硫酸露点腐食鋼〕（厚さ〔4.5〕mm 以上、 

傾斜部は〔６〕mm 以上） 

（４）付属品  エキスパンジョン、点検口、測定口、保温材、その他必

要なもの〔   〕 

【特記】 

１．煙道は、溶接接続構造とし通過排ガス量に見合った形状、寸法とすること。 

２．排ガスによる露点腐食および排ガス温度の低下を極力防止するため保温を施工すること。ま

た、露点腐食が懸念される個所の材質は、必要に応じ耐露点腐食鋼など耐食性に優れた材料を

用いること。 

３．消音器を設置する場合は、ドレン発生が起こらないように配慮すること。 

４．伸縮継手はインナーガイド付きとし、ガスの漏洩がないようにすること。 

５．点検口等の気密性に留意するとともに、負傷対策を講ずること。 

６．十分な支持架台で支持し、騒音、振動の防止に配慮すること。 

７．煙道が屋外へ出る箇所については、雨仕舞を完全に行い、保温外装板及び伸縮接手はステン

レス鋼を用いること。 

 

９．煙突 

煙突は、通風力、排ガスの大気拡散等を考慮した高さ、頂上口径を有するものとし、排ガス測定

の基準（JIS）に適合する位置に測定孔および踊場を設けること。さらに点検用梯子、必要に応じ

て避雷針等を設けること。 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．筒身数（内筒）   〔２〕基 

イ．煙突高    〔59〕m 以下（計画地盤高から） 

ウ．内筒材質   塔身〔耐食性を十分に考慮した材質とすること〕、 

厚さ〔６〕mm 以上 

エ．頂部    〔SUS316L〕 

オ．頂部口径   φ〔   〕m 

カ．排ガス吐出速度   〔30〕m／s 以下（最大） 

キ．頂部排ガス温度   〔   〕℃ 

（４）付属品  断熱材、避雷針、点検口、測定口、ドレン抜き、その他

必要なもの〔   〕 



95 
 

【特記】 

１．通風力及び排ガスの大気拡散等を考慮した高さ、頂上口径を有するものとする。また、笛吹、

ダウンウォッシュ及びダウンドラフト現象についても必要に応じ検討を行うこと。 

２．頂部ノズル部分のダウンウォシュ現象等による腐食等を考慮し、点検及び補修が容易にでき

る構造とすること。 

３．内筒の点検、補修及び排ガス測定が容易にできる外筒寸法とし、階段、踊場、照明及びコン

セント等を必要な箇所に、必要に応じて、荷揚用滑車架台及び電動式荷揚装置を設けること。 

４．煙突外筒と工場棟は一体構造も可とすること。 

５．外観は周辺環境と調和のとれたものとすること。 

６．煙突内部の錆が飛散しないように、内筒材質は耐食性に優れたものを採用すること。 

７．雷保護設備を設けること。 

８．外筒は〔耐候性塗装〕とし、形状は周辺環境と調和のとれたものとすること。 

９．排ガス測定のため、測定孔、照明、コンセント及び踊場、点検用階段等を設け、階段には４

m ごとに踊り場を設けること。 

  



96 
 

第８節 灰出し設備 

１．灰冷却装置 

１－１ 湿式法（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔湿式コンベヤ〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．運搬物    〔焼却主灰〕 

イ．処理能力   〔   〕t／h 

ウ．単位体積重量   〔   〕t／㎥ 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

トラフ〔   〕mm×〔   〕mm 

カ．材質    本体〔   〕 

     トラフ〔   〕 

キ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．耐熱、耐腐食及び耐摩耗性に優れ、気密性が高く、運転中の炉内圧力が変動しない構造とす

ること。 

２．ガス抜き管設置し、水素ガスを焼却炉もしくは灰ピットに戻し、水素ガス溜まり発生を防止

する等、水素爆発対策を行こと。また、ガス抜き管については、管内清掃用のメンテナンスハ

ッチを設けること。 

３．冷却装置を設ける場合は、発生したスカムの影響によるオーバーフローなどが起こらないよ

う配慮した装置とすること。また、中央制御室にてオーバーフロー発生を確認可能なシステム

を設けること。 

４．清掃、点検及び補修時に内部の焼却残灰をすべて排出しやすいよう考慮すること。 

５．運転中の可燃性ガスは、焼却炉本体に排出すること。 

 

１－２ 半湿式法（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔灰押出装置〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．運搬物    〔焼却主灰〕 

イ．処理能力   〔   〕t／h 

ウ．単位体積重量   〔   〕t／㎥ 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

カ．材質    本体〔   〕 

     押出アーム〔   〕 

キ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 
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（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．耐熱、耐腐食及び耐摩耗性に優れた材質、構造とすること。 

２．運転中の炉内圧力に影響を与えない装置とすること。 

３．排出主灰の含水率は、〔20〕％以下とすること。 

４．ガス抜き管設置し、水素ガス等可燃性ガスを焼却炉もしくは灰ピットに戻し、可燃性ガス溜

まり発生を防止する等、爆発対策を行こと。なお、ガス抜き管については、管内清掃用のメン

テナンスハッチを設けることとし、可燃性ガスは焼却炉側に戻すこと。 

５．冷却装置の水槽は、自動給水機能を設ける、水槽に発生したスカムの影響を抑制する機能を

設けること。また、冷却水路が閉塞しがたい構造とすることとし、万が一閉塞した場合は、清

掃が容易な構造とすること。 

６．清掃、点検及び補修時に内部の焼却主灰をすべて排出しやすいよう考慮すること。 

７．運転管理、点検補修が容易に行えるように配置計画し、十分なメンテナンススペースを設け、

押出機アームの交換を想定した配置・スペースを確保すること。 

 

１－３ 乾式法（必用に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．運搬物    〔焼却主灰〕 

イ．処理能力   〔   〕t／h 

ウ．単位体積重量   〔   〕t／㎥ 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

カ．材質    〔   〕 

キ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．耐熱、耐腐食及び耐摩耗性に優れ、気密性が高く、運転中の炉内圧力が変動しない構造とす

ること。 

２．清掃、点検及び補修時に内部の焼却残灰をすべて排出しやすいよう考慮すること。 

 

２．落じんコンベヤ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．搬送能力   〔   〕t／h 

イ．主要寸法    本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

トラフ〔   〕mm×〔    〕mm 

ウ．材質    本体〔SS400〕 
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     トラフ〔   〕 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品  駆動装置、駆動電動機、減速装置、点検口、その他必要

なもの〔   〕 

【特記】 

１．構造はその用途に適した簡単及び堅牢なものとし、詰りが生じにくく、粉じんが飛散しない

構造とすること。 

２．本装置より下流側機器とのインターロックを考慮すること。 

３．本設備の作業環境には特に十分に留意し、作業するために必要とされる十分な広さ、換気、

照明等十分な配慮のもとに安全化、快適化を図ること。 

４．保温施工を行うこと。また、テークアップ部等は容易に保温板金取り外しが可能な構造とす

ること。 

５．落じんからの鉄類や貴金属の回収装置の提案があれば、付属品に追加すること。 

 

３．灰搬出装置 

（１）形式    〔密閉型コンベア方式〕 

（２）数量    〔２〕系列 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．搬送能力   〔   〕t/h 

イ．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

     トラフ〔   〕m×〔   〕m 

ウ．材質    本体〔   〕 

     トラフ〔   〕 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．構造はその用途に適した簡単及び堅牢なものとし、詰りが生じにくく、粉じんが飛散しない

構造とすること。 

２．本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。 

３．特に乗り継ぎ部の設計には細心の注意を払い、必要に応じて局所排気装置を計画すること。 

４．必要に応じ散水装置を設けること。 

５．水素爆発等について十分に考慮し、ガス抜き管を設置する等十分な対策を講じること。 

 

４．灰ピット 

４－１ 灰ピット（土木建築工事に含む） 

（１）形式    〔水密性鉄筋コンクリート〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 
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ア．容量 〔   〕㎥（計画最大日排出量において常時〔７〕日

分貯留可能な容量が確保できる大きさとすること。） 

イ．寸法    W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品  転落防止用手摺、深度レベル表示、点検ハシゴ、その他

必要なもの〔   〕 

【特記】 

１．隅角部は面取り等を行い、灰クレーンで焼却残渣の取り残しがなく、底部に十分な排水床勾

配及び止水対策を講ずるものとすること。 

２．灰ピット底部には水勾配を設けて、ピット壁スクリーンを通して灰汚水沈殿槽（もしくは灰

汚水槽）へ排水できるようにし、汚水の滞留がないように考慮すること。 

３．壁厚、床厚は、荷重やバケットの衝撃を十分に考慮したものとし、コンクリートは鉄筋から

のかぶり厚を床厚については〔100〕mm 以上、側壁部については〔70〕mm 以上とすること。 

４．焼却残渣の積込作業が安全かつ容易にできるスペースを確保し、臭気が外部に漏れにくい構

造とすること。 

５．灰クレーン等機器の腐食発生の原因になるような高湿度環境を抑制するようにピット雰囲気

換気等を計画すること。また、ピット換気について、施設外へ排気する場合は、フィルタを設

けて有害物質や粉じんが除去された空気を廃棄すること。 

６．出入口は強風時等にも安定して稼働が可能であり、かつ歪み及び故障が生じないものとする

こと。 

７．ピット内は十分な照度を確保するとともに、照明器具の点検、補修及び更新が容易に可能な

構造とすること。 

８．灰ピット内は多湿となるため、付近の機器の腐食防止を行うこと。 

９．灰積出場出入口は気密構造とし、発生した粉じんは吸引集じんする等により、屋外への漏洩

防止対策を十分に講ずること。 

 

４－２ 灰汚水沈殿槽（必要に応じて設置）（土木建築工事に含む） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目 

ア．容量    〔   〕㎥ 

イ．寸法    W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（４）主要機器 

ア．スクリーン   〔   〕 

 

４－３ 灰汚水槽（土木建築工事に含む） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目 

ア．容量    〔   〕㎥ 
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イ．寸法    幅〔   〕m×長さ〔   〕m×深さ〔   〕m 

（４）主要機器 

ア．灰汚水移送ポンプ   

（ア）型式   〔   〕 

（イ）能力   〔   〕㎥/h 

（ウ）圧力   〔   〕MPa 

（エ）主要寸法   W〔   〕mm×L×〔   〕mm×H〔   〕mm 

（オ）材質   〔   〕 

（カ）付属品   圧力計、その他必要なもの〔   〕 

【特記】 

１．水槽壁や機器配管等の腐食対策並びに堆積物（灰）の詰まり対策を十分に講ずること。 

２．汚水槽内の内容物の浚渫が容易にできる構造とすること。 

３．内部の確認等、点検等が容易な構造とし、必要な安全対策を十分に講ずること。 

 

５．灰クレーン 

（１）形式    〔天井走行クレーン〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．吊上荷重   〔   〕t 

イ．定格荷重   〔   〕t 

ウ．バケット形式   〔   〕 

エ．バケットつかみ量  〔   〕㎥ 

オ．灰の単位体積重量  〔1.5〕t／㎥ 

カ．揚程    〔   〕m 

キ．横行距離   〔   〕m 

ク．走行距離   〔   〕m 

ケ．各部速度および電動機 

 速度（m／min） 出力（kW） ED（％） 

横行用 

（必要に応じて） 
〔  〕 〔  〕 〔  〕 

走行用 〔  〕 〔  〕 〔  〕 

巻上用 〔  〕 〔  〕 〔  〕 

開閉用 

（油圧式） 

開〔  〕s 

閉〔  〕s 
〔  〕 〔  〕 

注）ピット寸法（容量）により横行は設置しない場合がある。 

 

コ．稼働率    〔   〕％ 

サ．操作方式   〔半自動、遠隔・現場手動〕 

シ．給電方式   〔   〕 

（４）付属品 制御給電装置、投入量計量装置（指示計、記録計、積算

計付）、定位置表示装置、その他〔   〕 
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【特記】 

１．走行レールに沿って、クレーン等安全規則及び法規等に準拠した安全通路を設けること。 

２．クレーンの清掃、点検、整備及び補修のために、バケット置き場と安全通路との往来階段を

設けること。 

３．クレーンガータ上の電動機及び電気品は防じん、防滴型とし、制御用電気製品については専

用室に収納（操作室と同室も可）し、騒音及び発熱に対しても十分配慮すること。 

４．本クレーンは、ガーダ 2 桁、ダブルレール型ホイストとすること。 

５．灰ピットコーナ部の灰も掴めるように配慮すること。 

６．床の破損を防止する対策を講じたバケット置き場を設け、灰クレーンバケットの清掃、点検、

整備及び補修が容易に行えるよう十分なスペースを確保するとともに洗浄用配管を設け、床面

は速やかに排水できるようにすること。 

７．灰クレーン操作室は、灰ピット内の粉じん及び臭気から完全に遮断された構造とし、自動窓

ガラス清掃装置等を設ける等、運転作業員からの視野を妨げないようにすること。また、灰ク

レーン操作室は、灰ピット全体が見渡せるように配置すること。 

８．計量管理上、印字、記録、積算の機能を兼備えた装置を設置すること。 

９．過積載防止のため、クレーンに荷重計を設置すること。 

10．予備バケットを設置する場合は、主要部位の近くにおいて、長期間保管できる場所に設置

すること。 

 

６．飛灰搬出装置 

（１）形式    〔密閉型コンベア方式〕 

（２）数量    〔２〕系列 

（３）主要項目（１系列につき） 

ア．能力    〔   〕t／h 

イ．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

     トラフ〔   〕mm×〔   〕mm 

ウ．材質    本体〔   〕 

     トラフ〔   〕 

エ．駆動装置   〔電動式〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品    減速装置、安全装置、点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．本装置を複数乗り継ぐ場合は、下流側の機器とのインターロックを考慮すること。 

２．粉じん防止対策を講じること。 

３．耐食性、耐摩耗性に優れた材料を使用するとともに、点検、補修及び更新が容易に行えるよ

うスペースを確保すること。 

４．シュート等は、ダストが詰まらない大きさとすること。 

 

７．飛灰処理設備 

７－１ 飛灰貯留槽 
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（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．容量  〔   〕㎥（計画最大日排出量において常時〔7〕日間

分貯留可能な容量が確保できる大きさとすること。） 

イ．寸法    φ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．主要材質   〔   〕 

エ．主要機器（１基につき）  〔   〕 

（必要な機器について、形式・数量・主要項目等につい

て記入すること。） 

オ．レベル計   〔   〕 

カ．切り出し装置   〔   〕 

キ．エアレーション装置  〔   〕 

ク．バグフィルタ   〔   〕 

（４）付属品  ブリッジブレーカ、バグフィルタ、切り出し装置、その

他必要なもの〔   〕 

【特記】 

１．閉塞及びブリッジが生じないよう保温等を考慮し、飛灰の吸湿固化及び粉じん防止対策を講

じること。 

   ２．万が一、閉塞やブリッジが発生した場合に、その解除用装置や清掃孔、叩き座を設けること。 

   ３．貯留槽周囲のスペースは十分広く取り、叩き座での作業等に支障がないようにすること。 

４．バグフィルタの稼働及びダスト払い落としはタイマーにて自動的に行うこと。 

 

７－２ 飛灰定量供給装置 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．能力    〔   〕t／h 

イ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕×H〔   〕 

ウ．材質    〔   〕 

エ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．粉じん防止対策を講ずること。 

２．ブリッジの生じない構造とし、耐摩耗性の材質を使用すること。 

３．本装置より下流側の機器とのインターロックを計画すること。 

 

７－３ 混練機 

（１）形式    〔２軸式〕 

（２）数量    〔２〕基 



103 
 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．能力    〔   〕t／h 

イ．処理物形状   〔   〕 

ウ．駆動方式   〔   〕 

エ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

オ．材質    〔   〕 

カ．操作方式   〔自動・現場手動〕 

キ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．粉じん防止対策を講ずること。 

２．清掃、点検、補修及び更新が容易な構造とすること。 

３．耐食性、耐摩耗性に優れた材料を用いること。 

４．なるべく安定化剤の添加なしで、加湿運転ができる構造とすること。 

５．セルフクリーニング機能を有すること。 

６．水量抑制、重金属等の安定化制御に十分に注意すること。 

 

７－３－１ 薬剤添加装置 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕式 

（３）主要項目 

ア．使用薬剤   〔キレート剤〕 

イ．薬剤添加量   〔   〕％ 

（４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入すること。） 

ア．薬剤タンク   〔   〕 

イ．薬剤供給ポンプ   〔   〕 

ウ．希釈水タンク   〔   〕 

エ．希釈槽    〔   〕 

オ．希釈水供給ポンプ  〔   〕 

カ．液体キレートポンプ  〔   〕 

（５）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．飛灰の処理に対して適切な添加量を注入することができること。 

２．薬剤の投入が容易なタンク構造とすること。 

３．希釈槽は、薬剤と添加水が十分均一に混合されるものとすること。 

４．点検・補修が容易に行える配置、構造とすること。 

 

７－３－２ 処理物搬送コンベヤ 

（１）形式    〔ベルトコンベヤ〕 

（２）数量    〔１〕基 
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（３）主要項目（１基につき） 

ア．能力    〔   〕t／h 

イ．主要寸法   本体 W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

搬送部〔   〕mm×〔   〕m 

ウ．養生時間   〔   〕min 

エ．材質    本体〔   〕 

     搬送部〔   〕 

オ．駆動方式   〔   〕 

カ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品    集じん用配管、バルブ、その他〔   〕 

【特記】 

１．粉じん飛散対策を講ずること。 

２．発生蒸気による集じん配管やバルブでの閉塞が起こらないようにし、万が一閉塞が発生した

場合には、容易に清掃が可能な構造とすること。 

３．十分な養生時間をとること。 

４．耐摩耗性を考慮するとともに、点検、補修及び更新が容易に行えるスペースを確保すること。 

 

７－４ 処理物バンカ又はピット 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量  〔   〕㎥（計画最大排出量において常時〔７〕日間

 分貯留可能な容量が確保できる大きさとすること。） 

イ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．操作方式   〔   〕（バンカの場合） 

オ．ゲート駆動方式   〔   〕（バンカの場合） 

カ．電動機 〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW（バンカの

場合） 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．バンカ方式を採用する場合は、ブリッジが起こらず円滑に排出でき、粉じん飛散対策を講じ、

バンカ本体は耐食性、耐摩耗性に優れた材料を用いること。 

２．ピット方式を採用する場合は、「４－１ 灰ピット」によること。 
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第９節 給水設備 

１．所要水量 

単位：㎥/日 

用水・供給先 
ごみ質 

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

上
水
☍
井
水 

プラント用水受水槽 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

機器冷却水受水槽 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

再利用水受水槽 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

その他〔  〕 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

再
利
用
水 

炉内噴霧用 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

排ガス冷却用 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

灰冷却用 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

洗車用 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

その他〔  〕 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

生活用水 〔   〕 〔   〕 〔   〕 

 

２．用水水質 

（１）生活用水   〔上水道管から引込む〕 

（２）プラント用水   〔井水、上水、雨水及び再利用水〕 

 

【特記】 

１．機器冷却水について、再利用水を使用可能な水質に浄化する場合は、再利用水の使用も可とす

ること。 

２．再利用水は、できる限り余剰が生じないようプラント内で使用することとし、余剰水について

は、下水道基準を遵守した上で下水道放流可とする。 

３．洗車水は、洗車排水を排水処理、使用可能な水質に浄化し、繰り返し使用すること。 

４．マテリアルリサイクル推進施設に使用するプラント用水、機器冷却水、再利用水、生活用水に

ついては、ごみ焼却施設の受水槽から供給すること。 

５．用役収支にて、使用水量を設備別に説明すること。 
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３．水槽類仕様 

名称 
数量

（基） 
容量（㎥） 

寸法 

W×L×H（m） 
構造・材質 備考（付属品等） 

プラント用水受水槽 〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 
災 害 等 供 給 停 止 時

〔３〕日間のプラント

運転継続に必要な容量 

プラント用水高置受

水槽（必要に応じて設

置） 

〔   〕 

平均使用水量

の〔  〕時

間分以上 

〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

井水受水槽 〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 
災 害 等 供 給 停 止 時

〔３〕日間のプラント

運転継続に必要な容量 

井水高置受水槽（必

要に応じて設置） 
〔   〕 

平均使用水量

の〔  〕時

間分以上 

〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

機器冷却水受水槽 〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 
災 害 等 供 給 停 止 時

〔３〕日間のプラント

運転継続に必要な容量 

機器冷却水高置受水

槽 （ 必 要 に 応 じ て 設

置） 

〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

再利用水受水槽 〔   〕 

平均使用水量

の〔  〕時

間分以上 

〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

再利用水高置受水槽 
（必要に応じて設置） 

〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

生活用水受水槽 〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 
災 害 等 供 給 停 止 時

〔１〕日間のプラント

運転継続に必要な容量 

生活用水高置受水槽
（必要に応じて設置） 

〔   〕 

平均使用水量

の〔  〕時

間分以上 

〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

防火貯水槽 〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

雨水貯水槽 〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

その他〔  〕 〔   〕 〔  〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕  

【特記】 

１．プラント運転に必要な用水については、災害時等において、上水、井水の供給が断たれる場合

でも、〔３〕日間程度のプラントの運転が可能な受水槽を設けること。ただし、バックアップ容

量としては、雨水貯留等、上水の使用を可能な限り少なくする工夫を行うこと。 

２．水槽類は、容易に維持管理が行える構造とすること。 

３．屋外に設ける水槽に関しては、FRP、ステンレス鋼製又はコンクリート製とすること。 

４．生活用水受水槽の災害等の容量は１日とするが、その他に運転者等に必要な備蓄水を 7 日間程

度備蓄すること。  
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 ４．ポンプ類仕様 

名 称 規 格 等 

生活用水 

揚水（供給） 

ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔１〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

容 量 吐出量〔  〕㎥／h×全揚程〔  〕m 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備考（付属品） 〔  〕 

プラント用水 

揚水（供給） 

ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔１〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

容 量 吐出量〔  〕㎥／h×全揚程〔  〕m 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備考（付属品） 〔  〕 

機器冷却水 

揚水（供給） 

ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔１〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

容 量 吐出量〔  〕㎥／h×全揚程〔  〕m 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備考（付属品） 〔  〕 

再利用水 

揚水（供給） 

ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔１〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

容 量 吐出量〔  〕㎥／h×全揚程〔  〕m 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備考（付属品） 〔  〕 

消火栓 

ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔１〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

容 量 吐出量〔  〕㎥／h×全揚程〔  〕m 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備考（付属品） 〔  〕 

その他必要な 

ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔１〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

容 量 吐出量〔  〕㎥／h×全揚程〔  〕m 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備考（付属品） 〔  〕 

【特記】 

１．給水ポンプ類の制御については、自動交互運転、故障時自動切換え及び非常時自動並列運転が

可能なものとすること。 

２．容量は最大使用量の〔10〕％以上の余裕を持たせること。 

３．再利用水揚水ポンプのケーシング、インペラ等には、再利用水水質を考慮し、耐食性が高い材

料を採用すること。 

４．消火栓ポンプのケーシング、インペラ等は、長期停止時の滞留水による。腐食を考慮した材質、

構造とすること。 

５．キャビテーションを起こさないようにすること。 

６．必要な箇所に流量計、圧力計、その他必要な計器やバルブ等を設け、計測値は現場及び中央制

御室で把握できるものとすること。 
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５．機器冷却水冷却塔 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．循環水量   〔   〕㎥／h 

イ．冷却水入口温度   〔   〕℃ 

ウ．冷却水出口温度   〔   〕℃ 

エ．外気温度   乾球温度 -2℃から 33℃ 

湿球温度 26.5℃から 27.5℃ 

オ．損失（蒸発・飛散）  〔   〕㎥/日 

カ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

キ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

ク．材質    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．省エネタイプ、低騒音型の冷却塔を採用すること。 

２．点検補修が容易にできる配置とすること。 

 

６．機器冷却水薬注装置（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．薬剤    〔防食・防スケール剤・防スライム剤〕 

（４）付属品 

ア．薬注ポンプ   〔   〕基 

イ．薬剤タンク   〔   〕基 

 

第 10 節 排水処理設備 

１．排水量 

本設備による排水処理後の処理水は、場内利用とすることとし、各排水の処理方法（概要）、排水

量を次に示すこと。詳細は、給排水バランスシート等にて説明すること。 

         

排水の種類 処理方法 排水量（t/日） 

ごみピット排水 〔  〕 〔  〕 

生活排水 下水放流 〔  〕 

プラント排水 〔  〕 〔  〕 

洗車排水 〔  〕 〔  〕 

【特記】 

１．プラント排水については、出来るだけ循環利用した後、下水放流すること。 
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２．ごみピット排水貯留槽（土木建築工事に含む） 

（１）構造    〔水密性鉄筋コンクリート〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥（ごみピット排水の〔７〕日分） 

イ．寸法    W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（４）付属品    換気装置、レベル計、その他〔   〕 

【特記】 

１．酸欠及び臭気対策を講じること。 

２．換気の排出先は、ごみピットとすること。 

 

３．ごみピット排水移送ポンプ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基（内〔   〕基 交互運転用） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．吐出量    〔   〕㎥／h 

イ．全揚程    〔   〕m 

ウ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

エ．寸法    W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

オ．主要材質    ケーシング〔   〕 

インペラ〔   〕 

シャフト〔   〕 

カ．操作方式   〔   〕 

（４）付属品    圧力計、その他〔   〕 

【特記】 

１．異物等により閉塞が起こらず、ごみピット排水貯留槽の水位により自動運転ができる構造と

すること。 

２．耐食性の高い材料を用いること。 

 

４．ごみ汚水ろ過器 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．能力    〔   〕㎥／h 

イ．メッシュ   〔   〕µm 

ウ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

エ．材質     本体〔   〕 

スクリーン〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方式   〔   〕 
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（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．清掃、点検及び補修が容易にでき、ごみピット排水貯留槽の水位により自動運転ができる構

造とすること。 

２．ろ過残さは、ごみピットへ排出すること。 

 

５．ろ液貯留槽 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥ 

イ．寸法    W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（４）付属品    レベル計、オーバーフロー管、その他〔   〕 

【特記】 

1．オーバーフロー分は、ごみピット排水貯留槽へ戻すこと。 

 

６．ろ液噴霧ポンプ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．吐出量    〔   〕㎥／h 

イ．吐出圧    〔   〕MPa 

ウ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

エ．主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

オ．材質     ケーシング〔   〕 

インペラ〔   〕 

シャフト〔   〕 

カ．操作方式   〔   〕 

（４）付属品    圧力計、その他〔   〕 

【特記】 

１．耐食性の高い材料を用いること。 

２．焼却炉毎にポンプを設け、焼却炉毎に流量制御可能なものとすること。 

 

７．ろ液噴霧器 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基／炉 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．噴霧水量   〔   〕㎥／h 

イ．噴霧水圧   〔   〕MPa 

ウ．空気量    〔   〕㎥／h 
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エ．空気圧    〔   〕MPa 

オ．主要寸法   〔   〕mm×〔   〕mm 

カ．材質    〔   〕 

キ．操作方式   〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．目詰まり及び腐食に対して考慮するとともに、容易に脱着できるものとする。 

２．各炉に設けること。 

 

８．プラント系および生活系排水 

（１）処理プロセス 

排水処理設備は、有機系排水処理設備、無機系排水処理設備等から構成されるものとし、排水

は、規定する処理基準はもとより、再利用するための必要な水質を十分に確保すること。 

また、有機系プラント排水（プラットホーム床洗浄水、洗車排水）は、生物処理後、他の無機

系プラント排水と合併処理すること。 

（２）主要項目 

ア．有機系排水処理設備  処理能力〔   〕t/日 

イ．無機系排水処理設備  処理能力〔   〕t/日 

ウ．膜処理設備（必要に応じ設置） 処理能力〔   〕t/日 

 排水設備の構成、給排水バランスについては、フロー図にて詳細に示すこと。 

 各設備を構成する、水槽、ポンプ等についての仕様を（３）排水処理機器リストに記載する

こと。 
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（３）排水処理機器リスト 

ア．水槽類（鉄筋コンクリート製の場合は土木・建築工事に含む。） 

名称 
数量 

（基） 

容量 

（㎥） 

寸法 

W×L×H（m） 
構造・材質 備考（付属品等） 

（例）有機系排水

処理槽 
〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

（例）生物処理槽 〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

（例）無機系排水

処理受水槽 
〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

（例）PH 調整槽 〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

（例）凝集沈殿槽 〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

（例）中和槽 〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

（例）処理水槽 〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

（例）再利用水受

水槽 
〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

（例） 

純水廃液槽 
〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 

その他 〔 〕 〔 〕 〔 〕×〔 〕×〔 〕 〔  〕 〔  〕 
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イ．ポンプ・送風機類 

名称 仕様 

（例） 

有機系排水ポン

プ 

数 量 〔  〕基（内〔  〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

能 力 〔   〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

（例） 

有機系処理水ポ

ンプ 

数 量 〔  〕基（内〔  〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

能 力 〔   〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

（例） 

無機系排水ポン

プ 

数 量 〔  〕基（内〔  〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

能 力 〔   〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

（例） 

汚泥移送ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔  〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

能 力 〔   〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

（例） 

砂ろ過逆洗ポン

プ 

数 量 〔  〕基（内〔  〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

能 力 〔   〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

（例） 

再利用水ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔  〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

能 力 〔   〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

（例） 

純水廃液ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔  〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

能 力 〔   〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

曝気ブロワ 

その他 

数 量 〔  〕基（内〔  〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

能 力 〔   〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 
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ウ．塔・機器類 

名称 規格等 

（例） 

ろ過器 

数 量 常用〔  〕、予備〔  〕 形式 〔圧力式砂ろ過〕 

電 動 機 〔  〕V×〔  〕×〔  〕kW 操作方式等 〔逆洗方式〕 

容 量 〔  〕㎥／h 主要材質 〔  〕 

主 要 寸法 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

備考（付属品等） 〔  〕 

（例） 

汚水脱水機 

数 量 常用〔  〕、予備〔  〕 形式 〔遠心分離式〕 

電 動 機 〔  〕V×〔  〕×〔  〕kW 操作方式等 〔自動洗浄方式〕 

容 量 〔  〕㎥／h 主要材質 〔  〕 

主 要 寸法 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

備考（付属品等） 〔  〕 

（例） 

砂ろ過塔 

数 量 常用〔  〕、予備〔  〕 形式 〔  〕 

電 動 機 〔  〕V×〔  〕×〔  〕kW 操作方式等 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥／h 主要材質 〔  〕 

主 要 寸法 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

備考（付属品等） 〔  〕 

（例） 

撹拌装置 

数 量 常用〔  〕、予備〔  〕 形式 〔  〕 

電 動 機 〔  〕V×〔  〕×〔  〕kW 操作方式等 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥／h 主要材質 〔  〕 

主 要 寸法 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

備考（付属品等） 〔  〕 

（例） 

膜処理装置 

数 量 常用〔  〕、予備〔  〕 形式 〔  〕 

電 動 機 〔  〕V×〔  〕×〔  〕kW 操作方式等 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥／h 主要材質 〔  〕 

主 要 寸法 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

備考（付属品等） 〔  〕 

その他 数 量 常用〔  〕、予備〔  〕 形式 〔  〕 

電 動 機 〔  〕V×〔  〕×〔  〕kW 操作方式等 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥／h 主要材質 〔  〕 

主 要 寸法 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

備考（付属品等） 〔  〕 

 数 量 常用〔  〕、予備〔  〕 形式 〔  〕 

電 動 機 〔  〕V×〔  〕×〔  〕kW 操作方式等 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥／h 主要材質 〔  〕 

主 要 寸法 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

備考（付属品等） 〔  〕 

 数 量 常用〔  〕、予備〔  〕 形式 〔  〕 

電 動 機 〔  〕V×〔  〕×〔  〕kW 操作方式等 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥／h 主要材質 〔  〕 

主 要 寸法 W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

備考（付属品等） 〔  〕 
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   エ．薬液タンク 

名称 規格等 

（例） 

苛 性 ソ ー ダ

貯槽 

数 量 〔  〕基 容量 〔  〕㎥ 

構 造 ・ 材 質 〔ポリエチレン製円筒筒形〕 薬剤受入方法 〔フレーク袋入り〕 

付 属 品 等 〔撹拌機（kW）〕 

（例） 

塩酸貯槽 

数 量 〔  〕基 容量 〔  〕㎥ 

構 造 ・ 材 質 〔  〕 薬剤受入方法 〔  〕 

付 属 品 等 〔  〕 

（例） 

凝集剤貯槽 

数 量 〔  〕基 容量 〔  〕㎥ 

構 造 ・ 材 質 〔  〕 薬剤受入方法 〔  〕 

付 属 品 等 〔  〕 

その他 

数 量 〔  〕基 容量 〔  〕㎥ 

構 造 ・ 材 質 〔  〕 薬剤受入方法 〔  〕 

付 属 品 等 〔  〕 

 

オ．薬液注入ポンプ類 

名称 規格等 

（例） 

苛性ソーダ注

入ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔 〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

（例） 

塩酸注入ポン

プ 

数 量 〔  〕基（内〔 〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

（例） 

凝集剤ポンプ 

数 量 〔  〕基（内〔 〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

その他 数 量 〔  〕基（内〔 〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 

 数 量 〔  〕基（内〔 〕基交互運転用） 形式 〔  〕 

容 量 〔  〕㎥/h 揚程 〔  〕m 

電 動 機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 操作方法 〔  〕 

主 要 材 質 ケーシング〔  〕、インペラ〔  〕、シャフト〔  〕 

備品（付属品等） 〔  〕 
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【特記】 

１．排水処理設備の機器、槽類等は、一箇所にまとめ、建屋内に収容し悪臭を生ずる恐れのある

水槽には防臭の蓋を設けること。また、有害ガスが発生する可能性がある場合、漏れ防止、作

業環境の保全、機器の腐食防止等の所要措置を必ず講じること。 

２．室内の臭気・換気・照度・騒音に留意すること。また、極力、騒音発生のない機器を使用す

るとともに、騒音発生機器は防音措置をした機械室に収容すること。 

３．歩廊及び階段を炉体の項に準じて必要な場所に設けることとし、また、転倒防止のため突起

部を少なくする等、保守・点検が容易な構造・配置とし、槽類への転落防止等安全対策も十分

行うこと。なお、発生する夾雑物や汚泥の処理も円滑・容易に行えるよう考慮すること。 

４．処理水、再利用水の水質等、プロセス管理上必要と考えられる項目及び水量について、極力、

計装により管理を行うこと。 

５．水位制御、シーケンス制御、インターロック、警報等を十分吟味し、運転開始後も適宜調整

により最適運転条件に近づけるものとすること。 

６．酸欠危険場所等は原則として常時換気を行うとともに危険表示、可搬式通風設備設置用マン

ホール、安全帯取付フック等の必要な設備を設けること。 

７．漏電の生ずるおそれのあるものは、絶縁状態を把握できるものとすること。 

８．配管、ポンプ、バルブ等処理設備を構成する機器は、最も適した材料を選定することとし、

腐食、摩耗、破損、閉塞を避け、長期にわたる耐久性を確保すること。また、配管を含め容易

に交換できるよう配慮すること。 

９．ポンプ類は詰まりが発生しないものとし、必要に応じ吐出量調整が容易に行える構造とし、

複数のポンプを有するものについては、交互運転をすることとし、ポンプ簡易着脱式水中ポン

プ用ガイド、配管については耐摩耗性や耐腐食性の高いものとすること。また、薬品を注入す

る箇所には、その目的毎に流量積算計を設けること。 

10．排水処理設備の定期整備時等において、排水処理設備の全停止により処理できない事態を

避けられるものとすること。ただし、排水処理設備の整備・清掃は、炉休止の間に完了できる

ものとし、その間の排水は一時貯留できる構成とすること。 

11．ボイラ缶水全量を排水する場合に備え、缶水保有量以上の容量を確保して、ボイラ排水受

水槽を設けること。なお、ほかの水槽で代替可能なシステムとする場合は、その限りではない。 

12．プラント排水処理水は、再利用水としてプラント運転に使用するため、障害が生じない水

質を確保すること。また、排水の処理方式は、設備内での循環利用のための処理を行い、処理

水は、「ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」に適合

した性状とし、再利用水として使用すること。 

13．洗車排水は、排水処理設備で浄化、薬剤処理し、可能な限り洗車水として再利用すること。 

14．薬品貯留槽は、購入の便宜を考慮し、適正容量を本組合と協議し承諾を得て設定すること。

また、純水装置等他の用途と共用を妨げないため、他の設備で所定容量の貯槽を設ける場合は、

本設備では省いてもよい。 
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第 11 節 電気設備 

本施設の運転に必要なすべての電気設備工事とする。使用する電気設備は関係法令、規格を順守し使

用条件を十分満足するよう合理的に設計、製作されたものとする。 

計画需要電力は、施設の各負荷設備が正常に稼働する場合の最大電力をもとにして算定する。 

受電電圧及び契約電力は、電力会社の規定により計画する。 

電気設備を構成する機器は、互換性、信頼性及び維持管理性を考慮し、特殊な製品を除き、形式及び

規格を統一し、メーカーも可能な限り統一すること。 

 

１．設計基準 

（１）一般送配電事業者と協議の上引き込み位置を決定し、地中にて受電するものとし、十分な容

量を有する適切な形式の設備とする。なお、特別高圧線は、敷地の〔北西〕側から引き込む予

定としている。 

（２）敷地内の地中引込管路（配線は小売電気事業者所掌）は選定事業者にて敷設すること。また、

必要箇所に買電用（小売電気事業者所掌）の電力量計を備えること。 

（３）使用する電気設備機器は、関係法令、規格を遵守し、使用条件を十分満足するように合理的

に設計・製作されたものとし、各炉・各系列・負荷・系統別に定期整備・保守点検ができるよ

うに設備構成させ、共通部整備のための全停電期間は短期間で終えるものとし、運転・保守管

理の容易性、安全性及び耐久性に優れた設備とする。また、一般送配電事業者送電系統との連

系に適合した設備とし、一般送配電事業者の送配電に関する規定に準拠し、かつ経済産業省の

指導に従い機器の形式及び連系方法等を決めるものとする。なお、高調波対策については、資

源エネルギー庁策定の「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」

に基づいて決めるものとする。 

（４）場内で発電した電力は本施設の運転に利用し、余剰電力は小売電気事業者に売電するものと

し、発電量不足時は、小売電気事業者より供給を受けるものとする。また、これらを十分に考

慮して計画し必要な設備を完備すること。なお、一般送配電事業者及び小売電気事業者と十分

に協議の上、受変電及び発電設備の設計においては、「電力品質確保に係る系統連系技術要件

ガイドライン」他に準拠して行うこと。 

 

 ２．電気方式 

（１）受電電圧  交流三相３線式〔  〕kV、〔60〕Hz、〔２〕回線※２

回線とするときは、別々の系統とすること 

（２）発電電圧   交流三相３線式〔  〕kV 

（３）配電種別   〔   〕 

（４）配電方式および電圧 

ア．高圧配電   交流三相３線式〔6.6〕kV 

イ．プラント動力   交流三相３線式〔6.6〕kV 

交流三相３線式〔400〕V 級 

ウ．建築動力   交流三相３線式〔400〕V 級 

交流三相３線式〔210〕V 

エ．保守用動力   交流三相３線式〔210〕V 
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オ．照明、計装   交流単相３線式〔210／105〕V 

カ．操作回路   交流単相２線式〔100〕V 

直流〔100〕V 

キ．直流電源装置   直流〔100〕V 

ク．電子計算機電源   交流単相２線式〔100〕V 

 

３．受配変電盤設備工事 

３－１ 構内引込用柱上開閉器 

電力会社との財産・責任分界点用として設置すること。 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）定格    〔   〕kV〔   〕A 

 

３－２ 特別高圧受電盤 

（１）形式  〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1425CW 形に準ず

る）〕 

（２）数量    〔１〕面 

（３）主要取付機器を明記する。 〔   〕 

 

３－３ 高圧配電盤 

（１）形式 〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1425CW 形に準ず

る）〕 

（２）数量    〔   〕面 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

３－４ 特別高圧・高圧変圧器（電気方式に応じ必要な変圧器を設置） 

（１）特別高圧電気 

ア．形式    〔   〕 

イ．電圧    〔   〕kV／〔  〕KV（三相３線式） 

ウ．容量    〔   〕kVA 

エ．絶縁階級   〔Ｆ〕種 

（２）非常用・共通動力用変圧器 

ア．形式    〔   〕 

イ．電圧    〔   〕kV／〔   〕V（三相３線式） 

ウ．容量    〔   〕kVA 

エ．絶縁階級   〔Ｆ〕種 

（３）プラント動力用変圧器 

ア．形式    〔   〕 

イ．電圧    〔6.6〕kV／〔   〕V（三相 3 線式） 

ウ．容量    〔   〕kVA 
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エ．絶縁階級   〔Ｆ〕種 

（４）建築動力用変圧器 

ア．形式    〔   〕 

イ．電圧    〔6.6〕kV／〔   〕V（三相 3 線式） 

ウ．容量    〔   〕kVA 

エ．絶縁階級   〔Ｆ〕種 

（５）照明等用変圧器 

ア．形式    〔   〕 

イ．電圧    〔6.6〕kV／〔   〕V（単相 3 線式） 

ウ．容量    〔   〕kVA 

エ．絶縁階級   〔Ｆ〕種 

 

３－５ 高圧進相コンデンサ 

（１）コンデンサバンク数  〔   〕台 

（２）コンデンサ群容量  〔   〕kVar 

（３）直列リアクトル、放電装置等付属機器を明記すること。 

 

４．電力監視設備 

４－１ 電力監視盤（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕面 

（３）構成    〔   〕 

（４）主要取付機器   〔   〕 

 

５．低圧配電設備 

（１）形式    〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1265CX 形）〕 

（２）数量    計〔   〕面 

ア．440V 用動力主幹盤  〔   〕面 

イ．200V 用動力主幹盤  〔   〕面 

ウ．照明用単相主幹盤  〔   〕面 

エ．非常用電源盤   〔   〕面 

オ．その他の配電盤   〔   〕面（各盤に明記すること。） 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

６．動力設備工事 

本設備は、制御盤、監視盤及び操作盤等から構成され、負荷の運転、監視及び制御が確実に行え

るもので、主要機器は遠隔操作方式を原則とする（遠隔操作になじまないものは除く。）。 

また、必要に応じ、現場にて単独操作もできる方式とし、環境負荷低減のため、省配線装置の適

用を考慮すること。 
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６－１ 動力制御盤 

（１）形式 〔 鋼 板 製 屋 内 閉 鎖 自 立 形 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ ー

（JEM1195）〕 

（２）数量    計〔   〕面 

ア．炉用動力制御盤   〔   〕面 

イ．共通動力制御版   〔   〕面 

ウ．非常用動力制御版  〔   〕面 

エ．その他必要なもの  〔   〕面（各盤に明記すること。） 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

６－２ 現場制御盤 

本盤はバーナ制御盤、クレーン用動力制御盤、集じん器制御盤、有害ガス除去設備制御盤及び排

水処理制御盤等、設備単位の付属制御盤などに適用する。 

また、計画する主要な盤名を記載すること。 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

６－３ 現場操作盤 

現場操作に適切なように個別又は集合して設けること。 

（１）形式    〔   〕 

 

６－４ 中央監視操作盤   〔計装設備の計装盤に含む。〕 

 

６－５ 電動機 

（１）定格 

電動機の定格電圧及び定格周波数は電気方式により計画するものとし、汎用性、経済性及び施

工の容易さ等を考慮して選定すること。 

（２）電動機の種類 

電動機の種類は主としてかご形 3 相誘導電動機とし、その形式は下記の適用規格に準拠し、使

用場所に応じたものを選定すること。 

ア．適用規格 

（ア）JIS C 4034（回転電気機械通則） 

（イ）JIS C 4210（一般用低圧三相かご形誘導電動機） 

（ウ）JEC 2137（誘導機） 

（エ）JEM 1202（クレーン用全閉形巻線形低圧三相誘導電動機） 

（３）電動機の始動方法 

原則として直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分考慮して始動方法を決定す

ること。 
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６－６ ケーブル工事 

配線の方法及び種類は、敷地条件、負荷容量および電圧降下等を考慮して決定すること。 

（１）工事方法 

ケーブル工事、金属ダクト工事、ケーブルラック工事、金属管工事、バスダクト工及び地中埋

設工事など、各敷設条件に応じ適切な工事方法とすること。 

（２）接地工事 

接地工事は、電気設備技術基準に定められているとおり、Ａ種、Ｂ種、Ｃ種、Ｄ種接地工事等

の設置目的に応じ、適切な接地工事を行なうものとすること。このほかに避雷器用および電気通

信用の接地工事などは、対象物に適合した工事を行うこと。 

 

使用ケーブル 

使用場所 種類 備考 

高圧 
〔EM-CE ケーブル〕 

〔CET ケーブル〕 
同等品以上 

低圧動力用 
〔EM-CE ケーブル〕 

〔CET ケーブル〕 
同等品以上 

制御用 
〔EM-CEE ケーブル〕 

〔CEES ケーブル〕 
同等品以上 

伝送用 〔光ケーブル〕  

設置回路他 
〔IV 電線〕 

〔EM-IE ケーブル〕 

 

高温場所 
〔耐熱電線〕 

〔耐熱ケーブル〕 

 

消防設備機器 
〔耐熱電線〕 

〔耐熱ケーブル〕 

 

 

７．タービン発電設備 

受発電設備の運転方式は、通常運転は電力会社とタービン発電機の並列運転を行うこと。 

 

７－１ 蒸気タービン用発電機 

（１）形式    〔三相交流同期発電機〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕kVA 

イ．出力    〔   〕kW 

ウ．力率    〔   〕％ 

エ．電圧・周波数   AC〔6.6〕kV、〔60〕Hz 

オ．回転数    〔   〕min-1 

カ．絶縁種別   〔Ｆ〕 

キ．励磁方式   〔ブラシレス励磁方式〕 

ク．冷却方式   〔   〕 

ケ．潤滑方式   〔   〕 
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コ．主要寸法   W〔  〕m×L〔  〕m×H〔  〕m 

サ．主要機器 

（ア）発電機本体   1 式 

（イ）水冷熱交換器  1 式 

（ウ）計器類   1 式 

（エ）支持架台   1 式 

（オ）その他   〔   〕 

 

７－２ 発電機監視盤 

蒸気タービン及び発電機の操作監視を行い、一般的に電力監視盤と列盤とすること。 

（１）形式    〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立型〕 

（２）数量    〔１〕面 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

７－３ 発電機遮断器盤 

（１）形式    〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM-1425CW 形）〕 

（２）数量    〔１〕面 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

７－４ タービン起動盤 

（１）形式    〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形〕 

（２）数量    〔   〕面 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

８．プラント保安用（非常用）発電設備 

外部電源喪失時かつ蒸気タービン発電機停止時に焼却炉を安全に停止するために必要な不安負荷

に給電するとともに、外部電源喪失時には、施設の安全を確保できる容量かつ 1 炉立上に必要な容

量を持つ非常用電源設備を必要に応じて設備すること。また、外部電源接続時においても、蒸気タ

ービン発電機停止中の焼却炉の立ち上げ・立ち下げ時には電力系統との連携運転を行うことにより、

受電電力のピークカットを行えるようにすること。 

ピークカット時には商用電源及び蒸気タービン発電機との並列運転を行うものとし、停電時につ

いては、負荷の起動電源の影響を低減するため、自動順次運転等を考慮すること。 

また、外部電源喪失時かつ蒸気タービン発電機停止時に消火栓、排煙設備等の防災設備に必要な

負荷に給電が可能なものとすること。 

なお、管理運営上メリットがある場合は、発電設備以外の提案も可とする。 

 

８－１ 原動機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１式〕 

（３）主要項目 
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ア．定格出力   〔   〕kW（〔   〕PS） 

イ．回転数    〔   〕rpm 

ウ．運転方式   始動時〔自動及び手動〕 

     停止時〔自動及び手動〕 

エ．使用燃料   〔都市ガス〕 

オ．主要機器 

（ア）原動機本体   〔１式〕 

 （イ）共通台盤   〔１式〕 

 （ウ）排気消音器   〔１式〕 

    （エ）ガス昇圧装置  〔１式〕 

    （オ）廃熱利用熱交換設備  型式〔   〕 

 （必要に応じ設置）  数量〔1 式〕 

     交換熱量 〔   〕kW 

     伝熱面積 〔   〕㎡ 

     材質〔   〕 

     寸法〔   〕m×〔   〕m×〔   〕m 

蒸気温度〔   〕℃ 

     温水入口温度〔   〕℃ 

     温水出口温度〔   〕℃ 

 （カ）脱硝装置   型式〔   〕 

 （必要に応じ設置）  数量〔1 式〕 

     処理排ガス量〔   〕N ㎥/h 

     脱硝率 〔   〕％ 

     出口 NOx 濃度〔30〕ppm 未満 

触媒〔   〕 

     寸法〔   〕m×〔   〕m×〔   〕m 

（キ）その他の付属品  〔一式〕 

   カ．容量    〔   〕 

プラント負荷以外に建築非常照明及び建築非常動力を見

込むこと。ただし、負荷については、建築電気設備・建

築機械設備の設備内容を十分に加味したうえで、本組合

と協議して決定すること。 

 

８－２ プラント保安用発電機 

（１）形式    〔三相交流同期発電機〕 

（２）数量    〔１〕式 

（３）相数    〔３相３線式〕 

（４）主要項目 

ア．定格容量   〔   〕kVA 

イ．定格電圧   〔6.6〕kV 
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ウ．定格力率   〔   〕 

エ．定格出力   〔   〕 

オ．定格周波数   〔60〕Hz 

カ．極数    〔   〕極 

キ．定格    〔連続〕 

ク．励磁方式   〔ブラシレス〕 

ケ．回転数    〔   〕min-1 

コ．絶縁の種類   電機子〔   〕 

     磁界〔   〕 

サ．非常用負荷内訳   〔   〕 

 

８－３ プラント保安用発電機制御盤 

（１）型式    〔鋼板製自立閉鎖形〕 

（２）数量    〔1 式〕 

【特記】 

１．盤内には、原動機の指導、停止、運転、保安機能を制御する制御装置を内蔵すること。 

２．盤前面には、電流計等指示器、運転・停止用押しボタン、運転・故障表示等について、操作

性を考慮して設置すること。 

 

９．無停電電源装置（マテリアルリサイクル推進施設と共用も可とする） 

本装置は、直流電源装置と交流電源装置からなり全停電の際、万一非常用発電機が運転されなく

ても 10 分以上は供給できる容量とすること。 

 

９－１ 直流電源装置（マテリアルリサイクル推進施設と共用も可とする） 

本装置は、受配電設備、発電設備等の遮断器電源、制御電源等の電源として設置するものであり、

停電時において安定した直流電源が確保されるものとし、充電装置、蓄電装置及び分電盤で構成す

るものとする。 

（１）形式    〔鋼板製屋内自立形〕 

（２）数量    〔１〕面 

（３）主要項目 

ア．充電装置    

（ア）型式   〔トランジスタ式、サイリスタ式〕 

（イ）入力   AC〔   〕φ×〔   〕W×〔   〕V 

（ウ）出力   DC〔   〕V 

（エ）保持時間   〔   〕時間 

イ．蓄電装置 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）容量   〔   〕Ah 

（ウ）数量   〔   〕直列×〔   〕並列 

（エ）定格電圧   〔   〕Ｖ 
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（オ）放電容量   〔   〕Ａ×〔   〕時間 

ウ．分電盤     

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量    〔   〕 

（ウ）遮断容量   〔   〕kA 

 

９－2 交流電源装置（マテリアルリサイクル推進施設と共用も可とする） 

本装置は、外部電源喪失かつ蒸気タービン発電が停止時に、プラント保安用発電設備が電力供給

するまでの間に、電子計算機及び計装機器等のプラントの計装機能を損なうことが無いように設置

するものである。なお、インバータ、蓄電装置、切替装置等から構成されるものとする。 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕 

（３）主要項目 

ア．インバータ 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）定格出力   〔   〕 

（ウ）入力電圧   〔   〕V 

（エ）出力容量   〔   〕VA 

イ．蓄電装置 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）容量   〔   〕Ah 

（ウ）数量   〔   〕直列×〔   〕並列 

（エ）定格電圧   〔   〕Ｖ 

（オ）放電容量   〔   〕Ａ×〔   〕時間 

ウ．切替装置 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）入力電圧   〔   〕V 

（ウ）出力電圧   〔   〕V 

 

10．太陽光発電設備 

本設備は、太陽光エネルギーを利用、発電し自家消費電力を賄うために設置するものである。 

（１）型式    〔   〕 

（２）発電出力   〔   〕kW 

（３）寸法・員数   〔   〕mm×〔   〕mm/枚 

     総数〔   〕枚 

（４）重量    〔   〕kg/枚 

（５）設置必要面積   〔   〕㎡ 

（６）その他設備 

ア．パワーコンディショナ  

（ア）型式   〔   〕 
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（イ）定格出力   〔   〕kW 

（ウ）出力電圧   〔   〕V 

イ．設置架台    

（ア）主要寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

（イ）材料   〔   〕 

ウ．計器類    日射計、気温計 

エ．その他必要なもの  発電量表示装置、その他〔   〕 

【特記】 

１．太陽光発電による発電量がリアルタイムで表示される表示装置を設け、見学者に理解して

もらえるようにすること。 

２．太陽光パネルは、ごみ焼却施設の屋上や壁への設置を想定するが、点検補修が容易なよう

に配置すること。 

３．蓄電池を設置する等、発電した電気を全て有効活用できるよう検討すること。 
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第 12 節 計装設備 

１．計画概要 

（１）本設備は、プラントの操作・監視・制御の集中化と自動化を行うことにより、プラント運転

の信頼性の向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的、かつ迅速に行

うことを目的とする。 

（２）本設備の中枢をなすコンピューターシステムは、危険分散のため２重化システムとし、各設

備機器の集中監視、操作及び自動順序起動、停止及び各プロセスの最適制御を行うこと。 

（３）本施設の運転管理及び運営管理に必要な情報を各種帳票類に出力するとともに、必要な統計

資料を作成し、電子データとして保存することとし、電子データの保存に関しては、バックア

ップを設けること。また、遠隔監視等のために、本施設のシステムに外部からアクセスが可能

なものとするが、十分なセキュリティ対策を講じること。 

 

２．計装制御計画 

監視項目、自動制御機能及びデータ処理機能は以下のとおり計画すること。 

（１）一般項目 

ア．一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止することの

ないよう、フェールセーフ等を考慮したハードウェア・ソフトウェアを計画すること。 

イ．対環境性を十分考慮のうえ、ごみ処理プロセスに適したシステム構成とし、停電、電圧の変

動及びノイズ等に対して十分な保護対策を講ずること。 

（２）計装監視機能 

自動制御システム及びデータ処理設備は以下の機能を有する。 

ア．レベル、温度、圧力、流量等プロセスデータの表示・監視 

イ．ごみ・灰クレーン運転状況の表示 

ウ．主要機器の運転状態の表示 

エ．受変電設備運転状態の表示・監視 

オ．電力デマンド監視 

カ．主要（重要）な電動機電流値の監視 

キ．機器及び制御系統の異常の監視 

ク．公害関連データの表示・監視 

ケ．その他運転に必要なもの 

（３）自動制御機能 

ア．ごみ焼却関係運転制御 

自動立上、自動立下、緊急自動立下、燃焼制御（CO、NOx 制御含む）、ごみ焼却量制御、

蒸気発生量安定化制御、その他 

イ．ボイラ関係運転制御 

ボイラ水面レベル制御、ボイラ水質管理、蒸気供給量制御、圧力制御、純水装置制御、ダス

ト除去装置制御、その他 

ウ．受配電発電運転制御 

自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他 

エ．蒸気タービン発電機運転制御 
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自動立上、停止、同期投入運転制御、その他 

オ．ごみクレーンの運転制御 

撹拌、投入、つかみ量調整、積替、その他 

カ．灰クレーンの運転制御 

つかみ量調整、積込、積替、その他 

キ．動力機器制御 

回転数制御、発停制御、交互運転、その他 

ク．給排水関係運転制御 

水槽等のレベル制御、排水処理設備制御、その他 

ケ．公害関係運転制御 

排ガス処理設備制御、飛灰処理装置制御、灰出し設備制御、その他 

コ．受配電発電運転制御 

非常用発電機立上・停止・運転制御 

サ．車両管制運転制御 

ゲート番号案内、プラットホーム台数制御、その他 

シ．その他必要なもの 

（４）データ処理機能 

ア．ごみの搬入データ（各処理対象物） 

イ．焼却主灰、飛灰処理物等の搬出量データ 

ウ．ごみ焼却量データ 

エ．ごみ低位発熱量データ 

オ．受電、売電量等電力管理データ 

カ．各種プロセスデータ 

キ．公害監視データ 

ク．薬品使用量、ユーティリティー使用量等データ 

ケ．各電動機の稼働時間のデータ 

コ．アラーム発生記録 

サ．その他必要なデータ 

 

３．計装機器 

（１）一般計装センサー 

以下の計装機能を必要な箇所に適切なものを計画すること。 

ア．重量センサー等 

イ．温度、圧力センサー等 

ウ．流量計、流速計等 

エ．開度計、回転数計等 

オ．電流、電圧、電力、電力量、力率等 

カ．レベル計等 

キ．pH、導電率等 

ク．その他必要なもの 
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（２）排ガス等測定機器 

本装置は煙道排ガス中のばい煙濃度測定を行うためのものとする。また、２種類以上の大気質

を測定できる場合については兼用してもよい。 

ア．煙道中ばいじん濃度計 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔２〕基（炉毎） 

（ウ）測定範囲   〔   〕 

イ．煙道中窒素酸化物濃度計 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔２〕基（炉毎） 

（ウ）測定範囲   〔   〕 

ウ．煙道中硫黄酸化物濃度計 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔２〕基（炉毎） 

（ウ）測定範囲   〔   〕 

エ．煙道中塩化水素濃度計 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔２〕基（炉毎） 

（ウ）測定範囲   〔   〕 

オ．煙道中一酸化炭素濃度計 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔２〕基（炉毎） 

（ウ）測定範囲   〔   〕 

カ．煙道中酸素濃度計 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔２〕基（炉毎） 

（ウ）測定範囲   〔   〕 

キ．風向風速計（必要に応じて設置すること。） 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔１〕基 

（ウ）測定範囲   〔   〕 

ク．大気温度計（必要に応じて設置すること。） 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔１〕基 

（ウ）測定範囲   〔   〕 

【特記】 

１．各系列、適切な位置に計器を設置し、連続監視を行うこと。 

２．中央制御室で連続監視を行えること。排ガス測定については、警報発報機能を有すること。 

３．排ガス測定機器については、低温腐食の恐れがある箇所は保温施工を行うこと。 

４．自動構成機能を有すること。 
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（３）ITV 装置 

監視カメラは、安全かつ安定的な運営を実現するために、適切な場所に適切な数量を設置する

こと。なお、カメラ及びモニタの設置場所、台数、仕様等のリストを作成すること。 

 

ア．カメラ設置場所（カメラ設置リストによる。）（参考） 

記号 設置場所 台数 種別 レンズ形式 ケース 備考 

Ａ 焼却炉内 〔２〕 カラー 標準 水冷  

Ｂ 煙突 〔１〕 カラー 電動ズーム 全天候 ワイパー付 

Ｃ プラットホーム 〔２〕 カラー 電動ズーム 防じん 回転雲台付 

Ｄ ごみ投入ホッパ 〔２〕 カラー 望遠 防じん  

Ｅ ボイラドラム液面計 〔２〕 カラー 標準 水冷又は空冷  

Ｆ ごみピット 〔２〕 カラー 電動ズーム 防じん 回転雲台付 

Ｇ 灰ピット（灰バンカ） 〔２〕 カラー 電動ズーム 防じん 回転雲台付 

H 計量棟付近 〔１〕 カラー 広角 防じん 回転雲台付 

Ｉ 飛灰処理設備 〔１〕 カラー 標準 防じん  

Ｊ タービン発電機 〔１〕 カラー 標準 防じん 回転雲台付 

Ｋ 玄関 〔1〕 カラー 広角 全天候  

Ｌ その他必要箇所 〔 〕 カラー  全天候  

【特記】 

１．有効画素数２００万画素以上とすること。 

２．回転雲台及び電動ズームレンズの場合は、遠隔操作器付とすること。 

３．設置場所の環境に応じ防水、防塵ハウジング、水冷等を採用すること。 

４．監視場所の一部は、HDD レコーダーにより随時録画できるシステムとすること。なお、録

画したデータの保存期間は、本組合と協議の上決定すること。 

５．夜間においても監視が必要な場合は、必要に応じて赤外線カメラとすること。 

 

イ．モニタ設置場所（モニタ設置リストによる。）（参考） 

設置場所 台数 種別 大きさ 監視対象 備考 

中 央 制 御 室 

〔２〕 カラー 〔  〕インチ Ａ  

〔１〕 カラー 〔  〕インチ Ｂ 切替 

〔１〕 カラー 〔  〕インチ Ｅ 画面分割 

〔１〕 カラー 〔  〕インチ Ｃ，Ｆ，Ｄ  

〔１〕 カラー 〔  〕インチ Ｇ，H，I，J 切替 

〔１〕 カラー 〔  〕インチ K、L 切替 

ク レ ー ン 操 作 室 〔２〕 カラー 〔  〕インチ Ｃ，Ｄ 切替 

灰クレーン操作室 〔１〕 カラー 〔  〕インチ Ｇ 切替 

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ監視室 〔１〕 カラー 〔  〕インチ Ｆ，H 切替 

事 務 室 〔１〕 カラー 〔  〕インチ A～L 切替 

研 修 室 〔１〕 カラー 〔  〕インチ Ａ～J 切替 
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 ４．システム構成 

本施設の機能を安全かつ効果的に発揮できるシステムを構築するものとし、選定事業者の提案に

よるものとするが、システムの設計にあたっては、安全性、制御性及び信頼性を十分考慮し設計す

るものとすること。 

（１）中央制御装置 

ア．中央監視盤 

プラント監視用モニタを設置すること 。モニタは必要かつ十分な台数とし、画面切換、

分割表示が可能なものとすることとし、必要に応じて、プラントの警報表示灯、各種記録計

等を設置すること 。なお、見学の主要な箇所であるため、見学者用設備としても配慮する

こと。また、エネルギー消費量の見える化を実現し、光熱水費の管理や CO2 排出量のモニ

タリングを可能とする設備の導入を提案すること。 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕面 

（ウ）主要項目   表示方法〔   〕 

    構成機器〔   〕 

イ．オペレータコンソール 

形式は、提案によるものとする。プラント運転・監視用に複数台を設置し、不具合発生時で

も運転・監視ができる冗長構成とすること。 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   操作方法〔   〕 

     構成機器〔   〕 

【特記】 

１．汎用性に富んだマウス、タッチパネル、キーボード、操作スイッチ等を利用した簡単

な操作とすること。 

２．FA コンピューターはデスク内に収め、防じん、放熱を配慮すること。 

３．コンソールデスクには引出しを設けること。また、デスク上には簡易事務処理スペー

スを確保すること。 

４．保守用キーボードの収納スペースを確保すること。 

５．デスク上に連絡用の多機能コードレス電話機、リモートマイク（ページング機能でも

可）を設置すること。 

ウ．ごみクレーン制御装置 

形式は、オペレータコンソールと意匠上の統一を図ること 。 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   操作方法〔   〕 

    構成機器〔   〕 

    表示内容 ごみピット貯留高さ、クレーン運転状況、 

ピット火災検知情報、その他〔   〕 
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エ．プロセス入出力装置 

  中央制御室内に設けられた専用の部屋内に設置すること。自動燃焼装置（ACC）を含む

ものとする。 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   ACC 構成機器〔   〕 

    その他必要なもの〔   〕 

オ．補助記憶装置 

  自己診断機能を有するものとし、記憶容量は十分な余裕を見込むこと。またセキュリティ

保護に配慮すること。 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   容量〔   〕TB 

カ．プラント系データサーバー 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   CPU 仕様〔   〕 

    メモリ仕様〔   〕 

    ハードディスク仕様〔   〕 

    ネットワークインターフェイス〔   〕 

    ソフトウエア〔   〕 

キ．建築設備関係運転制御装置 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   操作方法〔   〕 

    構成機器〔   〕 

 

（２）データ処理装置 

ア．データロガー 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   CPU 仕様〔   〕 

    メモリ仕様〔   〕 

    ハードディスク仕様〔   〕  

イ．出力装置 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   用紙サイズ〔A4、A3〕 

    印刷速度 〔   〕 

    給紙枚数 〔   〕 
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ウ．事務室用データ表示端末 

事務室に設置し、運転状況の確認が可能なものとすること。 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）主要項目   CPU 仕様〔   〕 

    メモリ仕様〔   〕 

    ハードディスク仕様〔   〕 

     構成機器〔   〕 

 

５．計装項目 

受入・供給設備の速度、消火装置、給排水関係及び電気設備等の設備維持管理のため、必要な項

目はすべて備えること。 

（１）各処理方式、炉型式やプロセスにより計装項目、制御方式は適切に選定すること。 
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ア．計装リスト（参考）（１／７） 

設
備 

制御計装名称 

制御方式 監視項目 

❊
✋
❐
✍ 

自
動 

手動 ディスプレイ 現場制御盤 

中
央 

現
場 

表
示 

✥
❉
❐
✦ 

警
報 

積
算 

表
示 

警
報 

積
算 

受
入
☍
供
給
設
備 

ごみ計量機            

ごみ搬入量            

プラットホーム出入口扉開閉            

ごみ投入扉開閉            

ダンピングボックス            

投入扉用油圧装置運転            

ごみクレーン運転            

ごみ投入量            

脱臭用送風機運転            

薬液噴霧装置運転            

その他必要な項目            

            

燃
焼
設
備 

ごみ焼却量            

ごみ投入ホッパレベル            

ごみ投入ホッパブリッジ発生            

ブリッジ解除装置運転            

火格子作動            

炉駆動用油圧装置運転            

自動給油装置運転            

焼却炉内圧力            

焼却炉内温度            

助燃燃料圧力            

助燃油移送ポンプ運転            

助燃バーナ着火            

助燃バーナ燃料使用量            

助燃バーナ緊急遮断            

その他必要な項目            

            

  



135 
 

計装リスト（参考）（２／７） 

設
備 

制御計装名称 

制御方式 監視項目 

❊
✋
❐
✍ 

自
動 

手動 ディスプレイ 現場制御盤 

中
央 

現
場 

表
示 

✥
❉
❐
✦ 

警
報 

積
算 

表
示 

警
報 

積
算 

燃
焼
✉
✖
冷
却
設
備 

ボイラ出口ガス温度            

過熱器出口蒸気温度            

ボイラ出口蒸気流量            

ボイラドラム圧力            

ボイラドラム水位            

ボイラ給水ポンプ運転            

ボイラ給水温度            

ボイラ給水流量            

脱気器水位            

脱気器温度            

脱気器圧力            

脱気器給水ポンプ運転            

復水タンク水位            

ダスト除去装置運転            

清缶剤注入ポンプ運転            

清缶剤注入量            

脱酸剤注入ポンプ運転            

脱酸剤注入量            

連続ブロー量            

ボイラ缶水電気伝導率            

ボイラ給水 pH            

高圧蒸気だめ圧力            

高圧蒸気だめ蒸気温度            

低圧蒸気だめ圧力            

低圧蒸気だめ蒸気温度            

脱気器入口蒸気流量            

低圧蒸気復水器圧力            

低圧蒸気復水器ファン運転            

低圧蒸気復水器ファン電流            

低圧蒸気復水器吸気エリア温度            

排気復水タンクドレン温度            

排気復水ポンプ運転            

純水装置運転            

純水製造量            

純水タンクレベル            

純水移送レベル            

純水移送ポンプ運転            

その他必要な項目            
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計装リスト（参考）（３／７） 

設
備 

制御計装名称 

制御方式 監視項目 

❊
✋
❐
✍ 

自
動 

手動 ディスプレイ 現場制御盤 

中
央 

現
場 

表
示 

✥
❉
❐
✦ 

警
報 

積
算 

表
示 

警
報 

積
算 

排
✉
✖
処
理
設
備 

噴射水ポンプ運転            

減温塔噴霧水量            

減温塔出口ガス温度            

無触媒脱硝薬剤貯留槽レベル            

無触媒脱硝薬剤供給量            

消石灰貯留槽レベル            

消石灰フィーダ運転            

消石灰噴霧量            

活性炭貯留槽レベル            

活性炭フィーダ運転            

活性炭噴霧量            

薬剤供給ブロア運転            

バグフィルタ通ガス量            

バグフィルタダスト払落し            

バグフィルタ差圧            

バグフィルタ下部温度            

触媒脱硝装置薬剤温度            

触媒脱硝装置薬剤噴霧量            

脱硝触媒装置薬剤貯留槽レベル            

脱硝触媒入口排ガス温度            

煙突出口ばいじん濃度            

煙突出口窒素酸化物濃度            

煙突出口硫黄酸化物濃度            

煙突出口塩化水素濃度            

煙道出口水銀濃度            

煙突出口一酸化炭素濃度            

煙突出口酸素濃度            

煙突出口排ガス量            

煙突出口排ガス温度            

その他必要な項目            
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計装リスト（参考）（４／７） 

設
備 

制御計装名称 

制御方式 監視項目 

❊
✋
❐
✍ 

自
動 

手動 ディスプレイ 現場制御盤 

中
央 

現
場 

表
示 

✥
❉
❐
✦ 

警
報 

積
算 

表
示 

警
報 

積
算 

予
熱
利
用
設
備 

蒸気タービン運転            

蒸気タービン回転数            

蒸気タービン入口蒸気量            

蒸気タービン各部振動            

蒸気タービン各部温度            

タービンバイパス蒸気量            

タービンバイパス入口蒸気温度            

タービンバイパス入口蒸気圧力            

タービンバイパス出口蒸気温度            

タービンバイパス出口蒸気圧力            

タービンバイパス噴霧水量            

暖房用温水タンク温度            

暖房用温水循環ポンプ運転            

給湯用温水タンク温度            

給湯用温水循環ポンプ運転            

高温水発生器入口水温            

高温水発生器出口水温            

高温水循環ポンプ運転            

高温水流量            

その他必要な項目            

            

通
風
設
備 

押込送風機運転            

二次送風機運転            

誘引送風機運転            

燃焼用空気流量（風箱毎）            

燃焼用空気温度            

二次空気流量            

誘引送風機入口ダンパ開度            

誘引送風機回転数            

空気予熱器蒸気流量            

空気予熱器蒸気圧力            

空気予熱器ドレン蒸気温度            

空気加熱器蒸気流量            

空気加熱器蒸気圧力            

空気加熱器ドレン温度            

排ガス再加熱器蒸気圧力            

排ガス再加熱器蒸気流量            

排ガス再加熱器ドレン温度            

排ガス再循環送風機運転            

その他必要な項目            
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計装リスト（参考）（５／７） 

設
備 

制御計装名称 

制御方式 監視項目 

❊
✋
❐
✍ 

自
動 

手動 ディスプレイ 現場制御盤 

中
央 

現
場 

表
示 

✥
❉
❐
✦ 

警
報 

積
算 

表
示 

警
報 

積
算 

灰
出
⛁
設
備 

灰クレーン運転            

灰積出量            

落じんコンベヤ運転            

灰搬出装置運転            

飛灰搬出装置運転            

飛灰貯留槽レベル            

飛灰用定量供給装置運転            

キレート剤供給ポンプ運転            

混錬機運転            

灰汚水ポンプ運転            

灰汚水槽水位            

その他必要な項目            

            

給
水
設
備 

プラント用水受水槽水位            

生活用水受水槽水位            

機器冷却水受水槽水位            

再利用水受水槽水位            

プラント用水揚水ポンプ運転            

生活用水揚水ポンプ運転            

機器冷却水冷却塔運転            

機器冷却水温度            

機器冷却水ポンプ運転            

その他必要な項目            
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計装リスト（参考）（６／７） 

設
備 

制御計装名称 

制御方式 監視項目 

❊
✋
❐
✍ 

自
動 

手動 ディスプレイ 現場制御盤 

中
央 

現
場 

表
示 

✥
❉
❐
✦ 

警
報 

積
算 

表
示 

警
報 

積
算 

排
水
処
理
設
備 

ごみピット排水貯留槽レベル            

ごみピット排水移送ポンプ運転            

ごみピット汚水ろ過器運転            

ろ液貯留槽レベル            

ろ液噴霧ポンプ運転            

ろ液噴霧器作動            

ろ液噴霧量            

排水移送ポンプ運転            

反応槽 pH            

中和槽 pH            

ろ過器圧損            

ろ過器用ろ過ポンプ運転            

ろ過器用逆洗ポンプ運転            

再利用水移送ポンプ運転            

処理水量            

各薬液タンクレベル            

各薬液注入ポンプ運転            

汚泥引抜ポンプ運転            

濃縮汚泥移送ポンプ運転            

洗車排水移送ポンプ運転            

その他必要な項目            
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計装リスト（参考）（７／７） 

設
備 

制御計装名称 

制御方式 監視項目 

❊
✋
❐
✍ 

自
動 

手動 ディスプレイ 現場制御盤 

中
央 

現
場 

表
示 

✥
❉
❐
✦ 

警
報 

積
算 

表
示 

警
報 

積
算 

電
気
設
備 

受電電圧            

受電電流            

受電電力            

受電電力量            

受電力率            

高圧コンデンサ電流            

高圧コンデンサ無効電力            

変圧器二次主幹電圧            

変圧器二次主幹電流            

送電電圧            

送電電流            

送電電力量            

送電周波数            

発電電圧            

発電電流            

発電電力            

発電電力量            

発電力率            

非常用発電機運転            

非常用発電機電圧            

非常用発電機電流            

非常用発電機周波数            

非常用発電機電力            

非常用発電機電力量            

非常用発電機力率            

非常用発電機回転数            

各遮断器            

その他必要な項目            
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第 13 節 雑設備 

１．雑用空気圧縮機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．吐出量    〔   〕㎥／min 

イ．圧力    〔   〕MPa 

ウ．ユニット寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

エ．空気タンク   〔   〕㎥ 

オ．空気タンク寸法   φ〔   〕m×H〔   〕m 

カ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

キ．操作方式   〔   〕 

ク．圧力制御方式   〔   〕 

（４）付属品    空気タンク、その他〔   〕 

【特記】 

１．必要な空気量に対して、十分な能力及び容量の雑用空気タンクを設けること。 

２．現場手動運転及び自動アンローダ運転ができること。 

３．交互運転が可能な台数を設置すること。 

 

２．計装用空気圧縮機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．吐出量    〔   〕㎥／min 

イ．圧力    〔   〕MPa 

ウ．ユニット寸法   W〔   〕m×L〔   〕m×H〔   〕m 

エ．空気タンク   〔   〕㎥ 

オ．空気タンク寸法   φ〔   〕m×H〔   〕m 

カ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

キ．操作方式   〔   〕 

ク．圧力制御方式   〔   〕 

（４）付属品    空気タンク、除湿器、圧力計、その他〔   〕 

【特記】 

１．必要な空気量に対して、十分な能力及び容量の空気タンクを設けること。 

２．オイルフリーコンプレッサを採用すること。 

３．粉じん等の影響が及ばないように、隔離された専用の部屋に設置すること。 

４．交互運転が可能な台数を設置すること。 

 

３．掃除用媒吹装置 

（１）形式    〔空気噴射式〕 
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（２）数量    〔１〕式 

（３）主要項目 

ア．使用流体   〔圧縮空気〕 

イ．常用圧力   〔   〕kPa 

ウ．チュ－ブ材質   〔   〕 

エ．配管箇所   〔   〕箇所 

（４）付属品    チューブ、ホース、その他〔   〕 

【特記】 

１．必要な箇所に必要な数量の装置を設置すること。 

 

４．真空掃除装置（必要に応じて設置） 

本装置はホッパステージ、炉室内、排ガス処理室等の清掃用に用いること。 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．風量    〔   〕㎥／min 

イ．真空度    〔   〕Pa 

ウ．配管箇所   〔   〕 

エ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

オ．操作方式   〔   〕 

（４）付属品    バグフィルタ、配管、その他〔   〕 

 

５．可動式清掃装置 

本装置は、ホッパステージ、燃焼設備室、その他機器室及び諸室等の清掃用に用いること。 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．電源    〔   〕V 

イ．消費電力   〔   〕W 

ウ．ダストタンク容量  〔   〕L 

（４）付属品    〔   〕 

 

６．洗車装置 

本設備はごみ収集車の洗浄を行なうために各搬入扉横に設置すること。 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量 〔４〕基以上（2ｔパッカー車が搬入する扉の横に設置

すること。） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．噴射水量   〔   〕㎥／min 

イ．射水圧力   〔   〕kPa 
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ウ．所要電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品    高圧洗浄機、その他〔   〕 

【特記】 

１．待機車両スペース等を設けるなど、通常車両動線の妨げとならないよう考慮し設置すること。 

２．洗浄の際に利用者がごみピットに転落しないようにする等、安全対策を行うこと。 

３．洗車排水は、排水処理設備で処理後、再利用可能なシステムを組むこと。 

４．必要に応じて、洗車排水槽を設けること。 

５．洗車装置毎に使用水量に応じて、料金を徴収できるようにすること。 

 

7．工具・工作機器・測定器・電気工具・分析器具・保安保護具類 

（１）工具リスト（参考）（１／３） 

機器名 数量 

①機械設備用工具 

ソケットレンチセット（ラジェットハンドル付大・小） 〔  〕 

メガネレンチセット（６mm～50mm） 〔  〕 

モンキーレンチセット（大・中・小） 〔  〕 

インパクトレンチセット（空気式又は電気式） 〔  〕 

六角棒レンチセット（各種） 〔  〕 

コンビネーションプライヤ（大・中・小） 〔  〕 

スパナセット（６mm～50mm 各種） 〔  〕 

ショックスパナセット（32mm～50mm 各種） 〔  〕 

ベアリングプーラーセット（各種） 〔  〕 

両口大ハンマ 〔  〕 

小ハンマ（３／４、1.2 ポンド） 〔  〕 

プラスチックハンマ 〔  〕 

点検ハンマ 〔  〕 

バール（大・小） 〔  〕 

ペンチ（大・小） 〔  〕 

ヤスリ（平・丸・半丸） 〔  〕 

ドライバーセット（各種） 〔  〕 

平タガネ 〔  〕 

ポンチ（大・中・小） 〔  〕 

チェーンブロック 〔  〕 

金床 〔  〕 

クランプセット（大・中・小） 〔  〕 

テーパーゲージセット（各種） 〔  〕 

防水型懐中電灯 〔  〕 

コードリール（30m・50m） 〔  〕 

作業灯（20m コード付き） 〔  〕 

油差し 〔  〕 

その他必要と思われるもの 〔  〕 
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工具リスト（参考）（２／３） 

機器名 数量 

②各種工作機器類 

交流電気溶接機（電撃防止付） 〔  〕 

ハンディー式電気溶接機 〔  〕 

電気溶接機用ケーブル（10 ㎡ 0m） 〔  〕 

ガス溶接機、ガス切断機（ボンベ運搬車付） 〔  〕 

ガス溶接機、ガス切断機用ケーブル（10 ㎡ 0m） 〔  〕 

高速カッター 〔  〕 

電動ドリルセット（大・小） 〔  〕 

電気振動ドリルセット 〔  〕 

電気サンダーセット（大・小） 〔  〕 

可搬型換気装置（ダクト 10m×２本付） 〔  〕 

可搬式水中ポンプ（100V 汚水用、20m ホース付） 〔  〕 

機材運搬用手押車 〔  〕 

脚立 〔  〕 

軽量ハシゴ 〔  〕 

軽量伸縮ハシゴ 〔  〕 

工作台 〔  〕 

ポータブル真空掃除機 〔  〕 

その他必要な機器 〔  〕 

③機器設備用測定器 

ノギス（150mm、400mm） 〔  〕 

巻尺（50m） 〔  〕 

直尺（ステンレス製）２m 〔  〕 

トルクレーンチ（大・小） 〔  〕 

水準器 〔  〕 

クレーン荷重計校正用標準錘 〔  〕 

その他必要な測定器 〔  〕 

 〔  〕 
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工具リスト（参考）（３／３） 

機器名 数量 

④電気設備用工具 

絶縁ペンチ（150m ㎡ 00mm） 〔  〕 

ニッパ（125mm、150mm） 〔  〕 

ラジオペンチ（125mm・150mm） 〔  〕 

ワイヤストリッパー 〔  〕 

着圧ペンチ 〔  〕 

はんだごて（30w・80w） 〔  〕 

電工ドライバー（＋－・大・中・小） 〔  〕 

電工プライヤ 〔  〕 

電工スパナ 〔  〕 

電工モンキースパナ（絶縁タイプ、150mm） 〔  〕 

その他必要な工具 〔  〕 

⑤分析・測定機器類 〔  〕 

酸素濃度計（ポータブル形ガルバニ電池式） 〔  〕 

可燃性ガス測定器（ポータブル形ガルバニ電池式） 〔  〕 

硫化水素測定器（ポータブル形ガルバニ電池式） 〔  〕 

マイクロメーター 〔  〕 

校正試験機 〔  〕 

振動計 〔  〕 

騒音計 〔  〕 

回転計 〔  〕 

表面温度計（０～1,500℃） 〔  〕 

クランプメーター（大・小） 〔  〕 

漏洩電流計 〔  〕 

テスター（デジタルマルチ型、アナログ型） 〔  〕 

検電器（高低圧兼用ブザー付） 〔  〕 

膜厚計 〔  〕 

その他必要な測定器 〔  〕 

⑥安全保護具 

エアラインマスク 〔  〕 

送排風機 〔  〕 

保安用ロープ（10 ㎥ 0m・50m） 〔  〕 

高圧絶縁ゴム手袋、長靴、マット 〔  〕 

無線機 〔  〕 

その他必要な安全保護具 〔  〕 
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８．予備ボイラ（必要に応じ設置） 

８－１ 予備ボイラ本体 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．能力    〔   〕kJ／h 

イ．最高使用圧力   〔   〕kPa 

ウ．常用圧力   〔   〕kPa 

エ．使用燃料   〔   〕 

オ．操作方式   〔   〕 

（４）付属品    排気ダクト、給水設備、その他〔   〕 

【特記】 

１．焼却炉停止時等に熱源として利用し、暖房及び温水が利用できるよう設置すること。 

２．暖房及び温水供給方式を電気式とする場合は本装置の設置を要しない。 

 

８－２ 予備ボイラ燃料油移送ポンプ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基（内〔１〕基 交互運転用） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．吐出量    〔   〕㎥／h 

イ．全揚程    〔   〕m 

ウ．所要電動機   〔   〕kW 

エ．口径    〔   〕mm 

オ．材質    本体〔   〕 

カ．ギヤ    〔   〕 

キ．軸    〔   〕 

ク．操作方式   〔   〕 

 

９．機器搬入搬出設備 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．設置場所   〔   〕 

イ．吊り上げ荷重   〔   〕t 

ウ．揚程    〔   〕m 

エ．操作方式   〔   〕 

オ．電動機    〔   〕kW 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．補修及び更新時に容易に機材の搬入搬出ができるよう考慮すること。 



147 
 

２．機材等の搬入搬出に必要かつ十分な開口部を備え、安全対策を講じること。 

 

10．エアシャワー室設備 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．ジェット風量   〔   〕㎥／h 

イ．ジェット風速   〔   〕m／s 

ウ．吹出口    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、必要な箇

所に必要数を設置すること。 

２．「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について（平成 11 年 12 月 2 日 基発第

688 号）」の主旨に沿う適合装置であること。 

３．回収した粉じんを二次飛散させることなく回収することができること。 

４．粉じん補修用フィルタの自動洗浄機能を持つこと。 

  



148 
 

第２編 マテリアルリサイクル推進施設 

 

第１章 総則 

  第１編 エネルギ－回収推進施設 第１章 総則を参照のこと。 

 

第１節 計画概要 

 第１編 エネルギ－回収推進施設 第１章 第１節 計画概要を参照のこと。 

 

第２節 計画主要目 

１．処理能力 

（１）処理対象及び公称能力 

公称能力は次に示す処理能力、保管容量を有すること。23ｔ／5h の能力を有すること。 

なお、今後、本組合において繊維系ごみの再資源化を行う実証実験を行う予定であり、その結

果によっては事業者と協議し、契約内容を変更する場合がある。 

 

種別 処理対象毎の処理能力、保管容量 

粗大・不燃処理ライン 粗大・不燃ごみ 23t／５h 

ストックヤード（場内） 紙・古着 320 ㎡ 

ストックヤード棟 
びん・缶・ペットボトル 210 ㎡ 

容器包装プラスチック等 840 ㎡ 

ストックヤード（屋外設置） 
不燃残渣（ガラス・その他ガラス） 25 ㎡ 

その他ごみ 270 ㎡ 

【特記事項】 

１．容器包装プラスチックのストックヤードについては、泉佐野市と熊取町のストックヤードを

別々に工場棟の外に設置すること。 

２．不燃残渣（ガラス）及びその他ガラスは、各市町により処理を行った後の戻り残渣であり、

ストックヤードについては、工場棟の外に設置すること。 

３．表に示す項目とは別に、蛍光管、電池、ライター類、小型家電、その他不適物等の保管場所

についても併せて設置すること。なお、規模については本組合と協議のうえ決定すること。 

 

（２）計画処理量・計画ごみ質 

ア．計画処理量 

計画処理量を次に示す。 

種別 処理対象毎処理量 

粗大・不燃処理ライン 粗大・不燃ごみ 4,317t／年 

ストックヤード 紙・古着 1,455t／年 

ストックヤード（屋外設置） 不燃残渣（ガラス・その他ガラス） 350t／年 

※びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック及びその他ごみについては、各市町において処

理するため、ごみ量を示さないものとする 
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イ．計画ごみ質 

計画ごみ質を次に示す。 

種別 単位体積重量（t／㎥） 割合（％） 

粗大ごみ 0.14 76 

不燃ごみ 0.39 24 

紙・古着 0.2 100 

容器包装プラスチック 0.1 100 

不燃残渣（ガラス） 1.0 100 

その他ガラス 1.0 100 

 

２．系列 

粗大・不燃処理ライン 〔１又は２〕系列 

 

３．稼働時間及び年間稼働日数 

稼働時間は、１日あたり〔５〕時間運転とする。 

年間稼働日数は、土日・祝日・年末年始の計〔121〕日を除いた〔244〕日とする。ただし、

〔290〕日以上稼働が可能な施設とすること。 

 

４．処理条件 

（１）処理可能最大寸法 

ア．粗大・不燃ごみ   2D 長さ 3m 程度×太さ 0.3m 程度 

  3D 2m×2m×1m 程度 

（２）破砕処理後の寸法 

ア．低速回転破砕機   〔400〕mm 以下 

イ．高速回転破砕機   〔150〕mm 以下 

【特記】 

１．低速回転破砕機において破砕処理後の寸法が 150mm 以下になるのであれば、低速破砕機

のみでも可能 

（３）選別基準 

ア．粗大ごみ・不燃ごみの選別基準 

選別鉄類、選別アルミ類、可燃物、不燃物の純度及び回収率を次に示す。 

回収物 純度 回収率 

鉄 95％以上 保証値 85％以上 参考値 

アルミ 85％以上 保証値 55％以上 参考値 

可燃物 75％以上 参考値 75％以上 参考値 

不燃物 75％以上 参考値 60％以上 参考値 

 

イ．紙類の選別基準 

紙製容器包装の選別基準は、「令和４年度市町村からの引き取り品質ガイドライン（（公財）

日本容器包装リサイクル協会）」に適合した内容とする。なお、「令和４年度市町村からの引き

取り品質ガイドライン（（公財）日本容器包装リサイクル協会）」については常に、最新の内容

に適合すること。 
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５．搬出入車両 

 エネルギー回収推進施設 第２節 6．搬出入車両を参照のこと。  

 

６．稼働時間 

１日〔５〕時間運転（９時から 17 時までの間で〔５〕時間） 

 

７．主要設備方式 

（１）主要設備方式 

ア．受入・供給設備 

（ア）計量機   ロードセル式 

〔2〕基（搬入用２基、搬出用２基）（エネルギー回収推

 進施設と共用） 

（イ）プラットホーム  〔1〕式 

（ウ）受入ヤード 

①粗大ごみ   ヤード方式 〔１〕式 

②不燃ごみ   ヤード方式 〔１〕式 

③紙類    ヤード方式 〔１〕式 

④古着    ヤード方式 〔１〕式 

⑤容器包装プラスチック  ヤード方式 〔１〕式 

⑥不燃残渣（ガラス）  ヤード方式 〔１〕式 

⑦その他ガラス   ヤード方式 〔１〕式 

※１ ①及び②のストックヤードについては、ワンストップ方式が可能でかつコスト運営削

減に繋がる場合は、ピット＆クレーン方式も可。 

※2 ⑤～⑦のストックヤードについては、工場棟とは別にストックヤード棟として設置す

ること。 

イ．粗大ごみ・不燃ごみ処理設備 

（ア）供給設備   供給コンベヤ 

（イ）破砕設備   低速破砕機、高速破砕機 

※低速回転破砕機において破砕処理後の寸法が 150mm 以

下になるのであれば、低速破砕機のみでも可能 

（ウ）搬送設備   破砕物搬送コンベヤ 

（エ）選別設備   磁力選別機、アルミ選別機、風力選別機、貯留ホッパ 

ウ．貯留・搬出設備 

（ア）可燃性残さ   搬送コンベヤ 

（イ）不燃残さ   貯留ホッパ 

（ウ）鉄類   貯留ホッパ 

（エ）アルミ   貯留ホッパ 

（オ）紙類   ストックヤード 

（カ）古着   ストックヤード 
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（キ）容器包装プラスチック ストックヤード 

（ク）不燃残渣（ガラス）  ストックヤード 

（ケ）その他ガラス  ストックヤード 

エ．集じん・脱臭設備 

（ア）集じん設備   〔１〕式 

（イ）脱臭設備   〔１〕式 

オ．給水設備 

（ア）生活用   上水（エネルギー回収推進施設との共用も可） 

（イ）プラント用   上水、雨水（エネルギー回収推進施設との共用も可） 

※運営コストにおいてメリットがある場合は、井水を利用

することも可能とする。 

 その場合、コスト面でメリットがある旨を事前に示した

うえで、本組合の了承をえること。 

カ．排水設備   新施設へ送水（新施設排水処理設備で処理） 

キ．電気・計装設備 

（ア）電気設備   〔特別高圧受電〕 

（イ）計装設備   〔汎用ＰＬＣを用いたシステム〕 

  



152 
 

（２）処理フロー（参考） 

マテリアルリサイクル推進施設の処理フローを次に示す。 

 

 

図 1 粗大・不燃ごみ処理フロー（低速破砕機＋高速破砕機の 1 系列の場合） 

粗大・不燃ごみ

供給コンベヤ

低速破砕機

供給コンベヤ

高速破砕機

破砕機物搬送
コンベヤ

磁力選別機

粒度選別機

アルミ選別機

受入ヤード

プラットホーム

処理不適物
（蛍光管）
（電池類）

（その他不適物）

アルミ風力選別機

アルミ貯留ホッパ鉄類貯留ホッパ

鉄類風力選別機

焼却施設

可燃物搬送コンベ

不燃物貯留ホッパ

小型家電
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図 2 粗大・不燃ごみ処理フロー（低速破砕機のみの 2 系列の場合） 

 

粗大・不燃ごみ

供給コンベヤ

低速破砕機

破砕機物搬送
コンベヤ

磁力選別機

粒度選別機

アルミ選別機

受入ヤード

プラットホーム

処理不適物

アルミ風力選別機

アルミ貯留ホッパ鉄類貯留ホッパ

鉄類風力選別機

焼却施設

可燃物搬送コンベヤ

不燃物貯留ホッパ

小型家電

低速破砕機

供給コンベヤ
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図 3 紙類・古着処理フロー 

 

（３）給排水フロー（参考） 

マテリアルリサイクル推進施設の給排水フローを次に示す。 

 

図 4 給排水フロー 

  

受入ヤード

古着 新聞
段ボール

雑誌
紙パック

その他紙 可燃残さ

ストックヤード ストックヤード ストックヤード 焼却処理

リサイクル事業者 リサイクル事業者 リサイクル事業者

上水・井水
プラント排水
生活排水

低速破砕機

上水・井水
エネルギー回収推進施設

プラント用水受水槽

投入コンベヤ

高速破砕機

破砕物搬送
コンベヤ

プラットホーム

搬出設備

排水槽

エネルギー回収推進施設
排水処理設備

マテリアルリサイク
ル推進施設

上水
エネルギー回収推進施設

生活用水受水槽

（下水放流）

排水桝
（エネルギー回収推進施設）
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８．公害防止基準 

 第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第２節 11 公害防止基準を参照のこと。 

 

９．環境保全 

 第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第２節 13 環境保全を参照のこと。 

 

10．運転管理 

 第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第２節 14 運転管理を参照のこと。 

 

11．安全衛生管理（作業環境管理基準） 

 第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第２節 15 安全衛生管理を参照のこと。 

 

第３節 関係法令 

 第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第 3 節 関係法令を参照のこと。 

 

第４節 施設機能の確保 

 

 第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第 4 節 施設機能の保全を参照のこと。 

 

第５節 材料及び機器 

 第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第 5 節 材料及び機器を参照のこと。 

 

第６節 試運転及び指導期間 

１．試運転 

（１）工事完了後、工期内に試運転を行うものとする。この期間は、受電後の単体機器調整、空運

転、負荷運転、予備性能試験及び引渡し性能試験結果確認を含め〔90〕日間以上とする。 

（２）試運転は、選定事業者が本組合とあらかじめ協議のうえ作成した試運転実施要領書に基づき、

選定事業者において行うものとし、試運転を行う際には、選定事業者は試運転計画書を作成し、

事前に本組合の承認を得ること。また、試運転計画書に対し、本組合から指摘がある場合は、

当該指摘を十分に考慮し、試運転計画書の補足及び変更を行うものとすること。 

（３）試運転の実施において支障が生じた場合は、本組合が現場の状況を判断し指示するものとす

る。選定事業者は試運転期間中の運転・調整記録を作成し、本組合へ提出すること。 

（４）この期間に行われる調整及び点検には、原則として本組合の立会を要し、発見された補修箇

所及び物件については、その原因及び補修内容を本組合に報告すること。 

（５）補修に際しては、選定事業者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、本組合の承諾を得るこ

と。 

（６）試運転期間中においても、環境に過大な影響を与えないよう十分配慮すること。なお、本組

合の供給する処理対象物が定められた性状を満たしているにもかかわらず、引渡し性能試験中

に排ガス、騒音、振動、悪臭等の基準値を超過した場合は、選定事業者は、直ちに事態を改善

するための対策を講ずること。なお、選定事業者の努力によっても継続して事態の改善が見ら
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れない場合には、本組合は試運転の停止を命じることができる。 

 

２．運転指導 

（１）選定事業者はマテリアルリサイクル推進施設に配置される本組合職員に対し、施設の円滑な

操業に必要な機器の運転管理及び取り扱い（点検業務を含む）について、教育指導計画書に基

づき必要にして十分な教育指導を行うこと。なお、教育指導計画書はあらかじめ選定事業者が

作成し、本組合の承諾を受けなければならない。 

（２）マテリアルリサイクル推進施設の運転指導期間は試運転期間中の〔30〕日間以上とするが、

この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効

果が上がると判断される場合には、本組合と選定事業者の協議のうえ、実施しなければならな

い。 

（３）選定事業者は試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、本組合の承諾を受けること。 

施設の引渡しを受けた後、直ちに本組合側において本稼働に入るためには、事前に管理運営体

制を整え、運転要員に対する教育、指導を完了しておく必要がある。 

 

３．試運転及び運転指導にかかる経費 

マテリアルリサイクル推進施設引渡しまでの試運転、運転指導に必要な費用の負担は次のとおり

とする。 

（１）本組合の負担 

ア．ごみの搬入（一般搬入及び事業者搬入） 

イ．紙類・衣類・不燃残さの搬出・処分 

（２）選定事業者の負担 

ア．本組合の負担を除く正式引渡までの試運転及び運転指導に必要な費用 

イ．処理に伴い必要となる燃料、副資材の調達費用 

ウ．性能保証事項を満たさない場合に追加で発生するマテリアルリサイクル推進施設の試運転に

要する費用 

エ．マテリアルリサイクル推進施設に配置される職員の人件費 

オ．工程遅延や不具合により受入できない場合についての外部委託費用 

カ．試運転中のマテリアルリサイクル推進施設の設備の補修が必要となった場合の補修に係る経

費 

（３）本組合の収入 

ア．有価物の売却収入 

 

第７節 性能保証 

性能保証事項の確認については、施設を引き渡す際に行う引渡性能試験に基づいて行う。なお、引渡

性能試験の実施条件等は以下に示すとおりである。 

 

１．保証事項 

（１）責任設計・施工 

マテリアルリサイクル推進施設の処理能力及び性能は全て選定事業者の責任により発揮させな
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ければならない。また、選定事業者は設計図書に明示されていない事項であっても、性能保証と

いう工事契約の性質上、性能を発揮するために当然必要なものは、本組合の指示に従い、選定事

業者の負担において施工しなければならない。 

（２）性能保証事項 

ア．ごみ処理能力及び公害防止基準等 

「第２節 計画主要目」に記載された数値に適合することとし、マテリアルリサイクル推進

施設の性能保証事項と引渡性能試験要領の基本部分については、「表 1-8 マテリアルリサイク

ル推進施設の性能保証事項」に規定するものとする。 

 

２．予備性能試験 

引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を行うために、選定事業者は、引渡

性能試験の前に予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に本組合に提出しな

ければならない。また、予備性能試験期間は 3 日以上とする。 

（１）予備性能試験方法 

予備性能試験の条件・方法等については、引渡性能試験に準じて行うこととする。なお、予

備性能試験成績書については、この期間中の施設の処理実績及び運転データを収録、整理して

作成すること。 

（２）再試験 

性能が発揮されない場合は、運営事業者の責任において対策を行い、引き続き再試験を実施

すること。 

 

３．引渡性能試験 

（１）引渡性能試験条件 

ア．引渡性能試験におけるマテリアルリサイクル推進施設の運転は本組合又は本組合の指定する

者が実施するものとし、機器の調整、試料の採取、計測・分析・記録等その他の事項は選定事

業者が実施すること。 

イ．引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者

機関とすること。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、本組合の承諾を得て他の適

切な機関に依頼することができる。 

ウ．引渡性能試験の結果、性能保証値を満足できない場合は、必要な改造、調整を行い改めて引

渡性能試験を行うものとする。 

エ．引渡性能試験は、原則としてエネルギー回収推進施設とマテリアルリサイクル推進施設は同

時運転により実施すること。 

（２）引渡性能試験方法 

選定事業者は、引渡性能試験を行うに当たって、あらかじめ本組合と協議のうえ、試験項目及

び試験条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成し、本組

合の承諾を得なければならない。 

性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）は、それぞれの項

目に関係法令及び規格等に準拠して行うものとする。ただし、該当する試験方法のない場合は、

最も適切な試験方法を本組合に提出し、承諾を得て実施するものとする。 
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（３）性能試験にかかる費用 

予備性能試験及び引渡性能試験による性能確認に必要な費用について、分析等試験費用等必要

な費用はすべて選定事業者の負担とする。 
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表１－８ マテリアルリサイクル推進施設 性能試験項目と試験方法（１／２） 

No 試験項目 試験方法 備考 

１ ご み 処 理 能

力 

（１）測定場所 

本組合が指定する場所 

（２）測定回数 

各処理系統 １回×１日 

ごみ量が不足する場合は、１時間当りの処理量を１日当り

に換算しても良い。（午前・午後、各１回測定） 

（３）測定方法 

「引渡性能試験要領書」に準じ、本組合が指示する方法に

よる。 

要求水準書に示すごみ質の範囲において、５ 時間稼働で

実施設計図書に記載されたごみ処理能力に見合った処理量

について確認を行う。 

処理能力の確認は、承

諾 された引渡性能試験

要領書に基づき、当日

の 計 量 ・ 測 定 分 析 結

果、各機器性能等から

計算する。 

２ 破砕寸法 （１）測定場所 

前処理破砕機及び高速回転破砕機の出口後の場所 

（２）測定回数 

可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみについて、２回／日以上

実施（午前・午後） 

（３）測定方法 

「引渡性能試験要領書」に準じ、本組合が指示する方法に

よる。 

破砕寸法は、破砕され

ごみの重量 85％以上

が通過するふるい目の

大きさとする。 

３ 選別基準 （１）測定場所 

選別機通過後で本組合が指定する場所 

（２）測定回数 

２回／日以上実施（午前・午後） 

（３）測定方法 

「引渡性能試験要領書」に準じ、本組合が指示する方法に

よる。 

 

４ 騒音 （１）測定場所 

敷地境界において本組合が指定する場所 

（２）測定回数 

２回／日以上実施（午前・午後） 

（３）測定方法 

「引渡性能試験要領書」に準じ、本組合が指示する方法に

よる。 

 

５ 振動 （１）測定場所 

敷地境界において組合が指定する場所 

（２）測定回数 

２回／日以上実施（午前・午後） 

（３）測定方法 

「引渡性能試験要領書」に準じ、本組合が指示する方法に

よる。 
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表１－８ マテリアルリサイクル推進施設 性能試験項目と試験方法（２／２） 

No 試験項目 試験方法 備考 

６ 悪臭 （１）測定場所 

脱臭装置排出口場所 

（２）測定回数 

１回／箇所以上実施（脱臭装置） 

（３）測定方法 

「悪臭防止法」及び「府条例」による。 

 

７ 作 業 環 境 中

の 粉 じ ん 濃

度 

（１）測定場所 

各室において本組合が指定する場所。 

（２）測定回数 

１回／日以上実施 

（３）測定方法 

「作業環境測定法（昭和五十年五月一日法律第二十八

号）」による。 

２mg／㎥以下 

（日本産業衛生学会第

３種粉塵 吸引性粉塵） 

８ 粉じん （１）測定場所 

本組合が指定する排気出口。 

（２）測定回数 

２回／箇所以上実施。 

（３）測定方法 

性能試験要領による。 

0.01g／㎥以下 

９ その他 組合との協議により必要となるもの  

 

第８節 契約の内容に適合しないもの 

 第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第 8 節 施設機能の保全を参照のこと。 

 

第９節 工事範囲 

本要求水準書で定める工事範囲は次のとおりとする。なお、各業務における設計業務に関しては、各

節に示す内容を遵守すること。 

 

１．機械設備工事 

（１）各設備共通設備 

（２）受入・供給設備 

（３）破砕・選別設備 

（４）貯留・搬出設備 

（５）集じん・脱臭設備 

（６）給水設備 

（７）排水設備 

（８）雑設備 

（９）電気設備 

（10）計装制御設備 

（11）その他必要な設備 
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２．土木・建築工事 

（１）建築工事 

（２）土木工事及び外構工事 

（３）建築設備工事 

（４）建築電気設備工事 

 

３．その他の工事 

（１）試運転及び運転指導費 

（２）予備品及び消耗品 

（３）その他必要な工事 

 

第 10 節 提出図書 

第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第 10 節 提出図書を参照のこと。 

 

第 11 節 検査及び試験 

第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第 11 節 検査及び試験を参照のこと。 

 

第 12 節 正式引渡し 

第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第 12 節 正式引渡しを参照のこと。 

 

第 13 節 その他 

第１編 エネルギー回収推進施設 第１章 第 13 節 その他を参照のこと。 

 

第２章 機械設備工事仕様 

 

第１節 各設備共通仕様 

第１編 エネルギー回収推進施設 第２章 第 1 節 各設備共通仕様を参照のこと。 

 

第２節 受入れ・供給設備 

１．計量機（エネルギー回収推進施設と共用） 

第１編 エネルギー回収推進施設 第２章 第 2 節 受入れ・供給施設を参照のこと。 

 

２．プラットホーム（エネルギー回収推進施設と共用） 

２－１ プラットホーム（土木建築工事に含む） 

（１）形式    〔屋内式〕 

（２）数量    一式 

（３）構造    〔   〕 

（４）主要項目 

ア．幅員（有効）   〔18〕m 以上 

イ．床仕上げ   〔コンクリート仕上げ〕 
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【特記】 

１．プラットホームは、安全で円滑な搬入搬出作業が可能な構造とし、臭気が外部に漏れない構

造とすること。 

２．プラットホームの幅員は、〔18〕m 以上確保することを基本とし、搬入搬出作業及び車両の

出入が安全かつ容易である幅を確保すること。 

３．排水溝は、迅速に排水できるように側溝によって集水し、排水させる構造とすること。 

４．集水枡には、ステンレス鋼製グレーチング蓋及びステンレス鋼製カゴを設け、堆積物を捕

集・除去できる構造とすること。 

５．トップライト及び窓等を利用し、自然光を極力採り入れ明るく、清潔な空間とすること。 

６．本プラットホームには監視室、清掃用水洗、手洗栓、トイレ、消火栓及びその他必要なもの

を適所に必要な数量を設けること。 

７．各ごみ投入扉間にはごみ投入作業時の安全区域（マーク又は縁石等）を設けること。 

８．各ごみ投入扉付近には、安全帯取付用フック（丸環程度）及び洗浄栓を設けること。 

９．プラットホームの幅員は、搬入車両がごみピットに投入作業中に、隣のごみ投入扉に他の車

両が寄り付くための切り返し場所を十分に確保すること。 

10．プラットホーム床は、排水のため、〔1.5〕％程度の勾配を持たせること。 

11．臭気が外部へ漏れにくい構造とすること。 

12．照明は基本的には、LED とし、交換作業性を考慮した設置とすること。 

13．プラットホーム床面は、スリップ防止策を講ずること。 

14．安全標識及び監督員が指示する標識を設けること。 

 

２－２ プラットホーム出入口扉 

（１）形式    〔オートドア式〕 

（２）数量    〔２基〕（入口〔１〕基、出口〔１〕基） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．扉寸法 幅〔4.0〕m×高さ〔5.0〕m 以上（開口部を幅〔4.0〕

m×高さ〔5.0〕m 以上とすること。） 

イ．材質    〔   〕 

ウ．駆動方式   〔電動式〕 

エ．操作方式   〔自動・現場手動〕 

オ．車両検知方式   〔光電管及びループコールによる。自動制御〕 

カ．開閉時間   〔開〔10〕秒、閉〔10〕秒〕以内 

キ．駆動装置   〔電動式〕 

（４）主要機器 

ア．エアカ－テン   〔１〕式 

【特記】 

１．車両通過時は、扉が閉まらない構造とすること。 

２．エアカーテンは出入口扉と連動で動作することとし、手動操作も可能とすること。 

３．強風時にも安定して稼働が可能であり、かつ歪み及び故障が生じないものとすること。 

４．出入口扉は停電時においても、開閉可能なものとすること。 
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５．点検架台を設けること。 

６．プラットホーム出口扉には、車両検知し出車警告音を発するセンサー・装置を設置すること。 

 

３．受入ヤード 

３－１ 粗大ごみ受入ヤード 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕式 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．構造    〔   〕 

イ．貯留容量   〔   〕㎥以上（〔7〕日分以上） 

ウ．ごみの単位体積重量  〔0.14〕t／㎥ 

エ．寸法    Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

オ．同時受入可能台数  〔   〕台 

（４）附属機器   その他〔   〕 

【特記】 

１．トラック等により搬入される粗大ごみを受入ホッパへ投入する前に一時貯留し、粗選別を行

うためのものである。 

２．選別作業に必要なスペースを確保すること。 

３．火災対策として、消火用散水装置を設けること。 

４．ショベルローダ等の重機により受入ホッパへの供給が円滑に行える配置・スペースとするこ

と。 

５．床面は重機による摩耗を考慮し、耐摩耗性に優れた仕上げとすること。また、スリップ防止

を考慮した床面とすること。 

６．汚水等を排除するため、汚水集水側溝を設けて排水できる構造とすること。 

７．ワンストップ方式が可能で、かつ、運営コストが削減できる場合は、ピット＆クレーン方式

とすることも可とするが、この場合、事前に本組合と協議し承諾を得ること。 

 

３－２ 不燃ごみ受入ヤード 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕式 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．構造    〔   〕 

イ．貯留容量   〔   〕㎥以上（〔7〕日分以上） 

ウ．ごみの単位体積重量  〔0.39〕t／㎥ 

エ．寸法    Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

オ．同時受入可能台数  〔   〕台 

（４）附属機器   その他〔   〕 

【特記】 

１．トラック等により搬入される粗大ごみを受入ホッパへ投入する前に一時貯留し、粗選別を行

うためのものであること。 
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２．選別作業に必要なスペースを確保すること。 

３．火災対策として、消火用散水装置を設けること。 

４．ショベルローダ等の重機により受入ホッパへの供給が円滑に行える配置・スペースとするこ

と。 

５．床面は重機による摩耗を考慮し、耐摩耗性に優れた仕上げとすること。また、スリップ防止

を考慮した床面とすること。 

６．汚水等を排除するため、汚水集水側溝を設けて排水できる構造とすること。 

７．ワンストップ方式が可能で、かつ、運営コストが削減できる場合は、ピット＆クレーン方式

とすることも可とするが、この場合、事前に本組合と協議し承諾を得ること。 

 

４．薬液噴霧装置 

（１）形式    〔高圧噴霧式〕 

（２）数量    〔１〕式 

（３）主要項目 

ア．噴霧場所   〔プラットホーム〕 

イ．噴霧ノズル   〔   〕本 

ウ．操作方式   〔遠隔手動（タイマ停止）、現場手動〕 

（４）付属品    〔防臭剤タンク、供給ポンプ〕 

ア．防臭剤タンク   容量〔   〕㎥ 

     材質〔   〕 

イ．供給ポンプ   吐出量〔   〕㎥／hr 

     電動機〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

【特記】 

１．プラットホームで防臭目的として、薬液を噴霧すること。 

２．噴霧箇所は任意に設定でき、噴霧ノズルは液だれ防止対策を図ること。 

３．薬液の搬入及び注入が容易にでき、必要に応じて薬液の凍結防止を行うこと。 

 

第３節 破砕・選別設備 

１．受入ホッパ 

（１）形式    〔鋼板溶接製〕 

（２）数量    〔１〕基以上 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥ 

イ．材質    〔SS400〕 

ウ．板厚    〔９〕mm 以上 

エ．開口部寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m 

（４）付属品    粉じん防止用水噴霧装置、その他〔   〕 

【特記】 

１．本ホッパは、受入ヤードで一時貯留していた粗大・不燃ごみを後段の供給コンベヤへ供給す

るためのものであること。 
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２．貯留重量やごみ落下衝撃に耐える構造とすること。 

３．投入時の騒音を可能な限り小さくする構造とすること。 

４．点検並びに補修が容易な構造とすること。 

５．ホッパ内にたまった汚水等を排除するために、洗浄及び排水可能な構造とすること。 

６．ホッパ内は、散水装置による粉じん対策を行うこと。また、ホッパ上部に強制的に粉じんを

吸引できること。 

 

２．供給コンベヤ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基以上 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．能力    〔   〕t／hr 

イ．材質    〔   〕 

ウ．板厚    〔   〕mm 以上 

エ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    テークアップ装置、点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．受入ホッパから円滑にごみが搬送される取合い構造とすること。 

２．搬送物がコンベヤ内で引っ掛かりや詰まりを起こさない構造とすること。 

３．破砕機の負荷に応じて、供給コンベヤの供給速度が自動で調整可能なものとすること。 

４．下流の機器の運転とインターロックをとること。 

５．点検並びに補修が容易な構造とすること。 

６．粉じんがコンベヤケーシングから漏れない構造とすること。また、粉じんを吸引可能な構造

とすること。 

 

３．破砕設備 

３－１ 低速破砕機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１又は２〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．処理能力   〔   〕t／h 

イ．最大処理可能寸法  Ｗ〔   〕mm×Ｌ〔   〕mm×H〔   〕mm 

ウ．投入口寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m 

エ．主要寸法   Ｗ〔   〕mm×Ｌ〔   〕mm×H〔   〕mm 

オ．材質    ケーシング〔   〕 

ホッパ〔   〕 

破砕刃〔   〕 

カ．駆動方式   〔   〕 
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キ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

ク．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    投入コンベヤ、操作盤、その他〔   〕 

【特記】 

１．破砕後最大寸法は、〔400〕mm 以下とすること。また、低速破砕機のみで選別に必要な寸

法〔150〕mm 以下に破砕可能であれば、高速破砕機を設置しない方法についても提案を可と

する。 

２．破砕物は、高速回転式破砕機へ搬送が容易なものとなるようにすること。 

３．スプリングマットレス処理について、安全に処理可能なものとし、破砕されたスプリングマ

ットレスが熱をもち発火の種とならない処理が行える装置とすること。 

なお、スプリングマットレス処理については、破砕を行わない方が、コストメリットがある

ときは、提案も可とする。 

４．振動策、粉じん対策を考慮した構造とすること。 

５．騒音対策のため、他とは隔離された部屋に設置すること。 

６．操作盤の設置位置は、本体破砕機の安全確認が可能な位置とすること。 

７．異物が混入する場合は、容易に異物を排出可能な構造とすること。 

８．点検並びに補修が容易な構造とすること。 

９．保全用のホイストを設置すること。 

10．必要に応じ低速破砕機出口や投入コンベヤに自動消火設備を設けること。 

 

３－２ 高速破砕機（必要に応じ設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１又は 0〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．処理能力   〔   〕kg／h 以上 

イ．最大処理可能寸法  Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．投入口寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m 

エ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕×H〔   〕mm 

オ．材質    〔   〕（本体ケーシング） 

〔   〕（ハンマ） 

〔   〕主軸 

カ．ハンマ数   〔   〕個 

キ．ハンマ重量   〔   〕kg／個 

ク．駆動方式   〔   〕 

ケ．回転数    〔   〕rpm 

コ．ロータ周速   〔   〕m／s 

サ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

シ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品  〔投入ホッパシュート、排出シュート、操作盤、火災報

知器、ガス検知器、その他必要なもの〕 
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【特記】 

１．破砕後の最大寸法は、〔150〕mm 以下にすること。また、低速破砕機のみで選別に必要な

寸法〔150〕mm 以下に破砕可能であれば、高速破砕機を設置しない方法についても提案を可

とする。 

２．破砕不適物については、機械的に排除できる装置を設け、内部で引っ掛かりや閉塞が起こり

難い構造とすること。 

３．破砕中に万が一、爆発が起きた場合でも、本体は破損しないよう十分な強度を有する堅牢な

構造とするとともに、爆風の逃し口等を設けること。また、二重室構造にする等、被害を最小

限度にとどめる機構とすること。 

４．爆発・火災の対策として、可燃性ガスが内部に滞留しない構造とし、ガス検知器及び火災報

知器を設け、中央制御室に発報できること。必要に応じ不活性ガス等による火災対策を講じる

こと。また、自動消火設備を高速破砕機出口等に設けること。 

５．振動対策、粉じん対策を考慮した構造とすること。 

６．騒音対策のため、他とは隔離された部屋に設置すること。 

７．操作盤の設置位置は、本体破砕機の安全確認が可能な位置とすること。 

８．過負荷時に自動停止できること。 

９．点検並びに補修が容易な構造とすること。 

10．保全用のホイストを設置すること。 

11．スプリングマットレス処理について、安全に処理可能なものとし、破砕されたスプリング

マットレスが熱をもち発火の種とならない処理が行える装置とすること。 

なお、スプリングマットレス処理については、破砕を行わない方が、コストメリットがある

ときは、提案も可とする。 

 

３－３ 破砕物搬送コンベヤ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．能力    〔   〕t／hr 

イ．材質    〔   〕 

ウ．板厚    〔   〕mm 以上 

エ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品  テークアップ装置、点検口、火災報知器、散水設備、そ

の他〔   〕 

【特記】 

１．高速破砕機から搬出されたごみが円滑に搬送される取合い構造とすること。 

２．搬送物がコンベヤ内で引っ掛かりや詰まりを起こさない構造とすること。 

３．上流・下流の機器の運転とインターロックをとること。 

４．点検並びに補修が容易な構造とすること。 
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５．粉じんがコンベヤケーシングから漏れない構造とすること。また、粉じんを吸引可能な構造

とすること。 

６．火災対策として、火災報知器を複数設け、中央制御室に発報するとともに、散水による自動

消火が可能なものとすること。 

 

４．選別設備 

４－１ 磁力選別機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．処理能力   〔   〕t／h 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．速度    〔   〕m／min 

オ．電磁石消費電力   〔   〕kW 

カ．磁束密度   〔   〕T 

キ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

ク．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    排出シュート、点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．磁力選別機周辺のシュート等は、磁気を帯びないようにステンレス鋼を採用する等の対策を

講じること。 

２．清掃、点検、補修及び更新が容易にできるよう考慮すること。 

３．騒音・振動対策を施すこと。 

４．粉じんが外に漏れない構造とすること。 

 

４－２ 粒度選別機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基分 

（３）主要項目 

ア．処理能力   〔   〕t／h 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．篩網目の種類   〔   〕 

オ．篩網目の寸法   φ〔20〕mm×P〔30〕mm 

カ．篩面の寸法   〔   〕 

キ．傾斜角度   〔   〕 

ク．回転数    〔   〕rpm 

ケ．駆動方式   〔   〕 

コ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 
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（４）付属品  排出シュート、点検歩廊、点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．長期の傾斜した回転動作により芯ずれや変形等が起こらない構造・配置とすること。 

２．篩網目の目詰まりが起こり難い構造とすること。 

３．処理対象物の性状・形状に最適な篩網目の寸法・材質とすること。 

４．装置内部の点検・清掃が容易に行える構造とすること。 

５．騒音・振動対策を施すこと。 

６．粉じんが外に漏れない構造とすること。 

 

４－３ アルミ選別機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．処理能力   〔   〕t／h 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．ベルト幅   〔   〕mm 

オ．電磁石消費電力   〔   〕kW 

カ．磁束密度   〔   〕T 

キ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

ク．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    排出シュート、点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．周辺のシュート等は、磁気を帯びないようにステンレス鋼を採用する等の対策を講じること。 

２．清掃、点検、補修及び更新が容易にできるよう考慮すること。 

３．騒音・振動対策を施すこと。 

４．粉じんが外に漏れない構造とすること。 

 

４－４ 鉄類風力選別機（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．処理能力   〔   〕t／h 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．付属品    点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．磁力選別機で選別された鉄類とそれ以外を選別するための風力選別機であること。 

２．清掃、点検、補修及び更新が容易にできるよう考慮すること。 

３．騒音・振動対策を施すこと。 
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４．粉じんが外に漏れない構造とすること。 

 

４－５ アルミ風力選別機（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．処理能力   〔   〕t／h 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品    点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．粒度選別機、鉄類風力選別機を経た対象物からアルミを選別するための風力選別機であるこ

と。 

２．清掃、点検、補修及び更新が容易にできるよう考慮すること。 

３．騒音・振動対策を施すこと。 

４．粉じんが外に漏れない構造とすること。 

 

４－６ 不燃・可燃残さ風力選別機（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．処理能力   〔   〕t／h 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品    点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．粒度選別機、鉄類風力選別機、アルミ選別機を経た対象物から不燃物及び可燃残さを選別す

るための風力選別機であること。 

２．清掃、点検、補修及び更新が容易にできるよう考慮すること。 

３．騒音・振動対策を施すこと。 

４．粉じんが外に漏れない構造とすること。 

 

５．選別用送風機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．風量    〔   〕㎥／h 

イ．静圧    〔   〕Pa 

ウ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

エ．材質    〔   〕（インペラ、ケーシング、シャフト） 
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オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    圧力計、点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．風力選別のための送風機であること。 

２．清掃、点検、補修及び更新が容易にできるよう考慮すること。 

３．騒音・振動対策を施すこと。 
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第４節 貯留・搬出設備 

 

１．貯留設備 

１－１ 鉄類貯留ホッパ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔   〕時間分） 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．駆動方法   〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方法   〔現場手動〕 

（４）付属品    レベル計、重量計、その他〔   〕 

【特記】 

１．本ホッパは、鉄類を搬出まで一時的貯留するためのものであること。 

２．系統の処理能力、運搬車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

３．満杯時には、前段の機器を自動停止できるものとし、空になれば自動的に通常の運転状態に復

旧できること。 

４．引っ掛かりや閉塞が起きにくい構造とすること。 

５．点検並びに補修が容易な構造とすること。 

 

１－２ アルミ貯留ホッパ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔   〕時間分） 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方法   〔現場手動〕 

（４）付属品    レベル計、重量計、その他〔   〕必要なもの 

【特記】 

１．本ホッパは、アルミを搬出まで一時的貯留するためのものであること。 

２．系統の処理能力、運搬車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

３．満杯時には、前段の機器を自動停止できるものとし、空になれば自動的に通常の運転状態に

復旧できること。 

４．引っ掛かりや閉塞が起きがたい構造とすること。 

５．点検並びに補修が容易な構造とすること。 
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１－３ 不燃物貯留ホッパ（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（1 基につき） 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔   〕時間分） 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方法   〔現場手動〕 

（４）付属品    レベル計、重量計、その他〔   〕 

【特記】 

１．本ホッパは、不燃物を搬出まで一時的貯留するためのものであること。 

２．系統の処理能力、運搬車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

３．満杯時には、前段の機器を自動停止できるものとし、空になれば自動的に通常の運転状態に

復旧できること。 

４．引っ掛かりや閉塞が起きがたい構造とすること。 

５．点検並びに補修が容易な構造とすること。 

 

２．搬出設備 

２－１ 可燃残さ搬送コンベヤ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．処理能力   〔   〕t／h 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

カ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    テークアップ装置、点検口、その他〔   〕 

【特記】 

１．選別・回収された可燃残さを新施設のごみピットへ搬送するコンベヤであること。 

２．搬送物がコンベヤ内で引っ掛かりや詰まりを起こさない構造とすること。 

３．点検並びに補修が容易な構造とすること。 

４．粉じんがコンベヤケーシングから漏れない構造とすること。また、粉じんを吸引可能な構造

とすること。 
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２－２ 紙類ストックヤード 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔   〕時間分） 

イ．寸法    Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．搬入された紙類を搬出まで一時的に貯留し、搬出車両を迎え入れ搬出作業に供するためのも

のであること。 

２．搬入量及び搬出車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

３．搬出車両が侵入し、直接積込みが可能な配置とすること。 

４．床面水洗い可能な散水栓（ホースリール付き）を必要箇所に必要数設置すること。 

５．床面排水は、側溝で集水し、排水することとし、側溝蓋はステンレス鋼製グレーチングとす

ること。 

６．排出作業時に、紙類等が飛散しない対策を講じること。 

 

２－３ 古着ストックヤード 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔   〕時間分） 

イ．寸法    Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．搬入された古着を搬出まで一時的に貯留し、搬出車両を迎え入れ搬出作業に供するためのも

のであること。 

２．搬入量及び搬出車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

３．搬出車両が侵入し、直接積込みが可能な配置とすること。 

４．床面水洗い可能な散水栓（ホースリール付き）を必要箇所に必要数設置すること。 

５．床面排水は、側溝で集水し、排水することとし、側溝蓋はステンレス鋼製グレーチングとす

ること。 

６．排出作業時に、古着類等が飛散しない対策を講じること。 

 

３．ストックヤード棟 

泉佐野市及び熊取町から搬入されるびん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック等を貯留する

施設とガラス・その他ガラス（各市町に処理した後の戻り）、その他ごみを貯留するストックヤード

とで構成する。また、施設内は電気設備、作業者が休憩を行う設備等についても併せて検討すること。 
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３－１ 容器包装プラスチック等（ストックヤード棟内） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔7〕日分） 

イ．寸法    Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．泉佐野市及び熊取町より搬入された容器包装プラスチック等を搬出まで一時的に貯留し、搬

出車両を迎え入れ搬出作業に供するためのものであること。また、処理については、泉佐野市

又は熊取町で行うため、ストックヤードには、市町別に搬入できるよう仕切りを入れ区分でき

るようにすること。 

２．棟内の臭気が外部に漏れることがないよう考慮すること。 

３．搬入量及び搬出車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

４．搬出車両が侵入し、直接積込みが可能な配置とすること。 

５．床面水洗い可能な散水栓（ホースリール付き）を必要箇所に必要数設置すること。 

６．床面排水は、側溝で集水し、排水することとし、側溝蓋はステンレス鋼製グレーチングとす

ること。 

７．排出作業時に、容器包装プラスチックが風等により飛散しない対策を講じること。 

８．搬出及び積込みのためのスペース（4ｔパッカー車及びホイールローダ各 1 台）の保管スペ

ースを設けること。 

 

３－２ びん・缶・ペットボトル（ストックヤード棟内） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔7〕日分） 

イ．寸法    Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．泉佐野市及び熊取町より搬入されたびん・缶・ペットボトルを搬出まで一時的に貯留し、搬

出車両を迎え入れ搬出作業に供するためのものであること。また、処理については、泉佐野市

又は熊取町で行うため、ストックヤードには、市町別に搬入できるよう仕切りを入れ区分でき

るようにすること。 

２．棟内の臭気が外部に漏れることがないよう考慮すること。 

３．搬入量及び搬出車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

４．搬出車両が侵入し、直接積込みが可能な配置とすること。 

５．床面水洗い可能な散水栓（ホースリール付き）を必要箇所に必要数設置すること。 
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６．床面排水は、側溝で集水し、排水することとし、側溝蓋はステンレス鋼製グレーチングとす

ること。 

７．排出作業時に、容器包装プラスチックが風等により飛散しない対策を講じること。 

８．搬出及び積込みのためのスペース（4ｔパッカー車及びホイールローダ各 1 台）の保管スペ

ースを設けること。 

 

３－３ ガラス・その他ガラス（屋外） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔7〕日分） 

イ．寸法    Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．1 市 2 町において、処理されたびん及び缶の帰り残渣を貯留保管する施設とすること。 

２．搬入量及び搬出車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

３．搬出車両が侵入し、直接積込みが可能な配置とすること。 

４．床面水洗い可能な散水栓（ホースリール付き）を必要箇所に必要数設置すること。 

５．床面排水は、側溝で集水し、排水することとし、側溝蓋はステンレス鋼製グレーチングとす

ること。 

 

３－４ その他ごみ（屋外） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．貯留容量   〔   〕㎥（〔7〕日分） 

イ．寸法    Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

ウ．材質    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．泉佐野市及び熊取町より搬出されたその他ごみを貯留保管する施設とすること。また、市

町別及びごみ種別毎に搬入できるよう仕切りを入れ区分できるようにすること。 

２．搬入量及び搬出車両の搬送能力を考慮した貯留容量とすること。 

３．搬出車両が侵入し、直接積込みが可能な配置とすること。 

４．床面水洗い可能な散水栓（ホースリール付き）を必要箇所に必要数設置すること。 

５．床面排水は、側溝で集水し、排水することとし、側溝蓋はステンレス鋼製グレーチングと

すること。 
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第５節 集じん設備・脱臭設備 

 

１．集じん器 

１－１ サイクロン 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．処理風量   〔   〕N ㎥／h 

イ．設計温度   〔   〕℃ 

ウ．圧力損失   〔   〕Pa 

エ．入口含じん量   〔   〕g／N ㎥ 

オ．出口含じん量   〔   〕g／N ㎥ 

カ．設計耐圧   〔   〕Pa 以下 

キ．ダンパ駆動方法   〔   〕 

ク．ダンパ電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

ケ．ダスト排出先   〔   〕 

コ．主要材質   〔   〕 

（４）付属機器 

ア．ダスト排出装置   〔   〕 

イ．点検歩廊、階段   〔   〕 

ウ．その他必要なもの  〔   〕 

【特記】 

１．粉じんは、さらに後段のバグフィルタで集じんするように構成すること。 

２．捕集された粉じんは、自動で排出される構造とすること。 

３．閉塞が生じ難い構造とすること。 

４．点検及び補修が容易な構造とすること。 

 

１－２ バグフィルタ 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．処理風量   〔   〕N ㎥／h 

イ．設計温度   〔   〕℃ 

ウ．圧力損失   〔   〕Pa 

エ．入口粉じん濃度   〔   〕g／N ㎥ 

オ．出口粉じん濃度   〔   〕g／N ㎥ 

カ．設計耐圧   〔   〕Pa 以下 

キ．ろ過面積   〔   〕㎡ 

ク．ろ過速度   〔   〕m／min 

ケ．ダスト排出   〔   〕 
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コ．材質    ケーシング〔   〕 

〔   〕（ろ布） 

サ．ダスト除去   〔パルスジェット型〕 

（４）付属機器 

ア．ダスト除去装置   〔   〕 

イ．差圧計    〔   〕（型式、測定範囲等必要な項目を記載すること） 

ウ．空気圧縮機  〔   〕（型式、流量、電動機仕様等主要項目を記載す

ること） 

エ．ばいじん検知器 〔   〕（型式、測定範囲等必要な項目を記載すること） 

オ．その他必要なもの  〔   〕 

【特記】 

１．ろ布破孔時は、出口に設置したばいじん検知器で検知し、排出を停止させること。 

２．ろ布閉塞時は、差圧計で検知し、排出を停止させること。 

３．捕集された粉じんは運転中に容易に取り出せる構造とし、発じんさせないようにして袋詰め

が可能な配置、構造とすること。 

４．ダスト排出装置は、閉塞が生じ難い構造とすること。 

５．粉じんが漏れない構造とすること。 

６．点検及び補修が容易な構造とすること。 

 

１－３ 排風機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．風量    〔   〕N ㎥／h 

イ．設計温度   〔   〕℃ 

ウ．静圧    〔   〕Pa 

エ．材質    ケーシング〔   〕 

     インペラ〔   〕 

     シャフト〔   〕 

オ．駆動方式   〔   〕 

カ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

キ．操作方式   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属機器  〔排気筒、消音器、風道ダクト、ドレン抜き、温度計、

圧力計その他必要なもの〕 

【特記】 

１．排風機は、十分な騒音・振動対策を施すこと｡ 

２．必要圧力損失に対して十分に余裕のあること。 

３．排気筒の屋外部はステンレス鋼製とすること。 

４．排気筒外壁貫通部は雨水の進入のないよう止水工事を行うこと。 

５．点検及び補修が容易な構造とすること。 
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２．脱臭装置（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔活性炭吸着方式〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目 

ア．活性炭充填量   〔   〕kg 

イ．入口臭気濃度   〔   〕 

ウ．出口臭気濃度   悪臭防止法の排出口規制に適合すること。 

エ．脱臭用送風機 

（ア）形式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕台 

（ウ）容量   〔   〕N ㎥／h 

（エ）電動機   〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（オ）操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（４）付属品    〔点検口、その他必要なもの〕 

【特記】 

１．活性炭の取替が容易にできる構造とすること。 

２．排気口は、他の吸気口と離れた場所に設置し、排気口からの臭気が施設内に吸気されないよ

うに配置設計に配慮すること。 
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第６節 給水設備 

 

１．共通仕様 

（１）生活用水は、生活用水受水槽に上水を貯め、施設内で使用すること。 

（２）上水取合い点からマテリアルリサイクル推進施設までの給水配管を敷設すること。 

（３）プラント用水は、新施設内のプラント用水受水槽から送水されること。 

（４）プラント用水の給水源として、上水及び井水のほか建物屋根にて集水した雨水も含まれるも

のとする。 

（５）新施設からマテリアルリサイクル推進施設までのプラント用水用配管を敷設・接続すること。 

（６）必要な箇所に散水栓・手洗い用水栓を設けること。 

（７）必要な箇所に流量計等を設け、系統や主要設備ごとに使用量の確認・記録ができるようにす

ること。 

 

２．生活用水受水槽（必要に応じて設置） 

（１）型式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕基 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．容量    〔   〕㎥ 

イ．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m×H〔   〕m 

【特記】 

１．維持管理が容易な構造とすること。 

２．エネルギー回収推進施設との共用も可とする。 

 

３．ポンプ・配管 

（１）ポンプ 

生活用水揚水ポンプ、プラント用水揚水ポンプ、その他必要なポンプについて、次の主要項目

を記載すること。 

ア．型式    〔   〕 

イ．数量    〔   〕 

ウ．流量    〔   〕kg／s 

エ．圧力    〔   〕MPa 

オ．材質    インペラ〔   〕 

     ケーシング〔   〕 

     シャフト〔   〕 

カ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

キ．操作方法   〔自動、遠隔手動、現場手動〕 

（２）付属品    圧力計、その他〔   〕 

【特記】 

１．点検並びに補修が可能な配置とすること。 

２．騒音対策のため、専用の部屋に設置すること。 
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３．必要な箇所にストレーナを設置すること。 

４．必要に応じ、ステンレス鋼を用いること。 

（３）配管 

ア．流速は、〔１〕～〔３〕m／s 程度を基準とし、対応する配管径を選定すること。 

イ．異種金属接触不足が起こらないようにすること。 

ウ．結露対策として保温を施工すること。 
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第７節 排水処理設備 

 

１．共通仕様 

（１）生活排水は、下水放流とすること。 

（２）プラント排水は、新施設プラント排水処理施設に導き処理すること。 

（３）リサイクル排水施設に必要な設備を提案すること。 

ア．型式    〔   〕 

イ．数量    〔   〕 

ウ．能力    〔   〕 

エ．材質    〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

 

第８節 その他設備 

１．見学者用設備（エネルギー回収推進施設と共用） 

 

１－１説明用プラントフロー 

（１）型式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕 

（３）主要項目   〔   〕 

ア．取付位置   〔   〕 

イ．寸法    Ｗ〔   〕×H〔   〕 

ウ．取付方法   〔   〕 

【特記】 

１．小学生にもわかりやすい内容とし、必要に応じて、小学生用、一般用及び一般用（英語）を

それぞれ作成すること。 

 

１－２ 説明用システム 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕式 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．主要寸法   Ｗ〔   〕m×Ｌ〔   〕m 

イ．消費電力   〔   〕kW 

ウ．主要材質   〔   〕 

エ．取付位置   〔   〕 

オ．取付方法   〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．処理工程等が変更可能なシステムとすること。 

 

１－３ 説明用パンフレット 
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（１）形式    〔A4〕版（見開き） 

（２）仕様    〔カラー印刷〕 

（３）寸法    〔Ａ４〕判 

（４）数量    施設概要説明用 〔3,000〕部、〔８ページ以上〕 

     施設説明用 〔3,000〕部、〔８ページ以上〕 

     小学生用（兼用可）〔10,000〕部 

  外国人用  〔2,000 部〕各言語 500 部 

（５）電子データ   〔編集可能なファイル形式、ＰＤＦ形式〕 

【特記】 

１．イラスト等を活用し、わかりやすい表現、形式とすること。 

２．外国人向けは４種の言語（英語、韓国語、中国語（簡体字、繁体字））とすること。なお、

各言語における数量については、本組合と協議のうえ決定すること。 

３．著作権は本組合に帰属すること。 

 

１－４ 説明用映写ソフト 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕式 

（３）内容 

ア．施設説明用   〔本施設の内容を 30 分程度にまとめたもの〕 

イ．工事概要説明用   〔本工事の概要を 15 分程度にまとめたもの〕 

（４）付属品    〔説明用ＡＶ機器〕 

【特記】 

１．チャプター機能等を使用して、施設見学者の希望する映写時間に調整できること。 

２．必要に応じて、小学生用、一般及び一般用（英語版）をそれぞれ作成すること。 

 

１－５ 場内案内用説明装置 

（１）形式    〔   〕 

（２）設置場所   〔   〕 

（３）主要項目 

ア．主要寸法   Ｗ〔   〕m×H〔   〕m 

イ．取付方法   〔   〕 

（４）付属品    〔   〕 

【特記】 

１．小学生にもわかりやすい内容とし、必要に応じて、小学生用、一般及び一般用（英語版）を

それぞれ作成すること。 

２．ＶＲやプロジェクションマッピング等を用いて、マテリアルリサイクル推進施設、エネルギ

ー回収推進施設及び発電施設の構造やシステムがわかりやすい内容とすること。 

３．施設内容について、将来変更が必要になる場合を想定し、装置ソフト等の編集や入れ替えが

可能なものとすること。 

４．可能な限り操作が簡単なものであること。 
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１－６ 環境監視装置 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔１〕面 

（３）主要項目 

ア．主要寸法   Ｗ〔   〕m×H〔   〕m 

イ．表示方式   〔   〕 

ウ．表示項目   ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化

     炭素、発電量、その他〔   〕 

【特記】 

１．排ガス濃度や太陽発電等をリアルタイムで連続的に表示すること。なお、設置位置について

は、本組合との協議により決めること。 

２．排ガス濃度は、炉毎に〔１時間〕ごとの移動平均値を表示すること。 

３．炉停止の場合は、「炉停止中」と表示させること。「調整中」やその他の状況表示の変更が可

能なこと。 

４．小学生にもわかりやすい表示内容とすること。 

 

２．計装用空気圧縮機 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔２〕基（交互運転が可能なこと） 

（３）主要項目（１基につき） 

ア．流量    〔   〕㎥／min 

イ．圧力    〔   〕MPa 

ウ．主要材質   インペラ〔   〕 

  ケーシング〔   〕 

  シャフト〔   〕 

タンク〔   〕 

エ．駆動方式   〔   〕 

オ．電動機    〔   〕V×〔   〕P×〔   〕kW 

（４）付属品 空気槽、除湿機、圧力計、フィルタ、その他〔   〕 

【特記】 

１．除湿器を設けること。 

２．オイルフリーコンプレッサを基本とすること。 

３．粉じん等の影響を極力小さくするため、隔離された専用の部屋に設置すること。 

４．防音パッケージタイプとすること。 
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第９節 電気設備 

 

１．電気方式 

（１）受電電圧 交流三相３線式〔6.6〕kV、〔60〕Hz、〔２〕回線※２

回線とするときは別系統とすること 

（２）配電種別   一般線 

（３）配電方式および電圧 

ア．高圧配電   交流三相３線式〔6.6〕kV 

イ．プラント動力   交流三相３線式〔6.6〕kV 

交流三相３線式〔400〕V 級 

ウ．建築動力   交流三相３線式〔400〕V 級 

交流三相３線式〔210〕V 

エ．保守用動力   交流三相３線式〔210〕V 

オ．照明、計装   交流単相３線式〔210／105〕V 

カ．操作回路   交流単相２線式〔100〕V 

直流〔100〕V 

キ．直流電源装置   直流〔100〕V 

ク．電子計算機電源   交流単相２線式〔100〕V 

 

２．受配変電盤設備工事 

２－１ 高圧受電盤 

（１）形式 〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1425CW 形に準ず

る）〕 

（２）数量    〔１〕面 

（３）主要取付機器を明記すること。 

 

２－２ 高圧配電盤 

（１）形式  〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1425CW 形に準ず

る）〕 

（２）数量    〔   〕面 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

２－３ 高圧変圧器（電気方式に応じ必要な変圧器を設置すること。） 

（１）プラント動力用変圧器 

ア．形式    〔   〕 

イ．電圧    〔6.6〕kV／〔   〕V（三相 3 線式） 

ウ．容量    〔   〕kVA 

エ．絶縁階級   〔Ｆ〕種 

（２）建築動力用変圧器 

ア．形式    〔   〕 
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イ．電圧    〔6.6〕kV／〔   〕V（三相 3 線式） 

ウ．容量    〔   〕kVA 

エ．絶縁階級   〔Ｆ〕種 

（３）照明等用変圧器 

ア．形式    〔   〕 

イ．電圧    〔6.6〕kV／〔   〕V（単相 3 線式） 

ウ．容量    〔   〕kVA 

エ．絶縁階級   〔Ｆ〕種 

 

２－４ 高圧進相コンデンサ 

（１）コンデンサバンク数  〔   〕台 

（２）コンデンサ群容量  〔   〕kVar 

（３）直列リアクトル、放電装置等付属機器を明記すること。 

 

３．電力監視設備 

３－１ 電力監視盤（必要に応じて設置） 

（１）形式    〔   〕 

（２）数量    〔   〕面 

（３）構成    〔   〕 

（４）主要取付機器   〔   〕 

 

４．低圧配電設備 

（１）形式    〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1265CX 形）〕 

（２）数量    計〔   〕面 

ア．440V 用動力主幹盤  〔   〕面 

イ．200V 用動力主幹盤  〔   〕面 

ウ．照明用単相主幹盤  〔   〕面 

エ．非常用電源盤   〔   〕面 

オ．その他の配電盤   〔   〕面（各盤に明記すること。） 

（３）主要取付機器   〔   〕 

 

５．動力設備工事 

本設備は、制御盤、監視盤及び操作盤等から構成され、負荷の運転、監視及び制御が確実に行え

るもので、主要機器は遠隔操作方式を原則とすること。（遠隔操作になじまないものは除く。） 

また、必要に応じ、現場にて単独操作もできる方式とすし、環境負荷低減のため、省配線装置の

適用を考慮すること。 
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第 10 節 計装設備 

１．計画概要 

（１）本設備は、プラントの操作・監視・制御の集中化と自動化を行うことにより、プラント運転

の信頼性の向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的、かつ迅速に行

うことを目的とする。 

（２）本設備の中枢をなすコンピューターシステムは、2 重化システムとし、各設備機器の集中監

視、操作及び自動順序起動、停止及び各プロセスの最適制御を行うこと。 

（３）マテリアルリサイクル推進施設の運転管理及び運営管理に必要な情報を各種帳票類に出力す

るとともに、必要な統計資料を作成し、電子データとして保存すること。 

 

２．計装制御計画 

監視項目、自動制御機能及びデータ処理機能は以下のとおり計画する。 

（１）一般項目 

ア．一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止することの

ないよう、フェールセーフ等を考慮したハードウェア・ソフトウェアを計画すること。 

イ．対環境性を十分考慮のうえ、ごみ処理プロセスに適したシステム構成とし、停電、電圧の変

動及びノイズ等に対して十分な保護対策を講ずること。 

（２）計装監視機能 

自動制御システム及びデータ処理設備は以下の機能を有する。 

ア．レベル、温度等プロセスデータの表示・監視 

イ．主要機器の運転状態の表示 

ウ．電力デマンド監視 

エ．主要（重要）な電動機電流値の監視 

オ．機器及び制御系統の異常の監視 

カ．公害関連データの表示・監視 

キ．その他運転に必要なもの 

（３）自動制御機能 

ア．各系統運転制御 

（ア）自動立上、自動立下、投入量制御、その他 

イ．消火・防爆システム制御 

（ア）自動消火、ガス検知、その他 

ウ．動力機器制御 

（ア）回転数制御、発停制御、交互運転、その他 

エ．公害関係運転制御 

（ア）脱臭・集じん設備制御、その他 

オ．その他必要なもの 

（４）データ処理機能 

ア．ごみの搬入データ（各処理対象物） 

イ．磁性物、アルミ、可燃性残渣及び不燃性残渣等の搬出量データ 

ウ．搬出物貯留レベル 
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エ．各系統運転時間 

オ．受電、消費電力等電力管理データ 

カ．各種プロセスデータ 

キ．薬品使用量、ユーティリティー使用量等データ 

ク．各電動機の稼働時間のデータ 

ケ．アラーム発生記録 

コ．その他必要なデータ 

 

３．計装機器 

（１）一般計装センサー 

以下の計装機能を必要な箇所に適切なものを計画すること。 

ア．重量センサー等 

イ．温度、圧力センサー等 

ウ．流量計、流速計等 

エ．開度計、回転数計等 

オ．電流、電圧、電力、電力量、力率等 

カ．レベル計等 

キ．ガス濃度等 

ク．その他必要なもの 

（２）ITV 装置 

ア．カメラ設置場所（カメラ設置リストによる。） 

記号 設置場所 台数 種別 レンズ形式 ケース 備考 

A 計量棟付近 〔１〕 カラー 広角 防じん 回転雲台付 

B プラットホーム 〔２〕 カラー 電動ズーム 防じん 回転雲台付 

C 受入供給コンベヤ 〔２〕 カラー 電動ズーム 防じん  

D 低速破砕機入口 〔１〕 カラー 標準 防じん  

E 高速破砕機出口 〔１〕 カラー 標準 防じん  

F 磁力選別機 〔１〕 カラー 標準 防じん  

G アルミ選別機 〔１〕 カラー 標準 防じん  

H 風力選別機 〔１〕 カラー 標準 防じん  

I 搬出室 〔１〕 カラー 標準 全天候  

J 玄関 〔１〕 カラー 広角 全天候  

K その他必要箇所 〔 〕 〔  〕 〔  〕 〔  〕 〔  〕 

【特記】 

１．有効画素数２００万画素以上とすること。 

２．回転雲台及び電動ズームレンズの場合は、遠隔操作器付とすること。 

３．設置場所の環境に応じ防水、防塵ハウジング、水冷等を採用すること。 

４．監視場所の一部は、HDD レコーダーにより随時録画できるシステムとすること。なお、録

画したデータの保存期間については、本組合と協議の上決定すること。 

５．夜間においても監視が必要な場合は、必要に応じて赤外線カメラとすること。 
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イ．モニタ設置場所（モニタ設置リストによる。） 

設置場所 台数 種別 大きさ 監視対象 備考 

中央操作室 

〔１〕 カラー 〔  〕インチ A  

〔１〕 カラー 〔  〕インチ B 切替 

〔１〕 カラー 〔  〕インチ C，D，E 画面分割 

〔１〕 カラー 〔  〕インチ C，F，D 画面分割 

〔１〕 カラー 〔  〕インチ F，G，H，I，J 切替 

プラットホーム監

視室 
〔１〕 カラー 〔  〕インチ C，D，E 切替 

事務室 〔１〕 カラー 〔  〕インチ A～I 切替 

研修室 〔１〕 カラー 〔  〕インチ A～I 切替 

【特記】 

１．中央操作室については、中央制御室と併用も可能とする。 

 

４．システム構成 

エネルギー回収推進施設 設計・建設編を参照のこと。 

 

５．計装項目 

プラント設備の維持管理のため、必要な項目はすべて備えること。 

各処理方式やプロセスにより計装項目、制御方式は適切に選定すること。 
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計装リスト（参考） 

設
備 

制御計装名称 

制御方式 監視項目 

❊
✋
❐
✍ 

自
動 

手動 ディスプレイ 現場制御盤 

中
央 

現
場 

表
示 

✥
❉
❐
✦ 

警
報 

積
算 

表
示 

警
報 

積
算 

受
入
供
給
設
備 

ごみ搬入量            

プラットホーム出入口扉開閉            

供給コンベヤ運転            

その他必要な項目            

破
砕
☍
選
別
設
備 

 

低速破砕機運転            

高速破砕機運転            

破砕物搬送コンベヤ運転            

ガス検知            

自動火災報知器            

その他必要な項目            

磁力選別機運転            

アルミ選別機運転            

風力選別機運転            

その他必要な項目            

貯
留
☍
搬
出
設
備 

磁性物ホッパ開閉            

アルミホッパ開閉            

可燃残渣ホッパ開閉            

不燃残渣ホッパ開閉            

その他必要な項目            

⛇
⛘
他
設
備 

プラスチック減容機運転            

集じん・脱臭設備運転            

計装用空気圧縮機運転            

雑用空気圧縮機運転            

電
気
設
備 

受電電圧            

受電電流            

受電電力            

受電電力量            

受電力率            

高圧コンデンサ電流            

高圧コンデンサ無効電力            

変圧器二次主幹電圧            

変圧器二次主幹電流            

各遮断器            

その他必要な項目            
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第３編 土木・建築工事 

第１章 総則 

本章で記載している内容については、基本的事項を定めるものであり、実施設計及び施工に際しては、

本組合の意図を反映させ、機能性、経済性の高い合理的計画とすること。 

なお、今後、本組合において繊維系ごみの再資源化を行う実証実験を行う予定であり、その結果によ

っては事業者と協議し、契約内容を変更する場合がある。 

 

第１節 計画基本事項 

１．計画概要 

（１）工事範囲 

本工事範囲は下記工事一式とする。 

ア．建築工事 

（ア）工場棟   １式 

（イ）計量棟   １式 

（ウ）ストックヤード棟  １式 

イ．外構工事 

（ア）構内道路   1 式 

（イ）駐車場   1 式 

（ウ）構内排水設備  1 式 

（エ）植栽・芝張等  1 式 

（オ）門・囲障   1 式 

ウ．建築設備工事 

（ア）建築機械設備  1 式 

（イ）建築電気設備  1 式 

エ．本工事範囲外 

（ア）提示資料以外の 

地下埋設物撤去  1 式 

（イ）提示資料以外の 

汚染土壌処分  1 式 

（ウ）特記なき什器備品工事 1 式 

（２）仮設計画 

選定事業者は、本工事に必要な仮設事務所、工事用駐車場、資材置き場等について、本組合と

協議の上、施工設置すること。工事着工前に仮設計画書を本組合に提出し、承諾を得ること。な

お、工事期間中の仮設事務所に係るユーティリティー（電気、水道等）料金は選定事業者の負担

とする。 

ア．仮囲い 

工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため建設用地の必要箇所に仮

囲いを施工すること。 

（ア）型式   〔   〕 
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（イ）数量   １式 

（ウ）設置長さ   〔   〕m 

イ．仮設事務所 

本組合の監督員用仮設事務所（面積は 30 ㎡以上）及び工程会議用の会議室（選定事業者と

兼用可）を選定事業者の負担で設置すること。事務所は選定事業者仮設事務所との合棟でもよ

い。なお、選定事業者は、監督員用事務所に空調設備、衛生設備等の建築設備、電話等の建築

電気設備を設けること。 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）数量   〔   〕 

（ウ）設置面積   〔   〕㎡ 

ウ．仮設電力及び給水等 

正式引渡しまでの仮設電源、電話、給排水設備等は、全て選定事業者の負担で関係諸官庁と

協議の上、諸手続きを実施し施工・設置すること。 

エ．工事用道路 

工事着手にあたり、公道から工事場所へ直接出入りする場合は、車両出入りが可能なように、

仮設舗装（砕石舗装等）すること。 

オ．安全対策 

選定事業者は、その責任において工事中の安全に十分配慮し、工事車両を含む周辺の交通安

全、防火防災を含む現場安全管理に万全の対策を講ずること。 

なお、工事車両の出入りについては、周辺の一般道に対し迷惑とならないよう配慮するもの

とし、特に場内が汚れて泥等を持ち出す恐れのある時は、脱泥装置を設ける等周辺の汚損防止

対策を講じ、工事の施工に当たっては、車両等の通行に十分配慮すること。 

カ．測量及び地質調査 

本組合が提供する測量図、地質調査資料によること。また、必要があると認められる場合は、

追加調査を実施すること。また、追加調査を行う場合は、本組合と事前に協議し承認を得るこ

と。 

キ．掘削工事 

地下掘削に伴う仮設工事においては必要に応じ、掘削工事着工に先立ち地盤状況等の検討を

十分に行い、工事の進捗状況に支障が起きないようにすること。 

ク．工事中の濁水対策 

工事中の濁水は、必要があれば工事用調整池またはピットに一旦貯留し土砂成分を十分に沈

降させた後、必要に応じ排水処理装置を設けるなど十分な濁水対策を行い、下水道へ放流する

こと。 

 

 ２．施設配置計画 

（１）一般事項 

ア．本施設内の工場棟、計量棟等の配置については、日常の車両や職員の動線を考慮して合理的

に配置するとともに、定期補修整備などの際に必要なスペースや、機器の搬入手段にも配慮す

ること。 

イ．計量棟は、入場時と、退場時それぞれで計量可能な配置とすること。なお、収集運搬業者の
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車両については１回計量、それ以外の車両については２回計量とすること。また、進入用計量

機２基及び退出用計量機２基とし、それぞれ計量が不要な車両が通過できるためのバイパス路

を確保すること。 

ウ．煙突は、外観・配置に十分配慮すること。 

エ．工場棟は周辺の環境との調和を図り、施設の機能性、経済性及び合理性を考慮して、本施設

のイメージアップを図った建物とすること。また、居室部分は、機能・居住性を十分考慮する

とともに、明るく清潔なイメージとし、採光、バリアフリーを考慮して計画すること。 

オ．敷地内に配置する構内サインについては、ピクトグラム等を適切に用いて、必要な情報が正

しく伝わるように工夫すること。 

（２）車両動線計画 

ア．車両区分 

本施設で必要とされる車両の分類を下記の 10 種に整理する。 

（ア）搬入車両（収集運搬業者）※要計量車両 

（イ）搬入車両（収集運搬業者）※未計量車両 

（ウ）搬入車両（一般搬入者） 

（エ）搬出車両（焼却灰等運搬車両等） 

（オ）有価物等搬出車両（鉄類等） 

（カ）資機材、薬品燃料等運搬車両 

（キ）メンテナンス車両（作業車両等） 

（ク）一般車両（団体見学者バス、見学者一般車） 

（ケ）一般車（組合職員） 

（コ）一般車（作業員、運営事業者職員） 

イ．構内動線計画 

（ア）構内通路は、各種車両が円滑な流れとなるような車両動線とすること。 

（イ）原則として、工場棟に係る車両（前述ア．車両区分（ア）から（キ））の車両。以下

「関係車両等」という。）と一般車両の動線は交錯しない計画とすること。 

（ウ）見学者や職員等、歩行者の安全を確保するため、関係車両等と歩行者の動線は原則とし

て明確に分離した計画とすること。 

（エ）関係車両等の動線を考慮し、工場棟の全周に時計回りの一方通行の周回通路を設けるこ

と。 

（オ）コーナー部の幅員は極力広くとるよう配慮した計画とすること。 

（カ）搬入車両の動線は、工場棟プラットホームへの搬入搬出の周回通路の走行を極力短くし、

搬出車両、メンテナンス車両の動線との交錯が極力起こらないよう配慮した計画とするこ

と。 

（キ）ア.（ウ）搬入車両（一般搬入者）の動線を検討する際には、予約システム等も考慮し

併せて受付スペース及び待機スペースについても提案すること。 

（ク）計量機周辺の動線は、搬入用車線として、計量機を通過する車線〔２〕車線及び計量機

を通過しない車線〔１〕車線の計〔３〕車線、搬出用車線として、計量機を通過する車線

〔2〕車線及び計量機を通過しない車線〔１〕車線の計〔3〕車線を設けること。 

（ケ）プラットホームまでの動線は、直接搬入車両輛が待機中においても安全に追い越しが行



194 
 

えるよう〔２〕車線を基本とし、構内サインやカラー舗装等により搬入車両と直接搬入車

両輛の動線を区分すること。 

（コ）適切に待機スペースを確保し、計量待ちの車両が本施設の敷地内より公道にでることの

ないよう、搬出入ができるよう配慮すること。 

（サ）車両の通行するランプウエイ等斜路の縦断勾配は〔10〕％以下とし、大型車も安全に

走行できるものとすること。なお、路面の舗装は〔コンクリート〕舗装とし滑りにくい構

造とすること。 
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第２節 建築工事 

１．全体計画 

（１）設計方針 

ア．本施設の建築工事は、建設廃棄物処理指針に準じて、建設廃棄物の発生抑制、再生利用、減

量化その他適正処理を行うこと。 

イ．本施設の建築計画は、地球環境に配慮し、各種リサイクル法、省エネ法等を考慮し、計画・

設計を行うこと。 

ウ．本施設の建築計画は、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適安全な室内環

境、部位に応じた耐久性等に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとすること。 

エ．機種、機能、目的の類似した機器はできるだけ集約配置することにより、点検整備作業の効

率化、緊急時に迅速に対処ができるよう計画すること。 

オ．職員の日常点検作業の動線、補修、整備作業スペースを確保すること。 

カ．地下に設置する諸室は必要最小限に留めるとともに、配置上分散を避けること。 

キ．見学者対応として、見学者がプラントの主要機器を快適で安全に見学できる配置・設備を考

慮すること。 

ク．本施設は、大阪府福祉のまちづくり条例及び泉佐野市福祉のまちづくり条例を遵守し、バリ

アフリーを基本とした計画・設計とすること。また、高齢者、身体障害者等が円滑に利用でき

るようにする SDGＳについても配慮すること。 

ケ．屋根は管理が容易にできるように屋上までの階段を設置すること。また、屋根頂部には転落

防止対策を考慮すること。 

コ．各施設（エネルギー回収推進施設及びマテリアルリサイクル推進施設）の照明や空調等につ

いては最新の省エネ設備を導入すること。特に新施設内の運転員室等住居スペースについては、

省エネ策を講じること。 

カ．法規・基準・規則は次の関係法令等を遵守すること。 

（ア）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年版（令和 7 年５月 12 日国営建技第１

号） 

（イ）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年版（令和 7 年５月 12 日国営設第

25 号） 

（ウ）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和 7 年版（令和 7 年５月 12 日国営設第

25 号） 

（エ）建築工事監理指針（令和 4 年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

（オ）機械設備工事監理指針（令和 4 年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

（カ）電気設備工事監理指針（令和 4 年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

（キ）官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（平成 18 年３月 31 日国営整第 157

号・国営設第 163 号） 

（ク）建築工事標準詳細図（令和４年４月 27 日国営整第 17 号） 

（ケ）建築構造設計基準（令和４年３月 24 日国営整第 167 号） 

（コ）建築設備設計基準（令和３年３月 16 日国営設第 139 号） 

（サ）日本建築学会 煙突構造設計指針 

（シ）日本建築学会 建築基礎構造設計基準・同解説（第３版） 
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（ス）日本建築学会 鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（2024 年版） 

（セ）日本建築学会 溶接接合設計施工ガイドブック 

（ソ）日本建築学会 高力ボルト接合設計施工ガイドブック（2016 版） 

（タ）日本建築学会 建築基礎構造設計指針第３版 

（チ）日本建築学会 鋼構造許容応力度設計基準 

（ツ）日本建築学会 鋼構造許容応力度設計基準 

（テ）日本建築学会 鋼構造限界状態設計指針・同解説 

（ト）日本建築学会 鋼構造接合部設計指針 

（ナ）日本建築学会 各種構造設計指針・同解説（2023 版） 

（ニ）日本建築学会 第４版鋼構造接合部設計指針 

（ヌ）日本建築学会 鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造の設計と施工 

（ネ）日本建築学会 鉄筋コンクリートのひび割れ対策（設計・施工）指針 

（ノ）日本建築学会 鉄筋コンクリート造配筋指針（2021 年改訂版） 

（ハ）日本建築学会鉄 骨鉄筋コンクリート造配筋指針（第２版） 

（ヒ）日本建築学会 高強度コンクリート施工指針・同解説 

（フ）日本建築学会 非構造部材の耐震設計施工指針・同解説及び耐震設計施工要領 

（ヘ）日本建築学会 建築物の振動に関する居住性能評価指針（AIJES-V0001-2018） 

（ホ）日本建築学会 室内の臭気に関する対策・維持管理規準（AIJES-A0003-2019） 

（マ）日本建築学会 環境負荷低減に配慮した塗装・吹付け工事に関する技術資料 

（ミ）日本建築学会 ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に関する設計・施工等規準

（AIJES-A0001-2014） 

（ム）その他関係法令の仕様・基準・解説・要領等 

 

２．屋内環境計画 

（１）防臭計画 

臭気の漏洩防止には、周到な計画のもとに万全を期すこと。特に臭気の発生する建具は、エア

タイトとし、エキスパンジョンジョイント、ダクト・配管等の貫通部の構造、仕舞については、

気密性を十分に確保すること。また、臭気発生室とその他の部屋との連絡部については、前室等

を設け、臭気の漏洩を防止すること。 

（２）防音計画 

発生騒音の音質、音圧及び特性に対応した吸音材の施工のもとに、遮音性、気密性の保持を図

るため、壁及び建具等の構造、仕舞に関しては十分な対策を講ずること。また、空気の取入口等

においては、必要に応じて消音チャンバを設けること。 

（３）防振計画 

振動が発生するプラント機器については、必要に応じて独立基礎を採用し、建築基礎と完全に

縁を切るととともに、緩衝材等により建屋への影響を低減すること。 

（４）採光計画 

各諸室は、極力自然光を取り入れ、明るい雰囲気の施設とすること。特に、プラットホームや

炉室の採光については、数量、配置、構造等を十分検討のうえ配置すること。 

（５）排水計画 



197 
 

プラットホーム、プラント機器設置室、水を使用する場所及び床洗浄の必要な部屋等の床は、

それぞれ適切な防水対策を施すとともに十分な床勾配を確保し、排水溝、排水管等により、排水

が建物外部に漏れないよう室内で確実に排水すること。 

 

３．防火計画 

防火計画にあたっては、プラント設備の特殊性を考慮した適正な防火・防煙区画、避難設備等の

計画を図り、総合的に安全性を確保すること。なお、避難経路については二方向避難を原則とし、

その経路は単純明快で安全な経路であること。 

 

４．構造計画 

（１）基本方針 

ア．建築物は、上部・下部構造とも十分な強度及び剛性を有する構造とすること。 

イ．振動を伴う機械は十分な防振対策を講ずること。また、必要に応じてエキスパンションジョ

イントにて躯体を分離すること。 

ウ．地震対策について、本施設（付属棟を含むすべての建築物）は、「廃棄物処理施設の耐震・

浸水対策の手引き」に準拠するものとし、地震力に対し構造耐力上安全であり、大地震発生時

に対して十分な耐力的余裕を確保すること。 

 

項目 安全性の分類 重要度係数 

構造体 Ⅱ類 1.25 

非構造部材 Ａ類 --- 

建築設備 甲類 --- 

※構造体のうち、ストックヤード棟については、重要度係数を 1.00 とする。 

 

エ．上記の建築設備の安全性の分類において、施設の分類としては「特定の施設」とし、機器及

び水槽は「重要機器」及び「重要水槽」とする。 

（２）構造計算 

ア．構造計算は、「建築構造設計基準（国土交通省大臣官房営繕部整備課監修）」に準拠して官庁

施設としては必要な性能を確保すること。 

イ．構造計算に当たっては、構造種別に応じて関係法規、計算規準によって計算を行うこと。 

ウ．炉体、集じん装置及びその他のプラントの据付用アンカーボルトの設計は、「建築構造設計

基準（国土交通省大臣官房営繕部整備課監修）」に準拠して行うこと。このとき、安全性の分

類において、施設の分類としては「特定の施設」とし、機器及び水槽は「重要機器」「重要水

槽」とする。なお、プラントのアンカーボルトは埋込式を原則とし、その他工法による場合は、

事前に本組合と協議の上、承認を得ること。 

エ．炉体鉄骨等の耐震計算は、架台柱の設置される層のせん断力係数Ｃｉから設計用せん断力係

数を求め、建築基準法に定める地震力を算定して設計すること。 

オ．エ．において、建築基準法に定める二次設計用地震力は部材種別、ブレースの負担せん断力、

荷重の偏心及び各層の剛性を考慮して定め、保有水平耐力は必要保有水平力の 1.25 倍以上確

保すること。 
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カ．プラントを支持する構造体は、十分な耐力と剛性を確保し、動荷重及び詳細設計時の反力ま

で考慮して行うこと。 

キ．設計荷重においては、鉛直荷重、機械荷重（運転荷重を含む）、ピット積載荷重、水圧、土

圧、クレーンによる荷重等を安全側の設計になるよう組み合わせて設計すること。なお、プラ

ント動荷重が正式に算定できない場合は、自重の 1.5 倍以上を見込んで設計すること。 

ク．建築物の構造設計は、建築基準法第 20 条第２号建築物として設計し、施設が災害時の応急

対応活動や災害廃棄物の受入が可能な状態であるように設計すること。なお、小規模建築物に

ついては建築基準法第 20 条第４号に基づき設計すること。 

ケ．工場棟の解析モデルの設定においては、吹抜けや段差が多く存在するため適切に剛床範囲及

び独立水平位を適宜選定して、実情に合致したモデル化とすること。なお、適切なモデル化が

複数存在する場合には、それぞれについて安全性を確認すること。 

コ．ク．の仮定条件での解析結果で、床面（スラブ及び水平ブレース等）に発生する面内地震力

が適切に耐震架構に伝達できるようを確認すること。このとき、梁に作用する軸方向力につい

ても検討を行うこと。 

サ．鉛直筋交いの耐震架構において、周辺の梁に作用する軸方向力を適切に算出し、筋交いより

早く降伏しないことを確認すること。その場合、梁部材の部材種別は柱部材の部材種別として

算出し、局部座屈を起さないことを確認すること。 

シ．鋼製内筒の地震力は全て外筒で処理すること。 

ス．煙突の外筒の設計においてはエ．及びオ．と同様に設計を行うこと。 

セ．炉体鉄骨において免振構造等を採用する場合は、装置の性能及び解析方法等を事前に本組合

に提出し、承諾を得ること。 

（３）基礎構造 

良質で十分な支持力を有する地盤に支持させることとし、基礎構造は上部構造の形式、規模、

支持地盤の条件及び施工性等を総合的に検討し、建物に有害な障害が生じないよう配慮すること。

また、経年劣化を十分に考慮した設計とすること。 

ア．建築物は地盤条件に応じた基礎構造とし、荷重の偏在による不等沈下を生じない基礎計画と

すること。 

イ．杭の工法については、荷重条件、地質条件、施工条件等を考慮し、地震時、風圧時の水平力

についても十分に検討して決定すること。なお、「建築構造設計基準（国土交通省大臣官房営

繕部整備課監修）に準拠して、杭の保有水平耐力を算出して安全性を確認し、杭打工法により

工事を行う場合は低騒音工法を採用し工事を行うこと。また、試験杭については本組合の承諾

を受けるものとする。 

ウ．原則として異種基礎構造は避けること。なお、異種基礎構造が避けられない場合、構造計算

等にて妥当性を確認すること。また、構造計算等を行った場合は、計算書等確認結果を提出す

ること。 

エ．既存資料で対応できない部分がある場合には、選定事業者の費用により新たにボーリング等

の地質調査を行い、基礎設計を行うこと。 

オ．土工事は、安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。 

カ．余剰残土は、関係法令等に準拠し選定事業者にて適切に処分すること。 

（４）躯体構造 
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ア．重量の大きな機器を支持する架構については、十分な強度、剛性を保有し、地震時において

も十分安全な構造とすること。 

イ．建屋の軽量化に努め、屋根、壁の剛性を確保し、地震時の変位についても有害な変形になら

ない構造とすること。 

ウ．集じん器など重量の大きな機器やクレーンの支持架構は、十分な強度及び剛性を有し、地震

時おいても十分安全な構造とすること。 

エ．ごみクレーン支持架構レベルまでは、RC 又はＳRC 構造とすること。 

オ．クレーン支持架構については、クレーン急制動時の短期的荷重についても検討すること。 

カ．ごみピット、灰ピット、地下水槽等は鉄筋コンクリート造とし、必要に応じ浸透性塗付防水

を行うなど、槽内部からの漏水（内容物）及び槽外部からの地下水等の流入を防止すること。

また、地下水槽を設置する場合には、掘削土砂については、敷地内において再利用する計画と

すること。 

キ．騒音又は振動を発生する機器を収納（支持）する箇所の構造の選定にあたっては、十分な検

討を行うこと。また、インバータで制御する機器の騒音や低周波の振動を発生する機器には十

分な対策を講ずること。 

ク．臭気の発生する箇所については、適切な区画を設け、防臭対策が可能な構造とすること。 

（５）一般構造 

ア．屋根 

（ア）屋根は風圧・機器荷重及び太陽光発電設備に対し十分な強度を有するものとし、雨仕舞、

結露防止に配慮すること。また、プラットホーム及びごみピット室の屋根は必要に応じて

トップライト又はハイサイドライトを設置するとともに、気密性を確保し臭気の漏れがな

い構造とすること。 

（イ）炉室の屋根は、夏季に内部が高温になりすぎないように遮熱構造に配慮すること。 

（ウ）エキスパンションジョイント部は、漏水がなく、接合部の伸縮に十分対応でき、経年劣

化の少ない構造とすること。 

イ．外壁 

（ア）プラットホーム、ごみピット室の外壁は気密性を確保し臭気の漏れがない構造とするこ

と。 

（イ）耐震壁、筋交いを有効にかつバランス良く配置するものとし、機能性及び意匠性を損な

わないよう配慮すること。 

ウ．内壁 

（ア）各室の区画壁は、要求される性能や用途上生じる要求（防火、防臭、防音、耐震及び防

煙等）を十分に満足すること。 

（イ）不燃材料、防音材量などは、それぞれ必要な機能を満足するとともに、用途に応じて表

面強度や吸音性など他の機能も考慮して選定すること。 

（ウ）プラットホームに隣接する諸室は、収集車等の衝突に対して強度を有する構造とするこ

と。 

（エ）各ファン、油圧装置、発電機などの騒音源となる機器類の周囲は各箇所の音圧、機能に

対応した遮音壁とすること。 

エ．床 
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（ア）建屋１階の床は、地下室施工後の埋戻土等の影響を受けないスラブ構造とすること。 

（イ）機械室の床は必要に応じ、清掃・水洗などを考慮した構造とすること。 

（ウ）重量の大きな機器や振動を発生する設備が載る床は、床板を厚くし、又は小梁を有効に

配置するなど配慮して構造強度を確保するとともに、剛性を確保して振動に配慮すること。 

（エ）フリーアクセスフロアは、用途や機能に応じて強度や高さを設定するほか、フリーアク

セスフロアを行う室の躯体床は防じん塗装以上の仕上げとすること。 

オ．天井 

（ア）天井下地は、軽量鉄骨下地を用い、設備との取合いは確実に行うこと。なお、騒音源と

なる機器室の天井については、それぞれの音圧、機能に応じた吸音処理を行うこと。 

（イ）外部に設ける天井については、吹上等の影響を考慮して、耐風使用の天井下地とするこ

と。 

カ．建具・金物類 

（ア）外部に面する建具（窓等）については、耐風及び降雨を考慮した気密性の高いものとし、

原則アルミ製とすること。また、意匠性を考慮し、エントランスホールの建具についても

原則ステンレス製とすること。 

（イ）ガラスは十分な強度を有し、台風時の風圧にも耐えるものとし、管理上、機能上、意匠

上などの条件を考慮して選定すること。また、見学者などが頻繁に通行する部分のガラス

については、衝突などを考慮して選定し、外部への転落防止対策を講じ、居室及び冷暖房

のある室の窓ガラスについては、複層ガラスとすること。 

（ウ）防火又は防音扉については、鋼製とすること。 

（エ）窓及びガラリにはステンレス製の防虫網を設けること。 

（オ）建具（扉）のうち、特に防臭、防音を要求されるものについては、エアタイト型とし、

防音扉においては、内部吸音材充てん、締付けハンドル等遮音性能を十分発揮できるもの

を選定すること。また、外部に面して設置されるその他の扉はセミエアタイト型とするこ

ととし、外部に面する鋼製建具及び腐食環境にある鋼製建具については、耐候性塗料仕上

げとする。 

（カ）建具（扉）のうち、一般連絡用扉にはストップ付ドアチェック（法令抵触部は除く）、

シリンダー本締鍵、レバーハンドルを原則とする。なお、マスターキーシステムとし、詳

細については本組合と協議の上決定すること。また、機器搬入用扉は煽り止めを取付ける

こと。 

（キ）建材の搬入出に用いる扉は、搬入出が想定される機材の最大寸法を考慮して形状、仕様

を設定すること。 

（ク）建具（扉）のうち、ドアについては原則としてフラッシュ扉とすること。 

（ケ）建具（扉）のうち、シャッター及びオーバースライダーは耐食性のある材料とし、電動

式とすること。 

（コ）建具（扉）には、必要に応じて室名札などで室名表示を行うこと。 

（サ）マシンハッチは小単位パネルで構成し、各パネルは、500kg／㎡の等分負荷重を載せ

ても歪みが１／300 以下となる構造とし、適切な箇所に吊り上げ用フックをつけること。 

キ．その他 

（ア）槽類の内面には、必要に応じて塗布防水を行い、耐食性及び耐熱性を必要とする箇所に
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ついては必要な仕様のライニング仕上げとすること。また、底部には勾配をつけ釜場を設

け、釜場の上部にマンホールを１箇所以上設け、防液堤についても槽類に準じること。 

（イ）プラットホーム等ごみ又は泥等が堆積する箇所には、泥溜やごみ受け（ステンレス製等）

を設置すること。 

（ウ）吸音材は、仕様箇所に応じて適切な材質及び厚さを選定すること。なお、屋外について

は、耐候性を有する素材とすること。 

（エ）炉室、排ガス処理室等の屋根に設けるモニタ及びその他の開口部については、鳩などの

鳥類に対する侵入防止対策を講ずること。また、必要に応じ防虫網を設置すること。 

（オ）建物各室の天井には、必要に応じてアルミ製の天井点検口を設けること。また、床に設

ける床下点検口については、点検を行いやすい大きさとし、周囲の床に応じた仕上げを行

うこと。 

 

５．各室計画 

（１）整備基本方針 

ア．各機能は適切に分離し、わかりやすい施設構造に配慮すること。 

イ．各種設備を収容する各室は処理の流れに沿って設け、これに付随して各設備の操作室（中央

制御室、クレーン操作室等）や職員のための諸室（監視室、トイレ等）、防臭区画としての前

室その他を有効に配置すること。 

ウ．工場棟内の諸室については、配管、配線、ダクト類の占めるスペースや機器の保守点検に必

要な空間を含め、平面的だけでなく、立体的なとらえ方でその配置を決定すること。 

エ．熱、臭気、振動、騒音、特殊な形態の大空間形成等、各諸室及び設備を機能的かつ経済的な

ものとするために、プラントの配置計画、構造計画ならびに設備計画については、深い連携を

保ち、総合的に見てバランスのとれた計画とすること。 

オ．機種、機能、目的の類似した機器については、できるだけ集約して配置し、日常点検作業の

動線、補修、整備作業の所要スペースを確保することにより、点検整備作業の効率化、緊急時

の迅速な対処ができるよう計画すること。 

カ．粉じんが発生する設備機器等については、別室配置とするなど良好な作業環境の確保に配慮

すること。 

キ．各種機械設備及び各設備の操作室、見学者ルート、従事者の更衣・休憩等の諸室、その他必

要な諸室については、機能に応じて明確にゾーニングされた有効な配置とし、安全で快適な空

間整備に配慮すること。 

ク．地下に設置する諸室は必要最小限に留めるとともに、配置上分散を避けること。 

ケ．臭気のある室内に出入りするドアはエアタイト構造とすること。また、臭気のある部屋と居

室との間には前室を設けること。 

コ．機能上及び性能上必要な部分は RC 造又は SRC 造とし、その他の部分については、鉄骨造

とすることも可能とする。 

サ．鉄骨の見え掛け部は錆止め塗装の SOP 仕上げとし、見え隠れ部については、錆止め塗装し

上げとすること。 

シ．地下部分を設ける場合については、地下水の浸透のない構造、仕上げとし、掘削土砂につい

ては、敷地内において再利用する計画とすること。 
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ス．外壁及び屋根の結露防止、断熱性、遮熱性の確保に配慮すること。特に、夏季の従事者の熱

中症等の防止に配慮し、高温になる室の外壁及び屋根の仕様に留意すること。 

（２）工場棟（本施設）平面計画 

ア．本施設は各種設備で構成され、燃焼設備その他の機器を収容する各室は各プロセスフローに

沿って設けること。 

イ．本組合の事務室等、各設備の操作室（中央制御室、クレーン運転室等）や運転職員のための

諸室（事務室、休憩室、シャワー室、トイレ等）、見学者用スペース、空調換気のための機械

室、防臭区画としての前室その他を有効に配置すること。なお、これらの諸室は、平面的だけ

でなく、配管、配線、ダクト類の占めるスペースや機器の保守点検に必要な空間を含め、立体

的なとらえ方でその配置を決定すること。 

（３）エネルギー回収推進施設 

ア．受入供給設備（プラットホーム） 

（ア）プラットホーム出入口にランプウエイを設ける場合、ランプウエイの勾配は上り下り共

１／10 以下とし、路面の舗装はコンクリート舗装とし、滑りにくい仕上げとすること。 

（イ）斜路の幅員は、一方通行の場合は〔3.5〕m 以上、対面通行〔６〕m 以上とすること。 

（ウ）プラットホームは臭気が外部に漏れない構造・仕様とすること。 

（エ）プラットホームは、スパン方向の有効長さは〔18〕m 以上（長さ方向〔   〕m 以

上）とし、搬入車両が障害となることなく作業ができる構造とすること。 

（オ）投入扉手前には、高さ〔150〕mm 程度の車止を設け、床面はコンクリート仕上げとし、

1.5％程度の水勾配をもたせること。 

（カ）必要に応じて、プラットホームはトップライト又は窓からできるだけ自然光を採り入れ、

明るく清潔な雰囲気を保つこと。 

（キ）プラットホームのごみ汚水は、ごみピット又はごみピット排水貯留槽へ排出すること。 

（ク）各ごみ投入扉間に安全地帯を確保すること。 

（ケ）各ごみ投入扉付近の柱に安全帯取付け用フック（丸環）を設けること。 

（コ）排ガスと粉じんに対する換気について、十分配慮して計画すること。 

（サ）プラットホーム床面のコンクリート舗装表面は滑り止め仕上げを行い、将来滑り止めの

研磨再生ができるよう十分な厚みを持たせ、伸縮目地についても研磨を考慮すること。 

イ．ごみピット・灰ピット 

（ア）ごみピットは水密性の高いコンクリート仕様とすること。また、灰ピットは有害物質を

含む灰を貯留するために、ごみピット同様水密性の高いコンクリート仕様とすること。な

お、いずれのピットとも無機質浸透性防水剤を塗布すること。 

（イ）ごみピットの内面は、ごみ浸出液からの保護とクレーンの衝突を考慮し鉄筋の被り厚さ

を大きくとること。 

（ウ）ごみピット及び灰ピット内面には、貯留目盛を設けること。また、ピット上部柱の隙間

及び梁等にごみ・焼却灰・飛灰が溜まり難い構造にすること。 

（エ）ごみピット・灰ピット側壁のコンクリートはホッパステージレベルまで鉄筋からのかぶ

り厚を〔70〕mm 程度とすること。 

（オ）ごみピット・灰ピットの隅角部は隅切り等によりごみの取り残しのない構造とし、補強

及び止水対策を行うこと。 
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（カ）ごみピット内への車両転落防止対策として、開口部の車止めの他、転落防止バー等必要

に応じて安全対策を講じること。 

（キ）投入口のシュートは、ステンレス鋼製とし、腐食しがたく耐久性がある構造にすること。 

（ク）休炉時の臭気が外部に漏れないように、密閉性を高めること。 

（ケ）ごみピット・灰ピットは底面に十分な排水床勾配をとること。 

（コ）各汚水ピット内側には、内分泌撹乱物質（環境ホルモン物質）を含まない防水防食性能

を持った材料の塗布を行うこと。 

（サ）ごみピットには必要に応じ窓及びトップライトから自然光を取り入れ、均等に分散され

た採光を確保し、明るく清潔な雰囲気を保つようにすること。なお、トップライトを設置

する場合は、ごみクレーンの運転等に支障のない配置にすること。 

（シ）ごみピット横には、施設故障時にごみピット内のごみを外部に搬出できるよう、搬出車

両が進入できるスペースを検討すること。 

ウ．ホッパステージ 

（ア）ホッパステージは鉄筋コンクリート製とする。 

（イ）ホッパステージには、交換用バケット置場及びクレーン保守整備用の点検床を設けるこ

と。また、ホッパステージ落下防止手摺りは鉄筋コンクリート製とし、要所に清掃口を設

けること。 

（ウ）ホッパステージは、水洗を行える計画とすること。 

（エ）バケット置き場は、バケットの衝撃から床を保護する対策をとること。 

（オ）バケット置き場は、梁の上に設けること。 

エ．炉室 

（ア）要所にマシンハッチを設け、点検、整備、補修等の作業の利便性を確保すること。 

（イ）歩廊は原則として設備毎に階高を統一し、保守、点検時の機器荷重にも十分な構造とす

ること。 

（ウ）炉室は十分な換気を行うとともに、必要に応じ自然採光を取り入れるなどし、作業環境

を良好に維持すること。また、給排気口は防音に配慮すること。 

（エ）主要機器、装置は屋内配置とし、点検、整備、補修のための十分なスペースを確保する

こと。 

（オ）機械基礎は必要に応じ、建物と切り離し、独立して設けること。 

（カ）炉室床面は、迅速に排水できる排水溝を設置すること。 

（キ）炉室の 1 階にはメンテナンス車両が進入できるよう配慮すること。また、炉室等の床・

天井には、機器類のメンテナンスに配慮して、必要箇所にエレクションハッチを設け、吊

フック、電動ホイストを適宜設置すること。 

オ．中央制御室 

（ア）工場棟の管理中枢として中央制御室は、各主要設備と密接な携帯を保つ必要があり、な

かでも焼却炉本体、電気関係諸室とは異常時の対応を考慮し、距離的にも短く連絡される

位置に配置すること。 

（イ）中央制御室はプラントの運転・操作・監視を行う中枢部であり、常時運転員が執務する

ので、照明・空調・居住性について十分考慮すること。 

（ウ）中央制御室は主要な見学場所の一つであり、動線と見学者スペースについても考慮する
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こと。 

（エ）中央制御室の床面は、一般床高と同一高さとし、床下が自由に配線できるフリーアクセ

スフロアとすること。 

（オ）中央制御室に隣接して、電算機室を設けること。 

（カ）炉室に近接した位置に作業準備室を兼ねた前室を設けること。 

カ．排ガス処理設備室 

（ア）排ガス処理設備室は、炉室と一体構造となることが多いため、構造・仕上・歩廊・換

気・照明設備も炉室と一体として計画すること。 

キ．排水処理設備室 

（ア）建物と一体化して造られる水槽類は、各系統に適切な位置に設け、悪臭、湿気、漏水の

対策を講ずること。 

（イ）処理水槽は、防水構造とし、水密性の高いコンクリート仕様とすること。内面に防水防

食性能が高い材料の塗布を行うこと。 

（ウ）酸欠の恐れのある場所・水槽等は、入口又は目立つ所に「酸欠注意」の標識を設けると

ともに、作業時十分な換気を行える設備を設置すること。 

（エ）各種槽類、ピット他点検清掃に必要な箇所には適宜、マンホール、ステンレス製もしく

はステンレス芯の樹脂製タラップ（滑り止め加工）を設けること。 

（オ）水槽は、48h 水張り試験を行うこと。 

ク．通風設備室 

（ア）誘引送風機、押込送風機、空気圧縮機、その他の騒音発生機械は、原則として専用の室

に収納し、騒音対策、振動対策を講ずること。ただし、代替策により騒音や振動の問題が

クリアされるのであれば、その限りではない。 

（イ）各室には、機器排熱を考慮し、機械式給排気設備を設置すること。なお、給排気口を外

壁面に設ける場合は、意匠デザインを考慮し、騒音対策を行うこと。 

（ウ）各室の配置は、ごみ処理ラインを考慮し機能的に配置すること。 

ケ．灰出し設備室 

（ア）主灰、飛灰搬出設備はできるだけ一室にまとめて設置し、搬出の際の粉じん対策を講ず

ること。 

（イ）原則として、他の部屋とは隔壁により仕切るものとし、特にコンベヤ等の壁貫通部につ

いても周囲を密閉すること。なお、粉じんが他の部屋へ飛散しないように考慮するととも

に、併せて飛灰等の漏れ出しについても考慮し、集じん機及び機械式給排気設備を設置す

ること。 

（ウ）騒音、振動が建物に伝わらない構造とすること。 

（エ）柱の隙間及び梁等に飛灰が溜まり難い構造とし、臭気が外部に漏れない構造とすること。 

（オ）床洗浄用の排水溝を設けること。 

コ．クレーン操作室（ごみ・灰） 

（ア）ごみクレーン操作室は、可能な限り中央制御室に隣接して設置し、灰クレーン操作室に

ついては灰ピットに隣接して設置すること。また、各操作室から、対象のピットが目視可

能な配置とすること。 

（イ）クレーン操作室の床は、一般床高さと同一高さとし、床下が自由に配線できるフリーア
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クセスフロアとすること。 

（ウ）クレーン操作室の窓は、ごみ等が付着しないように表面加工されたものとし、自動窓清

掃装置等を設ける等、運転作業員からの視野を妨げないようにすること。 

（エ）ごみクレーン操作室は、見学場所となることから、見学者がごみクレーン操作室に立ち

入ることなく窓等を介して運転状況等が目視できるようにすること。また、見学の動線を

考慮し、見学者が混雑せずゆったりと見学できるようにスペースを広く設けること。なお、

ごみクレーン操作室は、中央制御室との一体も可とする。 

サ．プラント用受水槽・冷却水槽等 

（ア）水槽は水密性の高いコンクリート仕様し、内面に樹脂塗装を施工するなど、防水施工を

行うこと。 

（イ）管理が容易な位置にマンホール、ポンプピットを設けること。また、床には排水を考慮

した勾配を設けること。 

シ．電気室 

（ア）設置する機器は、監視・点検作業の効率化を図った配置とすること。 

（イ）機材の搬入口を考慮すること。 

（ウ）放熱対策として、換気空調設備を設けること。 

（エ）電気室の上部には水を扱う部屋を設置しないこと。また、電気室の上部階の床について

は必要な防水処置を講じること。 

（オ）中央操作室からの保守監視業務が円滑に行えるように、アクセス性に配慮すること。 

ス．蒸気タービン発電機室 

（ア）内部空間は、発電機の点検・整備に必要なスペースを確保すること。また、蒸気タービ

ン整備用の天井走行クレーンを設けるために構造面にも配慮した計画とすること。 

（イ）発電機の基礎は、振動の影響を遮断するため独立基礎とし、エキスパンションジョイン

トにより完全に分離した構造とすること 。 

（ウ）床面は防じん仕様、壁・天井は吸音材仕上げとし、地下部の床排水についても十分考慮

すること。また、機器からの放熱による室温の上昇に対処するため室内の換気に十分留意

し計画すること。 

（エ）メンテナンス用の大扉を設けること。 

セ．非常用発電機室 

（ア）非常用発電機室は、蒸気タービン発電機室とは別室として設置すること。 

（イ）床面は防じん仕様、壁・天井は吸音材仕上げとすること。なお、発電機を設置しない場

合はこの限りではない。 

ソ．排ガス分析室（必要に応じて設置） 

（ア）排ガス測定装置を設置する部屋を設けること。 

タ．工作室 

（ア）工作室〔   〕㎡以上とし、工具キャビネット、工作台、棚を設け、修理、溶接、加

工等が容易に行えること。 

（イ）工作室での作業に伴い、粉じん等に考慮した換気設備を設けること。 

（ウ）外部に面する部屋とし、自然光を有効に取り入れること。 

チ．運転員関係諸室 
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以下の運転居室を必要に応じ計画すること。 

（ア）玄関（運転員・職員専用） 

（イ）更衣室（〔   〕人用） 

（ウ）休憩室（食堂を兼ねる計画とすること） 

（エ）運転員（運営・維持管理事業者事務室（〔   〕名程度） 

（オ）給湯室 

（カ）洗濯・乾燥室（乾燥機含む） 

（キ）脱衣室・シャワー室 

（ク）会議室（〔   〕名程度） 

ツ．作業員関係諸室（保守点検業務従事者用） 

（ア）事務、休憩が行える室を設けること。 

（イ）事務室    〔   〕名程度 

（ウ）更衣室    〔   〕名程度 

テ．組合・外部利用者用諸室 

（ア）事務、休憩、会議が行える部屋とすること。なお、事務室には机、椅子、ファイル棚を

設けること。 

（イ）事務室・休憩室    〔7〕名程度 

（ウ）会議室     〔10〕名程度 

（エ）保管庫    〔 〕㎡ 

（エ）事務室と休憩室は同じ部屋としてよい。 

（オ）空調設備を設けること。 

ト．その他諸室 

（ア）諸室の種類 

倉庫・予備品収納庫   〔   〕㎡以上 

油脂庫    〔   〕㎡以上 

薬品庫    〔   〕㎡以上 

その他必要な諸室   〔   〕㎡以上 

各諸室を適切な広さで設けること。 

（イ）薬品庫（〔   〕㎡以上等）を適切な広さで設けること。 

（ウ）必要に応じ空調機械室を設け、騒音に配慮すること。 

（エ）薬品受入場所を機器配置図へ記載すること。また、薬品補充車が他の車両の通行の妨げ

にならないよう計画すること。また、薬品受入時の漏洩等に対応できる構造とすること。 

（オ）トイレを必要場所に設置し、バリアフリートイレを 1 箇所以上設置すること。 

（カ）見学者通路に設置するトイレのうち、１箇所以上はオストメイト対応とすること。 

（キ）作業員等の粉じん除去を目的として、クリーンルーム（エアシャワー装置及びシャワー

設備、空調換気設備）を設置すること。また、クリーンルームは、居室とプラント室の境

界に配置し、必要な備品類をすべて設置し、クリーンルーム設置場所は、炉室（排ガス処

理設備室を含む）、灰出し設備室等の最適な場所に〔   〕か所を設けること。 

（ク）諸室の機能に合わせて空調設備を設置すること。 
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各諸室の種類と概要（1）（参考） 
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各諸室の種類と概要（2）（参考） 

 

備考

（面積算定基準）

外部利用者の出入口

想定最大受入人員
【100】人

展示スペース 啓発用展示 事業者提案による

見学者ホール
一組35人程度が入れ
代りが説明を受ける

事業者提案による

執務室 定員【7】人 33m2(参考)
換算人員を9人と想定

3.3m2／人×9人×1.1(補正)≒33m2

給湯室 7ｍ2

男性用【5】人 5ｍ2 5人×0.8×1.1m2≒5m2

女性用【2】人 5ｍ2 男性用と同等の大きさとした

書庫 15ｍ2（参考）

倉庫 15ｍ2（参考）

会議室（１） 訪問者との会議用 60m2(参考) 3m2/人×20人＝60m2

会議室（２） 訪問者との会議用 30m2(参考) 3m2/人×10人＝30m2

研修室（災害時に避
難者の退避場所として
使用可能なもの）

想定最大受入人数で
計画【100】人程度

200m2
会議室100人×2ｍ2/人＝200m2

※議場として利用できるようパーテーションで仕切れるよ
うにすること

研修室面積の１室13％を想定

200m2×13％＝26m2×2室

廊下、階段 外部利用者が利用 35％(参考) 合計諸室面積の35%

男子小3基+大2基+洗面器2基

3m2×3基+5.4m2×2基+3m2×2基≒26m２

女性用5基+洗面器5基

5.4m2×5基+3m2×5基≒42m2

男性用：14m2 バリアフリートイレ男女1基ずつ：10.8m2/基

女性用：14m2 ※オストメイト機能を有すること

洗面器男女1基ずつ：3m2/基

男性用：10.8㎡+3㎡≒14㎡

女性用：10.8㎡+3㎡≒14㎡

更衣室必要面積1.1m2/人とし、
マテリアルリサイクル推進施設の運営人員計13人の8割が
男性と想定

13人×0.8×1.1m2≒12m2

上記運転員13名の2割が女性と想定

13人×0.2×1.1m2≒3m2

休憩室（食堂を兼ね
る計画とする）

- 53m2(参考)
同時刻に休憩をとる日勤者の数を計13人と想定

10m2+13人×3.3m2／人≒53m2

運転員事務室 - 51m2(参考)
換算人員を13.8人と想定

3.3m2／人×13.8人×1.1(補正)≒51m2

給湯室 - 7m2(参考) 7m2を採用

男性用 14m2(参考) 毎時最大の利用人数を8人と想定し、14m2必要と想定

女性用 4m2（参考） 毎時最大の利用人数を2人と想定し、4m2必要と想定

男子小3基+男子大2基+洗面器2基

3m2×3基+5.4m2×2基+3m2×2基≒26m２

女性用2基+洗面器2基

5.4m2×2基+3m2×2基≒17m2

会議室 運転員用会議室 33m2(参考) 2.5m2/人×13人≒33m2

玄関、広間、廊下、
階段室等

35％(参考) 合計諸室面積の35%

12m2(参考)

女性用 3m2(参考)

男性・女性別に設置すること

男性用 26m2(参考)

倉庫（研修室用） 机、椅子等の保管 52m2

男性用 26m2(参考)

トイレ・洗面所
（外部利用者供用）

42m2(参考)

多機能

施設名 室区分 室名 役割や機能 面積

マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
施
設

玄関ホール
下駄箱、見学者数に
対応した大きさで計
画

女性用

女性用 17m2(参考)

脱衣室・シャワー
室・浴場

運
転
管
理
諸
室

組
合
諸
室
等

更衣室

業者提案による洗濯・乾燥室 -

トイレ・洗面所（運
転員、事務員用）

更衣室

男性用
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（４）煙突 

ア．外筒構造   〔   〕、内筒高さ平均 GL＋59m 以下 

イ．外面仕上げ   〔   〕 

ウ．床（頂部）   耐候・耐食性 

     点検ハッチは〔ステンレス鋼製〕 

エ．内部階段   Ｓ造（溶融亜鉛めっき処理仕上げ） 

オ．竪樋  屋外設置を基本とするが、施設の監理運営上必要であれ

ば屋内設置も可とする。 

カ．建具 

（ア）扉    〔鋼製建具〕 

（イ）窓（換気ガラリ）  〔アルミ製建具〕 

（ウ）タラップ   〔ステンレス鋼製〕 

（エ）換気設備   〔自然換気方式及び機械換気方式〕 

（５）計量棟（必要に応じて設置） 

ア．構造    〔RC 造又はＳ造〕 

イ．外壁    〔   〕 

ウ．内部間仕切り壁   〔   〕 

エ．屋根    〔   〕 

オ．竪樋    屋外設置を基本とする。 

カ．建具 

（ア）扉    〔鋼製建具〕 

（イ）窓    〔アルミ製建具〕 

（ウ）換気設備   空調設備を設けること。 

 

（６）マテリアルリサイクル推進施設 

ア．受入供給設備（プラットホーム） 

（ア）プラットホーム出入口にランプウエイを設ける場合、ランプウエイの勾配は上り下り共

１／10 以下とし、路面の舗装はコンクリート舗装とし、滑りにくい仕上げとすること。 

（イ）斜路の幅員は、一方通行の場合は〔3.5〕m 以上、対面通行〔６〕m 以上とすること。 

（ウ）プラットホームは臭気が外部に漏れない構造・仕様とすること。 

（エ）プラットホームは、スパン方向の有効長さは〔18〕m 以上（長さ方向〔   〕m 以

上）とし、搬入車両が障害となることなく作業ができる構造とすること。 

（オ）投入扉手前には、高さ〔150〕mm 程度の車止を設け、床面はコンクリート仕上げとし、

1.5％程度の水勾配をもたせること。 

（カ）必要に応じてプラットホームはトップライト又は窓から自然光を採り入れ、明るく清潔

な雰囲気を保つこと。 

（キ）プラットホームのごみ汚水は、ごみピット又はごみピット排水貯留槽へ排出すること。 

（ク）各ごみ投入扉間に安全地帯を確保すること。 

（ケ）各ごみ投入扉付近の柱に安全帯取付け用フック（丸環）を設けること。 

（コ）排ガスと粉じんに対する換気について、十分配慮して計画すること。 
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（サ）プラットホーム床面のコンクリート舗装表面は滑り止め仕上げを行い、将来滑り止めの

研磨再生ができるよう十分な厚みを持たせ、伸縮目地についても研磨を考慮すること。 

イ．プラント設備室 

（ア）要所にマシンハッチを設け、点検、整備、補修等の作業の利便性を確保すること。 

（イ）歩廊は原則として設備毎に階高を統一し、保守、点検時の機器荷重にも十分な構造とす

ること。 

（ウ）破砕設備、選別設備が設置されている部屋は十分な換気を行うとともに、必要に応じて

自然採光を取り入れるなどし、作業環境を良好に維持すること。また、給排気口は防音に

配慮すること。 

（エ）主要機器、装置は屋内配置とし、点検、整備、補修のための十分なスペースを確保する

こと。 

（オ）破砕機等の機械基礎は必要に応じ、建物と切り離し、独立して設けること。 

（カ）床面は、迅速に排水できる排水溝を設置すること。 

（キ）１階にはメンテナンス車両が進入できるよう配慮すること。また、破砕設備等が設置さ

れている部屋の床・天井には、機器類のメンテナンスに配慮して、必要箇所にエレクショ

ンハッチを設け、吊フック、電動ホイストを適宜設置すること。 

ウ．搬出室 

（ア）搬出設備（バンカ類）はできるだけ一室にまとめて設置し、搬出の際の粉じん対策を講

ずること。 

（イ）原則として、他の部屋とは隔壁により仕切るものとし、特にコンベヤ等の壁貫通部も周

囲を密閉すること。また、粉じんが他の部屋へ飛散しないように考慮すること。 

（ウ）騒音、振動が建物に伝わらない構造とすること。 

（エ）柱の隙間及び梁等に飛灰が溜まり難い構造とし、臭気が外部に漏れない構造とすること。 

（オ）床洗浄用の排水溝を設けること。 

エ．電気室 

（ア）設置する機器は、監視・点検作業の効率化を図った配置とする。 

（イ）機材の搬入口を考慮すること。 

（ウ）放熱対策として、換気空調設備を設けること。 

（エ）基本は電気室の上部には水を扱う部屋を設置しないこと。また、電気室の上部階の床は

必要な防水処置を講じること。 

（オ）中央操作室からの保守監視業務が円滑に行えるように、アクセス性に配慮すること。 

オ．中央操作室（エネルギー回収推進施設と併用も可） 

（ア）工場棟の管理中枢として中央操作室は、各主要設備と密接な携帯を保つ必要がある。な

かでも電気関係諸室等とは異常時の対応を考慮し、距離的にも短く連絡される位置に配置

すること。 

（イ）中央操作室はプラントの運転・操作・監視を行う中枢部であり、常時運転員が執務する

ので、照明・空調・居住性について十分考慮すること。 

（ウ）中央操作室は主要な見学場所の一つであり、動線と見学者スペースについても考慮する

こと。 

（エ）中央操作室の床面は、一般床高と同一高さとし、床下が自由に配線できるフリーアクセ
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スフロアとすること。 

（オ）中央捜査室に隣接して、電算機室を設けること。 

カ．運転員関係諸室（エネルギー回収推進施設と併用） 

以下の運転居室を必要に応じ計画すること。 

（ア）玄関（運転員・職員専用） 

（イ）更衣室（〔   〕人用） 

（ウ）休憩室（食堂を兼ねる計画とすること） 

（エ）運転員（運営・維持管理事業者）事務室（〔   〕名程度） 

（オ）給湯室 

（カ）洗濯・乾燥室（乾燥機含む） 

（キ）脱衣室・シャワー室 

（ク）会議室（〔   〕名程度） 

キ．作業員関係諸室（保守点検業務従事者用）（エネルギー回収推進施設と併用も可） 

（ア）事務、更衣、休憩が行える室を設けること。 

ク．見学者通路・ホール（展示及び見学者用） 

（ア）見学者の見学場所は、プラットホーム・ごみピット・選別設備・中央制御室・発電施設

等とすること。 

（イ）見学者通路の有効幅員は原則として〔2.2〕m 以上とし、主要部にはホール形式スペー

スを計画すること。なお、両側には２段の手すりを設けること。また、車いす等が支障な

くすれ違いができ、車いす利用者が姿勢を大きく変えることなく見学可能なようにするこ

と。 

（ウ）ホールは、説明用ボード及びモニタ等を設置した場合に、施設の説明ができる十分な広

さと照度を確保すること。 

（エ）エネルギー回収推進施設も含め、施設の見学ルートも含め円滑なルートを計画すること。 

ケ．その他（エネルギー回収推進施設と併用も可とする） 

（ア）その他必要な諸室（倉庫・予備品収納庫〔   〕㎡以上等）を適切な広さで設けるこ

と。 

（イ）必要に応じ空調機械室を設け、騒音に配慮すること。 

（ウ）トイレを男女別に必要場所に設置し、バリアフリートイレを各々１箇所以上設置するこ

と。 

（エ）諸室の機能に合わせて空調設備を設置すること。 

 

６．構造計画 

（１）基本方針 

ア．建築物は上部・下部構造とも十分な強度を有する構造とすること。 

イ．振動を伴う機械は十分な防振対策を行うこと。 

ウ．ピット等への浸水防止を図り、1 階には浸水の影響を受ける重要機器類、電気設備等を設置

しない等、浸水対策に十分配慮した構造とすること。仮に地階を設ける場合は、同様に浸水対

策に十分に配慮すること。 

エ．建築基準法、消防法などの関係法令を遵守し、かつ「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解
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説」及び「廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手引き」に準拠した構造とする。「官庁施設の

総合耐震計画基準及び同解説」ではごみ焼却施設の耐震安全基準を定めていないが、石油類や

薬品の貯蔵が伴うことから「石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類等を貯蔵又は使用する施

設及びこれらに関する試験研究施設」に該当すると考えられることから、耐震安全性の分類に

この解釈を適用し、構造体Ⅱ類（重要度係数 1.25）、建築非構造部材を A 類、建築設備を甲

類とすることを基本とする。 

（２）基礎構造 

ア．盛土地を踏まえた基礎構造計画とし、地盤沈下などへの対応を考慮すること。 

イ．異種基礎を認めないことを基本とする。建築物は地盤条件や建築物の性質上どうしても同一

の支持条件にできない場合もあるため、建設された後の長期間にわたる沈下、建物施工により

次第に増大していく荷重による沈下、短期の沈下も考慮に入れて検討し、構造体に不同沈下に

よる障害が生じないように考慮すること。また、エキスパンションジョイントを設置する等、

地盤条件に応じた基礎構造とすること。 

ウ．地業工事の工法については、荷重条件、地質条件を考慮し、地震時、風圧時の水平力をも十

分検討して決定すること。 

エ．土木工事は、安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。 

オ．タービン基礎は原則として独立基礎とし、絶縁部の遮水性能を確保すること。 

（３）躯体構造 

ア．燃焼設備、ボイラなど重量の大きな機器やクレーンの支持架構は、十分な強度、剛性を保有

し、地震時にも十分安全な構造とすること。 

イ．クレーン架構については、クレーン急制動時の短期的荷重についても検討すること。なお、

架構は、強度、剛性を保有するとともに軽量化に努め、地震時の変位も有害な変形にならない

構造とすること。 

ウ．ごみピット室外壁は、ごみクレーンガータレベルまで鉄筋コンクリート造りとすること。 

（４）一般構造 

ア．屋根 

（ア）工場棟屋根構造は、トップライト等採光の可能な構造とする。また、ごみピット室及び

灰ピット室の屋根はコンクリートで覆う構造とし、気密性を確保し悪臭が漏れない構造と

する。 

（イ）工場棟の屋根は、採光をとり雨仕舞と耐久性に配慮する。また、必要に応じて屋上に設

けるトップライト、換気装置を設ける場合については、風雨に対する対策を配慮する。 

（ウ）屋根は風圧や積雪荷重等に対し十分な強度を有するものとする。 

（エ）防水は、シート防水又はアスファルト防水とし、点検作業における通路となる箇所は歩

行仕様（軽量コンクリート）とする。 

（オ）容易に点検できる動線を確保する。 

（カ）エキスパンションジョイント部は、漏水がなく、接合部の伸縮に十分対応でき、経年変

化の少ない構造とすること。 

（キ）樋における落ち葉処理の適宜処理を可能とするか、もしくは対策を図ること。なお、竪

樋の支持金物は本体鉄骨に溶接接合とする。 

イ．外壁 
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（ア）構造耐力上重要な部分及び遮音性能が要求される部分は、原則として鉄筋コンクリート

造とすること。 

（イ）プラットホーム、ごみピット及び灰ピットの天井及び外壁は S 造、RC 造及び SRC 造

とし、気密性を確保し悪臭の漏れない構造とすること。 

（ウ）耐震壁、筋交いを有効に配置し、意匠上の配慮を行うこと。 

ウ．床 

（ア）重量の大きな機器や振動を発生する設備が載る床は、床板を厚くし、小梁を有効に配置

して構造強度を確保すること。 

（イ）コンベヤ類の設置床は、落ちこぼれたごみの掃除の際、水洗することを予想し、十分な

水勾配と排水設備及びストレーナを設置し、防水施工を行う。 

（ウ）プラットホーム、ストックヤードの床は、大型車の通行を考慮し、日常の洗浄にも長期

にわたって耐えるものとするため、耐摩耗性能を確保し、防水層を施し、水勾配を取るこ

と。 

（エ）蒸気・水・薬品を使用する部屋の床は、それぞれ必要な機能を確保した防水施工とする。

また、コンクリート床は原則として防じん塗装を行い、水勾配を設ける。 

（オ）中央制御室、受変電室等電線の錯綜する諸室は配線用ピット、二重床等配線を考慮した

構造とすること。 

（カ）地下室及び基礎施工後、埋戻等による沈下の影響を受けない構造とすること。 

エ．内壁 

（ア）各室の区画壁は、要求される性能や用途上生じる要求（防火、防臭、防音、耐震、防煙）

を満足するものとすること。 

（イ）不燃材料、防音材料などは、それぞれ必要な機能を満足すること。 

（ウ）通風機等の騒音を発生する機器を収容する室は、防音構造とし、必要に応じさらに吸音

処置を行うこと。 

オ．天井 

（ア）吊り天井下地は、耐震軽量鉄骨下地を用い、設備との取合いを十分検討すること。 

（イ）各ファン、油圧装置等騒音源となる機器類の周囲の天井は、各箇所の音圧、機能及び構

造に対応した吸音構造とすること。また、断熱効果の高い構造とすること。 

カ．建具 

（ア）外部に面する建具は、台風時の風圧や降雨を考慮した気密性・水密性の高いものとする

こと。 

（イ）ガラスは、管理上、機能上、意匠上等の条件を考慮して選定すること。また、見学者等

人が頻繁に通行する部分のガラスについては、衝突等を考慮して選定すること。 

（ウ）建具（扉）のうち、特に防臭、防音を要求されるものについてはエアタイト型とし、防

音扉においては、内部吸音材充填とし、締付けハンドル等は遮音性能を十分発揮できるも

のを選定すること。 

（エ）建具（扉）のうち、一般連絡用扉にはストップ付ドアチェック（法令抵触部は除外）、

シリンダー本締錠を原則マスターキーシステムとし、詳細は実施設計時の本組合との協議

による。こと。なお、機器搬入用扉は開放時に使用する煽り止めを取り付けること。 

（オ）建具（扉）のうち、スチールドアは原則としてフラッシュ扉とすること。 
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（カ）建具（扉）のうち、シャッター若しくはオーバースライダーは〔スチール製またはステ

ンレス製〕とし、必要に応じ電動式とすること。 

（キ）建具（扉）のうち、木製とする場合は、メラミン化粧板等の仕上げとすること。 

（ク）建具（窓）のうち、特殊な箇所を除き、窓建具はアルミ製とすること。また、原則とし

てガラス窓は内外側とも清掃可能なものとすること。 

（ケ）ガラス及びトップライトは十分な強度を有し、台風時風圧（風速〔50〕m／s 以上）に

も耐えるものとし、破損防止及び雨漏り対策を講じること。なお、管理諸室は、紫外線カ

ット機能を持つ断熱ペアガラス（Low-E）とし、その他プラント諸室については、騒音

対策を施すこと。また、見学者等、人が頻繁に通行する部分については耐衝撃性ガラスを

採用すること。 

（コ）外部に面するプラント機械室、諸室で、人が清掃できない部分のガラスは、全て光触媒

コーティング材を塗布すること。 

（サ）見学者通路、居室等の外部ガラス部分については、容易に清掃メンテナンスができるよ

うにすること。 

（シ）建具（扉）は、必要に応じ、室名札等の室名表示を行うこと。 

キ．見学者が使用する階段又はスロープ 

（ア）有効幅は、〔1,500〕mm 以上とし、蹴上〔160〕mm 以下、踏面幅〔300〕mm 以上と

し、各階の寸法は統一すること。 

（イ）手すりは両側に２段設けること。 

（ウ）ノンスリップは、ステンレス鋼製（タイヤ付タイプ）とすること。 

（エ）見学者が利用する階段を設置する場合には、併せてスロープの設置も行うこと。 

ク．見学者が使用する廊下 

（ア）主要な廊下の幅は、有効寸法は原則として〔2.2〕m 以上とすること。 

（イ）手すりは、両側に 2 段設けること。 

 

７．仕上計画 

（１）外部仕上 

ア．立地条件・周辺環境に配慮した仕上計画とし、違和感のない、清潔感のあるものとすること。 

イ．原則として工場棟外壁は〔   〕仕上げ、煙突は〔   〕仕上げとすること。 

ウ．材料は経年変化が少なく、耐久性・耐候性が高いものとする。 

エ．鳥害対策として、防鳥網の設置等を行うこと。 

オ．防虫対策として、通気管等に防虫網の設置等を行うこと。 

（２）内部仕上 

ア．各部屋の機能、用途に応じて必要な仕上を行うこと。 

イ．薬品、油脂の取扱い、水洗等それぞれの作業に応じて必要な仕上計画を採用し、温度、湿度

等環境の状況も十分考慮すること。 

ウ．工場棟居室部の内部に使用する建材は VOC（揮発油性有機化合物）を含有していないもの

を使用すること。 

エ．居室に使用する建材は F☆☆☆☆とすること。 
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８．建築仕様 

（１）工場棟 

ア．構造    〔   〕 

イ．外壁    材質〔   〕 

ウ．屋根    材質〔   〕 

エ．建具    

（ア）扉    型式〔   〕 

     材質〔   〕 

（イ）窓    型式〔   〕 

     材質〔   〕 

（ウ）シャッター   型式〔   〕 

     材質〔   〕 

オ．建屋規模 

（ア）建築面積   〔   〕㎡ 

（イ）延床面積   〔   〕㎡（地下水槽類は除く。） 

（ウ）各階床面積   〔   〕㎡ 

（エ）軒高   〔   〕m 

（オ）最高の高さ   〔   〕m 

カ．階高 

機械設備等を考慮して、階高を決めること。 

キ．室内仕上 

機械設備は原則として建屋内に収納するものとし、事務室、見学者通路、騒音振動の発生が

予想される室、発熱のある室、床洗の必要な室等は必要に応じて最適な仕上を行うこと。 

ク．共通事項 

（ア）建物の配置はプラント全体計画に基づき、経済性、安全性、美観、維持管理の容易性を

考慮して計画とすること。 

（イ）工場棟は、機能上必要な部分は鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、

その他の部分は鉄骨構造として計画すること。 

（ウ）工場棟の鉄骨部分は OP 仕上げとすること。 

（エ）地階部分は地下水の浸透のない構造、仕上げとすること。 

（オ）工場棟の屋根は材質、勾配等について、風土・気象条件を考慮すること。 

（カ）外壁と屋根の結露防止に配慮すること。 

（キ）臭気のある室内に出入りするドアはエアタイト構造とすること。また、臭気のある室と

居室の間には前室を設けること。 

（ク）手摺りの高さは〔1.1〕m 以上とすること。 

（ケ）屋外に設置される鉄骨の塗装仕様は原則 OP 仕上げとするが、外部の環境に応じて決定

すること。 

（コ）炉室及びごみピットに面した見学者窓は防火性能又は耐熱強化ガラスとし、ごみピット

に面した窓については自動窓洗浄装置等を設ける等、視野を妨げないようにすること。 

（２）工場棟内各室の仕様 
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ア．建築仕上表によるものとする。 

（ア）扉    型式〔   〕 

     材質〔   〕 

（イ）窓    型式〔   〕 

     材質〔   〕 

 

９．その他 

（１）外部環境に配慮し、建物の外部と内部を熱的に区分し、結露防止及び断熱を考慮すること。 

（２）各室のそれぞれの用途、空間に応じ、最適な環境と省エネ効果を保持すること。 

（３）断熱、防露に使用する材料は、室内外の環境条件を考慮し最適な材料を選定すること。 

（４）断熱、結露防止の施工に際し、最適な構法及び工法を選択すること。 

（５）建物内外の凍結について十分考慮すること。 
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第３節 外構工事 

１．外構工事 

外構施設については敷地の地形、地質、周辺環境との調和を考慮した合理的な設備とし、施工及

び維持管理の容易さ、経済性等を検討した計画とすること。 

（１）構内道路及び駐車場 

ア．十分な強度と耐久性を持つ構造及び、効率的な動線計画とし、必要箇所に白線、道路標識を

設け、構内の交通安全を図ること。 

イ．構内道路の設計は構内舗装・排水設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課）または、

泉佐野市開発指導要綱舗装基準による。なお、車路の表層厚は〔 〕cm 以上を基本とし、路

盤厚は構内舗装・排水設計基準や泉佐野市開発指導要綱舗装基準によるものとする。 

ウ．交通量の区分 〔Ｌ〕交通 

エ．設計 CBR 試験を行い設定すること。 

オ．屋外灯工事 

必要箇所に屋外灯を設置すること。器具選定にあたっては、太陽光発電や LED 等を採用す

るなど環境に配慮すること。 

カ．搬入道路への計量待ち車両渋滞を発生させないように、事業実施区域入口から計量機までの

適切な距離を設けること。 

キ．駐車場は余裕のある駐車スペースを確保することとし、次に示す駐車場を整備すること。 

ク．乗用車（本組合職員）の駐車場には、電気自動車等を充電することができる設備を設置す

ること。 

ケ．乗用車（来訪者用）の駐車場には、電気自動車等を急速に充電することができる設備とスペ

ース（2 台分）を設置すること。 

 

車両 必要台数 車室サイズ 

乗用車（事業者用） 運転要員の必要な台数 ― 

乗用車（本組合職員） 
※公用車含む 10 台 車室有効寸法 

2.5m×6.0m 以上 

乗用車（来訪者用） 20 台 
（車いす用 2 台含む） 

車室有効寸法 
2.5m×6.0m 以上 

車いす用車室有効寸法 
3.5m×6.0m 以上 

大型バス（見学者用） 2 台 車室有効寸法 
3.3m×13.0m 程度 

二輪車 10 台 二輪車：1m×2.3m 

 

（２）構内排水設備 

適切な雨水排水設備を設け、位置、寸法、勾配、耐圧に注意し、不等沈下、漏水のない計画と

すること。 

（３）植栽芝張工事 

植栽を検討する際には、埋土種子などの遺伝子攪乱の防止に配慮し、工法等の検討を行うこと。 

ア．原則として敷地内空地は高木・中木・低木・地被類等により良好な環境の維持に努めること。 

イ．植栽工事については、必要に応じ各所に散水栓を設置すること。 
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ウ．工場棟と周回通路の間には可能な限り植栽帯を設けること。 

エ．原則として、植栽は現地条件に合致した植生とすること。 

（４）門・囲障工事 

ア．門柱 

意匠性に配慮した門柱を搬入道路からの主たる出入口に設けること。 

イ．門扉 

（ア）意匠性に配慮した門扉を搬入道路からの主たる出入口などの必要な箇所に設けること。 

（イ）門扉の設置に当たっては、容易に開閉できる仕様とすること。 

（ウ）搬入車両出入口については、搬入車線側、搬出車線側でそれぞれ開閉できるものとする

こと。 

ウ．囲障 

（ア）敷地全周にわたり高さ〔1.2〕m 程度の意匠上配慮した囲障を配置すること。 

（イ）事業実施区域境界は、植栽等も用いた景観に配慮した囲障とすること。 

（ウ）危険性のある部分については、高さ〔1.8〕m 以上とすること。 

 

２．地業工事及び外構工事仕様 

（１）地業工事 

工法については構造等の諸条件を満たすこと。 

ア．杭打工法   〔   〕工法 

杭の工法については、構造等の諸条件を満たすこと。また、施工中の騒音・振動についても

考慮し検討すること。 

（ア）杭長   〔   〕m 

（イ）杭材質   〔   〕杭 

（ウ）杭径   〔   〕mm 

（エ）要求水準書に添付されるボーリングデータだけではデータが不足する場合、実施設計時

に事業者が追加で地質調査を行い、詳細検討した後、杭工法を決定する。 

イ．直接基礎工法 

（ア）支持地盤深さ  ＧＬ-〔   〕m 

 

（２）構内道路工事 

ア．構造    〔アスファルト〕舗装 

イ．舗装面積   〔   〕㎡ 

ウ．舗装仕様 

（ア）舗装厚   表層〔   〕cm 

     基層〔   〕cm 

（イ）路盤厚   〔   〕cm 

【特記】 

１．施工前に、CBR 試験を実施して最終仕様を決定する。また、必要に応じて凍上抑制層や路

床の安定処理を考慮する。 
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（３）駐車場 

ア．構造    〔アスファルト〕舗装 

イ．計画台数 

 （ア）普通車   〔   〕台（運転職員用） 

 （イ）普通車   〔   〕台（工場棟の来客用） 

 （ウ）普通車   〔   〕台（身障者対応） 

ウ．舗装面積   〔   〕㎡ 

エ．舗装厚 

（ア）舗装厚   〔   〕cm 以上 

（イ）路盤厚   〔   〕cm 以上 

【特記】 

１．施工前に、CBR 試験を実施して最終仕様を決定する。必要に応じて凍上抑制層や路床の安

定処理を考慮すること。 

 

（４）構内排水設備工事 

ア．計画    雨水排水は、雨水排水路へ排出することとする。 

イ．構造    U 字型側溝（浅型 C 型側溝・可変側溝）、マンホール、暗

     渠、グレーチング溝蓋等で構成された構造であること。 

【特記】 

１．管内流速については、～〔1.5〕m／s 以内の範囲で設計すること。 

２．雨水排水計画時の降雨量は、既往最大値を使用すること。 

３．地盤沈下を考慮した必要な対策を行うこと。 

 

（５）植栽・芝張工事 

ア．植栽面積   〔   〕㎡ 

イ．植栽仕様 

（ア）地被類   〔   〕㎡ 

（イ）高木   〔   〕本／㎡ 

（ウ）中木   〔   〕本／㎡ 

（エ）低木   〔   〕本／㎡ 

【特記】 

１．本施設の工期を踏まえて施工時期を考慮すること。 

２．樹種については実施設計時に協議・決定するものとする。また、必要に応じて各所に散水栓

を設置すること。 

３．植栽を検討する際には、埋土種子などの遺伝子攪乱の防止に配慮し、樹種、工法等を検討す

ること。 

 

（６）門・囲障工事 

ア．門柱 

（ア）基数   〔   〕基 
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（イ）構造   〔   〕製 

（ウ）仕上   〔   〕 

（エ）幅高さ   〔   〕m×〔   〕m 

（オ）付属品   〔   〕 

【特記】 

１．場内施設のデザインと調和のとれたものとすること。 

２．メインの門には、施設名称銘板を設置すること。また、施設名称銘板については、本組合と

協議して決めること。 

 

イ．門扉 

（ア）材料   〔   〕 

（イ）幅高さ   〔   〕m×〔   〕m 

（ウ）施設銘板   大きさ〔   〕m×〔   〕m 

     材質〔   〕 

【特記】   

１．レール内に水が溜まらないよう排水を考慮すること。なお、レール等はステンレス鋼又は、

溶融亜鉛めっきとすること。 

２．景観にマッチしたデザインとし、金属部分は全て、ステンレス鋼及び溶融亜鉛めっきとする

こと。 

３．インターホンを設けること。 

４．敷地内への出入口全てに設けること。 

 

ウ．囲障 

（ア）材料   〔   〕製 

（イ）高さ   〔   〕m 

（ウ）延長   〔   〕m 

【特記】 

１．施設の管理上必要な箇所に設けるものとし、景観にマッチしたデザインとすること。なお、

金属部分は全て溶融亜鉛めっきとすること。 

 

エ．構内サイン工事 

（ア）安全でわかりやすい動線を形成できるように適切な箇所に誘導案内表示を設けること。

特に直接搬入車両の動線をわかりやすく示せるようカラーペイントなど路面サイン、看板

等適切に計画すること。 

（イ）施設入口の門柱には施設名称を記した看板を設けること。 

（ウ）サインの表記、デザイン等は本組合と協議して決定すること。ピクトグラム等を適切に

用いて、必要な情報が正しく伝わるように工夫すること。 
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３．さく井工事 

事業計画地の地下水に関する現地調査について、災害時の用水確保及び運用コスト削減の観点か

ら、地下水活用に関する調査を実施する。実施方法については、提案を予定するエネルギー回収推

進施設及びマテリアルリサイクル推進施設の配置計画により、１地点の調査を行い、地下水の利用

可能性を検討すること。検討の結果、用水の確保が可能であれば、もう１箇所の地下水調査を行う

こと。 

なお、さく井工事を行うに当たっては、一般財団法人全国さく井協会が発行する「さく井工事施

工指針（2021 年版）」を参考に、施工及び維持管理の容易性、災害時の用水の確保、経済性等を

踏まえて計画し、事前に本組合と協議した上で実施すること。 

（１）適切な地下水調査地点を計画し、詳細については、本組合と協議のうえ決定すること。 

（２）掘削に当たっては、近隣への影響を考慮した、騒音等に配慮した工法とすること。 

（３）掘削中は試料・スライムを採取し、深度を明記して標本箱に整理保管すること。 

（４）掘削中はベントナイト泥水を使用して良いが、水路等に流れ出ることのないように細心の注

意を払うこと。 

（５）掘削で発生する排泥水汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守して、事業者の責

任において処理を行うこと。 

（６）揚水試験で発生する排水について、やむを得ず公共用水域へ排水する場合は、公害防止法関

係法規の規制基準に適合した水質に処理した上で排出すること。 

（７）水質の分析検体については、揚水試験時に採取し、公認検査所に依頼して行うこと。 
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第４節 建築機械設備工事 

１．基本的事項 

（１）関係法令に適合したものとし、本要求水準書に記載されていない事項については、国土交通

大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）及び同標準図」によるもの

とすること。 

（２）建築機械設計計画においては、省エネルギー化、自然エネルギーの活用等環境負荷軽減に配

慮した計画とすること。 

（３）設備の計画は、全体配置計画、建築平面計画・断面計画の立案時に各所、各室の使用目的、

使用形態等を考慮し、合理的な設備計画を行うこと。 

（４）設備機器の清掃、点検、更新等の容易さ、メンテナンス性に優れた計画とし、適切に凍結や

結露等への対策を十分に考慮した計画とすること。 

（５）騒音・振動の著しい機器は、それぞれに応じた防音、防振対策を施した計画とすること。 

（６）中央制御室において、主要機器の監視ができるようにすること。 

（７）建築機械設備は次のとおりとし、各設備の内容については、建築機械設備計画一覧表を作成

し、本組合に提出すること。 

ア．空気調和設備工事  一式 

イ．換気設備工事   一式 

ウ．給排水衛生設備工事  一式 

エ．消火設備工事   一式 

オ．給湯設備工事   一式 

カ．エレベーター設備工事  一式 

 

２．空気調和設備工事 

本設備は、必要な各諸室を対象とする。 

（１）基本事項 

ア．空調を行う室については、提案によるが、見学者及び運転事業者職員等が利用する居室、見

学者通路を対象とし、居室以外で本施設の職員が作業のため常駐している場所で良好な作業環

境が必要とされる場所、電気室等で発熱量が大きく換気だけでは対応が困難な室については、

空調を計画すること。なお、空気調和設備は、パッケージエアコンを基本とし、リモコンは各

室に設置すること。 

イ．比較的大きな居室については、外周部、内部、分割利用を十分に考慮し、きめ細やかな空調

管理を計画すること。 

ウ．中央式を採用する場合は、ダクト作業が行える広さ・ゾーンニング等を十分に考慮すること。 

エ．電気関係の諸室や電算機室などについては、結露が生じない対策を十分に行うこと。 

（２）設計条件 

ア．事務室、応接室、会議室、見学者説明室、中央制御室、職員控室の外気取り入れ風量は、原

則 30 ㎥／h・人とし、全熱交換型換気扇により行うものとすること。 

イ．室内外気温度条件 

室外温度条件については、「建築設備設計基準（平成 30 年版 一般社団法人 公共建築協

会）」に示されている温度等を参考に計画すること。 
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室内温度条件については、以下を参考とすること。 

 

区分 
外気 室内 

乾球温度 湿度％ 乾球温度 湿度％ 

夏季   26℃ 50（目標） 

冬季   22℃ 50（目標） 

 

（３）熱源    〔電気式もしくは余熱利用〕 

（４）空気調和設備   冷暖房対象室は建築設備リストに記載・提出し、各形式

     の冷暖房負荷はリストを作成、記載・提出すること。 

 

室名 
暖房負荷 

[kJ／㎡ h] 

冷房負荷 

[kJ／㎡ h] 

消費電力 

［kW］ 

    

    

    

【特記】 

１．空調ゾーニング（方位別、用途、使用時間別）は、建築プランの基本計画時に策定した省エ

ネルギー（快適性、経済性）を追求した設計とすること。 

２．屋外（屋上を含む。）に設置する材料、器具、機器等は、騒音や美観など周辺環境と調和の

取れた設計、設置とすること。 

３．電気室等電気機器を収納する部屋はこれまでの最高気温〔37.3〕℃により設計すること。 

４．事務室のエアコンは加湿及び空気清浄機能付とする。 

 

３．換気設備工事 

 本設備は、必要な室を対象とし、対象室については建築設備リストに記載し、計画・提出するこ

と。 

（１）計画 

ア．換気設備条件は、居室は建築基準法で定める人員算定による風量を確保し熱交換型とするこ

ととし、その他の部屋は適宜換気回数を設定すること。なお、階段室も換気（1 種または 2 種）

の対象とする。 

イ．工場棟で空気調和設備のある室については、基本的に全熱交換式換気設備とし、ばいじん、

粉じん、臭気、熱等を発生する室については各々の機能にとって最適なものを選択すること。

なお、工場棟の各室について、換気設備リストを提出し、換気計画とその算出根拠を記載する

こと。 

ウ．換気計画は建物全体の換気バランスをとるとともに、脱臭を行う室に関しては脱臭風量との

風量収支バランス、位置及び構造を十分に考慮した計画とすること。 

エ．臭気の発生する部屋では、他の系統のダクトと完全に分離するとともに、できるだけ給気、

排気を離した計画とすること。 

オ．換気設備の機器及び風道等については、工場棟の特殊性（腐食ガス）を考慮して使用材料の

選定を行うこと。 
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カ．換気設備は、合理的なゾーンニングに基づいて、可能な限り系統分けを行い、実施の運転状

態に合う省エネにも対応できるものとすること。また、建築的に区画された壁を貫通してダク

トを共用する場合については、運転を停止するときも、臭気の拡散が起こらないように考慮す

ること。 

キ．耐腐食性を必要とするダクトの材質については、原則としてステンレス又は塩ビ製を使用す

ること。また、防火区域の貫通部については、防火ダンパを採用すること。 

ク．送風機の機種及び材質は、使用目的に合わせて計画すること。 

ケ．室温が高い炉室・各機器室・電気室等や粉じん・臭気が問題となる諸室等については、室内

条件を十分に把握し、換気設計基準を設定することとし、電気室は換気設備で賄えない場合、

必要に応じて空調設備の設置についても考慮し計画すること。 

（２）換気設備仕様 

次のリストを作成し、提出すること。 

室名 換気方式 換気量[㎥／hr] 消費電力[kW] 

    

    

    

    

【特記】 

１．ダクトの計画に当たっては、空気抵抗を大きく設定しないようにすること。 

２．機器選定に当たっては過大仕様とならないようにすること。 

３．給気設備には、費用対効果を考慮してフィルタ等を選定すること。 

４．屋外に設置する材料、器具、機器等は、最新の製品を選定すること。 

５．各種設計計算書を提出すること。 

６．換気方式、正・負圧等の防臭区画計画を組合に提出し事前に承諾を得ること。 

 

４．給排水衛生設備工事 

本設備は、必要な諸室を対象とする。対象箇所は建築設備リストに記載し、計画・提出すること。

男女別及び身障者トイレは必要な場所に設置すること。 

（１）給水設備工事 

ア．給水量 

（ア）運転職員   〔   〕人 〔   〕L／日 

（イ）事務職員   〔   〕人 〔   〕L／日 

（ウ）見学者   〔   〕人 〔   〕L／日 

イ．プラント給水 

（ア）プラットホーム散水量 〔   〕L／日 

（イ）洗車水量   〔   〕台×〔   〕L／台・日 

ウ．衛生器具設備工事 

（ア）洋式便器は温水洗浄便座、小便器はセンサー付きとすること。 
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５．エレベーター設備工事 

（１）来場者用エレベーター 

特に身障者の昇降が行いやすいように計画すること。 

ア．形式    〔車椅子兼用エレベーター〕 

イ．数量    〔 1 〕基 

ウ．積載重量   〔   〕kg（〔10〕人用） 

エ．停止階    〔   〕階層 

オ．運転方式   〔インバータ全自動〕 

カ．その他    地震感知による自動最寄階停止装置 

（２）人荷用エレベーター（必要に応じて設置） 

ア．形式    〔   〕 

イ．数量    〔   〕基 

ウ．積載重量   〔   〕kg（〔   〕人用） 

エ．停止階    〔   〕階層 

オ．運転方式   〔インバータ全自動〕 

カ．その他    地震感知による自動最寄階停止装置 

 

６．消防設備工事 

建築基準法、消防法施行令、その他条例に基づく設置基準、機器仕様を遵守すること。 

（１）屋内消火栓設備 

ア．消火栓    〔   〕 

イ．消火栓箱  〔音響装置、起動装置、位置表示、ホース、ノズル等〕 

〔日本消防検定協会認定品 1 号、2 号、易操作性 1 号〕 

ウ．管材    〔JIS G 3452、3454、3442 等〕 

〔SGP-VS（WSP041）〕 

エ．加圧送水ポンプ   〔（財）日本消防設備安全センター認定品〕 

工場棟のほか、必要な箇所に送水できる能力を有すること。 

次に加圧送水ポンプの仕様を提案すること。 

 

名称 数量 型式 

容量 

[㎥／h]

×[m] 

電動機 

[kW×V] 

主要材質 備考 

（付属

品） 

ケーシ

ング 
インペラ シャフト 

加 圧 送

水 ポ ン

プ 

〔  〕        

【特記】 

１．加圧送水ポンプは交互運転が可能な台数を設けること。 

２．加圧送水ポンプや配管は、停止時の死に水等による錆の影響がないように、耐食性のある材

質とし、ドレン抜きを設けること。 
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オ．防火水槽 

（ア）型式   〔   〕 

（イ）設置方法   所轄消防署の指導による。 

（ウ）数量   〔   〕 

（エ）容量   所轄消防署の指導による。 

（２）不活性ガス消火設備（受変電室、電気室など必要に応じて設置） 

ア．貯蔵容器  高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品 

イ．起動用ガス容器  高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品 

ウ．管材    〔JIS G 3454〕 

エ．噴射ヘッド   放射圧 〔14〕kgf／㎡以上 

オ．制御盤    〔20〕秒遅延 

カ．起動装置   〔   〕 

（３）連結送水口設備   〔送水口、配管、放水口〕 

（４）消火器 

ア．粉末消火器   〔日本消防検定協会認定品〕 

イ．移動式    〔第 1 種から第 2 種〕 

（５）消火ボックス 

見学者ホール、見学者通路、居室などは、あらかじめ消火器の配置を計画し、壁埋込式の消火

ボックスを設置すること。 

（６）排煙設備 

自然排煙を基本とし、機械排煙設備はできるだけ設置しないように計画すること。 

 

７．給湯設備工事 

（１）給湯方式 

ア．事務所系   〔局所式給湯方式〕 

イ．プラント系・浴室等  〔中央式給湯方式〕 

ウ．その他    〔局所式給湯方式〕 

（２）熱源 

ア．局所式給湯方式   〔電気式貯湯方式〕 

イ．中央式給湯方式   〔電気式貯湯方式〕 

【特記】 

１．給湯温度は、火傷防止を考慮して決めること。 

２．給湯場所については、建築設備リストに記載し提案すること。 

３．省エネルギー化のデータ管理ができるようにすること。 

４．省エネルギー（CEW／HW）の計算・検討書を提出すること。 

５．電化による。給湯方式を基本とすること。 
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第５節 建築電気設備工事 

本設備はプラント低圧主幹盤から 2 次側以降の各建築電気設備工事とすること。 

１．動力設備工事 

本設備は建築設備の各種ポンプ、送排風機、空調、給水、排水設備等に含まれる電動機類の電源

設備とすること。 

（１）監視・制御方式   〔統括（一元）管理・分散制御方式〕 

プラントのシステムとは干渉を避ける為、別システムを

構築すること。 

（２）配電方式   〔コントロールセンター方式（JEM 1195）又は電磁集

     合制御盤方式（JEM 1265）〕 

（３）操作方式 

ア．機器類の運転操作は、中央制御室からの遠隔操作及び現場操作とすること。 

イ．メンテナンス作業の安全性を重視した発停条件及びインターロック機構を計画し、基本的に

現場優先とすること。 

（４）盤構成 

ア．動力配電盤   1 式 

イ．動力制御盤   1 式 

ウ．現場制御盤   1 式 

エ．現場操作盤   1 式 

オ．中央制御版   LCD コンソール又は壁掛形 1 式 

【特記】 

１．中央制御室において各給排水設備、空調換気設備、照明設備の運転管理、メンテナンス情報

の総括（一元）管理・分散制御ができるように計画すること。また、必要な機器のスケジュー

ル発停、個別発停、照明設備のスケジュール点灯、遠隔点灯などが行えるようにするとともに、

換気設備については火災停止制御も行うこと。 

２．運転員が必要な情報は固定電話、放送設備等で得られるように計画すること。 

３．プラント設備及び建築機械設備との整合をはかること。 

 

２．照明コンセント設備工事 

照明コンセント設備は、作業の安全及び作業能率と快適な作業環境の確保を考慮した設計とする

こと。 

（１）照度基準 JIS Z 9110 及び労働安全衛生規則に準拠すること。 

（２）非常用照明、誘導灯等は建築基準法、消防法に準拠して設置すること。 

（３）高効率機器（ランプ、器具）、環境配慮形照明器具（ノンクロム、ノンハロゲン）を基本と

すること。なお、長時間点灯する器具（事務室、中央制御室及び誘導灯等）は LED 器具を採

用し省エネを図り、必要に応じてリモコンスイッチを設けること。 

（４）ごみピット・プラットホーム等は、LED を主照明とし、必要に応じメタルハイドライドラ

ンプ灯の組み合わせにより最適照明を計画し、照明器具は防塵形とすること。 

（５）工場棟は、LED、メタルハイドライト灯で計画すること。ただし、屋外に面した出入口付近

及びエアチャンバー室等は、害虫対策として〔カラードランプ〕等を採用すること。 
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（６）工場棟の地下室にメタルハイドライト灯を採用する場合は、瞬時点灯形、アンナイト灯を検

討すること。 

（７）中央制御室はグレア対策を行うこと。また、LED への映り込み防止を配慮して、配置計画

を行うこと。 

（８）クレーン操作室照明について、クレーン操作部は調光形を採用すること。 

（９）高所に取り付ける照明器具は LED とする。 

（10）工場棟内の見学通路と居室の器具は、埋込型（ルーバ付、ただし倉庫等は除く）を原則と

し、センサー分離形初期照度補正・自動調光形、初期照度補正形、熱線センサー内蔵形及び熱

線センサー内蔵自動調光照明器具を主として採用すること。 

（11）設置環境に応じて、防塵、防水・防湿、耐食性に優れた照明器具とすること。 

（12）コンセントは維持管理性を考慮した個数とし、用途及び使用条件に応じて防雨、防爆、防

湿型とすること。また、床洗浄を行う部屋については床上〔70〕cm に取り付けること。 

（13）各作業エリア、室内の照度計算書及び配光曲線を提出すること。 

 

３．その他工事 

（１）自動火災報知器設備工事 

ア．受信盤    〔   〕型、〔   〕級、〔   〕面 

イ．感知器    〔   〕、形式〔   〕 

ウ．配線及び機器取付工事 

（消防法に基づき施工）  1 式 

（２）電話設備工事 

ア．自動交換器   型式〔電子交換式〕 

（ア）局線 工場棟  〔   〕 

（イ）内線   各居室、無線通信端末 

イ．電話器    型式〔プッシュホン〕〔   〕台 

ウ．ファクシミリ   〔   〕基 

エ．設置位置   建築設備リストに記載すること。 

オ．配管配線工事   １式（引込み場所からの直通空配管２本含む） 

カ．機能 

必要な箇所から、局線への受発信、内線の個別・一斉呼出、内線の相互通話ができるものと

すること。また、各電話機（無線端末含む）から、拡声放送設備へのページングが可能なもの

とすること。 

（３）インターネット及び構内 LAN 設備工事 

ア．通信方式   〔   〕 

イ．通信速度   〔   〕 

ウ．設置場所   事務室、中央制御室、計量棟等 

エ．機能 

設置場所におけるインターネットへの接続及び構内 LAN の構築ができるものとすること。

なお、データの流出がないよう対策を行う場合は、無線 LAN の構築も可能とする。 

（４）構内 PHS 電話機等（必要に応じて設置） 
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ア．台数    〔   〕台 

【特記】 

PHS 電話機により、本組合職員や運転員が運用において本施設内の全ての箇所で通話でき

るよう計画し、PHS アンテナは、本施設及び敷地全体をカバーすること。なお、PHS 電話機

の台数については施設管理者及び運転員の人数を満たすこと。また、メンテナンス時両手が使

用できるように、ヘルメットアタッチメント式の採用についても考慮すること。 

（５）付属機器 

ア．TA・DSU   〔   〕台 

イ．ルーター   〔   〕台 

ウ．メディアコンバータ  〔   〕台 

エ．光ケーブル用 HUB  〔   〕台 

オ．その他必要な機器  １式 

（６）拡声放送設備工事 

AM、FM ラジオチューナ内蔵型、一般放送・BS、非常放送（消防法上必要な場合）兼用、

BGM 放送（CD）、緊急地震速報が放送できるようにすること。 

ア．増幅器型式   〔   〕 

イ．出力    〔   〕W〔   〕台 

ウ．スピーカー   トランペット式、天井埋込、壁掛け型〔   〕個 

エ．マイクロホン  事務室、中央制御室等に設置〔   〕型〔   〕個 

オ．設置位置   建築設備リストに記載すること。 

【特記】 

１．アンプの出力は本施設全体の容量を満たすこと。 

２．回路は操業形態にあわせ工場棟、見学動線、事務所等に細分化すること。 

３．一般と作業員用との放送回路は区分でき、同時放送が可能であること。また、非常時一

斉放送が可能なように計画すること。 

４．アンプはオプティカルドライブ（CD、DVD など）、メモリーカードスロット等を有す

るものとし、チャイムや任意の放送内容など館内放送が行えること。また、任意に時刻設

定し、チャイム等の任意の放送内容を館内放送が行えること。また、任意に時刻設定し、

定期的に放送を行えること。 

５．非常用放送用と一般放送用放送設備を兼用してもよい。なお、兼用する場合は非常用放

送優先とすること。 

（７）インターホン設備工事 

ア．型式    相互通話式 

イ．設置位置   建築設備リストに記載すること。 

【特記】 

１．カメラ付インターホンで計画すること。 

２．ドアホン設置箇所には訪問者が確認できるように照明器具を設けること。 

（８）テレビ共聴設備工事 

ア．UHF アンテナ   １基 

イ．衛星放送用 BS アンテナ  １基 
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ウ．設置箇所   建築設備リストに記載のこと 

（９）時計設備工事 

ア．形式    〔   〕 

イ．設置場所   建築設備リストに記載のこと 

（10）避雷設備 

ア．設置基準  建築基準法により高さ〔20〕m を超える建築物を保護す

ること 

イ．仕様    JIS A 4201 避雷針基準によること 

ウ．数量    1 式 

  （11）防犯警備設備工事 防犯上の警備設備の設置が可能なよう電気配管工事（空

配管工事）を行うこと。 

（12）無線通信設備 

日常の点検整備に必要な無線通信設備を設ける。 

ア．形式    〔   〕 

イ．構成設備・台数   無線端末 本組合用〔1〕台 

ウ．機能 同時通話出来るものとし、屋外でも使用できるものとし、

必要に応じて中継器を設置すること。 

  （13）その他   その他必要に応じて予備配管等を設けること。 
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第４編 運営・維持管理業務 

第１章 運営・維持管理業務仕様 

第１節 総則 

 本要求水準書は、新施設の運営・維持管理業務の基本的な内容について定めるものであり、本業務の

目標達成のため必要な業務については、本要求水準書等に明記されていない事項であっても、運営事業

者の責任において遂行又は完備するものとする。 

なお、今後、本組合において繊維系ごみの再資源化を行う実証実験を行う予定であり、その結果によ

っては事業者と協議し、契約内容を変更する場合がある。 

 また、本要求水準書に明記されている事項について、それを上回る提案を妨げるものではない。 

 

第２節 事業概要 

１．本業務の概要 

本事業は、本組合を構成する市町から排出されるごみを合理的、経済的かつ衛生的に処理するため

に行うものである。 

また、本業務は、本施設の運営を行うものであり、運営事業者は、運営に関するノウハウを遺憾な

く発揮し、経済性及び安定性に優れた施設運営を実施すること。 

 

２．適用範囲    本組合が発注する新ごみ処理施設運営事業に適用する。 

 

３．運営事業期間 

（１）運営事業期間 2033 年（令和 15 年）10 月１日から 2053 年（令和 35

年）9 月 30 日まで 

※工事に伴い、運営業務の開始が前倒し又は遅延する場

合には、運営開始日から 20 年間を本業務期間とする。 

 

４．事業実施場所   泉佐野市日根野及び上之郷地内 

 

５．運営する施設等 

（１）主な施設  エネルギー回収推進施設及びマテリアルリサイクル推進

施設 

（２）関連施設   計量棟、ストックヤード棟、外構施設 

（３）その他の施設  上記以外に要求水準書に記載されている全ての施設及び

本施設に納入される重機類、車両等 

６．処理能力 

（１）エネルギー回収推進施設  200ｔ／日（100ｔ／24hr／日×２炉） 

（２）マテリアルリサイクル推進施設 23ｔ／日（23ｔ／5hr） 

 

７．敷地面積    約 55,301 ㎡ 
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８．業務の範囲 

（１）関係法令の遵守 

運営事業者は、本業務期間中関係法令及び関連する基準、規則等を遵守すること。 

ア．廃棄物処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

イ．再生資源の利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48 号） 

ウ．廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について（平成

10 年生衛発第 1572 号） 

エ．環境基本法（平成５年法律第 91 号） 

オ．大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

カ．悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 

キ．騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

ク．振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

ケ．水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

コ．土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

サ．水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

シ．下水道法（昭和 33 年法律第 79 号） 

ス．計量法（平成４年法律第 51 号） 

セ．消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

ソ．建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

タ．建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

チ．建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

ツ．高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号） 

テ．電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

ト．電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

ナ．電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号） 

ニ．事務所衛生基準規則（昭和 47 年労働省第 43 号） 

ヌ．クレーン等安全規則（昭和 47 年労働省令第 34 号） 

ネ．クレーン構造規格（平成７年労働省告示第 134 号） 

ノ．ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（社団法人 全国都市清掃会議） 

ハ．容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 102 号） 

ヒ．電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第 52 号） 

フ．電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（資源エネルギー庁） 

ヘ．高調波抑制対策技術指針（JEAG9702-2023 日本電気協会） 

ホ．官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（平成 18 年３月 31 日国営整第 156 号・国

営設第 162 号） 

マ．官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁修繕部） 

ミ．日本工業規格 

ム．電気学会電気規格調査会標準規格 

メ．日本電気工業会規格 

モ．日本電線工業化規格 
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ヤ．日本照明器具工業会規格 

ユ．公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（国土交通省大

臣官房官庁営繕部） 

ヨ．公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編（国土交通省大臣官房営繕部） 

ラ．機械設備工事監理指針（国土交通大臣官房官庁営繕部） 

リ．工場電気設備防爆指針（独立行政法人 労働者健康安全機構・労働安全衛生総合研究所） 

ル．事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針（平成４年労働省告示第

59 号） 

レ．建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

ロ．建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

ワ．建築産業における生産システム合理化指針（平成３年２月５日建設省経構発第２号） 

ヲ．泉佐野市暴力団排除条例（平成 25 年１月１日条例第 28 号） 

ン．家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号） 

 

（２）運営 

新施設には構成市町から排出される焼却ごみ及び本組合が所有する一般廃棄物処理施設等から

排出される場内搬入物及び災害発生時に構成市町、協定市及び近隣市町村から排出される災害廃

棄物が搬入されることとなるため、運営にあたっては、新施設の性能に適合する施設を運営する。 

なお、本業務の範囲は、以下のとおりとするが、本要求水準書に明記されていない事項であっ

ても、本業務を遂行するうえで、当然必要な業務については、運営事業者において実施すること。 

ア．運営事業者の業務範囲 

（ア）搬入管理業務 

（イ）運転管理業務 

（ウ）維持管理業務（清掃作業を含む） 

（エ）情報管理業務 

（オ）環境管理業務 

（カ）余熱利用業務 

（キ）再資源化業務 

（キ）残渣処理業務（焼却、破砕残渣等の運搬のための積込みまで） 

（ク）その他新施設の管理を行う上で必要な業務（清掃・植栽管理、施設警備、見学者対応等） 

イ．本組合の業務範囲 

（ア）議会・住民対応 

本組合は、本組合議会及び住民等に、適宜、本事業の状況説明等を行う。 

（イ）処理対象物の搬入計画 

本組合は、処理対象物の搬入計画を作成する。 

（ウ）運営業務に相当する対価（以下「運営費」という。）の支払業務 

本組合は、モニタリングの結果等に応じて、運営費として本業務期間を通じて、運営事業

者に支払いを行う。 

（エ）モニタリングの実施 

本組合は、定期及び随時、運営事業者による運営業務の状況が、運営業務委託契約書及び
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業務マニュアル等に定める要件を満たしているか、業務の実施状況の確認を行う。 

また、運営事業者は本組合の行うモニタリングに対して、積極的に協力を行うこと。 

なお、モニタリングに含むべき内容は次のとおりである。 

 

①処理状況の確認 

②各種用役の確認 

③点検・検査・整備、補修及び更新状況の確認 

④安全体制、緊急連絡等の体制の確認 

⑤安全教育、避難訓練等の実施状況の確認 

⑥事故記録と予防保全の周知状況の確認 

⑦緊急対応マニュアルの評価及び実施状況の確認 

⑧初期故障、各設備不具合事項への対応状況の確認 

⑨性能保証値等の各基準値への適合性の確認 

⑩環境モニタリングの確認 

⑪運転状況、薬品等使用状況の確認 

⑫事業運営の確認及び評価（決算報告書及び環境報告書） 

⑬提案した地域貢献の内容が実施されていることの確認 

⑭その他必要なモニタリングの確認 

 

９．本組合との定例会議への参加 

（１）本組合は、月例及び年報の確認において、定例会議を開催し、その内容の確認を行う。運営

事業者は定例会日に出席し、その説明を行うこと。また、当該会議の議事録を作成し、本組合

に提出すること。定例会議の詳細については、本組合と運営事業者との協議の上決定する。 

（２）定例会議については毎月１回の開催を基本とし、本組合と運営事業者との協議の上開催回数

の増減を行う。 

（３）定例会議には本組合と運営事業者が協議の上、関連する企業、団体、外部有識者等を参加さ

せることができるものとする。 

 

10．業務終了時 

本業務終了時には、別途本組合が定める明け渡し基準に基づく検査を運営事業者が実施し、本業

務期間終了後においても、継続して使用することに支障がない状態であることの確認を行う。検査

要領書は運営事業者が作成、本組合の承諾を得ること。 

 

11．本業務に関する基本事項 

（１）運転条件 

ア．エネルギー回収推進施設計画処理量 

エネルギー回収推進施設の計画処理量は次のとおりとする。 
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表 2－1 エネルギー回収推進施設計画処理量（新ごみ処理施設） 

          [t/年] 

年度 家庭系 事業系 
場内搬入物 

合計 
ごみ破砕施設 し尿処理施設 

令和 15 年度 20,994 25,474 4,262 1,454 52,184 

令和 16 年度 20,781 25,266 4,230 1,403 51,680 

令和 17 年度 20,625 25,128 4,209 1,363 51,325 

令和 18 年度 20,351 24,842 4,163 1,314 50,670 

令和 19 年度 20,135 24,626 4,129 1,268 50,158 

令和 20 年度 19,921 24,411 4,095 1,222 49,649 

令和 21 年度 19,763 24,263 4,072 1,179 49,277 

令和 22 年度 19,498 23,984 4,027 1,129 48,638 

令和 23 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 24 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 25 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 26 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 27 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 28 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 29 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 30 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 31 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 32 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 33 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 

令和 34 年度 19,282 23,760 3,991 1,081 48,114 
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イ．マテリアルリサイクル推進施設計画処理量 

マテリアルリサイクル推進施設の計画処理量は次とする。 

 

表 2－2 マテリアルリサイクル推進施設計画処理量（新ごみ処理施設） 

[t/年] 

年度 家庭系 事業系 合計 

令和 15 年度 2,661 2,996 5,657 

令和 16 年度 2,642 2,975 5,617 

令和 17 年度 2,630 2,962 5,592 

令和 18 年度 2,602 2,931 5,533 

令和 19 年度 2,581 2,909 5,490 

令和 20 年度 2,560 2,886 5,446 

令和 21 年度 2,546 2,871 5,417 

令和 22 年度 2,517 2,841 5,358 

令和 23 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 24 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 25 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 26 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 27 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 28 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 29 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 30 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 31 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 32 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 33 年度 2,494 2,817 5,311 

令和 34 年度 2,494 2,817 5,311 
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ウ．搬入時間等 

（ア）直営   搬入日：月曜日から土曜日（ただし 12/31～1/3 は除く） 

       搬入時間：６：00～16：00 

（イ）収集運搬業者    搬入日１：月曜日から土曜日（ただし 1/1 は除く） 

       搬入時間：６：00～16：00 

       搬入日２：日曜日（ただし 1/1 は除く） 

       搬入時間：６：00～1２：00 

（ウ）一般搬入     搬入日 1：月曜日から土曜日（ただし 12/31～1/3 は除く） 

       搬入時間：9：00～１６：00 

搬入日２：日曜日（ただし 12/31～1/3 は除く） 

       搬入時間：9：00～１２：00 

（エ）搬入車両         第１編 第１章 第２節 6 搬出入車両を参照のこと。 

（オ）搬入台数   収集運搬業者 約 229 台／日 

一般搬入車  約 531 台／日 

エ．年間運転日数   搬入される処理対象物を滞りなく処理するために必要な

     日数。 

    （施設規模算定に用いた計画日数 290 日／年以上） 

オ．運転時間   １日 24 時間運転 

カ．処理対象物の性状 

処理対象物の組成は第１編 第１章 第２節 1 計画主要目（3）によるものとし、以下に

示す直近５年間の処理対象物の組成分析結果を考慮すること。 

また、本施設におけるバイオマス利活用等に係る提案が行われる場合においては、バイオマ

ス比率については６種組成に基づき想定を行うこと。 
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表 2－2（1） 令和４年度の組成分析結果（施設組合） 

 

表 2－3（2） 令和 5 年度の組成分析結果（施設組合） 

 

  

単位 R4.4.27 R4.5.26 R4.6.23 R4.7.21 R4.8.18 R4.9.22 R4.10.18 R4.11.24 R4.12.22 R5.1.19 R5.2.24 R5.3.2
水分 21.07 30.48 54.20 26.25 33.83 16.71 27.50 25.38 35.63 34.24 36.43 54.33
可燃分 74.60 64.14 40.53 70.02 63.93 78.28 68.70 69.02 58.45 62.25 60.15 43.29
灰分 4.33 5.38 5.27 3.73 2.24 5.01 3.80 5.60 5.92 3.51 3.42 2.38

kg/m3 94.00 175.00 179.00 173.00 170.00 125.00 118.00 87.00 159.00 103.00 135.00 225.00
紙類 34.62 15.14 12.34 24.11 7.60 6.94 8.49 10.11 38.63 21.68 15.21 28.67
繊維類 50.03 63.67 55.88 48.79 69.12 80.92 70.61 56.37 33.81 42.51 32.56 17.17
木・竹・草類 1.22 0.69 4.23 7.67 7.82 1.32 0.96 5.29 2.41 10.87 16.78 7.41
プラスチック類 8.96 8.34 6.18 16.11 8.21 7.71 19.36 24.92 12.77 17.28 22.03 27.44
ゴム・皮革類 0.18 0.00 1.19 0.00 5.94 0.00 0.00 0.58 0.00 1.12 5.43 0.35
厨芥類 4.57 11.96 0.87 0.85 0.00 1.45 0.29 0.00 9.19 5.75 6.05 15.32
不燃物類 0.30 0.00 7.62 0.73 0.22 0.36 0.13 0.31 2.15 0.00 0.08 0.04
その他雑物類 0.12 0.20 11.69 1.74 1.09 1.30 0.13 2.42 1.04 0.79 1.86 3.60
炭素 40.28 30.56 22.01 39.21 37.73 41.89 42.22 38.19 31.57 32.50 34.55 23.82
水素 5.21 3.75 2.61 4.98 3.89 4.86 5.93 5.07 4.00 4.22 4.09 3.13
窒素 1.87 3.07 2.29 2.62 2.05 8.07 5.63 0.17 1.32 3.45 2.96 0.31
硫⻩ 0.04 0.04 0.05 0.10 0.09 0.32 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04
塩素 0.36 0.18 0.23 0.21 0.20 0.06 0.07 0.17 0.40 0.09 0.29 0.40
酸素（計算値） 26.84 26.54 13.34 22.90 19.97 23.08 14.79 25.37 21.13 21.96 18.23 15.59
炭素 930.25 568.03 417.65 1051.21 1684.38 836.13 1111.05 681.96 533.28 925.93 1010.23 1000.84
水素 120.32 69.70 49.53 133.51 173.66 97.01 156.05 90.54 67.57 120.23 119.59 131.51
窒素 43.19 57.06 43.45 70.24 91.52 161.08 148.16 3.04 22.30 98.29 86.55 13.03
硫⻩ 0.92 0.74 0.95 2.68 4.02 6.39 1.58 0.89 0.51 0.85 0.88 1.68
塩素 8.31 3.35 4.36 5.63 8.93 1.20 1.84 3.04 6.76 2.56 8.48 16.81
酸素（計算値） 619.86 493.31 253.13 613.94 891.52 460.68 389.21 453.04 356.93 625.64 533.04 655.04
⾼位発熱量 kJ/kg 16,450 13,650 9,750 16,410 15,910 17,620 16,700 16,450 12,980 15,110 15,320 10,000
低位発熱量 kJ/kg 14,730 12,010 7,790 14,610 14,190 16,120 14,650 14,650 11,180 13,310 13,480 7,950

元素
分析
（分⺟は全体）

％

元素分析
(分⺟を可燃分に
補整）

％

発熱量

三成分 ％

単位体積重量

物理的
組成 ％

単位 R5.4.20 R5.5.25 R5.6.22 R5.7.20 R5.8.17 R5.9.21 R5.10.19 R5.11.22 R5.12.7 R6.1.25 R6.2.22 R6.3.1
水分 57.17 39.47 41.95 45.98 39.06 51.59 38.52 31.76 45.56 40.64 34.89 33.39
可燃分 41.96 55.07 52.14 50.20 57.61 43.13 56.34 65.33 50.11 56.78 60.86 58.23
灰分 0.87 5.46 5.91 3.82 3.33 5.28 5.14 2.91 4.33 2.58 4.25 8.38

kg/m3 195.00 133.00 163.00 197.00 157.00 157.00 158.00 99.00 122.00 145.00 82.00 136.00
紙類 0.93 33.36 43.07 28.45 19.40 28.15 23.68 16.07 44.43 38.21 10.53 8.32
繊維類 86.04 21.25 10.74 22.45 46.79 27.66 25.47 52.60 24.39 34.90 68.46 16.10
木・竹・草類 1.36 4.94 6.74 17.19 18.03 14.43 12.84 14.68 3.88 6.04 6.59 44.29
プラスチック類 2.90 22.30 19.69 22.45 4.88 22.30 16.51 11.40 16.56 10.23 8.00 16.10
ゴム・皮革類 0.00 1.21 0.07 0.04 0.00 0.00 4.95 0.00 0.54 2.59 0.00 0.07
厨芥類 1.60 1.19 11.14 2.69 2.56 0.91 10.98 3.07 5.59 5.36 1.57 0.74

不燃物類 0.00 5.71 5.26 1.98 1.14 4.71 0.37 0.13 1.30 0.18 3.07 5.23

その他雑物類 7.17 10.04 3.29 4.39 7.20 1.84 5.20 2.05 3.31 2.49 1.78 9.15
炭素 24.36 27.66 29.37 27.22 31.76 24.22 31.65 36.97 26.83 30.70 34.63 35.18
水素 2.70 4.16 3.96 3.68 3.93 3.28 4.32 4.69 3.43 3.92 4.09 4.31
窒素 1.96 0.61 0.92 0.61 1.59 0.25 1.05 3.27 1.54 2.14 4.03 0.81
硫⻩ 0.07 0.05 0.05 0.04 0.05 0.01 0.04 0.04 0.05 0.04 0.12 0.04
塩素 0.07 0.95 0.51 0.16 0.07 0.08 0.23 0.21 0.08 0.28 0.10 5.23
酸素（計算値） 12.80 21.64 17.33 18.49 20.21 15.29 19.05 20.15 18.18 19.70 17.89 9.15
炭素 2800.00 506.59 496.95 712.57 953.75 458.71 615.76 1270.45 619.63 1189.92 814.82 419.81
水素 310.34 76.19 67.01 96.34 118.02 62.12 84.05 161.17 79.21 151.94 96.24 51.43
窒素 225.29 11.17 15.57 15.97 47.75 4.73 20.43 112.37 35.57 82.95 94.82 9.67
硫⻩ 8.05 0.92 0.85 1.05 1.50 0.19 0.78 1.37 1.15 1.55 2.82 0.48
塩素 8.05 17.40 8.63 4.19 2.10 1.52 4.47 7.22 1.85 10.85 2.35 62.41
酸素（計算値） 1471.26 396.34 293.23 484.03 606.91 289.58 370.62 692.44 419.86 763.57 420.94 109.19
⾼位発熱量 kJ/kg 10,130 12,930 12,140 12,260 12,850 10,510 14,530 15,950 12,010 13,770 14,440 14,230
低位発熱量 kJ/kg 8,080 11,010 10,170 10,300 10,970 8,460 12,600 14,110 10,090 11,850 12,640 12,430

元素
分析
（分⺟は全体）

％

元素分析
(分⺟を可燃分に
補整）

％

発熱量

三成分 ％

単位体積重量

物理的
組成 ％
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表 2－4（3） 令和 6 年度の組成分析結果（施設組合） 

 

表 2－5 令和４年度～令和 6 年度の組成分析結果（熊取町） 

 

  

単位 R6.4.18 R6.5.23 R6.6.20 R6.7.18 R6.8.22 R6.9.19 R6.10.17 R6.11.7 R6.12.19 R7.1.23 R7.2.20 R7.3.10
水分 45.36 55.58 45.46 41.42 60.84 34.02 44.05 46.83 45.77 49.05 51.97 50.60
可燃分 46.17 42.71 50.29 54.34 36.13 60.92 53.39 48.50 49.37 46.22 43.87 46.17
灰分 8.47 1.71 4.25 4.24 3.03 5.06 2.56 4.67 4.86 4.73 4.16 3.23

kg/m3 176.00 188.00 135.00 105.00 255.00 99.00 120.00 206.00 231.00 147.00 168.00 172.00
紙類 38.41 25.46 37.56 30.60 37.11 30.97 18.70 27.96 23.88 36.61 20.73 32.55
繊維類 27.06 40.16 22.47 15.30 28.52 21.64 27.99 16.50 3.87 13.02 35.92 27.99
木・竹・草類 15.18 6.19 6.78 7.49 4.11 2.58 1.03 6.78 42.44 2.49 8.78 6.26
プラスチック類 4.48 19.99 24.52 41.08 13.61 34.09 30.05 13.63 12.33 25.08 19.77 27.97
ゴム・皮革類 2.19 0.00 0.42 0.00 0.33 0.00 5.49 0.02 0.00 1.93 2.84 0.42
厨芥類 1.66 7.72 5.66 1.95 13.63 6.00 16.05 32.70 6.25 14.85 8.01 1.96
不燃物類 6.48 0.00 1.11 1.66 0.51 1.97 0.23 1.03 2.29 3.23 0.08 0.26
その他雑物類 4.54 0.48 1.48 1.92 2.18 2.75 0.46 1.38 8.94 2.79 3.87 2.59
炭素 24.19 25.00 29.75 36.60 18.51 34.40 32.16 25.42 26.85 26.40 24.96 26.68
水素 2.96 3.35 4.05 5.08 2.48 4.46 4.67 3.47 3.54 3.51 3.21 3.58
窒素 1.38 0.25 0.77 1.11 0.49 1.23 0.84 0.94 0.52 0.35 0.42 0.64
硫⻩ 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.07 0.04 0.05 0.02 0.04 0.02 0.03
塩素 0.06 0.11 0.43 0.73 0.15 0.24 0.18 0.42 0.18 0.17 0.11 0.11
酸素（計算値） 17.55 13.99 15.26 10.79 14.48 20.52 15.50 18.20 18.26 15.75 15.15 15.13
炭素 32.43 38.98 73.40 52.27 28.95 43.94 46.81 36.83 45.94 42.41 41.50 61.63
水素 3.97 5.22 9.99 7.26 3.88 5.70 6.80 5.03 6.06 5.64 5.34 8.27
窒素 1.85 0.39 1.90 1.59 0.77 1.57 1.22 1.36 0.89 0.56 0.70 1.48
硫⻩ 0.04 0.02 0.07 0.04 0.03 0.09 0.06 0.07 0.03 0.06 0.03 0.07
塩素 0.08 0.17 1.06 1.04 0.23 0.31 0.26 0.61 0.31 0.27 0.18 0.25
酸素（計算値） 23.53 21.81 37.65 15.41 22.65 26.21 22.56 26.37 31.24 25.30 25.19 34.95
⾼位発熱量 kJ/kg 10,720 9,460 13,060 15,070 8,000 14,480 14,190 10,760 10,840 12,310 11,220 11,090
低位発熱量 kJ/kg 8,920 7,330 11,010 12,890 5,900 12,640 12,010 8,790 8,870 10,300 9,170 9,000

三成分 ％

発熱量

単位体積重量

物理的
組成 ％

元素
分析
（分⺟は全体）

％

元素分析
(分⺟を可燃分に補
整）

％

単位 R4.6.24 R4.9.9 R4.12.16 R5.2.17 R5.6.23 R5.9.29 R5.12.15 R6.2.22 R6.7.4 R6.9.20 R6.12.13 R7.2.13
水分 49.8 42.3 46.6 50.6 48.4 49.9 47.6 47.8 50.3 44.7 41.8 48.6
可燃分 42.8 48.7 47.3 43.7 45.6 43.7 42.3 46.1 42.5 49.1 50.0 45.0
灰分 7.5 9.0 6.1 5.6 6.0 6.4 10.1 6.1 7.2 6.2 8.3 6.4

kg/m3 154.00 173.00 172.00 138.00 163.00 154.00 195.00 108.00 147.00 146.00 179.00 229.00
紙類 35.1 37.4 43.8 47.1 48.9 34.2 38.6 29.2 38.4 35.4 48.1 43.1
PET 0.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.5 1.1 0.0 1.2 2.2 0.4
容器プラ 8.7 5.8 13.1 8.2 5.1 4.8 6.6 8.1 14.3 7.6 13.9 6.1
その他プラ 26.5 17.3 9.8 15.3 14.0 23.1 12.3 15.5 16.0 11.8 7.0 17.6
木・竹・わら類 15.5 25.1 21.0 9.9 22.9 26.1 20.5 30.6 17.8 29.3 16.6 18.4
厨芥類 4.7 3.5 7.6 7.4 3.4 3.8 8.1 6.7 4.0 9.8 3.6 7.8
不燃物類 5.4 6.1 1.4 1.6 2.6 2.3 9.3 4.2 6.3 1.3 5.7 5.3
その他 3.5 4.8 3.4 10.6 1.9 5.3 4.1 4.6 3.3 3.7 2.8 1.4
炭素 24.2 25.2 25.8 23.4 23.3 25.4 23.4 24.5 23.7 23.5 27.2 26.2
水素 3.4 3.4 3.6 3.3 3.4 3.5 3.4 3.5 3.5 3.4 3.2 3.5
窒素 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4
硫⻩ 0.05 0.04 0.02 0.02 0.06 0.03 0.03 0.04 0.06 0.01 0.02 0.03
塩素 0.63 0.73 0.13 1.54 0.19 0.53 1.31 0.29 0.38 0.27 0.83 1.58
酸素（計算値） 13.9 18.7 17.3 15.0 18.3 13.9 13.9 17.3 14.3 21.5 18.4 13.3

発熱量 低位発熱量 kJ/kg 7,983 8,399 8,632 9,624 8,032 7,253 7,131 8,962 8,629 9,207 9,405 8,306

元素分析 ％

三成分 ％

単位体積重量

物理的
組成 ％
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キ．施設の性能 

（ア）排ガスの基準値  第１編 第１章 第２節 11 公害防止基準による。 

（イ）焼却灰の基準値  第１編 第１章 第２節 12 処理生成物基準による。 

（ウ）飛灰処理物の基準値  第１編 第１章 第２節 12 処理生成物基準による。 

（エ）騒音の基準値  第１編 第１章 第２節 11 公害防止基準による。 

（オ）振動の基準値  第１編 第１章 第２節 11 公害防止基準による。 

（カ）悪臭の基準値  第１編 第１章 第２節 11 公害防止基準による。 

ク．関係法令等の遵守 

本業務にあたっては、当該年度における関係法令、規格及び基準等を遵守すること。 

ケ．組合及び関係官公庁等の指導 

本業務の実施にあたっては、本組合及び関係官公庁等の指導に従うこと。 

コ．環境影響評価の遵守 

本事業については、大阪府環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施していることから、

運営事業者はその内容を遵守するとともに、本組合が実施する事後調査には積極的に協力を行

うこと。 

なお、運営事業者に起因した事象により新たに環境影響評価に対応して措置する必要がある

場合の費用については、運営事業者の負担とする。 

（２）監督員 

監督員とは、本組合から監督員として指名された本組合職員をいう。 

（３）関係官公庁等申請への協力 

運営事業者は、本業務実施に伴う本組合が行う関係官公庁等への申請について積極的に協力を

行い、監督員の指示により必要な書類及び資料等を提出すること。 

また、申請の際に発生する費用の負担については、本組合と協議のうえ決めることとする。 

（４）組合及び関係官公庁等への報告、資料提供等の協力 

本業務に関して、本組合及び関係官公庁等が報告及び資料提供等を要求する場合には、本組合

の指示に従い、速やかに対応すること。 

（５）組合の検査 

本組合が、運営事業者の運転や設備の点検、検査、整備、補修及び更新等を含む運営全般に対

する立ち入り検査等を行う場合は、運営事業者は検査等の実施に対し積極的に協力を行い、本組

合が要求する資料等を速やかに提出すること。 

（６）別途工事への協力 

敷地内外において、本組合が発注する別途工事がある場合は、運営事業者はその工事が円滑に

施工できるよう、その工事の請負事業者との調整及び工事実施に積極的に協力を行うこと。 

（７）業務マニュアル及び業務計画書等の作成 

本業務の実施において、運営事業者が作成する各業務のマニュアル又は業務計画書等について

は、本組合と運営事業者において協議のうえ作成し、本組合の承諾を得た後に提出すること。 

ア．業務マニュアル 

運営事業者は、本事業期間を通じた事業遂行に関し、本業務実施に先立ち、要求水準書等に

示された仕様及び運営事業者から提案された事項（水準）の性能保証等を遵守する内容で作成

したマニュアル（以下「業務マニュアル」という。）を各業務に関して、本組合の承諾を得て
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作成すること。 

また、運営事業者は事業期間中に業務マニュアルの内容を変更する必要がある場合には、事

前に本組合の承諾を得たうえで変更を行うこと。 

イ．運転計画及び運営マニュアル 

（ア）運転計画書 

運営事業者は、年度別の計画処理量に基づく本施設の点検、検査、整備、補修及び更新等

を考慮した年間運転計画書を計画年度の前年の９月末日までに提出し、本組合の承諾を得る

こと。 

運営事業者は、年間運転計画書に基づき、計画月の前月の 20 日までに、月間運転計画書

を作成し本組合に提出すること。 

運営事業者は、年間又は月間運転計画書に従って本業務を実施すること。 

運営事業者は、年間又は月間運転計画書に変更が生じる場合には、事前にそれらを変更し

た各運転計画書を本組合と協議のうえ作成し、本組合の承諾を得たうえで変更を行うこと。 

（イ）運営マニュアル 

運営事業者は、取扱説明書に基づいて、運転管理上の目安としての管理値を設定するとと

もに、本施設の運転操作手順書及び方法について、基準化したマニュアル（以下「運営マニ

ュアル」という。）を本業務開始日の 60 日前までに本組合の承諾を得たうえで作成するこ

と。 

運営事業者は、運営マニュアルに基づいて本施設の運転管理等を行い、運営マニュアルに

ついては、本組合と協議を行いながら随時改善すること。 

（ウ）業務計画書（業務実施計画書） 

運営事業者は、各年度の開始する 30 日前までに、各業務に係る業務計画書（初年度に関

しては業務実施計画書という。）を作成し、本組合に提出すること。なお、業務計画書又は

業務実施計画書の様式、記載等の様式、記載方法等については、本組合と運営事業者の協議

により定める。 

また、運営事業者は、事業計画書又は事業実施計画書を変更する必要がある場合には、事

前にそれらの内容を変更した事業計画書又は事業実施計画書を本組合と協議したうえで作成

し、承諾を得ること。 

なお、業務計画書又は業務実施計画書に含むべき内容は、次のとおりである。 
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表 2－５ 業務計画書又は業務実施計画書に含むべき内容 

業務内容 記載内容 

１）搬入管理業務 （１）搬入計画（月間・年間） 

（２）搬入管理マニュアル 

（３）搬入管理記録様式 

（４）日報、月報、年報様式 

２）運転管理業務 （１）業務実施体制表 

（２）運転管理マニュアル 

（３）日報、月報、年報様式 

３）維持管理業務 （１）実務実施体制表 

（２）維持管理計画 

 ①調達・管理計画 

 ②点検・検査・整備計画 

 ③補修・更新計画 

４）環境管理業務 （１）環境保全基準 

（２）環境保全計画 

（３）作業環境保全基準 

（４）作業環境保全計画 

５）情報管理業務 （１）情報管理業務計画書 

（２）各種報告書提出要領 

６）余熱利用業務 （１）余熱利用管理計画 

（２）余熱利用管理マニュアル 

（３）日報、月報、年報様式 

７）残渣処理業務 （１）残渣処理計画 

（２）残渣処理マニュアル 

（３）日報、月報、年報様式 

８）再資源化業務 （１）再資源化計画 

（２）再資源化マニュアル 

（３）日報、月報、年報様式 

９）その他管理業務 （１）清掃要領・体制表 

（２）防火管理要領・体制表 

（３）警備・防犯要領・体制表 

（４）施設見学者対応要領・体制表 

（５）住民対応要領・体制表 

（６）ホームページの開設・管理要領・体制表 

（７）災害時対応要領・体制表 

（８）設置・運営に関する許認可の申請支援要領・体制表 

（９）太陽光発電設備の管理計画 

（10）その他施設管理要領・体制表 
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（エ）業務報告書 

運営事業者は、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報及びその他の報告書（以下

「業務報告書」という。）を作成し、それぞれ所定の提出期限までに本組合に提出すること。 

なお、業務報告書の様式、記載方法等については、本組合と運営事業者の協議により定め

ること。 

また、運営事業者は、上述の業務報告書のほか、各種の日誌、点検記録及び報告書等を作

成し、本業務期間を通じて保存するとともに、本組合の要請があるときは閲覧又は複写等に

対応すること。 

 

11．地域振興 

本施設の運営・維持管理にあたっては、本組合構成市町内の企業等を積極的に活用するとともに、

物品・役務等の調達先についても本組合構成市町から積極的に確保することにより、地域振興に貢献

すること。 

また、学習推進施設については、環境学習の拠点であるとともに、地域の人が訪れやすく賑わいの

ある施設となるよう、地域に親しまれる施設運営・維持管理を行うこと。 

 

12．工事元請下請関係の適正化 

下請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年６月１日法律第 120 号）及び建設産業における生産シス

テム合理化指針（平成３年２月 11 日 建設省経構発第２号）の趣旨を十分に理解し関連事業者との

適切な関係を築くこと。 

 

13．本業務期間終了時の引渡し条件 

運営事業者は、自らの費用と責任において、本業務期間終了後も継続して使用することに支障がな

い状態であることを確認する検査を本組合の立会のうえ、第三者機関によって実施すること。なお、

当該検査の結果、本施設が本業務期間終了後も継続して使用することに支障がなく、次に示す状態で

あることを確認したことをもって、本組合は本業務終了の確認とする。 

また、引渡し前に適当な引継ぎ期間を設け、次期運営事業者又は本組合に対する運転教育を行うこ

と。 

（１）本施設が、「第２章 第３節 施設の性能」を満たしていること。 

（２）建築物の主要構造部などに、大きな破損や汚損などがなく良好な状態であること。 

（３）外観や設備機器などに、大きな破損や汚損などがなく良好な状態であること。 

なお、当該検査の結果、本施設が本業務終了後、継続して使用することに支障がある場合は、

運営事業者の負担により、必要な補修及び更新等を実施する。ここで「継続して使用する」と

あるのは、本業務期間終了後の次期運営事業者又は本組合が、適切な点検、整備、補修及び更

新等を本業務期間終了年までの水準で行いながら、それ以降においても安定的な稼働が継続で

きる状態で使用することをいう。 

  



244 
 

第 3 節 管理運営体制 

１．有資格者の配置 

本施設の事業実施において、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日法

律第 137 号）第 21 条第１項の規定に基づく廃棄物処理施設技術管理者を配置すること。また、

廃棄物処理施設技術管理者の立場として、現場総括責任者を１年間以上経験した技術者を、本業務

の現場総括責任者として試運転開始までに配置し、運営開始後１年間以上は提案時の技術者を継続

して配置すること。ただし、管理運営上問題がないと認められる場合はこの限りではない。なお、

この場合、本組合と事前に協議し、承諾を得ること。 

運営事業者は、本施設に電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者を配置すること。 

なお、配置される電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は、「電気事業法」（昭和

39 年法律第 170 号）第 43 条第１項に基づき選任されるものとする。運営事業者は、本施設の自

家用電気工作物の維持・管理の主体であり、電気事業法第 39 条第１項の義務を果たす責任を有す

るものとする。 

運営事業者は、防火・防災管理者を配置すること。 

運営事業者は、本業務を行うにあたりその他必要な有資格者（安全管理者、衛生管理者、酸素欠

乏危険作業主任者、危険物保安監督者、危険物取扱者、第１種圧力容器取扱作業主任者、クレー

ン・デリック免許取得者等）を配置すること。なお、関係法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲

内において、有資格者の兼任は可能とする。（下表を参考とすること） 

また、有資格者以外にも本業務を運営するにあたり必要な者として、警察官ＯＢ等を雇用するな

どし、本業務が円滑に遂行できるよう考慮すること。 

 

表３－１ 運営に必要な有資格者（参考）※1 

資格の種類 主な業務内容 

廃棄物処理施設技術管理者 エネルギー回収推進施設の維持管理に関する技術上の

業務を担当 

安全管理者※2 安全に係る技術的事項の管理（常時 50 人以上の労働者

を使用する事業場） 

衛生管理者※2 衛生に係る技術的事項の管理（常時 50 人以上の労働者

を使用する事業場） 

防火・防災管理者 施設の防火に関する管理者 

酸素欠乏危険作業主任者 酸欠危険場所で作業する場合、作業員の酸素欠乏症を

防止する 

危険物保安監督者・危険物取扱者 危険物取扱作業に関する保安・監督 

第一種圧力容器取扱作業主任者 第一・二種圧力容器の取扱作業 

第二種電気主任技術者 電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督 

第二種ボイラー・タービン主任技術者 ボイラー・タービンの工事維持及び運用に関する保安

の監督 

クレーン・デリック運転士 クレーン及びデリックの運転 

特定化学物質等作業主任者 特定化学物質の作業方法等の指導、排ガス処理設備等

の点検、保護具の使用状況の監督 

高圧ガス製造保安責任者免状 高圧ガスの製造施設に関する保安 
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【特記】 

１．その他運営を行うにあたり必要な資格がある場合は、その有資格者を置くこと。 

２．提案内容により、安全衛生推進者でも可。 

 

２．緊急連絡体制 

運営事業者は、緊急時の本組合への連絡体制を整備するとともに、連絡体制表を作成し本組合に

提出すること。 

また、連絡体制を変更する場合は、事前に変更した連絡体制表を作成し、本組合に提出すること。 

 

３．勤務日及び勤務時間 

本施設に勤務する運営事業者の職員の勤務時間については、作業が勤務時間内に終了するように

計画すること。ただし、本施設からの警報発令時、事故及び災害等の非常については、必要に応じ

て対応すること。 

 

第 4 節 運営業務内容 

１．搬入管理業務 

（１）受入予約 

運営事業者は、本組合が整備するごみの予約受付システムと連携し、搬入者の確認等を行った

後、直接搬入者の誘導を適切に行うこと。 

（２）受入監視 

運営事業者は、搬入された処理対象物の受入、計量、手数料の徴収、車両誘導及びプラットホ

ームでのごみ受入監視等を行うこと。 

（３）搬入出車両管理 

運営事業者は、計量棟において、収集運搬業者、直接持ち込み等の搬入・搬出する車両に対し

て計量手続きを行うこと。 

運営事業者は、廃棄物、薬剤及び搬出物等を搬入・搬出する車両についても、計量棟において

計量し、記録・確認すること。 

運営事業者は、直接搬入ごみを搬入しようとする者に対して、本組合が定める搬入物基準を満

たしていることを確認すること。なお、直接搬入ごみが搬入物基準を満たしていない場合は、受

け入れてはならず、ごみ搬入基準が満たされていない場合においては、直接搬入者に対して適切

な指導を行うこと。また、搬入物基準を添付資料１に示す。 

運営搬入基準は、本組合が定め、運営事業者に通知するものとする。なお、変更した場合につ

いては、速やかに運営事業者に通知するものとする。 

（４）案内・指示・補助 

運営事業者は、ごみを直接搬入する者に対し、計量棟において、ごみの降ろし場所に関する案

内・指示を行うこと。 

運営事業者は、必要に応じて誘導員を配置する等、適切な案内・指示を行うこと。また、敷地

内外に車両が渋滞する場合には、敷地内外においても交通整理を行うこと。 

運営事業者は、住民からの問い合わせに関して適切な対応を行うこと。 

運営事業者は、必要に応じて直接搬入をする高齢者・障がい者などに補助を行うこと。 
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（５）料金徴収代行 

運営事業者は、本施設にごみを直接搬入しようとする者より、本組合が定める料金と方法によ

り、本組合に代わり徴収行うこと。 

運営事業者は、徴収した料金を、「泉佐野市田尻町清掃施設組合新ごみ処理施設整備事業運営

業務委託契約書（案）」に定める方法によって本組合へ引き渡すこと。 

（６）搬入時間 

休業日を除き、「第１章 第２節 11．ウ搬入時間等」に示す搬入時間については、受付計量棟

において受付を行うこと。 

休業日、夜間等、「第１章 第２節 11．ウ搬入時間等」に示す搬入時間外（年末や連休中等）

についても、本組合が事前に指示する場合は、受付計量業務を行うこと。 

 

２．運転管理業務 

（１）計画処理量 

運営事業者は、搬入された処理対象物を適正に処理すること。 

また、処理対象物の変動に対しても、本要求水準書を基本として、適正かつ効率的に処理が行

えるように、対応を考慮すること。 

（２）年間運転日数 

「第２章 第２節 ４．運転時間」に示すとおりとする。 

（３）運転時間 

各設備の運転時間については、「第２章 第２節 ３．年間運転日数」に示す以上とする。た

だし、「第２章 第２節 ３．年間運転日数」に示す以上の運転業務を行った場合においても、

運転事業者の負担において行うものとする。 

（４）適正処理 

運営事業者は、本施設の全体構成、フローシート、設計計算書、機器の種類及び能力等の求め

られる性能事項等を十分に踏まえ、搬入された処理対象物を、事業対象年度における関係法令、

基準及び規格等を遵守し、適切に処理を行うこと。 

（５）適正運転 

運営事業者は、本施設の運転が、関係法令、公害防止条件等を満たしていることを自らが行う

検査によって確認すること。 

排ガス中の有害物質濃度を適正かつ厳重に管理するため、要監視基準値と停止基準値を設ける

こと。なお、要監視基準値は、入札段階で選定事業者が提案した数値であり、その値を上回った

場合に計測の頻度を増加させる等の監視強化を行うための基準である。また、停止基準値は、平

常運転時にその基準を上回ると新施設を停止しなくてはならない値で、「第 1 編 エネルギ－回

収推進施設 第 1 章 第 2 節 11．公害防止基準値」に示す保証値である。 

要監視基準値及び停止基準値の設定の対象となる測定項目は、本施設からの排ガスに関する環

境計測項目のうち、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、水銀、ダイオキシン類、一

酸化炭素とする。 

運営事業者は、前項の規定より新施設を停止した場合は、その原因及び対策について、本組合

へ速やかに書面で報告し、対策を講じること。 
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表４－１ 要監視基準値と停止基準値（乾きガス基準） 

項目 
要監視基準値 停止基準値（保証値） 

基準値 判定方法 基準値 判定方法 

ばいじん g／N ㎥ 〔0.008〕 1 時間平均値が左

記の基準値を上

回った場合、本

施設の監視を強

化し改善策の検

討を開始する。 

0.01 

1 時間平均値が左記の

基準値を上回った場

合、速やかに本施設の

運転を停止する。 

SOx （ 硫 黄 酸 化

物） 
ppm 〔40〕 50 

NOx 

（窒素酸化物） 
ppm 〔40〕 50 

HCl（塩化水素） ppm 〔25〕 30 

Hg（水銀） μg／N ㎥ 〔25〕 

定期バッチ計測

データが左記の

基準値を逸脱し

た場合、本施設

の監視を強化し

改善策の検討を

開始する。 

直ちに追加計測

を実施する。 

30 

定期バッチ計測データ

が左記の基準値を逸脱

した場合、直ちに追加

測定を実施する。 

この 2 回の測定結果が

基準値を逸脱した場

合、速やかに本施設の

運転を停止する。 

ダイオキシン類 
ng-TEQ／

N ㎥ 
〔0.05〕 0.1 

CO 

（一酸化

炭素） 

4 時間 

平均 
ppm 〔20〕 

4 時間平均値が基

準値を上回った

場合、監視を強

化し、改善対策

を開始する。 

30 

4 時間平均値が左記の

基準値を上回った場

合、速やかに本施設の

運転を停止する。 

1 時間 

平均 
ppm 〔50〕 

1 時間平均値が基

準値を上回った

場合、監視を強

化し、改善対策

を開始する。 

100 

1 時間平均値が左記の

基準値を上回った場

合、速やかに本施設の

運転を停止する。 

※基準値については、酸素濃度 12%換算値。 

 

（６）搬入物の性状分析 

運営事業者は、新施設に搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析・管理を行うこと。

なお、分析項目、方法については、「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について

（昭和 52 年 11 月 4 日環整 95 号）に示される項目・方法を満たすものとするが、内容及び頻

度については事前に本組合と協議のうえ、年 12 回（毎月 1 回）実施すること。 

（７）教育訓練 

運営事業者は、新施設の安定稼働及び適正な維持管理を行うために必要な人材確保及び能力向

上（講習会の受講等）を図るとともに、本業務期間を通じて運転教育計画書を作成し、本組合に

提出すること。 

ア．運転教育の実施 

運営事業者は、作成した運転教育計画書に基づき、自らが確保した作業者等に対し、適切な

教育訓練を行うこと。 
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なお、本業務の開始に際しては、本施設の試運転期間中に本工事の請負事業者から新施設の

運転に必要な教育訓練を受けること。 

（８）家畜伝染病予防法への協力 

家畜伝染病予防法に基づいて殺処分された家畜に対して、その処理を本組合が実施しようと

する場合、運営事業者はその処理に協力すること。 

（９）災害発生時等の協力 

震災その他不測の事態により、本要求水準書に示す災害廃棄物を含む計画搬入量を超える多

量の廃棄物が発生する等の状況に対して、その処理を本組合が実施しようとする場合、運営事

業者はその処理に協力すること。 

 

３．維持管理業務 

（１）調達・管理 

運営事業者は、本業務の遂行に必要なすべてのものを調達し、管理を行うこと。 

また、各年度が開始する９月末までに調達・管理計画書を作成し、本組合に提出すること。 

なお、運営事業者は調達・管理計画書に基づき、調達した物品等を常に安全に保管し、処理、

運転及び事務等に支障をきたさないよう適切に補充及び交換を行うとともに、必要の際には支障

なく使用できるよう調達・管理台帳を作成し、適切に管理すること。 

調達及び管理に含むべき内容は、次のとおりとする。 

ア．水道、燃料、薬品、活性炭等の調達及び管理に関わるもの。 

イ．油脂類、予備品、消耗品等の点検及び整備に関わるもの。 

ウ．備品、什器、事務用品、日用品等の運営事業者が行う管理事務に係るもの。 

（２）点検・検査・整備 

運営事業者は、本施設の点検、検査及び整備（主に定期的な予備品及び消耗品の交換を指す。）

を、本施設の運営に極力影響を与えず効率的に実施できるよう、日常点検、定期点検、法定点検、

検査、自主検査、予備品及び消耗品交換等の内容（機器の項目、頻度等）を記載した点検・検

査・整備計画書（毎年度及び本業務期間を通じたもの）を作成し、本組合に提出すること。 

また、日常点検で異常が発生した場合及び事故が発生した場合等には、速やかに本組合に報告

し、運営事業者は臨時点検を行うとともに、点検・整備結果報告書を作成し、本組合に提出する

こと。 

なお、それらの記録及び報告書等は適切に管理し、法令等で定められた年数及び本業務期間を

通じて保存するとともに、本組合の要請があるときは閲覧又は複写等に対応すること。 

（３）補修・更新 

運営事業者は長寿命化総合計画を（検討期間１０年）を作成し、その計画に基づき各機器の年

度の補修・更新計画書を本組合の承諾を得て作成し提出すること。 

なお、長寿命化総合計画は、点検、整備結果及び補修実績等に基づき、５年に１度見直しを行

い、長寿命化総合計画の見直しを行う際についても、本組合の承諾を得て見直しを行うこと。 

また、長寿命化総合計画を作成する際には、補修・更新費用の平準化について配慮を行い作成

すること。 

（４）建築物の安全 

運営事業者は、機械設備と同様に建築物の外壁、内装、照明・採光設備、給排水衛生設備及び
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空調設備等の点検を定期的かつ入念に行い、常に周辺の環境を損なうことなく、所定の機能が保

たれるよう適切に補修及び更新する。特に、施設見学者等第三者が立ち入る箇所、悪臭対策及び

騒音・振動対策に関連する設備及び壁等については、適切に点検、補修及び更新すること。 

（５）改良保全 

運営事業者は、故障・不良の発生抑制、保全の軽減や用役費の低減を目的として、設備を改良

する等の改良保全を行う場合には、改良保全に関する計画書を作成し、本組合と協議すること。 

（６）機能検査、精密機能検査の実施 

運営事業者は、自ら費用負担により、新施設の機能検査を毎年１回、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行規則」（昭和 46 年厚生省令第 35 号）第５条及び「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律の運用に伴う留意事項について」（昭和 46 年 10 月 25 日環整第 45 号）に基づき第三

者機関による精密機能検査を３年に１回以上実施すること。 

運営事業者は、機能検査又は精密機能検査の終了後、遅滞なく報告書を作成するとともに本組

合に提出すること。 

運営事業者は、本業務期間を通じて、機能検査及び精密機能検査の報告書及び電子データを保

存し、本業務期間終了後、本組合に引き渡すこと。 

運営事業者は、機能検査及び精密機能検査の結果を踏まえ、新施設の基本性能の確保及び維持

するために必要となる点検・整備計画及び補修・更新計画の見直しを行うこと。 

（７）長寿命化総合計画 

運営事業者は、ストックマネジメントの観点から、「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の

手引き（ごみ焼却施設編）」（令和 3 年３月改訂 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄

物対策課）に基づき、新施設の長寿命化総合計画書（検討期間 10 年）を自らの負担により作成

し、本組合に提出すること。 

運営事業者は５年に１度、長寿命化総合計画書を自らの負担により本組合の承諾を得て更新し、

本組合に提出すること。 

長寿命化総合計画書の作成期限及び記載事項等の詳細については、本組合と運営事業者の協議

により定めることとする。 

運営事業者は、作成した長寿命化総合計画書に基づき、本施設の性能を維持するために必要な

点検、検査、整備、補修及び更新を実施する。 

 

４．環境管理業務 

（１）環境保全基準 

運営事業者は、公害防止条件、環境保全関係法令等を遵守した環境保全基準を定めるとともに、

運営に当たり、環境保全基準を遵守すること。 

また、環境保全基準を設定及び変更する場合は、事前に本組合の承諾を得て定めること。 

（２）測定項目及び頻度 

運営事業者は、本施設の運営が関係法令、基準及び規格等を満たしていることを自らが行う検

査によって確認することとし、運営上必要な測定は、対象、項目、頻度等を環境管理業務計画書

に明記したうえで、必要な日常管理項目を設定し、異常時には速やかに対応できるよう管理する

とともに、検査した結果等を記載した報告書を本組合に提出すること。また、提出した報告書及

び電子データ等は本業務を通じて保存し、本組合の要請があるときは、閲覧又は複写等に対応す
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ること。 

次表に示す項目及び頻度以上の計測管理を実施し、第三者機関による計量証明を本組合に提出

すること。 

 

表４－２ 環境管理のための測定項目及び頻度 

対象 項目 頻度 

組成 紙・布類、ビニル・合成樹脂・ゴム・皮革類・木・竹・わら

類・厨芥類（動植物性残渣、卵殻、貝類を含む。）、不燃物類、

その他（孔眼寸法５mm のふるいを通過したもの。） 

４回／年 

（四季） 

単位容積重量、三成分（可燃物、灰分、水分）、高位発熱量、低

位発熱量（実測値）、低位発熱量（計算値） 

熱しゃく減量 １回／月 

ばい煙 湿度、流速、量（乾きガス、湿りガス）、水分量、ばいじん、硫

黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物 

１回／２月／炉 

カドミウム及びその化合物、ふっ素、ふっ化水素、ふっ化ケイ

素、鉛及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合

物、シアン化水素、全水銀、ひ素及びその化合物、クロム及び

その化合物 

ダイオキシン類 １回／年／炉 

焼却灰 ダイオキシン類 

ばいじん アルキル水銀、総水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、

セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類 

悪臭 
敷地境界線上の地表における規制基準（測定箇所：３地点） 2 回／年 

（夏・冬） 排出口における規制基準（測定箇所：排出口） 

騒音 騒音に係る性能保証に準じる。（測定箇所：４地点） 
2 回／年 

（夏・冬） 

振動 振動に係る性能保証に準じる。（測定箇所：４地点） 
2 回／年 

（夏・冬） 

 

（３）環境保全計画 

運営事業者は、環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目、方法、頻度及び時

期等を定めた環境保全計画書を作成し、本組合に提出すること。 

また、環境保全計画書に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認するとともに、それらの遵守

状況について本組合に報告すること。 

なお、環境保全基準書を変更する場合は、事前に本組合と協議を行ったのち承諾を得て変更し、

本組合に提出すること。 

（４）作業環境保全基準 

運営事業者は、「労働安全衛生法」（昭和 47 年法律第 57 号）を遵守した作業環境保全基準を

定めるとともに、運営に当たり、作業環境保全基準を遵守すること。 

また、作業環境保全基準を設定及び変更する場合は、事前に本組合と協議を行ったのちに承諾

を得て変更し、本組合に提出すること。 

（５）作業環境保全計画 
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運営事業者は、作業環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目、方法、頻度及

び時期等を定めた作業環境保全計画書を作成し、本組合に提出すること。 

また、作業環境保全計画書に基づき、作業環境保全基準の遵守状況を確認するとともに、その

遵守状況について、本組合に報告すること。 

なお、作業環境保全基準書を変更する場合は、事前に本組合の承諾を得て変更し、本組合に提

出すること。 

 

５．情報管理業務 

運営事業者は、本業務で得た情報を適切に管理し、情報管理業務計画書に基づき、本組合に報告

すること。原則として、日報類は当該日の翌営業日（当該日が金曜日の場合は月曜日）に、月報類

は当該月の翌月５営業日以内に、年報類は当該事業年度終了後速やかに、その他の書類は、必要な

時に適宜提出するものとするが、具体的な提出時期及び頻度については、情報管理業務計画書に明

記すること。 

また、報告書の詳細な内容については、本組合との協議により定めること。 

なお、報告書及び電子データは本業務期間を通じて保存するとともに、本組合から要請があると

きは、閲覧又は複写等に対応すること。 

（１）受付・計量記録 

運営事業者は、計量機において記録された車両等の搬入及び搬出量、手数料等の徴収額等を確

認し記録の管理を行う。 

なお、記録については日時、車番、処理対象物の種類、家庭系と事業系の区別、搬入及び搬出

量、搬入者、搬出者及び地域等で整理・集計し、本組合に報告すること。 

（２）運営記録 

運営事業者は、ごみ投入量、焼却残渣排出量、薬剤等搬入量、運転記録、用役記録、分析記録、

資源化及びその他運営に関する記録等を記載した報告書を作成し、本組合に提出すること。 

（３）点検・検査・整備記録 

運営事業者は、点検・検査・整備計画に基づき実施した点検、検査及び整備の結果を記載した

報告書を作成し、本組合に提出すること。 

（４）補修・更新記録 

運営事業者は、補修・更新計画に基づき、実施した補修及び更新の結果を記載した報告書を作

成し、本組合に提出すること。 

（５）機器管理台帳の整備 

運営事業者は、各設備機器の点検、検査、整備、補修、更新及び故障に係る記録については、

機器管理台帳により適切に管理すること。 

（６）環境保全記録 

運営事業者は、環境保全計画書に基づき、計測した結果を記載した報告書を作成し、本組合に

提出すること。 

（７）作業環境保全記録 

運営事業者は、作業環境保全計画書に基づき、計測した結果を記載した報告書を作成し、本組

合に提出すること。 

（８）マニュアル・図面等の管理 
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運営事業者は、本施設に関する各種マニュアル及び図面等を適切に管理するとともに、補修、

更新及び改良保全等により、本施設に変更が生じる場合には、事前に本組合と協議を行ったのち

に承諾を得たうえで、各種マニュアル及び図面等を変更し、本組合に提出すること。 

なお、本施設に関する各種マニュアル及び図面等の管理方法については、本組合と協議の上、

定める。 

（９）その他施設管理記録 

運営事業者は、本施設の整備により管理記録が可能な項目及び運営事業者が自主的に管理記録

する項目で、本組合が要望するその他の施設管理記録について、施設管理記録報告書を作成する

こと。 

また、施設管理記録報告書の詳細な内容については本組合と協議して定める。 

なお、それらの施設管理記録報告書は、本業務期間を通じて保存するとともに、本組合の要請

があるときは、閲覧又は複写等に対応すること。 

 

６．余熱利用業務 

運営事業者は、関係法令及び公害防止基準等を踏まえ、本施設の基本性能を十分に発揮し、適切

な余熱利用業務を行うこと。 

運営事業者は、売電に関し本組合が事務手続を行う場合、その支援を行うこと。なお、この場合、

売電収益は本組合に帰属するが、運営事業者は売電収入の向上に最大限努めるものとする。 

運営事業者は、電気事業者による再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用するために必要

となる手続き・報告の支援を行うこと。また、運営事業者は再生可能エネルギーの固定買取制度に

関するデータを本組合に提供するとともに、そのデータについては、本業務期間を通じて保存して

おくこと。 

事業者提案に基づき売電を自ら行う場合、前述の記載に関わらず、運営事業者は電気事業法に基

づき、自ら再生可能エネルギーの固定買取制度を活用するために必要となる手続き・報告を行うと

ともに、自ら行った手続き・報告については、本組合に速やかに報告すること。また、運営事業者

は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関するデータを本組合に提出し、そのデータについ

ては、本業務期間を通じて保存しておくこと。 

運営事業者は、本施設を安全・安定的に運転することを前提に、使用電力の最小化（省エネ）に

努めること。 

 

７．残渣処分業務 

運営事業者は、本施設から排出される焼却残灰、安定化処理を行った飛灰等の焼却残渣を適正に

保管するとともに、最終処分場に運搬する車両に積込みを行うこと。 

なお、運搬に係る業務及び費用については本組合の負担とし、積込み時間等の詳細については、

本組合と運営事業者の協議により定める。 
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８．再資源化業務 

運営事業者は、本施設の運転により発生する有価物を場内にて保管・貯留し、運営事業者におい

て売却まで行い、売却代金については本組合に納入すること。 

また、運営事業者は、有価物の純度が良好となるような運転管理に最大限努め、引き渡される有

価物中の不純物が最小となるように配慮すること。 

 

９．その他の管理業務 

（１）清掃 

運営事業者は、事前に本組合の承諾を得たうえで、本施設の清掃計画を作成し、清掃計画には、

日常清掃の他、定期清掃等の全ての清掃を含むこと。 

運営事業者は、本施設を常に清掃し、清潔に保つこと。特に見学者等第三者の立入る場所につ

いては、常に清潔な環境を維持すること。 

運営事業者は、本施設の敷地の周辺においても常に清潔な環境を維持すること。 

運営事業者は、事前に本組合の承諾を得た上で、本施設の害虫獣の駆除計画を作成すること。

なお、運営事業者は、駆除計画に基づき害虫獣の発生及び駆除を行い、特に見学者等第三者の立

入る場所については、常に清潔で衛生的な環境を維持すること。 

（２）防火管理 

運営事業者は、「消防法」（昭和 23 年法律第 186 号）等関係法令に基づき、消火設備、警報

設備及び避難設備等を適切に管理し、本施設の防火上必要な管理者及び組織等の防火管理体制を

整備するとともに、防火管理体制表を作成し、本組合に提出すること。 

また、防火管理体制表を変更する場合には、変更した防火管理体制表を作成し、本組合に提出

すること。 

なお、運営事業者は、点検、定期点検等の実施において、防火管理上、問題がある場合は、本

組合と協議のうえ、本施設の改良を行うこと。 

（３）警備・防犯 

運営事業者は、本施設における警備・防犯要領を作成し、その要領に基づき警備・防犯システ

ム（24 時間監視体制）を構築及び整備し、本業務期間を通じて、本施設の安全を確保するとと

もに適切に管理すること。 

また、運営事業者は、整備した警備・防犯システム及び監視体制について、警備・防犯要領及

び体制表を本組合に提出すること。 

なお、警備・防犯要領及び体制表を変更する場合には、変更した防犯要領及び体制表を作成し、

本組合に提出すること。 

（４）環境教育 

運営事業者は、本施設の啓発業務の計画・実施にあたり、次に示す目標が実現されるように計

画・実施すること。なお、管理棟においては組合が専用で使用するエリア以外は、運営事業者は

啓発業務に利用できることを念頭において計画を作成すること。 

排出されたごみの処理及び資源化さて再利用されるまでの一連の流れ、廃棄物処理における本

施設の役割が理解されること。 

環境問題・エネルギー問題に関する情報発信、体験型学習の場の提供、本施設で作られるエネ

ルギーの量・利用状況の提示により、循環型社会形成促進への意識向上、３Ｒ推進の意識向上が
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促進されること。 

（５）施設見学者の対応 

運営事業者は、本施設の施設見学者に対し、見学の日時、申込方法及び日程調整等の受付作業

を行い、施設見学当日には本組合と調整し本施設の稼働及び環境保全の状況等の説明を行う等、

施設見学者の対応にあたること。 

なお、運営事業者は、施設見学者が利用する箇所及び設備等については、常に清潔かつ適切に

機能するよう管理を行うこと。 

（６）住民対応 

運営事業者は、住民等の信頼、理解及び協力を得るよう、常に適切な運営を行うように努める

こと。 

なお、本事業に関して住民等から意見等があった場合は、速やかに本組合が対応できるよう報

告を行うとともに、住民等への説明に必要な資料の作成等を行うこと。 

（７）ホームページの開設・管理 

運営事業者のホームページを自らの負担により開設し、適切に管理するとともに、本業務期間

を通じて、当該ホームページにより、本施設に関する運転データ等を公開する。 

（８）災害時の対応 

ア．二次災害の防止 

運営事業者は、地震、災害、機器の故障及び停電等の緊急時において、人身の安全最優先す

るとともに、環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるよう施設を安全に停止させ、二次

災害の防止に努めること。 

また、地震、火災等の災害等により、来場者に危険が及ぶ可能性がある場合は、来場者の安

全確保を最優先するとともに、来場者が避難できるように適切に誘導すること。 

イ．緊急対応マニュアル等の作成 

運営事業者は、緊急時における人身の安全確保、本施設の安全停止及び復旧等の手順を定め

た緊急対応マニュアル及び緊急時から短時間で平常業務へ復帰する体制を定めた事業継続計画

書（BCP：Business Continuity Planning）を本組合の承諾を得て作成し、本組合に提出

すること。 

また、緊急時には緊急対応マニュアル及び事業継続計画書は随時改善し、改善を行う場合に

は事前に本組合と協議をおこなったのちに承諾を得て作成し、本組合に提出すること。 

ウ．自主防災組織の整備 

運営事業者は、地震、台風、大雨当等の警報発令時及び火災、事故等が発生した場合に備え

て、自主防災組織の整備及び警察、消防及び本組合等への連絡体制を構築し、自主防災組織・

連絡体制表を本組合に提出すること。 

また、自主防災組織・連絡体制表を変更する場合には、内容を変更した自主防災組織・連絡

体制表を本組合に提出すること。 

なお、緊急時に配置予定職員の人数を考慮したうえで、運営事業者の職員が５日間程度、本

施設で待機可能な防災用品を準備する。 

エ．防災訓練の実施 

緊急時に自主防災組織・連絡体制が適切に機能するよう、定期的に防災訓練等を行い、防災

訓練等の実施に当たっては、事前に自主防災組織の構成団体に連絡を行い、構成団体の参加に
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ついても考慮すること。 

オ．事故報告書の作成 

運営事業者は、事故が発生した場合は、緊急対応マニュアルに基づき、事故発生状況及び事

故発生時の運転記録等を速やかに本組合に報告するとともに、それらへの再発防止策等を記載

した事故報告書を作成と、必要に応じ緊急対応マニュアルを改訂し、速やかに本組合に提出す

ること。 

カ．災害発生時の協力 

震災その他不測の事態により、搬入廃棄物想定量を超える多量の廃棄物が発生する等の状況

に対して、その処理を本組合が実施しようとするとき、運営事業者は、その処理処分に対処す

ること。 

キ．急病等への対応 

運営事業者は、来場者、従業者の急なけがや病気等に対応できるように、簡易な医薬品等を

用意するとともに、急病人発生時の対応マニュアルを事前に本組合の承諾を得て作成すること。 

運営事業者は、作成した対応マニュアルを周知し、十分な対応が実施できる体制を整備する

こと。 

運営事業者は、AED を管理棟及び来場者及び従業者の所在・動線等を踏まえ、適切な位置

に必ず設置すること。 

また、設置した AED については、適切に管理するとともに、必要な講習等を受講し、常時

使用できるようにすること。 

（９）太陽光発電の管理 

ア．運営事業者は、発電量に関する日報、月報、年報を記録し、本組合に提出すること。 

イ．運営事業者は、太陽光発電及び蓄電池設備に関する運転管理マニュアルを作成し、遵守す

ること。運転管理マニュアルには、不具合対応手順や、トラブルシューティングについても

盛り込むこと。 

ウ．運営事業者は、太陽光発電及び蓄電池設備に関する点検・検査・整備計画を策定し、遵守

すること。 

エ．運営事業者は、太陽光発電及び蓄電池設備に関する補修計画を策定し、遵守すること。 

オ．運営事業者は、必要に応じ、除草作業、除雪作業を行うこと。 

カ．運営事業者は、設備異常や不具合を発見した場合は、速やかに適切な対応をとること。修

理や部品交換を行った場合は、本組合へ報告すること。 

キ．運営事業者は、日々の太陽光発電量が最大になるように、維持管理業務に努めること。） 

（10）個人情報の保護 

運営事業者は、個人情報の適正な取扱いの確保について「個人情報の保護に関する法律」（平

成 15 年法律第 57 号）及びこれに基づき規定されている本組合の個人情報の保護に関する法律

施行条例等を遵守すること。 

（11）保険 

運営事業者は、本業務期間中は、少なくとも以下の保険に加入すること。ただし、運営事業者

により、以下の保険と同等と認められる他の保険等が提案された場合は、付保に代わるものと認

めることとする。 
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ア．第三者損害賠償保険 

（ア）付保対象  本業務に伴い第三者に与えた損害（自動車事故による不

法行為に起因する損害を含む。）について、法律上の賠償

責任を負担する場合に被る被害 

（イ）付保期間   事業期間 

（ウ）保険金額   対人 １名１億円以上、１事故最大 10 億円以上 

対物 １事故最大１億円以上 

エ．その他   組合を追加被保険者とする保険契約とすること 

イ．火災保険 

（ア）付保対象   〔事業者提案による管理対象〕 

（イ）付保期間   事業期間 

（ウ）保険金額   再調達価格 

ウ．プラント保険 

（ア）付保対象   〔事業提案による管理対象〕 

（イ）付保期間   事業期間 

（ウ）保険金額   再調達価格 

 

10．CSR 活動等 

周辺の里山環境の保全活動を行っている泉佐野市丘陵緑地や周辺住民団体の地域活動への積極的

な社会貢献について検討すること。 

 

11．設置・運営に関する許認可の申請支援 

本組合が本施設を所有し、運営を行うに当たって必要な許認可等の申請に際して、運営事業者は

図書類の作成及び協議等の支援を行うこと。 

 

 


